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財務常任委員会（令和２年３月12日） 

◎委員長（鬼頭博和君） 皆様、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから財務常任委員会を開催いたします。 

 当委員会に付託されました案件は議案11件であります。これらの案件を逐

次議題といたします。 

 審査に入る前に、当局から御挨拶をお願いいたします。 

◎総務部長（山田日出雄君） 改めまして、おはようございます。 

 議員の皆さんにおかれましては、既にメール、あるいは本日、皆さん方の

連絡箱に配付させていただきました文書で御承知かと思いますが、昨日の午

後、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催させていただきまして、

現在、３月15日までとしております公共施設の臨時休館については、３月末、

31日まで延長させていただくことにしました。 

 公共施設のこうした休館については、市民の皆さんに大きな影響を与える

ということは重々承知しておりますが、現在の国内、あるいは県内の発生状

況、また国の専門家会議による考え等も踏まえてこうした判断をさせていた

だいたものであります。御理解いただきますとともに、また議員の皆さんに

おかれましても、機会がありましたら市民の皆さんにお伝えいただけますよ

うお願いいたします。 

 さて、本日から財務常任委員会ということでございます。今年度の補正、

あるいは新年度予算といったところの御審議をいただくわけでございますけ

れども、関係職員も出席させていただいております。とそれとあと、先ほど

少し委員長さんのほうにもお願いさせていただきましたけれども、少しやは

り職員の入替え等にもちょっとお時間をいただくような、あるいは換気も含

めてですけれども、そうしたところの御配慮もいただきながら審議を進めて

いただければ幸いかと存じます。 

 どうぞ慎重審議のほどお願いいたします。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 適宜、換気等を入れながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは審査に入ります。 

 議案第18号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算（第８号）」を議題とい

たします。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 
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◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 初めに、款２総務費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） それでは、ページで申し上げると14ページになりま

すか。戸籍住民基本台帳費。その中の事務管理費、節19の通知カード・個人

番号カード関連事務負担金についてお尋ねをしたいと思います。 

 支払先は地方公共団体情報システム機構と思いますけれども、190万8,000

円の増額ということで、補正後は1,235万3,000円という大きな額にもなるわ

けでありますが、このシステム機構に委任する事務というのは一体何でしょ

うか、説明をお願いしたいと思います。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 地方公共団体情報システム機構に委任す

る事務は、主に次の５業務があります。 

 １つ目は、個人番号カード発行など事業を行うためのプロジェクト管理事

業、２つ目は通知カードの作成・発送事業、３つ目は個人番号カードの申込

み処理作業、４つ目は個人番号カードの製造・発行事業、５つ目はコールセ

ンターの運営事業となっております。 

◎委員（黒川 武君） 今の答弁に関連してお聞きいたしますけれど、もと

もとこの事務負担金というのは全額が国庫補助金であるわけですよね。それ

を市のほうで補助金で頂くけれど、全額がシステム機構のほうに出されてい

くということなんです。言ってみれば、トンネルみたいな感じがしないわけ

でもないんですよね。 

 しかし、市が行う業務という今説明を頂たけれど、主たる業務のほとんど

というのはシステム機構のほうで行うものであると、そういうふうに理解し

てよろしいですか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 通知カード作成、個人番号カード作成、

あと申込みの受付と郵送業務ですね、そちらについては地方公共団体情報シ

ステム機構が全て行っておりまして、委員がおっしゃられるとおり、市から

地方公共団体情報システム機構に支払ったお金については国のほうから補助

金としていただけるという仕組みになっております。 

◎委員（黒川 武君） じゃあ、確認でお聞きしますけど、市が行う業務と

いうのは、そうすると残った業務って何になりますかしら。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 個人番号カードが届いた後の交付前設定

業務、あとは市民の方に交付する交付作業、あとはカードが届いたときに受

け取りに来ていただくときの通知書の発送業務があります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、款２総務費についての質疑を終結いたし

ます。 

 続いて、款３民生費及び款４衛生費についての質疑を許します。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 衛生費でお聞かせください。 

 母子健康診査事業はそう大きな額ではありませんが、減額の補正になって

いますが、かなり受診率が高い事業だというふうに思うわけですけど、こう

いった減額になった具体的な、例えばどの健診が減っているのかとか、いつ

の時期のものが減っているのかとか、そういうことが傾向でありましたらお

聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 妊婦健康診査の件数などにつきましては、妊

娠届出時期が早期のため出産に至らない場合ですとか、あと妊娠届出者数が

見込み数より少ないということが考えられます。 

 健診ごとの件数につきましては、妊娠届出の時期ですとか出産に至るまで

の時期によって使用する回数、受診票の回数は違いますので、一概にこの何

回目が少なかったというわけではございません。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 いろいろな状況があるもんですから、誤差のところで出てくる減額なのか

なというふうに思います。 

 では、予防接種のほうですが、これは比較的大きな額になっています。こ

の予防接種は、これも何か傾向があるのかどうか、状況をお聞かせいただき

たいと思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 特に予防接種につきましては、令和元

年度の予防接種の接種率につきましては、令和２年１月末時点において、乳

幼児については平均95.8％で、30年度の98.8％より３％減少しております。 

 高齢者インフルエンザは45.9％で、平成30年度より2.1％減少しておりま

すが、接種者数は436人増えております。 

 傾向としては、特に全体的なものではあるんですけれども、インフルエン

ザは多少接種者数が増えているというところにはなるんですけれども、全体

的にそれ以外のところで多少減っている部分があるものですから、減額補正

につながったものになりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 子どもも高齢者も、インフルについては一定の受診

があるということで、それ以外のもので特に傾向がないという、顕著なもの

がないという確認でよろしいでしょうか。 
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◎健康課統括主査（須田かおる君） 特に傾向は、これが特に減っていると

かそういうのはないですので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） もう一点、本会議でも少しがん検診の減額について

はお聞きしました。 

 個別検診のものが見込みより少なかったということで、そういった点での

医療機関でのＰＲがどうなのかということで少しお聞きしたところでありま

す。 

 それで、いろんな状況があって、職場で受診できなかった人ができるよう

になっただとか、あるいは人間ドックで受けられる方だとか、あとは普通に

医療機関で定期受診をしていて、その中で一定の検査を受けているというよ

うな状況があるということで、要するに、このがん検診の受診率をどう見る

かというところで、そういうものを含めると40％から30％というような形で

の受診率になるということが本会議で答弁があったというふうに思いますが、

こういったことというのは、いわゆる受診率と一般的に言われているものの

中で、そういうふうに国に対しても報告できるようなものなのかどうかとい

う、受診率の見方について少し教えていただきたいと思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 受診率につきましては、その年度の対

象年齢分の受診者数で出すものですから、一概に受診者が減っていても受診

率が上がるということがありまして、今年度につきましては平成30年度より

も受診率が上がっているがん検診につきましては、大腸がん検診、乳がん検

診、子宮がん検診、前立腺がん検診が平成30年度より受診率は上がっており

ます。 

 それで、胃がん検診につきましては平成30年度と本年度とで同率なので、

増減はありませんでした。 

 一方、平成30年度よりも受診率が下がったがん検診は肺がん検診となって

おりますので、受診者数で見ると30年度よりも少なくはなっているんですけ

れども、受診率で見た場合には平成30年度よりも今年度のほうが下がったの

は肺がん検診だけとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 傾向は分かりましたけど、要するに受診率を、例え

ば特定健診なんかの受診率はやっぱりいろんなところに影響する、国保の関

係の努力支援だとか、そういうところに関係すると思うんですけど、そうい

う受診率を報告しなきゃいけないということはがん検診の場合はないんでし

ょうか。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 受診率につきましては毎年報告してお

りますけれども、ただ国保のほうの人間ドックの部分についてはその受診率
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には含められないことになっておりますので、あくまで保健センターの実施

するがん検診の部分についての受診率は毎年県のほうに報告しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、款３民生費及び款４衛生費についての質

疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、款６商工費及び款７土木費についての質疑を許します。 

◎委員（堀  巌君） 商工費は、観光費の桜まつり委託料でお聞かせくだ

さい。 

 環境保全事業協力金について、憩いの広場の整地であるとかいろんなこと

に使われると思うんですけれども、まずそのお金の流れとして、協力金の使

い道としては今言った整地だとかそういったところ以外に何か使い道という

のはあるのでしょうか。等ということになっていますけれども。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 環境保全事業協力金につきましては、

実際に臨時駐車場として活用しております八剱憩いの広場をはじめ、各小・

中学校のグラウンドの整地ですとか、あとは雨天で実際に使った後にぐちゃ

ぐちゃになった場合に整地に使うですとかそういったあたり、またそういっ

た八剱憩いの広場を含め、各臨時駐車場に配置しております警備員ですとか、

そういったあたりで使わせていただいております。 

◎委員（堀  巌君） 実際の収支はどのようになっていますか。 

 とんとんなのか、余るのか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 環境保全事業協力金だけの純粋な収

支といった形ではしておりませんでして、実際、桜まつりの予算としまして

は、市の委託料をはじめ環境保全の協力金、また出店者ですとか協賛金、そ

ういったものが歳入でございます。 

 それに対しまして、歳出として先ほど申し上げました駐車場関係ですとか、

そういったところの警備員ですとか、整地だったり、そういったところ。ま

た、祭り自体に係ります本部費として、例えばライトアップですとか、あと

はメイン会場である会場の整備費ですとか、あと各土・日にやっております

イベントの行事費ですとか、そういったもろもろの歳出を含めて歳入歳出と

いうような形になっております。 
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◎委員（大野慎治君） 商工費の中で、企業立地推進費の中の地区計画策定

業務委託料、決算見込みに合わせて減額するものとなっておりますが、この

地区計画というのは今年度で業務が多分終わるんだと思いますけど、今年度

いっぱいで、この地区計画はいつ公表される見込みでしょうか。 

◎企業立地推進室主幹（岡 茂雄君） この地区計画につきましては、10月

１日に土地計画の告示のほうをしまして、案としましては以前お示ししてあ

るものになりまして、もう公表されているという認識でおります。よろしく

お願いいたします。 

◎委員（水野忠三君） 尾北自然歩道お祭り広場整備事業についてお伺いを

します。 

 お祭り広場の排水対策工事ということで工事のほうが行われて、完了はし

ていると思うんですけれども、自分が早朝、毎月分別収集されている方とお

祭り広場でお会いするわけでございますが、そのときにやはりその排水とか、

まだ水たまりが雨が降った後にできるとか、そういう苦情といいますか、意

見といいますか、そういうことをお伺いすることが間々ございます。 

 そこで、今後、追加の工事等をされる御予定があるか、あるいは今後どの

ような管理、整備をされるかということをお伺いしたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今年度、お祭り広場の改修工事のほ

うをやらせていただいておりまして、整備自体としては終了となります。 

 実際、施工後の現場を見ておりますけれども、雨天時ですとかその後の乾

いたタイミングで現場を歩いてみますと表面が固くなりまして、これまでの

ように土の中に靴がめり込むといったような状況はなくなったというふうに

感じております。 

 また、水たまりにつきましても、相当量の雨が降りますと部分的には発生

しますけれども、消えてなくなるのも早くなり、工事による効果があったな

というふうに考えております。 

 今後は、例えば桜まつりですとか鍋フェスですとか、そういった大きなイ

ベントの後には定期的に整地するなど、日常の管理にも注意を払っていきた

いというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 土木費の一宮春日井線道路改良事業についてお聞か

せください。 

 説明資料の中には、小牧市において用地調整に時間を要しておるというこ

とであります。この際ですから、今の小牧市の動きだとか今後の見通しだと

か、こういった点について状況をお聞かせください。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） こちらなんですけれども、小牧市さんの
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事業用地の対象事業者さんに小牧市さんが暫定的な整備を考えていますとい

うことで説明に行ったところ、暫定的な整備について少々難色を示されたと

いうことがあります。 

 今後なんですけれども、まず用地測量を行うに当たりましては道路の構造

を決める設計を行わなければならなくて、それを県のほうでやっていただけ

るようになっております。その設計が終わらないと用地測量に入っていけな

いというところでありまして、まだその設計に入るだけの前提条件がちょっ

と整っていないなというところがありましたので、こちらのほうの減額とい

うふうになっております。 

 現在、小牧市において対象事業者さんと鋭意交渉中ということであります

ので、そちらの動きを見ながら進めていくという形になります。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） 今のに関連して、一宮春日井線、お聞きします。 

 以前、市長のほうから小牧市のほうはどんどん合意が進んでいるというよ

うな報告を聞いたことがあるんですが、どういったところで難色を示されて

いるのか分かりましたらお聞かせください。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 小牧市においては、暫定的な整備という

ところで岩倉市からカネスエの交差点からトラックターミナル線というとこ

ろまでの区間で整備をするということで進んでおりまして、小牧市としては

暫定的な整備ということで２車線分で事業を進めたいというのが考えである

というところであります。 

 ただ、そこの一宮春日井線は将来４車線の道路ですので、対象事業者さん

としては、だったらもう４車線でというような御意見もあるということで、

その辺の調整を今しているというところになります。以上です。 

◎副委員長（宮川 隆君） すみません、商工費の観光費に絡んでお聞きし

たいと思います。 

 補正後の金額でも1,800万余りの予算が組まれているわけなんですけれど

も、この中に本年の桜まつりの準備資金だとかというものも含まれているん

でしょうか。確認。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今回減額させていただいた分につき

ましては、令和２年の桜まつりの予算については入っておりません。 

◎副委員長（宮川 隆君） ありがとうございます。 

 では、本予算で聞きます。 

◎委員長（鬼頭博和君） いいですか。 

 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 



８ 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、以上で款６商工費及び款７土

木費についての質疑を終結します。 

 休憩しますか、いいですか。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、款８消防費、款９教育費及び款11公債費についての質疑を許しま

す。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 消防費の消防団員の報償費、退職報償金の増額につ

いて、本会議でも質疑がありましたから、少し教えていただきたいと思いま

す。 

 20人の方が退職して、そのうち５年以上が13人ということで、その方々が

退職報償金の対象となるということで、当初予算と比較して不足した分の増

額というところで、退職する方は10年以上が多いということで、世代交代と

いうか、大分人が替わるなというような印象を持っています。 

 それで、消防団員の確保というのは大変今厳しい状況になってきていると

いうふうに思います。そうでない地域もあろうかと思いますけど、厳しいと

ころは本当に大変で、年末あたりから相当探して、いろんな手を打って消防

団員自らが動いて後継者をということでやるケースもあるというふうにお聞

きしています。 

 そうした中で、退職ということは理由はいろいろあるというふうに思うん

ですね。個別的なこともあるもんだから一概にこの場で言えない部分もある

かと思いますけど、退職理由の傾向というのが何かあるのかどうか。５年未

満の人も７人ということで、長く務められていないような実態も少しあるの

かなというふうに思ったりするんですけど、そうした点での今の消防団員の

確保や退職の状況について、少し消防署でつかんでいる情報を教えていただ

きたいと思います。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 今紹介していただきましたように、

消防団員の確保については近年厳しい状況がありまして、当市についてはこ

れまでずうっと定数を満たしていた中には、区長をはじめ、関係の皆様方の

苦労の上での定数維持というふうな状況でありました。 

 ただ、今お話にもありましたとおり、定数を満たすことはもちろん大切な

んですけれども、そればかりに重きを置くことによって、やっぱり実際の活

動の中には幅が出るといいますか、なかなか実態としてどうなんだろうとい
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うところがありまして、県外ですとか県内におきましては、不適切な報酬の

支払いになるんではないかというようなことが問題になるということもあり

まして、事務局としてはそういったことも踏まえてできる限り広く市民に納

得していただけるような形になるような適正化ということも努めております。

こういったことが消防団、団員の皆様方に浸透しているのも一つ要因かなと

いうふうに事務局側としては考えております。 

 ただ、やはり最終的に退団ということになりますと個別のことになります

ので、こちら側としても具体的に把握し切れない部分もありますけれども、

今お答えさせていただいたことはこちら側の印象として思っておりますので、

御理解いただきたいなというふうに思います。 

◎委員（木村冬樹君） 質問はこれまでにしますけど、状況が大変厳しいと

いうところはすごく感じているところであります。 

 第３分団の岩倉団地なんかでも、ここのところ女性分団員が２人増えて、

さらに来年度は１人、20代後半の方に入ってもらえてすごく若返ってきてい

る。かといって、60代後半の人も出席を結構されるもんですから辞めていた

だくわけにはいかないということで継続してお願いしているというところも

あるわけです。 

 そういう団地だけじゃなくて、ほかの地域でもそういう苦労が行われてい

ますし、大市場町なんかでも聞くと、消防団員が署で作ってもらったチラシ

を配って、全戸に配ったりして奮闘しているというような状況もお聞きする

わけで、できるだけ消防団員の確保について、消防署としても協力をこれか

らもしっかりしていただきますようにお願いして、質疑を終わりたいと思い

ます。 

◎委員（堀  巌君） すみません、関連して僕も聞こうと思っていたんで

すけど、成り手の確保という点では、これまで議会や議員がいろんな提案を

してきたと思うんですね。 

 新年度予算に真新しいそういった新規のものが載っていないんですけど、

その考え方として今後の特典、消防団員になったときの特典とか先進事例を

いろいろ紹介されてきたと思うんですけど、そのことについて到達点は、内

部の検討はどのようになっているんでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） これまでもこういった機会におきま

してお尋ねがありましたし、こちら側としても国が示しているような方策に

ついての考え方も示してきました。 

 ただ、今お話がありましたとおり、新たなものということで具体的に示せ

るところまでの状況ではございませんけれども、先ほどの木村委員からのお
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話にもありましたとおりに、関係の方、それから事務局と、本当に難しい状

況であるということは認識しておりますので、安定的な消防団員の確保につ

ながるように不断の研究をしていきたいというふうに考えています。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、以上で款８消防費、款９教育費及び款

11公債費についての質疑を終わり、歳出についての質疑を終結いたします。 

 続いて、歳入の質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、これをもって歳入についての質疑を終

結します。 

 続いて、第２表 繰越明許費、第３表 債務負担行為補正及び第４表 地

方債補正についての質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、第２表 繰越明許費補正、第

３表 債務負担行為補正及び第４表 地方債補正についての質疑を終わり、

議案第18号の質疑を終結いたします。 

 議員間討議は省略でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 続いて、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第18号「令和元年度岩倉市一般会計補正予算（第８号）」についての、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第18号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 じゃあ、暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、議案第19号「令和元年度岩倉市土地取得特別会計補正予算（第２
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号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） 12ページの土地開発基金の積立金と財産収入の関係

を聞きますけど、これは平米当たりの単価を割り戻すと１万4,800円になる

と思います。 

 この単価というのは、川井野寄工業団地の要するにほぼ買収単価と同程度

のものかなとも思うんですけれど、今回売り払うに当たって鑑定評価という

ものを参考にしたのかどうかということがまず第１点。 

 もう一点目は、２月14日の全協において報告があった野寄町の３筆の市有

財産の売払い、これについての報告もありましたが、その３筆の鑑定評価と

比べて違いは出ているのかどうなのか、このところの説明を求めます。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 今回の土地売払いにつきましては、川井野寄

地区の工業系土地開発事業によって愛知県企業庁に土地を提供された方が希

望されて、野寄町西海道の37番の市の土地を代替地として提供するというも

のでございます。 

 それで、売払い価格につきましては、委員からも御紹介がございましたが、

平米当たり１万4,600円ということとしております。この単価につきまして

は、代替地を希望する方が取得した統一の単価としておりまして、県の企業

庁が川井野寄地区工業系土地開発事業によって取得した価格と同額ともして

おります。 

 愛知県さんのほうでこの１万4,600円という金額を決めるに当たっては、

鑑定評価を取られております。 

 あと、２つ目の質問にありました２月14日の全員協議会で報告があった野

寄町の３筆の市有地の売払いとの違いにつきましては、川井野寄地区の工業

系土地開発事業の場所と少し離れているというところから、市において鑑定

評価を取っております。 

 ３筆の売払いがございますが、そのうちの１筆であります農地としての利

用が前提となります野寄町西海道１というところにつきましては、１平米当

たり9,800円を最低の価格ということで、鑑定評価もその額というふうにな

っておりますので、今回の売払いとなります１万4,600円と比べれば4,800円

差があるということでございます。よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な疑問ですが、２月14日の全員協議会のときに
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この野寄町西海道37番地の580平米の場所は明示されていなかったんですが、

これって場所というのは、資料というのはあるのか。 

 あれば後で入れておいていただければいいですけど、場所だけ、ここです

よということだけ。予算には賛成するものですけど、場所は特定できる資料

はございますか。 

◎行政課長（佐野 剛君） 具体的に少し口頭で先に申し上げさせていただ

きたいと思います。 

 場所は、北島藤島線沿いにある土地になりまして、ちょうど岩倉西春線と

北島藤島線が交差する交差点、今整備しているところがありますけれども、

そこから西へ２ブロック、五条川右岸の浄化センターからは東へ１ブロック

目になるんですけれども、そこの交差点の南角の土地になります。 

 今手持ちで資料がありますけど、もしあれでしたら回覧等させていただけ

ればというふうに思いますけれども。 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、回覧のほうを。 

◎行政課長（佐野 剛君） 今２部ほどありますので、もし可能であれば両

サイドから。 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、休憩中に見させていただくということで。 

◎行政課長（佐野 剛君） はい。 

◎委員長（鬼頭博和君君） 他に質疑ございますか。 

◎委員（木村冬樹君） 今回のこの川井野寄工業団地開発事業区域に含まれ

る土地の所有者で代替地を希望するということでありますので、新年度予算

で組まれている代替地希望者に対する奨励金というのもこの方は対象となる

という確認でよろしいでしょうか。 

◎企業立地推進室主幹（岡 茂雄君） 今回買われた方については新年度、

今予算計上させていただいている代替地等の奨励金の該当者になるという形

になりますので、予算をお認めいただければ交付をしていく予定にしており

ます。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） いいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で質疑を終結いたします。 

 議員間討議は省略でいいですかね。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、議員間討議は省略いたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第19号「令和元年度岩倉市土地取得特別会計補正予算（第２号）」に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第19号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第20号「令和元年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第４

号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 今回の歳出においての増額は、総合事業におけるも

のの増額になっているというふうに思います。 

 それで、新年度予算のところでお聞きしたいところもあるわけですけど、

ちょっとここでお聞きしたいのは、総合事業対象者のうち要支援１・２の認

定者増ということで、要介護認定をやられた方が増えているというような感

じを受けるんですけど、常々岩倉市は必要な方に必要なサービスが提供でき

るように、そういった姿勢を堅持していくという答弁を繰り返し頂いており

ますが、要介護認定を受けている状況というのはもちろん希望すればやられ

るというふうにお聞きしているわけですけど、最初から基本チェックリスト

でというようなことではないというふうには思っているんですけれども、そ

の辺の要介護認定を受ける状況について、岩倉市の今の状況をお聞かせいた

だきたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 岩倉市の要介護認定の状況ということで

すが、まず窓口に来た際には、基本的に要介護認定ということでお話を持っ

てこられる方には要介護認定ということでお話を進めますが、基本的に要介

護認定を持っていないと受けられないサービスを受けたいという方には要介

護認定をお勧めして、そのまま手続をしております。 

 特に、特段総合事業のサービスで事足りるような方には、基本チェックリ

ストを受けていただいて事業対象者とすることもありますが、その際にも地

域包括支援センターのほうに確認をしながら、そこで要介護認定を受けたほ

うが適当であるというようなことでありましたら、その時点で要介護認定の
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ほうに切り替えて手続を進めるというようなことをやっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 受けたいサービスによって振り分けはされているものの、基本チェックリ

ストで判定する場合においても包括のほうでアセスメントがされるというよ

うなことで、きちんとした体制が組まれているなというふうに思います。引

き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 もう一点、本会議でもお聞きした調整交付金について、歳入のほうですけ

ど、調整交付金が決定されていくスケジュールだとか仕組みについては少し

本会議でお聞きしたところであります。 

 それで、2.71％ということで結構ずうっと低い数字がだんだんやっぱり上

がってきているというような印象を受けるわけですけど、今回は当初予算と

比較しても大きな、大きなと言えるのか分かりませんけど、比較的伸びてい

るなというふうに思っているわけですけど、岩倉市のこの調整交付金という

のは、高齢者の人口と高齢者の所得の状況によって勘案されて国が示すとい

う内容だというふうに思うんですけど、岩倉市の２つの要素だとか、それ以

外の要素があるかどうか分かりませんけど、この調整交付金になる、この金

額になる岩倉市の特徴というのはどういう状況なのかお聞かせいただきたい

と思います。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 調整交付金の決定する仕組みということ

なんですけれども、岩倉市の、せんだって２月10日に令和元年度の調整交付

金2.71％ということで示されました。平成30年度が2.20％でしたので、それ

より上がったわけなんですけれども、調整交付金を算定する仕組みというの

が平成30年度から若干変わりました。今までは65歳から74歳まで、あと75歳

以上という２区分で全国との比較をして均衡を調整したような形なんですが、

平成30年度からは65歳から74歳の１区分と、75歳から84歳の１区分、もう一

つ85歳以上の合計３区分で全国との比較をして調整をかけると、そういった

流れに変わっております。 

 全国との比較ということになりますので、ちょっと細かなところまでは分

からないんですが、岩倉市の状況を見てみますと、後期高齢者全体の加入割

合としては岩倉市は比較的低いといったところです。85歳未満の後期高齢者

の加入割合、後期高齢者の中でも若い方という加入割合は高くなっています、

全国と比較して。それで、85歳を超える後期高齢者の加入割合、こちらは全

国と比較をして低くなっているところです。 

 収入の関係、所得の水準に関して見ますと、岩倉市につきましては所得段
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階の１段階、２段階のそういった層の方は比較的全国と比較をすると低い、

６段階以上の所得の高い層は全国と比較すると高いと、そういった特徴が見

られます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議は省略いたします。 

 次に、討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第20号「令和元年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（第４号）」に

ついて、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第20号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第21号「令和元年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算

（第４号）」を議題といたします。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議を省略し、討論も省略させていただきます。 

 直ちに採決に入りたいと思います。 

 議案第21号「令和元年度岩倉市公共下水道事業会計補正予算（第４号）」

について、賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第21号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 
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◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、議案第22号「令和２年度岩倉市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

 質疑は、歳出から行います。 

 質疑の範囲は原則として款ごととし、必要に応じて項、目で進めさせてい

ただきます。 

 初めに、款１議会費の質疑を許します。 

 予算書は88ページから92ページまで、積算内訳書は１ページから４ページ

までとなります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で款１議会費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款２総務費、項１総務管理費のうち、目１一般管理費の質疑を許

します。 

 予算書は92ページから94ページまで、積算内訳書は５ページとなります。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書で言ったほうがいいですね。５ページの

使用料及び賃借料のうち、複合機借上料についてお聞かせください。 

 決算や予算のたびに申し上げていることでありますけど、複合機借上料に

つきまして、これまで流用が行われてきたというところがあるというふうに

思います。 

 それで、電子決裁なども導入される中ではありますが、カラーの印刷物に

ついて枚数を少し増やして予算化されているというところであるというふう

に思います。 

 それで、今回の予算について流用せずに対応できるものなのか、やっぱり

流用をずうっと続けてきたわけで、そういう予算の立て方というのはやはり

おかしいんではないかというふうに常々申し上げてきたところで、今回につ

いてはそういうことも含めて検討されたものなのかどうかお聞かせいただき

たいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 令和２年度の予算の積算に当たっては、元年

度の状況、これまでの状況ですね、あと過去２年間の実績等を勘案した上で、

その見込みを算出して計上しているということになります。その結果、委員

からも御説明いただきましたように、カラーのほうの枚数を１月当たり

1,500枚増やさせていただいたということでございます。 

 カラーの使用につきましては、近年、より分かりやすい資料を作成すると

いう視点で複合機からのカラー印刷が増えてきているという傾向にあります
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ので、今回増やさせていただいたというものでございます。 

 流用で対応するのはいかがなものかという御意見も頂いておりますので、

令和２年度につきましては流用がないように予算立てをさせていただいてい

ますし、令和元年度につきましても今の状況ではありますが、流用等はない

ような形で決算が送られるのかなというふうに見込んではおります。以上で

す。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 これも以前から聞いているんですけど、電子決裁との関係でこういう印刷

しなきゃいけないものというのは減少していくということにはなかなかなら

ないという、そういう見方でいいのかどうか、電子決裁との関連ではどうな

のかという点についてもお聞かせいただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 電子決裁との関連ということですけれど、複

合機自体はもちろん従前の決裁に使用するために打ち出して行うというのも

ございますが、それ以外の通常の日常業務で利用するということもございま

す。 

 ただ、一定の枚数、ちょっとその電子決裁だけ取り出して数字を拾ってい

るわけではございませんけれど、一定の使用料は減るのかなというふうには

考えております。 

◎委員（黒川 武君） 積算内訳書の７ページのところです。 

 委員長、財源内訳についてお聞きしたいので、ということは必然的に歳入

とも絡むことになりますので、この点よろしいでしょうね。 

◎委員長（鬼頭博和君） はい。 

◎委員（黒川 武君） ありがとうございます。 

 それで、７ページの事務管理費。これの財源内訳を見ますと、国庫支出金

891万7,000円が財源充当として載せてあります。これは歳入で見ますと、予

算書で申し上げますと33ページになるんですが、総務費補助金の個人番号カ

ード交付事務補助金が420万円、それと外国人受入れ環境整備交付金が471万

7,000円、この２つに分けられるわけです。 

 このうち、個人番号カード交付事務補助金につきましては、昨年の11月の

全員協議会で報告がありましたマイナンバーカード交付円滑化計画の策定に

ついての資料の中に、国の予算措置として増設に係る交付端末使用料及び人

件費については国の個人番号カード交付事務費補助金が交付されると、そう

いうことを受けての国庫補助金だろうと思いますが、その国庫補助金を受け

入れるに当たっての、この事務管理費上どの業務が該当するのか、その説明

を求めたいと思います。 
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〔「一般管理費」と呼ぶ者あり〕 

◎委員（黒川 武君） 一般管理費ですか、ごめんなさい。 

〔「委員長が止めないもんだから」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） すみません。 

◎委員（黒川 武君） ちょっと飛ばしました。じゃあ、また後で結構です。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございますか。 

 94ページまでです。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で款２総務費、項１総務管理費のうち、目１

一般管理費の質疑を終結します。 

 続いて、目２人事管理費及び目３秘書費の質疑を許します。 

 予算書は94ページから100ページまでです。積算内訳書は５ページから10

ページとなります。 

◎委員（黒川 武君） 繰り返しません。 

 先ほどお聞きしたことについての説明をお願いいたします。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 人件費につきましては、款２項１目２事

務管理費及び款２項３目１戸籍住民基本台帳費の会計年度任用職員報酬に、

増設に係る交付端末使用料は、款２項１目14情報化管理費に計上し、それぞ

れ歳出があります。 

◎委員（黒川 武君） 私は、積算内訳書７ページの事務管理費の国庫支出

金のうちの個人番号カード交付事務補助金の充当すべき業務は何かというと

ころでお尋ねして、そうすると会計年度任用職員の人件費と、それに該当す

るということでよろしいでしょうか。 

 よく分からないのは、人事管理上の話だもんだから秘書企画のほうで答弁

をいただけるもんだと思っていたんですけれど、今、戸籍住民基本台帳との

関連で答弁されたわけですね。だから、この事務管理を所管するのは秘書企

画課ですね。 

◎総務部長（山田日出雄君） 当然、例えば会計年度任用職員等については

人事管理費に充てる部分もあるんですが、実際にはそれぞれの担当課のほう

で配属していることもあるわけですね。そういう部分でいくと、補助事業等

に充てる財源としては担当課のほう、所管課のほうで財源充当をしていくと

いうような形が事務的にはあり得るということです。 

◎委員（黒川 武君） 今のは、答弁の内容を聞くと、もともと国の文書の

中に市区町村の交付円滑化計画についてという文書が首相官邸のホームペー

ジでも公開はされております。それによると、国は円滑化計画を進めるため



１９ 

に交付体制の整備と申請受付等の推進、例えばで言うと、企業や商業施設な

どでの申請受付とか、住民への周知を行うよう自治体に要請しております。

その経費の補助として、個人番号カード交付事務補助金を交付するものであ

ると思います。 

 もしそうであるんならば、この補助金の充当先は人事管理費ではなくて、

款２項３目１の戸籍住民基本台帳費の事務管理費に充当すべきものではない

でしょうかというのをお聞きいたします。 

 ちょっと分かりにくいかもしれないけれど、説明しておきますと、この個

人番号カードの国庫補助金は交付事務補助金と交付事業補助金の２つに分か

れるんです。だから、分かりづらいんです。 

 だから、交付事業補助金のほうは戸籍住民基本台帳とか、あるいは協働安

全課の情報課にも充当されるということになるわけなんですね。 

 ただ、私がここで申し上げたいのは、この人事管理費の中の事務管理費に

充当するのではなくて、むしろ戸籍住民基本台帳の事務管理費のほうに充当

すべきものではないでしょうかということですので、そのことで説明をいた

だきたいと思いますが。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） この個人番号カード交付事務費補助金と

して申請する経費としては、マイナンバーカードの交付に対する人件費及び

増設に係る端末使用料を対象として計上しています。 

 それで、個人番号カード交付事務費補助金の充当先は款２項１目２の事務

管理費に充当するということにしております。 

◎総務部長（山田日出雄君） これは、会計年度任用職員、いわゆる今まで

のパート職員ですけれども、人員の配置の仕方の部分があって、恒常的にそ

の事業の中で職員を配置する場合には、そこの科目で以降計上していくとい

うことがありますけれども、臨時的なものについては人事管理費で持つ、例

えば代替的なもの、育休代替とかそういう部分があったりしますので、そう

したところについては人事管理費のほうで計上していくというふうなルール

化というんですか、これまでしてきておりますので、そういう部分で人事管

理費で計上して、現に市民窓口課、戸籍のほうでお仕事をしていただいてい

る方の分をここにあてがっているということになります。お願いします。 

◎委員（黒川 武君） 人事管理費のほうで、いわゆる会計年度任用職員の

報酬額を計上する。それで、人事管理、いわゆる秘書企画のほうから市民窓

口のほうへ任用職員を派遣してそこで業務に当たらせると、そのための人件

費であると、そういった理解にとどめたいと思いますが、引き続き、委員長、

よろしいですか。関連でお聞きさせていただきます。 
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 マイナンバーカードというのは、これは原則は任意取得であると思うんで

すね。政府はマイナンバーカード取得に向けて、勧奨という名の下で都道府

県や市町村に職員及びその職員の扶養家族を対象に、どうも取得状況調査を

本年３月末分の集計を報告するように求めていると、そのようなことも文書

の中にかいま見られるわけですが、実際、そういった取得状況調査というの

は事実行われているものなのかどうかということと、もう一点はマイナンバ

ーカードに関連して人事上、人事として取り組む事項はどのようなものなの

か、そこのところをお尋ねします。 

◎秘書企画課長（伊藤新治君） このマイナンバーカードについては、黒川

委員がおっしゃられるように任意取得というのが原則となっておりますが、

当初、７月初めに職員に対するマイナンバーカードの申請取得状況の把握に

ついてという照会が来ております。 

 それに対して市としても回答しておりますし、その後、12月に改めて申請

取得状況の把握についてという照会があり、その結果も踏まえ、今回３月に

も改めて申請取得状況についてということの通知が来ております。 

 また、人事としてはどう取り組むかということなんですけれども、その照

会に併せて県からもマイナンバーカードの取得の推進についてという通知も

併せて来ておりますので、それを受けまして、人事としては職員に対して取

得の推進についてという通知文を併せて出しているというところが人事とし

て取り組む事項であると考えております。 

◎委員（黒川 武君） もう一点、先ほど申し上げました国庫支出金、私は

２つあると言いました。一つは、今御説明いただいた個人番号カードに関す

る補助金、もう一つは外国人受入れ環境整備交付金というのがありまして、

これの金額が471万7,000円なんですね。 

 つきましては、その外国人受入れ環境整備交付金471万7,000円が充当され

るべき業務というのは、この事務管理費のうちのどのような業務を指すのか、

そこのところの説明をお願いいたします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、外国人ということで、人事管理

費の中で上がっています会計年度任用職員の中に外国人サポーター、今３人

雇用させていただいております。 

〔「外国人支援員」と呼ぶ者あり〕 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 外国人支援員という、すみません、

会計年度任用職員を３人雇用しておるもんですから、そちらのほうに充当さ

せていただいております。 

◎委員（黒川 武君） あと、ここのところであと１点だけお聞かせいただ
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きたいと思います。 

 積算内訳８ページのちょうど中ほどの下の18節負担金補助及び交付金の中

で、派遣職員給与費等負担金が前年度に比べて613万3,000円の減額になって

おりますが、本年度はどこへ派遣されるのか、その説明をお願いいたします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 派遣職員給与費負担金については、

愛知県からの派遣職員の方の給与を計上させていただいておりまして、令和

元年度はお２人計上させていただいておりました。建設部の専門家の方と、

企業立地推進室の専門員の方という形になります。 

 来年度、令和２年度については建設部専門官お１人分を計上させていただ

いております。お願いします。 

◎委員（堀  巌君） 人事管理費の中で、会計年度任用職員全般について

お聞かせください。 

 処遇の改善によって人件費としては市の負担が増えているというふうに思

いますけど、この負担について国から地方交付税算入されるのか、それ以外

に別に動きがあるのか、そこら辺の状況を教えてください。 

◎総務部長（山田日出雄君） 具体的にどういった形でというようなところ

はまだありませんけれども、まだ当初のお話のところですと、基本的に期末

手当の分は増えるだろうという話がありましたので、そうしたところは算定

の基礎というんですか、一定見られるという話は少し、随分前の情報ですけ

れども、話は聞いていますけれども、まだ具体的に確定したわけではなくて、

また今後のことだというふうには考えております。 

◎委員（堀  巌君） パート職員から会計年度任用職員になったわけです

けれども、基本的に大きく変わった点というと、一般職としての身分が保障

されたこと、それに伴って、例えば保育園だとか、以前は担任を持たないと

いうこともありましたが、一般職になったことによってその辺の状況は何か

変わるんでしょうか。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（堀  巌君） ごめんなさい。保育園費のほうで聞きたいと思いま

す。 

 じゃあ、全体的な話として、今まで物件費としてパート職員は算入されて

いましたが今回は人件費ということで、これは全国一律で算定が変わって、

そういう比較で今後進んでいくという確認でよろしいでしょうか。 

◎秘書企画課長（伊藤新治君） そういう認識でいいと思います。 

◎委員（堀  巌君） もう一点、実際のパート職員の方、現在会計年度任

用職員ということでいろいろ当局のほうから説明がされているというふうに
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思います。一番大きい心配事というのは、雇い止めの話だと思います。 

 これまでいろいろ組合交渉の中でもありましたけど、会計年度任用職員は

基本的には１年、最長３年みたいな説明がホームページなんかで見ると説明

が上がっていますが、どのような説明を実際の今のパート職員の方にされて

いますか。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、実際にその具体的にどのような

形で説明をしているということでよろしいですか。 

 会計年度任用職員ということでございますので、１年間ということで説明

をのほうはさせて、１年間ということで今ちょうど募集して選考して決定の

ほうはしているところでございますが、１年間でお願いしますということで

選考して決定通知のほうを出させていただいております。 

 それで、雇い止めについては基本的には継続の方で選考のほうを、もちろ

ん選考という形はしていますので、これまで雇い止めはしたことはございま

せんので、そのような形でやらせていただいております。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な疑問なんですが、積算内訳の７ページの事務

管理費の報酬でお聞かせください。 

 特別職報酬審議会委員報酬、毎年計上されていますが、今年度開催して、

委員の皆さんには２年に１回ということになっておるそうですが、開催は。

毎年こうやって計上されていますが、どんなときに開く、今年は開く予定に

なっているんでしょうか。今までもそんなことはないということになってい

るんだけど。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 特別職の報酬審議会については、原

則は隔年で開催をさせていただいておりますが、今年度開催させていただい

て、来年度は開催の予定はないんですが、開催予定のない年度につきまして

も、社会情勢や経済情勢の変化などを注視しながら開催をするかどうかも検

討をしておりますので、その可能性はゼロということではございませんので、

毎年計上のほうをさせていただいております。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書の８ページの委託料で、研修の関係以外

に源泉処理等システム改修業務委託料が新規で計上されています。 

 大体予測はできるというふうには思うんですけど、新規でありますので、

この委託料について説明をお願いします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、源泉処理等システム改修業務委

託料を新規で計上させていただいておりますが、毎年職員分の、こちらの正

規職員、嘱託職員、パート職員等、あと附属機関の委員さんとか、要は市か

ら支払われる給料とか報酬の支払い調書等を税務署及び各市町村に送付をさ
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せていただいておりますが、令和３年１月１日以降に税務署への提出枚数が

100枚を超える事業所については電子的提出、ｅＬＴＡＸ、ｅ－ＴＡＸと呼

ばれているものなんですけど、そちらのほうに提出義務が生じてきていると

いうことで、本市もそちらのほうに該当をするということで、今回システム

改修のほうをさせていただくものです。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 100枚を超えるのはもう随分前からなのかなというふうに思いますけど、

今回こういう委託料を組んだということだというふうに思います。 

 もう一点ですが、職員研修事業の中の、これも毎回少し確認しているとこ

ろですけど、評価者・被評価者研修の関係です。 

 人事評価について既に始まって、評価がされて様々なところに反映される

というような、昇任だとか期末手当だとかに反映されるというような形にな

ってきていると思います。 

 それで、人事評価につきましては、やはりその公平性というものが一番大

切なものだというふうに思っていまして、誰もが納得のいくものというのを

つくり上げていかなきゃいけないということで、なかなか見切り発車的に始

まっているんではないかなというふうに思っているところです。 

 それで、今回のこの研修につきましてはどのような形なのか。今年度から

被評価者研修というのが加わっているというふうに思いますので、今年度の

実施の内容だとか、新年度ではどのように研修を受けていくのか、こういっ

た点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今の評価者研修と被評価者研修の内

容ということでございますが、評価者研修につきましては平成27年度から継

続的に実施をしておりまして、毎年繰り返すことによって、例えば評価精度

を上げていくとか、人事評価制度の内容を職員に定着させるというか、そう

いうことをやっておるところでございます。 

 それで、被評価者研修につきましては、平成30年度から実際に実施をして

おりまして、30年度につきましては業者ではなく内部講師によって、少し人

事評価制度とか大枠の内容について説明のほうをさせていただいているとこ

ろでございます。それで、31年度、今年度からはより制度趣旨の浸透とか実

施方法の習得が重要になってきましたもんですから、業者委託とさせていた

だきまして、31年度と来年度、大体半々に分けて実施のほうをしておる、ま

た予定でございます。 

 評価者研修につきましても27年度から実施しておりまして、一定その研修

というか、そういうものも身についてきたのかなということと、あとアンケ
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ートを実施しておりまして、少し負担が強いということとか、同じ講師で同

じ内容でやっておったもんですから、少しマンネリ化しているということで、

今年度から少し業者のほうを替えて、被評価者とのコミュニケーションを中

心に少し研修内容を改めたところでございます。よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 最後のところが単価の違いだとか回数の違いになってくるのかなというふ

うに思います。 

 いずれにしましても、人事評価が公平なものということが定着するように

努力していただきたいというふうに思います。 

 もう一点ですが、積算内訳書９ページ、10ページの関係で、負担金補助及

び交付金の職員研修負担金のほうの関係で、これも最近、岩倉青年会議所と

岩倉市商工会青年部に１人ずつ派遣をして研修をしているというふうに思い

ます。 

 １年間、地域活動に従事をしてもらうということだというふうに思います

し、秘書費のほうでは負担金補助及び交付金の中で地域に飛び出す公務員を

応援する首長連合負担金というのを負担しているわけで、こういったところ

の評価といいますか、どのように評価して継続していこうとしているのか、

こういった点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今の青年会議所と商工会青年部、ま

ずそちらのほうに派遣をさせていただいております。 

 こちらについては、両所に派遣することによって積極的、主体的に行動で

きる職員を養成するということで、昨年１年間、実際に職員１人ずつを派遣

させていただきまして、その職員から聞きますと、職員の意識改革とか資質

の向上に寄与しているということと、あとそういう派遣職員の今後の人脈づ

くりに役立ったものと考えております。 

 それと併せて、地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金のほうも

払っておりまして、こちらのほうにつきましても先進自治体のそういう取組

とかいろいろ情報のほうも得ておりますので、そういうところも併せて今後

の協働というか、職員育成も含めて役立てていきたいなと考えております。

お願いします。 

◎委員（堀  巌君） すみません、関連で。 

 戻りますけれども、今の評価者研修・被評価者研修のところで、さっきの

会計年度任用職員もこの人事評価の対象となるということで議案の議論のと

きにあったと思うんですが、その確認をまず１点、お願いします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 人事評価につきましても制度上義務



２５ 

づけられていますので、実施していく予定でございます。 

◎委員（堀  巌君） それと、今の議長、副議長についても評価者研修の

対象だというふうに思いますけれども、これは令和元年度の状況と令和２年

度のいつ頃やられるのかというところ、それから本来議会費で組まなければ

ならないのにここで面倒を見てもらっているということでよろしいのかどう

なのか、３点お願いします。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 評価者研修のほうに議長と副議長さ

んが今出ていただいているということで、昨年度も出ていただいております。 

 来年度につきましても同様の形で出ていただきたいということで、依頼の

ほうはしていきたいなと思っております。 

◎秘書企画課長（伊藤新治君） あわせて、その予算については改めて議会

で正・副議長だけのために組むのではなく、こちらで組んでいますので、併

せて出席していただいて研修していただければということで一括して人事管

理のほうで計上しておりますので、お願いします。 

◎委員（堀  巌君） １点だけ最後、確認させてください。 

 会計年度任用職員で、そのときの議論としてパートタイムについては兼業

の禁止の条項が外れるという確認をしたところです。 

 そのことについて、例えば改めて新年度に入って兼業の状況調査みたいな

ことを市としてやるのかやらないのか。 

 以前、例えば夜の商売、夜のアルバイトについて禁止をするようなことに

はならない、職業の規制がないということで私は別に構わないというふうに

は、個人的な考えですけれども、市当局としての考えはそういった状況調査

をして、そういうことの一定ラインを引く予定があるのかないのか、今の現

状の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

◎秘書企画課長（伊藤新治君） まだ始まっていないので分かりませんが、

今のところそういった調査をする予定はございません。 

◎総務部長（山田日出雄君） すみません、兼業の職種の話ですけど、何で

もいいということではやっぱり多分なくて、当然、公務員としての信用失墜

行為とかそうしたものがありますので、そうしたところは当然服務規程とし

ては見ていくべきものだというふうに考えておりますので、お願いします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、目２人事管理費及び目３秘書費の質疑を

終結します。 

 続いて、目４企画費及び目５広報広聴費の質疑を許します。 

 予算書は100ページから106ページまで、積算根拠内訳書は10ページから13

ページまでとなります。 
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◎委員（水野忠三君） 予算説明書103ページ等でございますが、第５次総

合計画策定事業について。こちらのほうは、総合計画審議会に諮問して、そ

の答申された計画案を12月議会に議案として提出されるというふうにお伺い

をしているわけですけれども、議案提出前の議会への説明はどのような御予

定なのかお聞かせください。 

〔発言する者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 検討委員会でこれから進めていきますので、そち

らのほうでお願いできますか。 

◎委員（水野忠三君） 分かりました、はい。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

◎委員（水野忠三君） 別件で、予算説明書105ページのところですけど、

市制50周年記念事業のほうで、こちらのほうは市民の夢かなえるプロジェク

ト、それから岩倉名産品開発事業などを行われるというふうにお伺いをして

いますが、こちらのほうの記録ですが、写真だけではなくて映像、つまり動

画などでも記録を残していただいたらいいんではないかと思うんですが、そ

の点についてお伺いをしたいと思います。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） 現時点で２つの事

業をお見せできるような形で説明させていただいていますけれども、具体的

にはどちらの事業も実施する人が手を挙げていただいて、それを審査しなが

ら進めていくということですので、具体的なイメージというのがなかなか湧

かない部分がありますけれども、御質問のように映像として記録することが

より後に価値があるというものであれば、映像としても記録をしていきたい

というふうに考えております。 

◎委員（水野忠三君） 続いて、50周年記念事業の岩倉名産品開発事業等で

ございますが、お土産を開発するということで、品物などを将来的に販売な

どをされるかとは思うんですが、いわゆるその商標等の法的なサポート、そ

ういうものについてはどのようになっていますでしょうか。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） 開発費の補助につ

いても予算を計上させていただいていますけれども、実はまだ詳細について

対象経費のところを詰め切れておる状態ではございません。 

 ほかの全国の事例なんかを見させていただきますと、その商標登録の部分

の費用を補助対象としているところ、そうでないところ、上限額をどう設定

しているかと結構様々でして、今後の事業者さんとも少しコミュニケーショ

ンを取りながら詳細を詰めていきたいなと思っていますので、今後の検討課

題とさせていただきたいと思います。 
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◎委員（大野慎治君） ちょっと今の名産品のことで関連してお聞かせくだ

さい。 

 昨年の12月いっぱいまででふるさと納税を活用したクラウドファンディン

グで資金調達をされていますが、150万円を目標に、六十何万円だと思いま

すが、その経過と、この予算にどのように反映したのかということを御説明

お願いします。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） この名産品開発の

事業につきましては、９月23日の市制記念日まであと800日というタイミン

グで事業の公表をさせていただきました。 

 その後、やはりこうした外から桜まつりなんかで来ていただくような方に

お土産としても買っていってほしいというようなところもございまして、そ

の事業の趣旨を踏まえてクラウドファンディングという形で寄附を募ろうと

いうことで事業を開始しました。 

 150万円というところを目標にしたのは、ほかの自治体の金額設定なども

考慮しながら150万円ということにさせていただきました。 

 特に、補助金について予算の積算150万というふうにさせてもらっていま

すけれども、事業者の手が挙がらないと執行し切れない可能性も出てまいり

ます。そうしたところから、委託の経費だとか関係経費からある程度差し引

いたような形で目標金額を設定して募集をさせていただいたということでご

ざいます。 

 結果として96万3,000円というところの寄附をいただきまして、その事業

には全額充当をさせていただいているという状況でございます。 

◎委員（大野慎治君） 名産品は新しく開発していただくのも僕はいいこと

だと思いますが、今、かめやさんの岩倉とうふとか一豊もなかとか、かめや

さんじゃないけど、今あるものも十分に周知していただいて、今あるものも

僕はお土産で持っていくときがありますので、市外の方には。そういったと

ころもＰＲを兼ねて名産品の開発をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 次の、すみません、委員長、そのまま質問をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

◎委員長（鬼頭博和君） はい、どうぞ。 

◎委員（大野慎治君） すみません。積算内訳書の11ページ、第５次総合計

画策定事業の中で、市長と小学校区との意見交換の中で土地利用計画図の案

が公表されましたが、都市計画マスタープランと多分かなりリンクして、ま

だ策定途中のものが出てきたということになっていますが、それを公表した
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経過、経緯はどのようになっているかお聞かせください。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） まず、土地利用方

針の案につきましては、おっしゃられるとおり都市計画マスタープランの検

討の中で使われている資料を、一部総合計画には必要がないかなという情報

をそぎ落としたような地図になっています。 

 その委員会は、実は都市計画マスタープランと緑の基本計画の検討委員会

が先行するような形で議論が進んでおりまして、12月の委員会ではその資料

が提示されております。都市計画マスタープランのほうの委員会のほうで提

示をされております。それを踏まえて、やはり多くの方に御意見もいただく

必要があるかなということで総合計画の内部の会議でもお示しし、議会の全

員協議会と併せて市長との小学校区の意見交換会にも案として御提示してい

こうという流れでございます。 

◎委員（大野慎治君） 僕は都市計画審議会もあるので、そこで案が提示さ

れないまま先走って独り歩きして、言葉は悪いけど、独り歩き、参加した方

からすると独り歩きする可能性も否めないという中で、都市計画審議会の在

り方とそこの委員会の在り方、委員会との説明の整合性はどのように考えて

いるんでしょうか。 

◎建設部長（片岡和浩君） ただいま都市計画審議会のほうにはまだ諮って

いないというお話でしたけれども、案という形で都市計画マスタープランの

検討委員会の中で今お諮りをさせていただいて、先ほどの説明のように12月

に案という形でお出しをして、まだこれについては検討も進めている状況で

あります。もう少し固まったところで都市計画審議会のほうにはお示しをす

るという予定をしておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 企画費の10ページの最後の報償費の中にあります行

政評価有識者会議謝礼についてお聞かせください。 

 この間、こういう有識者会議が行われてきたということで、これも何回か

聞いているところでありますが、外部評価に向けての取組の状況がどのよう

に進んでいるのか。 

 2020年度末までには方向性を出したいということがこれまで答弁でされて

きているというふうに思いますが、行政評価の在り方について今どのような

検討が進められ、こういった方々からどのような意見をいただいているのか、

こういった点についてお聞かせください。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） この行政評価有識

者会議につきましては、平成30年度に設置をさせていただきまして、令和元

年度、令和２年度の３か年で一定の方向性を出していこうということで進め
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ております。 

 主な所掌といたしましては、今市のほうで進めております施策評価の部分

の外部評価の施行という役割、もう一つは第５次総合計画のスタートに合わ

せて岩倉市に適した行政評価の在り方について検討を進めていく中で必要な

御助言、御意見をいただきたいということでございます。 

 令和元年度につきましては２回の会議をやらせていただきましたけれども、

１回は在り方についての話ということで、昨年の経過も踏まえて市として今

の制度についての課題といいますか、そうしたものを項目として幾つか上げ

させていただきまして、それについて様々な自治体の例も挙げていただきな

がら御意見をいただいているところでございます。 

 来年度、いよいよその在り方について方向性を示していきたいと思ってお

りますので、今年度いただいた意見を踏まえて、有識者の方からも秘書企画

課だけではなくて、全体のほかの課の方の意見も聞きたいというようなこと

も言われておりますので、会議の前には少しそういった打合せなりの機会を

設けて、その結果を踏まえて最適な在り方というものを来年度中に出してい

きたいなというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 今の到達点と、新年度で取り組む内容について説明していただきました。 

 議会としても行政を評価していくという一定の役割があるというふうに思

っていますので、そういった点でこういったことについては情報共有しなが

ら、私たちもそういう在り方を少し考えなきゃいけないかなというふうに思

っているところです。また、引き続き教えていただきたいと思います。 

 もう一点は11ページになりまして、私も第５次総合計画の策定事業につい

て一言、来年度の取組についてお聞かせいただきたいと思います。 

 全員協議会で一定の人口推計だとか、先ほど大野委員が取り上げた土地利

用方針というものが示されて、骨格も一定示されて、その場でも少し意見が

出たところだというふうに思っています。 

 そういった中で、小学校区ごとの市長との小学校区意見交換会、水野委員

が一般質問で取り上げて、市長もいろいろと参考になったという評価をして

いるところでありますが、私も東小だけでありますが参加しまして、いろん

な市民から出た意見、これも私の一般質問の中で少し紹介しましたけど、そ

ういうことに対して市長が答えられていたというところで、非常にいい機会

だったというふうに思っています。 

 それで、全員協議会で言いましたように、総合計画というのはやはり一般

的にはつくり上げたらなかなかそれについてどういうふうにしていくのかと
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いうのが絵に描いた餅のようになってしまうんじゃないかということで危惧

されている。岩倉市は見直しもしていますし、検証しながら進めているとい

うことは他市と比べて優れている部分があるというふうに思うんですけど、

そのようにならないように、特に市民がそれを推進していくという、市民協

働で推進していくという立場から考えると、やはり策定の後半の段階でも市

民参加が大変重要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。 

 小学校区ごとの意見交換会の効果は本当に私は大きかったと思いますので、

そういった点での策定の後半段階でのこういった場をぜひ設けていただきた

いと思いますが、これは検討するというふうに全協では答えられていますけ

ど、今の時点でどのような考えでしょうか。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） 現時点でというこ

とですので、現時点では７月頃までに市の中での案を取りまとめさせていた

だいて総合計画審議会に諮問をさせていただき、その総合計画審議会での諮

問、検討の段階でパブリックコメントというものを実施していく予定です。 

 そのパブリックコメントの実施の時期に合わせて市民フォーラムを開催さ

せていただいて、広く案の状態で周知もさせていただきながら御意見を最後

にいただいて、最終の案とさせていただく予定でおります。 

 御質問の小学校区なのか、そういった形での地区の意見を最後に聞く機会

というのは、まだ現時点ではちょっと検討課題ということでさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） フォーラムみたいな形で広い会場でやると、やはり

なかなか市民からの意見って出しにくい部分があろうかと思います。小学校

区のやつはかなりの意見が出たというふうにお伺いしておりますので、そう

いった場を持ってもらうことが総合計画を自分のこととして考えて推進して

いくという、そういう人たち、岩倉は特にそういうことが進んでいるところ

だというふうに思いますので、できるだけ丁寧にやることが大事だと思って

いますので、ぜひ検討課題ということでありますが、前向きに検討をお願い

したいと思います。 

◎総務部長（山田日出雄君） すみません。ある程度その計画の内容が固ま

った段階で、市民の皆さんからどうやって意見を聞くかという、非常に難し

い面が一方であると思うんです。 

 やはり最初の幅広い段階で御意見等をお聞きして、それを一定積みながら

形にしてきたものをまたもう一度というのは、なかなかやっぱり実務的には

難しい面も一方ではあるのかなと思います。ですから、まさにそういう場で

こそ議会の皆さんでいろいろ御議論いただく場なのかなというふうに思いま
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す。 

 ただ、これまでも市民の皆さんといろいろお話をしながらつくり上げてい

く総合計画、そして今後も、つくった後も、策定した後も市民の皆さんと一

緒に、今度は実際に動かしていくということになると、そうしたところの意

識も必要ではないのかなと、そうした面も一方ではあるのではないかなと思

います。 

 ただ、もちろん当然市民参加というのは大前提ではありますが。 

◎委員（木村冬樹君） ここで論争するつもりはありませんが、例えばふれ

愛タクシー事業に変更した際にも、小学校区ぐらいのところで市民から意見

をもらう機会を設けたと思いますね。そういったときに、いざふれ愛タクシ

ー事業が始まったときに、やっぱりなぜ急に変わったのみたいな市民の感覚

があったわけです。ですから、私は意見をもらうというよりも市民に周知を

するという意味でそういう形でやったほうがいいのではないかなというふう

な思いがありますので、引き続き検討をお願いします。 

 次です。12ページです。ふるさといわくら応援寄附金事業のうちの委託料

で返礼品撮影委託料というのが新規計上されています。これも大体予測はさ

れるところではありますが、新規でありますので説明をお願いしたいと思い

ます。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） ふるさといわくら

応援寄附金の返礼品というのは、ふるさと納税全体の受付サイト、ポータル

サイトの中で視覚的な情報と説明文を中心に選ばれている方が多いのかなと

いうところで、やはり岩倉市の返礼品についても、事業者によっては自らプ

ロの写真スタジオなんかで撮っていただいたものを提供していただいている

事業者さんもありますけれども、我々がお邪魔して、我々の考える中での腕

で写真を撮って掲載しているものも中にはございます。 

 そうしたところを委託料を組んでプロの方に写真を撮っていただいて、よ

り魅力ある返礼品として世にといいますか、ネット上に掲載していくために

新たに委託料を組ませていただいたということです。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。期待しております。 

 それでは、13ページの広報広聴費の中の委託料、広報紙配達委託料につい

てお聞かせください。 

 広報委員の配達が困難になってきたという状況で、区長さんや職員が代わ

りに配るというような状況がある中で委託に切り替わっていったという経過

があります。そういった中でまず聞きたいのは、この予算組みの仕方が９月

までと10月からとで単価が変わってくるというところで、このあたりの説明
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をお願いしたいと思います。 

◎秘書企画課統括主査（宇佐見信仁君） 広報の配達の積算が半年ごとで分

かれているのは、現行の契約が令和２年９月30日までの長期継続契約とさせ

ていただいている関係で２つに分かれた積算となっております。 

◎委員（木村冬樹君） それで、1.1円ぐらい上がるわけなんですけど、こ

の辺についてはどういうことが根拠としてあるんでしょうか。 

◎秘書企画課統括主査（宇佐見信仁君） 現行の配達業者とは配達の状況等

についてお金の面だけではなくて打合せをしょっちゅうしているんですけれ

ども、そういった中で、やはりこれは配達だけの世界ではないんですけれど

も、少し人手の不足ということもあって金額的な部分がやや上昇する傾向に

あるというふうに伺っております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑の途中ではありますが、ここで休憩に入りた

いと思いますけれども、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩に入りたいと思います。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、皆さんおそろいのようですので、午前

中に引き続き質疑のほうを続けさせていただきます。 

 午前中の質疑、目４企画費から目５広報広聴費までの質疑ですけれども、

何かございますでしょうか。 

◎委員（堀  巌君） 企画費の事務管理費の中のいじめ問題調査委員会委

員報酬についてお尋ねします。 

 これは６人の識見者の方が１回というさっきの積算でございます。ちょっ

と委員会の議事録等、目を通していないので申し訳ないんですけれども、大

体何時間ぐらいの会議でやられているのか。 

 それと、やっぱりいじめというと教育委員会系、当然総合教育会議という

場もありますし、教育委員会という場合もあります。そこら辺の関係で、ど

ういった分担、区分けをしているんでしょうか、教えてください。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） こちらのいじめ問

題専門調査委員会につきましては、これまで開催された実績はございません。

条例にいじめ問題専門調査委員会とともに規定をさせていただいております

けれども、教育委員会の附属機関として調査を行ういじめ問題専門委員会で

の議論を踏まえて執行機関側に再調査等の依頼があった際に開催をしていく

というようなところで、頭出しの１回分の予算を上げさせていただいており

ます。 
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 実際にこうした事態が発生した場合には、１回ではとても解決といいます

か、結論は出せませんので、そうした場合は状況に応じて補正予算などで増

額し、しっかりとした議論を持って、見解といいますか、そうした結果を導

き出すような会議でございます。 

◎委員（大野慎治君）  せっかくなので、積算内訳の12ページ、予算書は

105ページだと思いますが、いわくら「であい・つながり」サポート事業で

サクラサクいわくらコン活交流会等開催委託料と28歳の集い開催委託料、今

年度２月でしたか、開催した成果と今年に計画していることについて、ちょ

っとお聞かせください。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） この「であい・つ

ながり」サポート事業につきましては、サクラサクいわくらコン活交流会の

開催委託と28歳の集いの開催委託という２本立ての事業になっております。 

 まずサクラサクいわくらコン活交流会につきましては、セミナーと併せて

交流会を３回実施しております。10月、11月、12月と開催をさせていただき

まして、全体で８組のカップルが成立したというようなところでございます。 

 一方、28歳の集いにつきましては、28歳になられる方を対象にした取組と

いうことで、今年度は２月１日の土曜日に開催をさせていただいております。

今年度につきましては参加者数64名ということで、少しこれまでの２回の実

績と趣向を変えまして、お笑い芸人の方をゲストにお呼びして交流を楽しん

だというようなところでございます。 

 来年度につきましても実行委員会形式で企画を詰めていきたいと思ってお

りますので、こちらについては、その実行委員会の方々の意向を尊重して、

なるべく企画によってつながりを生んでいただけるようなとか、昔の旧友に

再会してつながりが再構築されるような取組になるように考えていきたいと

思っております。 

 婚活のほうは、こちらも業者に委託をする部分がございますので、業者の

企画提案を生かしながら成果の出やすいような事業にしていきたいというふ

うに思っております。 

◎委員（大野慎治君） 参加された方、たまたま僕は意見交換をさせていた

だきましたが、28歳の集いはとても楽しかったと非常に好評でしたので、今

年も期待したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、目４企画費及び目５広報広聴費の質疑を

終結します。 
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 続いて、目６財政管理費から目10公平委員会費までの質疑を許します。予

算書は106ページから118ページ、積算内訳書は13ページから20ページまでで

あります。 

◎委員（水野忠三君） 予算説明書109ページ下から111ページにかけて庁舎

施設整備事業でございますが、こちらは全体協議会とか本会議でも質疑等が

あったところでございますが、５か年計画などがあると思うんですが、この

令和２年度実施分以外でも主な庁舎施設整備について実施計画などで既に決

まっている、そういう予定というのがありましたらお伺いをしたいと思いま

す。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 委員からは５か年計画というお言葉がござい

ましたけれども、こちらにつきましては庁舎を維持管理している業者のほう

から今後５か年の修繕計画の案というものを頂いておりまして、そちらのほ

うで検討しているということでございます。そちらの業者さんについては地

下の中央監視室に常駐されていまして、空調・消防設備と各種の機械運転を

行っていただいているということで、ふだんから庁舎内に据え付けられてい

る機械の状況に詳しく把握されているというところでございます。 

 市として提案いただいた内容についての必要性を検討を行っておりまして、

優先順位を定めて実施計画に計上することで計画的な修繕を行っておるとい

うことでございます。当然、実施計画への計上に当たっては財政面というと

ころも大きく影響しておりますので、その状況や緊急性も見ながらというこ

とでの計上にはなるのかなと思います。 

 今年度、令和２年度予算に計上しております中央監視室の装置の更新につ

きましても、この５か年計画の中から実施計画を経て計上させていただくも

のでございますのでお願いします。 

◎委員（片岡健一郎君） 予算書115ページ、積算内訳書は18ページになる

と思います。新規事業の高齢者後付け安全運転支援装置設置費補助金につい

てお伺いします。 

 事業説明資料を見ますと障害物検知機能つき40台、機能なしが40台、合計

80台の補助をするということでございますが、こちらの周知方法についてお

尋ねいたします。 

 通常の周知と申しますと、やはりホームページ、広報、ほっと情報メール

などが考えられますが、こういった性質のものですので市内の自動車整備工

場などからの紹介をしていただいたらどうかなとも考えるわけですけれども、

そういった周知の方法についてどのようにお考えでしょうか、お聞かせくだ

さい。 



３５ 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の片岡委員の御質問でございますが、

御質問のように広報、ホームページなどの周知、それからあと、この制度は

業者さんに取り付けていただくものですから、既に県下でも先進的にやって

いる自治体の話も聞くと、業者さんにも周知をしているということでござい

ますので、御質問は今、業者さんへの周知だとか、65歳以上の方が対象です

ので、老人クラブを通じて周知をしていきたいと思っておりますのでよろし

くお願いいたします。 

◎委員（水野忠三君） 今の片岡委員の質問に関連いたしまして、このそも

そも40台・40台という、その台数の根拠はどういうものなんでしょうか、お

伺いをしたいと思います。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の水野委員の御質問でございますが、

この制度につきましては愛知県下では１万6,500台というのを見込んでおり

まして、これについては保有台数とか運転免許人口などを勘案して県が見込

んでいるということですが、その数字や、あと近隣市、今年度予算計上をし

ている自治体とかも情報を聞きながら40台ぐらいで計上させていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 関連で。県で１万6,000というのは見込んでいると

いうことなんです。岩倉市の実際の65歳以上のドライバー、保有台数という

のは岩倉市のほうはつかんでみえないんでしょうか。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員（堀  巌君） じゃあ、あるということで後でということで。 

 では、そのパーセンテージ、どのぐらいの申込みがあるかというところと、

さっき片岡委員が言われたように、高齢者なのでホームページとかＳＮＳを

やっぱり見ない人が多いんですよね。そうすると、個別に高齢者向けのアナ

ウンスとして、例えばそういう対象者が分かっていたら、さっき老人会とい

う話もありましたけど、個別にそういう通知をするようなことはないのかど

うなのか。また、多いときはやっぱり補正対応ということでよろしいんでし

ょうか。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） すみません、先ほど休憩を頂きましてあ

りがとうございました。 

 今の御質問ですけど、周知方法というのは、やはり堀委員の御質問のよう

に、インターネットとかを見ない方がおられるということも考えられますの

で、例えば何か地域の行事、長寿介護課とかなどの課がやっている地域の行

事とかなどを、小まめにちょっと機会を設けて周知をしたりしたいと思いま
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す。 

 あと、補正についての御質問ですが、当然利用者については多く、県から

も適時照会をかけるということで聞いておりますので、動向を注視しながら

必要に応じては補正をお願いさせていただきたいと思っております。 

 また、先ほど御質問のありました65歳以上の免許人口ですが、江南警察署

からお聞きしている数ですが、昨年度の10月ということで聞いておりますが、

6,358人ということでお聞きしております。以上です。 

◎委員（谷平敬子君） ちょっとすみません、関連なんですけれども、障害

物検知機能つきと、この障害物検知機能なしって、どう違うんでしょうか、

ちょっと教えていただきたいです。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の谷平委員の御質問でございますが、

それぞれ障害物検知機能つき、機能なしというものでございます。こちらに

ついては国の性能認定制度を受けたものがございまして、まず公表されてい

るものでございますが、障害物検知機能つきというのは自動車メーカーがつ

くったシステム、２種類ございます。それから検知機能なしというのは一般

的な資本的なものが５品目、今公表されておりまして、それぞれの機器につ

きましては、自分でつけるんじゃなく業者さんで取り付けていただくものと

なっておりますので……。 

◎委員長（鬼頭博和君） 装置の違いについておっしゃっていただければ。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

すみません、まず障害物検知機能つきというのは、皆様よく耳にされるのが、

あの自動ブレーキですね。前方に障害物があると自動でブレーキがかかる、

そういった機能がついているもので、ただ、アクセルを踏み込んでも急発進

しないというような、そういった種類のものになる。それで、検知機能なし

というのが、いわゆる前方に障害物があったときは止まらないんですけど、

アクセル・ブレーキを踏み間違えたときに急発進しない機能だけついている

と、その違いになりますので、障害物機能つきというのは、前方に障害物が

あれば自動にブレーキがかかるというものの違いになります。お願いいたし

ます。 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

◎委員（黒川 武君） 関連ばかりで申し訳ございませんです。 

 それで、こういった支援装置というのは一般的に市販されているものなの

か、あるいは、メーカーのものは、それは自動的にオプションか仕様かは別

にしてついてくるものだと思うんですけれど、一般的に市販されているもの

か。 
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 それと、やっぱり価格面ですよね、取付け費用も含めた形での、いわゆる

価格はどの程度なのか、そこのところをお聞かせいただきたいと思います。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の黒川委員の御質問ですが、品物につ

いては市販品というものではなく、あくまで個別認定を受けた事業者が指定

する販売事業者が取り付けるということでありますが、さっきも申し上げま

したが、車屋さんとかが取り付けるものということでございます。 

 価格品ですが、こちらは経済産業省の調査の市場価格では、障害物検知機

能つきというのは８万円、機能なしのものが４万円ということで、市場価格

ではそういう金額だということは確認しております。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 素朴な疑問ですけど、愛知県さんが今年からこうい

った事業を始めるというのは分かるんですが、愛知県さんはどれぐらいの期

間この設置補助事業をやるのか、それははっきり明確に分かっているのか分

かっていないのかをお聞かせください。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の御質問ですが、来年度１年間を予定

しているということを聞いております。 

◎委員（桝谷規子君） 積算内訳書の19ページですが、委託料の下段の自転

車整理委託料についてお伺いします。 

 この単価が最低賃金かなり以下ですが、シルバー人材センターに委託して

いるということだと思うんですが、シルバー人材センターのところで社会福

祉費で聞こうかなと思いながら、最初にここで単価まで明確に出てきたので

ここでお伺いしたいんですが、やはり今、シルバーで働く人たちの最賃より

もかなり金額が大幅に低いということで、もちろん生きがいとか働きがいと

か、そういったことでの最賃が適用されないシルバー人材センターの働き方

の単価だと思うんですが、最賃が引き上げられたことに伴ってのもう少しア

ップということは考えられなかったんでしょうか。 

◎総務部長（山田日出雄君） シルバー人材センターについては、最低賃金

の適用はないということは前も以前お答えしたことがあると思います。ただ

一部、ちょっと今どれがというのは少し記憶にないんですけれども、見直し

たものはあるというふうに、たしかあったと思います。 

 ただ、いずれにしましても、そうしたところはシルバー人材センターとも

お話をしながら適切な委託料というのは図っていきたいというふうに考えて

おります。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書で言います。15ページの庁舎施設管理費

のうちの委託料で庁舎設備維持管理業務委託料ということで、先ほど水野委

員の質疑に対して少し説明があったというところだというふうに思います。 
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 それで、この１か月当たりの委託料がかなり減って、トータルでいうと

1,000万円ぐらいの減額に前年度比でなっているというふうに思います。委

託ですから入札の結果だというふうには思うんですけど、今、様々な委託料

の中で人手不足で人件費の分が上がるというようなことで言われている中で、

これだけの減額になるというのは何か理由があったのかどうか。修繕料の庁

舎中央監視装置の更新などもあるもんですから、そういった関係があるのか

どうか、ちょっと大きな減額ですので教えていただきたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 委員から今少しお話もございましたが、令和

元年４月に３年間の契約期間が終わるということで、もともと長期継続でこ

ちらのほうをお願いしていた、委託をしていたんですが、そちらのほうが終

わるというところで入札を行ったというところです。それに伴って落札額が

下がったということで、令和２年度につきましては少ない額の計上になって

いるということでございます。 

 この入札の際に、14社に指名を行って11社から入札があったということで、

結果として今回、これまでと同様の業者さんが落札をされたということでご

ざいます。つきましては競争原理によって落札額が下がったということでご

ざいまして、先ほど私が紹介いたしました中央監視システムの更新とは特に

関係性はないということで考えておりますので、お願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。一応確認しておきますけど、仕様書

とか、こういったものには変更なしということでの入札でよろしいでしょう

か。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 特段変更はしておりませんので、お願いいた

します。 

◎委員（堀  巌君） 関連ではないですけれども、防犯灯の維持管理委託

料、それから安全安心カメラの保守点検委託料など電気関係の委託料です。

聞きたいのは、毎年入札をかけるさっきの長期継続契約で、行政改革の一環

で、まとめられるものはまとめて長期継続契約にかけるという、そういった

見直しも過去にやられていると思いますけれども、この防犯灯とか安全安心

カメラというのは毎年事業者が替わるのか、長期継続にする予定はあるのか

ないのか、その点についてお伺いいたします。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の堀委員の御質問ですが、防犯灯の修

繕委託、それからカメラの保守につきましては、長期継続ではなく入札とい

うことでやっております。お願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 修繕じゃなくて防犯灯維持管理委託料のほうなんで

すが、それも同じ回答であれば結構です。 
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 それで聞きたいのは、入札ということなので毎年事業者が替わるという解

釈でよろしいでしょうか。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 御質問のとおりです。 

◎総務部長（山田日出雄君） 保守点検の委託については、結果、入札はし

ていますけど、やっぱりこれは替わらない場合もあり得るということですね、

入札の結果としてですね、その辺は御理解いただきたいと思います。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと細かいところで教えていただきたいんです

けど、積算内訳書の14ページの財産管理費のうちの、時々話題になる市有地

雑草刈等委託料についてですが、ちょっと細かいところで申し訳ありません

けど、事務費のこの８％というのは、消費税とは全く関係ないこの８％とい

うことでよろしいでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） こちらの市有地雑草刈等委託料につきまして

は、この８％というのが計上されておりますけれど、これは消費税と関係な

いというふうに聞いておりますのでお願いします。シルバー人材センターの

事務費であるというふうに聞いておりますのでお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） 積算内訳書17ページの、これは会計管理費の中の委

託料で新規事業だと思いますけど、総合収納システム導入事業委託料が上げ

られております。これの事業の用途は何かということと、こういった事業を

導入することによってどのような成果が見込まれるのか、それと、この事業

によりまして職員の働き方が変わっていくのか、そこのところの説明をお願

いします。 

◎会計課統括主査（佐藤さとみ君） 現在使用しています歳入システムが令

和３年の７月以降は使用不能となるため、令和３年４月からの運用開始に向

けて後継の総合収納システムを導入するものです。引き続き、金融機関等で

納付された市税等の内容や口座振替のデータを財務会計システムで処理でき

るようにしていき、歳入状況を確認するものです。 

 また、総合収納システム導入後なんですが、基本的には職員の業務内容に

ついては変更はありません。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 同じ会計管理費で１点だけ。 

 本会議で少し金融機関のＡＴＭの撤去の件をお話ししましたが、指定金融

機関収納窓口事務取扱い手数料の関係では、これは引き上げていくようなこ

とが金融機関から言われているんでしょうか。その辺の金融機関とのやり取

りについてはどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎会計管理者兼会計課長（尾関友康君） この取扱い手数料に関しましては、

いわゆる単価が年間260万というのがここ数年あるんですけど、まだここま
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でない市町村もあるもんですから、多分そこが統一されるまでは値上がりと

いうことはないと思いますし、現状では恐らくないんではないかと考えてい

ます。 

◎委員（関戸郁文君） 目、財産管理費、本庁公用車管理事業についてお尋

ねします。 

 市のバスの件でございますが、各種団体から毎年だと思うんですけど、バ

スがなかなか借りづらいというお話がございます。今現在、バスの貸出しに

余裕はあるのかないのか、またバスの貸出しについて課題はあるのか、その

辺のところをちょっとお尋ねしたいです。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 市のバスにつきましては、中型バスの運用基

準というものを定めており、それに基づいて運用しているところです。そち

らの使用範囲については、市の機関が自ら使用するとき、市の主催または共

催にする事業に使用する。それと、行政上、市に直接関係がある団体が公共

的行事に使用するときというような運用で定めております。 

 運用の、要するに稼働の実態はというところでございますが、時期によっ

ても違うんですけれど、外へ出て気候がいいというか、そういう時期につい

ては、もうほぼ毎日のように稼働しているというところです。現状、各種団

体につきましても一定御利用いただいているところでございまして、職員の

健康ですとか、あと車両の整備ということもありますので、現状の形で続け

ていきたいと考えておりますのでお願いします。 

◎行政課長（佐野 剛君） 先ほど時期によって貸出しが多くなっていると

いうお話がありましたけれども、日によって申込みが重複するというのも出

てまいります。特に土曜日、日曜日のところは重複してまいりますので、そ

ういったところはお断りか、もしくは他の日に振り替えていただくような調

整も行っておりますのでお願いします。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、予算書117ページ、積算内訳書20ペ

ージです。安全安心カメラ10台についてお伺いします。 

 この10台の設置場所、来年度取り付ける場所というのは、ある程度今、現

時点では決まっているのか。また、どういった優先度、プロセスでその設置

場所を決めていくのかをお聞かせください。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の御質問ですが、来年度10台というこ

とで計上させていただいております。各区からの御要望を頂いて、通学路と

か、事件があった場所とか、そういったことを見て優先事由、どこが必要か

ということを見ながらの決定をさせていただきたいと思っておりますので、

今年度つけたような形でやっていきたいと思っております。 
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◎委員（桝谷規子君） 関連で、安全安心カメラのその上に修繕費が50万円

とされていますが、はやもう修繕の必要性があるというような状況があるん

でしょうか。 

◎協働安全課主幹（田島勝己君） 今の御質問ですが、修繕というのは、例

えば雷が落ちて作動不能になったときとか、あと何らかの事故とかで破損し

たとか、そういうことを見越して、ある意味概算のように組ませていただい

て、また実績とかを見ながら、まだ多くはないんですが、状況を見ながら、

また予算の適正な執行に努めていきたいと思います。ただ、やはり落雷とか

事故というのはいつ起こるか分かりませんので、それを見越しての予算を計

上させていただいております。お願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書の15ページ、庁舎施設改良費の中で庁舎

屋上防水工事と、そのまた上に設計委託料が入っておりますが、今後のスケ

ジュールについてお聞かせください。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 屋上防水工事のスケジュールということでご

ざいます。 

 議決を頂きましたら早々に、設計業務に関する委託の入札の手続に入って

まいります。新年度早々でございます。それで、その設計業務が終わり次第、

その設計書に基づく工事の入札を行って、落札業者により屋上防水工事を実

施するというスケジュールで考えておりまして、今現在の見込みでございま

すが、工事の完了を１月末ということで考えたいというふうに考えておりま

す。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、目６財産管理費から目10公平委員会費ま

での質疑を終結いたします。 

 続いて、目11市民相談費から目18諸費までの質疑を許します。予算書は

118ページから130ページまで、積算根拠内訳書は20ページから29ページまで

となります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（関戸郁文君） 目15防災対策費について質問させていただきます。 

 避難所の看板でございます。避難所のマークが岩倉市はまだ古いままだと

思います。近隣市町でも新しい避難所のマークに変更していますが、岩倉市

においてはどのようなスケジュールになっているのでしょうか、お尋ねいた

します。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 避難所の看板につきましては、災害
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対策基本法の改正に伴って改正していくような国の通知も出ておるんですが、

今、岩倉市全体の避難所の看板について、どういったスケジュールで、どう

いった形でやっていくかを研究しながら進めているところですので、やらな

きゃいけない必要性は感じているところで、ちょっと今、そのあたりの検討

をしている段階で、まだ具体的なスケジュールは決まっていない感じでござ

います。 

◎委員（水野忠三君） 予算説明書119ページから121ページにかけて、それ

から積算内訳でいうと21ページに関連しまして、外国人サポート窓口設置事

業というのがあるかと思いますが、翻訳機を導入して、その外国人へ多言語

で対応の充実を図るという話だと思うんですけれども、多言語対応というの

は確かに大切なことで、様々な外国語に対応するというのはとても大事なこ

とだとは思うんですが、同時に、日本語を外国人の方に使っていただくとい

うか覚えていただく、学んでいただくという、その日本語をしっかり使って

コミュニケーションをしていただけるような、そういう取組についてはどの

ように考えておられるでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 日本語の学習についてということで

すが、まず小学校などでは日本語・ポルトガル語教室で児童の方に先生から

教えていただいています。外国にルーツのあるお子さんを対象にやられてい

るという事業がございます。 

 また、大人の方を対象にしている事業としましては、岩倉市国際交流協会

が主催されている日本語ひろばという日本語教室がございます。週１回でご

ざいますが、そちらのほうに出かけていただいて日本語を学んでいらっしゃ

るので、そういった事業に対して市としては財政的に支援をさせていただい

ている状況でございます。お願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 積算内訳書の27ページ、目17協働推進費の男女共同

参画推進事業についてお伺いします。 

 この推進委員会の報酬なんですが、委員は識見者が１人で、それは４回、

それで5,000円の委員は５人で６回になっているんですが、大体委員長もほ

かの委員も同じ回数の推進委員会じゃないかなと思うんですが、委員長抜き

に５人の委員で、あと２回追加して話し合うみたいな、そういった委員会の

持ち方を想定していらっしゃるんでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 委員長さんのスケジュールをちょっ

と確認させていただいたところ、日本にいらっしゃらない期間もあるという

ことだったので、それ以外のところは作業部会という形で、残りの委員さん

にお任せしたいというようなお話も内々には頂いており、少し回数に対して
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下がる状態でございます。お願いいたします。 

◎委員（水野忠三君） 予算説明書120ページから123ページにかけて、積算

内訳で言いますと23ページに関連しましてＲＰＡ等導入事業というのがある

かと思います。情報、いわゆるＡＩ関係でございます。それで、このＡＩ関

係につきましては、あいちＡＩ・ロボティクス連携共同研究会で共同利用す

るという御説明が以前、全協などであったかと思いますが、この研究会でど

のような研究をされるかということと、議会への報告、そして執行機関内部

での報告といいますか、情報共有というのはどのようにされるのか、お伺い

をしたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（夫馬拓也君） 議会に報告する予定はありませんが、

内容としては、ＲＰＡとＡＩの部会に分かれて参加自治体によりＲＰＡ・Ａ

Ｉ総合案内の実証実験を行ってきました。その結果、ＡＩ－ＯＣＲとＡＩ総

合案内サービスを共同利用することとなりました。 

 また、内部への報告でございますけれども、通常どおり統括セキュリティ

ー管理者である副市長までの報告をしております。以上でございます。 

◎委員（片岡健一郎君） 関連してお伺いします。 

 ＲＰＡを導入するということは、機械ができることは機械でやらせて、人

間は人間でしかできないことをやるということで合理化をどんどん進めると

いうことで、すばらしいことだと思っているんですけれども、このＲＰＡ及

びＡＩ－ＯＣＲを導入することによって、どのような効果、いわゆるコスト

削減になると思うんですけれども、現状のコストと導入後のコストを比較し

て、どれぐらいの効果が出るというのはお分かりでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

◎協働安全課統括主査（夫馬拓也君） 今年度、８月から12月にかけて事業

者の協力の下、ＲＰＡの実証実験を行いました。実証実験では妊婦健康診査

や財務会計など８業務を対象に検証した結果、作業時間で平均23％の削減効

果があり、年間業務時間数が1,200時間に対して約270時間の削減時間となり

ました。その削減時間により平均職員単価で算出をいたしますと年間約56万

円のコスト削減見込みとなりますが、来年度、また新たな業務のプログラム

を作成することにより、削減効果については今後上がっていくことと考えて

おります。以上でございます。 

◎委員（水野忠三君） 予算説明書120ページから123ページにかけて、積算

内訳23ページでございますが、議事録作成支援システム導入事業というのに

関連しまして、議会でも議事録作成支援システム等を導入するかどうかとい

う議論があるんですが、こちらの執行機関の側の導入の経緯ということでお



４４ 

伺いしたいと思いますが、まずほかのシステムなども検討されたかどうかと

いうことと、この導入に至った経緯の中で、その選択の基準ということがあ

ると思いますが、どのような基準で選択されたかということをお伺いしたい

と思います。 

◎協働安全課統括主査（夫馬拓也君） 経緯ですけれども、以前から時間が

かかっている議事録作成について、平成30年度の職員提案で提案されたこと

を機に検討した結果、技術の進化により読み取り率が高くなっており、職員

の業務負担が軽減を図ることができるということで導入を考えました。他の

システムにつきましては、録音した音声をシステムにアップロードして文字

化するものや、今回導入予定の音声を即時に文字化するシステムなど複数検

討いたしました。 

 基準ですけれども、まず録音音声をアップロードして文字化するシステム

は、料金形態が従量課金で、読み取り率は音声の質によって変化をするため

ＩＣレコーダーの音源では難しく、高性能な音声機器が必要になるというこ

とです。 

 一方、今回導入を予定している音声を即時に文字化するシステムにつきま

しては、料金形態が定額であって、読み取り率は、直接タブレットに音声を

入れるため高くなるということでございます。そのため、従量課金に比べて

定額のほうが想定している会議時間に対して安価であることや、高性能な音

声機器に比べてタブレットのほうが安価である。また、読み取り率が安定し

ていることや会議の準備が容易にできることなどを総合的に判断して、今回

の導入するものを判断させていただきました。以上でございます。 

◎委員（堀  巌君） 協働推進費の市民活動支援センター運営費について

お尋ねします。 

 昨年度から全体でいうと1.27倍になっています、運営費自体が。その中で、

多分委託料が上がっているというふうに思うんですけれども、この人員配置

をどのように改善するための金額アップなんでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） プラザ費とセンターのプロポーザル

をさせていただいたんですが、こちらのほうは、今まではプラザが施設の受

付業務をさせていただく時間を７時から図書館が閉館する９時まで、２人人

員ということで３年前に上げさせていただいています。ただその時間に、７

時から９時の間に市民活動に関する相談が非常に増えてきて、それに対応で

きる職員の配置ができなかった。ですので、プラザ費のほうの人員配置を見

直し、７時から９時、受付業務の職員をお一人に、そして、市民活動支援セ

ンターとして団体さんの活動の支援ができる、相談に乗れるような職員を７
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時から９時の間配置するということで、そちらのほうが増えて、あとは単価

の見直しをさせていただいたというところで金額が上がっているという状況

でございます。お願いします。 

◎委員（堀  巌君） その下の区長及び区長代理者謝礼というところです

けれども、関連の質問も含まれてくると思いますけれども教えてください。 

 まず非常勤の特別職から外れたということで、この謝礼についてはどうい

った形で規定されるんでしょうか。規則なのか、どこでどういうふうに決め

るのか教えてください。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 区長さんの職務等につきましては、

区長会の設置等に関する規定ということを改正しまして、そちらのほうで職

務を明記させていただいております。お願いします。 

◎委員（堀  巌君） 基本的に名前は変わりますけれども、決めるところ

も変わりますけど、区長さんや区長代理さんの仕事内容というのは同じとい

うことで、理解でよろしいでしょうか。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） はい、おっしゃるとおりです。 

◎委員（堀  巌君） そこでお尋ねするんですけれども、片岡委員が一般

質問で公職選挙法の136条の２の解釈の話がありました。私はちょっとにわ

かに信じ難いんですけれども、その解釈について。というのは、法律という

のは言葉とかそういうことで変わるものではなくて、やっぱりその実態の対

応の中身によって変わるものであります。ちょっと遠いところで三重県の東

員町の議会の中の議事録で言われているのが、公職選挙法の逐条解説や選挙

関係実例集、それから書籍の調査、そして顧問契約の弁護士と相談をして、

東員町については行政協力員という役職の方がいて、非常勤の特別職ではな

いという方について、公職選挙法の136条の２に該当するかどうかというと

ころに対する総務部長の答弁が載っていました。結論から言うと公務員に含

まれるということで、そういう回答が出ていまして、つまり、対応が変わら

ないのに、公職選挙法の趣旨というのは、その方がどういう位置づけでいる

かによってその地位利用という形が出てきます。なので、今回７月から非常

勤の特別職から外れて、報酬から謝礼になるからといって、それがみなし公

務員という考え方もありますし、そこら辺の最終的な答弁がまるきり解釈が

変わってしまうというようなふうに取ったんですけれども、その確認をもう

一度この場でしたいというふうに思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 今回、実は片岡委員からも御質問を頂いたと

いうところと、あと会計年度任用職員に含まれないというところもきちんと

整理した上で、私どもとしても愛知県の選挙管理委員会さんとも実は相談を
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させていただいたところでございます。そういった中で136条の２を地位利

用についての規定は適用されないということで確認を取っておりますので、

総務部長の本会議での答弁に間違いないというか、そのとおりであるという

ことでございますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） となると、地域地域で扱いが変わるという可能性が

出てくるというふうに思います。さっきも言ったように３月から４月に何ら

仕事内容、行政から機関としていろいろ頼まれてやる地域の代表として仕事

を行う、それは変わらないわけですよ。その中で、どうして解釈が変わって

しまうかというところの、その公務員という解釈の仕方ですよね。この解釈

の仕方というのはやはりなかなか、今、愛知県の選挙管理委員会というふう

にしましたけれども、もう一回、再度全国的な動き、調査をしていただきた

いというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上です。 

◎委員（水野忠三君） 予算説明書125ページ、積算内訳25ページで、国土

強靱化地域計画策定事業についてお伺いをしたいと思います。 

 こちらは新たに国土強靱化地域計画というのを策定されるということです

けれども、従来の地域防災計画などとの異同、同じところ、違うところとい

うのは明示されるのか。例えば、線を引いたり文字を色分けしたり、章とか

段落とかを変えたりとか、地域防災計画とここは共通で同じ趣旨、ここは違

う新たに付け加わるとか、そういう異同が分かるような表現を取られるのか

どうか、これがまず１点と、２点目についてはアンケート調査をされるとい

うふうにお伺いをしていますから、そのアンケートの実施前に、そのアンケ

ートの文案について議会などに何らかの形で御提示いただくことはできるん

でしょうか、２点お伺いをしたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） そもそも地域防災計画と国土強靱化

地域計画についてですが、災害への対策という点では共通しているんですが、

そもそも計画としてのアプローチの仕方が違いまして、地域防災計画という

ものは、災害、いわゆるリスクと、例えば洪水だとか台風だとか地震、その

リスクに対する対応を取りまとめて、行政としてどう動いていくかというの

を取りまとめている計画なんですね。国土強靱化計画というのは、そのリス

クごとの対応方法をまとめるというものではなくて、最悪な事態に陥ること

が避けるように強靱な行政機能や地域経済を事前につくり上げていこうとす

る計画ですので、ちょっと全くアプローチの仕方が別な計画なので、明記す

るとかしないとかというのは現状全然想定していないものなので、そもそも

違う計画ですということになります。 

 それで、アンケートについては現状、まだどういった設問にするかという
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のは全然未定ですので、どういった形になっていって議会のほうに提示する

かというのは、現状決めてはいない状況でございます。 

◎委員（黒川 武君） 今のものにちょっと関連して私もお聞かせいただき

たいと思います。 

 国土強靱化地域計画ということで先進事例もあることだろうから、それら

も参考にしながらいろいろ練ってみえるだろうと思いますけど、いずれにし

ましても強くてしなやかな岩倉づくりの基本となるものだろうということで、

それで、委託に当たって発注するに当たりまして仕様書を当然作成されるだ

ろうと思いますので、現時点でどこまで明確になっているのか、例えばその

基本的な方針とか、あるいは先ほど答弁の中でリスクシナリオ、いわゆる最

悪な事態、そういったものをどの程度想定しているのか。さらに言えば、対

応策としての施策分野、それの設定をどの程度考えているのか、そういった

ことまで現在明確になっているのかなっていないのか、明確になっていれば

現時点で説明を頂きたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 現時点で明確になっていることとな

りますと、国の基本計画の中で、基本の目標、人命の保護が最大限に図られ

ることだとか、国家及び社会の重要な機能の保全とか、国民の財産・公共施

設の被害最小化、迅速な復旧、こういった４つの基本目標が設定されており

ます。この国の基本計画の中で、この国土強靱化の理念とかを踏まえた上で

推進していく計画や方針を決めていくというふうには考えているんですけど、

現状、この本市において一番考えられる災害というのは南海トラフの地震と

今考えていますので、そういった自然災害のことを考えつつも、国の基本計

画や県の計画、そういったあたりを見ながら調和を図って地域の特性とかも

踏まえて検討していくことになると考えているので、現状、明確に決まって

いることというのは特に方針についてはないです。 

 それで、どういった政策分野とかを設定していくかという話になりますと、

国土強靱化基本計画の中では８つの事前に備えるべき目標と45の起きてはな

らない最悪な事態を想定しておりまして、その地域特性を踏まえながら、そ

の８つの目標と、あとどれぐらいの想定になるかというのは、今後、本市の

地域特性を考えながら考えていきたいと考えています。現状うちが考えてい

るのは、リスクシナリオだとか脆弱性の評価だとか、そういったことをやっ

ていくということは決まっているんですけど、具体的な中身までは、まだ現

状決まっていない状況です。 

◎委員（黒川 武君） それで結構でございます。 

 それで、１点お聞かせいただきたいと思いますけれど、積算内訳で申し上
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げますと24ページの防災対策費、この中の需用費の中で非常食の購入も入っ

ていることだろうと思います。それで、毎年防災訓練、市が行う総合防災訓

練とか地域における合同防災訓練とか、そういったいろんな訓練が行われる

わけなんですが、その折に、訓練参加者に食料品が、記念品というのか参加

された方々に渡されていると思いますけど、これは市民の方から頂いた声な

んですね。ただ単に渡すだけではなくて、そのときに、例えば家庭での備蓄

を促すようなチラシ、そういうものも添えて渡しているのかどうなのか、そ

このところを少しお聞かせいただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 毎年、賞味期限が近づいている備蓄

食料につきましては、物資受入れ配付訓練ということの中、そういった訓練

の中で各行政区にお渡ししています。家庭内での備蓄を促すチラシについて

は現状では防災訓練時にはお渡ししておりませんが、自助に対する防災意識

の向上にもつながると考えられますので、今後あらゆる機会を捉えて市民周

知をしていきたいと考えておりますし、これまでも防災会の防災訓練とか防

災講話、そういったところでも周知していますので、今後もそういったこと

に努めていきたいと考えています。 

◎委員（水野忠三君） 予算説明書127ページから129ページにかけて、積算

内訳27ページで、男女共同参画基本計画策定事業についてお伺いをします。 

 男女共同参画社会の推進ということで、いわゆるＬＧＢＴなど、これにつ

いては、今回ではなくて以前の木村議員の一般質問、それから今回の鬼頭議

員の代表質問などでも、ほかの議員の方の質疑でも取り上げられたことが何

回かあると認識しておりますが、ＬＧＢＴなどの多様な性について、さきの

木村議員の一般質問や今回の鬼頭議員の代表質問などを踏まえた上で、現時

点では今後どのように扱われるか、お伺いをしたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 以前頂いた御質問の回答と同じにな

りますが、やはりそれは推進委員会、検討委員会のほうで進めていただくと

ころではございます。市としては当然、ＳＤＧｓやＬＧＢＴについて検討を

進めていただいて、そういった計画に盛り込んでいきたいなというふうには

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書の24ページの中で防災委託費、需用費の

中で、黒川委員も御質問されましたけど、この防災対策費の中で、避難所の

ことも含めてマスクの備蓄は必要ないですかと。ちょっと健康課さんのほう

で１万6,000枚というのが全協でお答え、たしか１万6,000枚でしたか、確保

されているということはお聞きしておりますが、防災対策費の中でマスクの

準備は必要ないと考えているのか、今後検討されるのかを含めてお聞かせく
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ださい。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 避難所の衛生管理とか感染症の対策

ということもございますので、今後備蓄については考えていきたいと、研

究・検討していきたいと思います。 

◎委員（大野慎治君） それでは、積算内訳書の65ページ、市民活動支援セ

ンター運営費の中の委託料の中、27、28ページの市民活動支援センター運営

費の中の65歳の集いの委託料について、ちょっとお聞かせください。 

 参加者が年々ちょっと減少ぎみというか、僕も今年はちょっと参加できま

せんでしたが、少なくなっている現状の中で、やっぱりもうちょっと講師の

方とかそういうことを含めて、やっぱりもうちょっと予算つけて、しっかり

と人が集められるような講師の方とかそういったものは、もう一回検討する

時期であると僕は考えるんですけど、いつまでも同じことをやっていても参

加者が少ないというか、やっぱり僕は人の参加が多いほうがいいと思います

ので、そういったことは検討されていないのかを含めて、今後の課題につい

てと対策についてお聞かせください。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 65歳の集いにつきましては、やはり

参加者の方、対象者も少なくなっていることもありますが、参加していただ

ける方が年々少なくなっている状況でございます。社会的な背景も、お仕事

をされていたり、市民活動になかなか移行できるほどの時間に余裕がない方

のほうが増えてきておりますので、一旦事業の見直しということも検討して

いるところであります。今までは、ちょっと実行委員会形式で市民活動支援

センターをお願いしているＮＰＯ法人に委託してやっていただいているとこ

ろでありますが、来年度に向けてやり方を、何かの事業と一緒にしたりとか、

そういったことも今検討しているところではありますので、来年度はこちら

の予算は同じにさせていただいておりますが、次年度以降に向けても今御提

案いただいたような内容で検討させていただけたらなというふうに思います。

お願いします。 

◎委員（水野忠三君） 予算書129ページ、ふれ愛タクシー事業でございま

す。こちらについてはほかの議員が、もう何度も質疑をされているところだ

と思います。 

 それで、乗降禁止区域の岩倉駅東西ロータリー周辺ということになってい

ると思いますが、議会に例えば説明される場合と一般の市民の方、特に御高

齢の方などに説明する場合とでは、やはりかみ砕いて分かりやすく簡潔にと

いうことが求められると思います。そして、ただ一方で、不正確な表現にな

ってはいけない、簡単でというのと正確でという一見矛盾するというか対立
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する、両方を本当は追求しないといけないと思うんですけれども、市民の皆

さんから問合せがあったときに、議会に対してではなくて、その一般の市民

の方に対してはどのように説明をされているか。平易な説明としては、どう

いう説明をされているかということをお伺いしたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 市民の方にも地域公共交通会議でこ

ういった詳細が決まるという内容を分かりやすく、その公共交通会議の説明

からさせていただいております。どんな事業者さんが出られているのか、ど

んな市民の代表の方がやられているのか、またどういった経過でこういった

ことが決まっていくのかというところでお話をさせていただいておりますの

で、お願いします。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、ふれ愛タクシーの関連でお聞きしま

す。 

 約半年間、これは運用から経過しておりますけれども、毎月議会のほうに

は利用者の数字を報告していただきまして、ありがとうございます。その数

字を見ますと、顕著に増加はしているのかなというふうに感じております。

半年間を経過して利用者からの声で、こういったことを改善すべきかなとか、

そういったこと何かお気づきの点がございましたらお知らせください。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 事業が始まって４か月以上たってお

りますけれども、利用者の方からは、予約が取りやすくなったとか、スーパ

ーとかに行けるようなったという反面、やはり先ほど委員もおっしゃいまし

たけれど、岩倉駅でどうして降りられないのかとか、市外の病院に使ってい

る方は、その病院だけに行きたいんだけど何とかならないのかというような

御相談は受けております。そういったときも先ほどのお話と同じになります

けれども、決まったことはそういった会議を通して決まったことであります

ので、今後もそういった要望をそういった会議に上げて、よりよい方法を検

討していきますというようなお話をさせていただいております。お願いしま

す。 

◎副委員長（宮川 隆君） 協働推進の部分で、大枠の考え方というのと現

状の考え方をお聞きしたいんです。 

 まずは市民活動支援センターの本来の目的の一つとして、市内に多く個々

で活動してみえる市民活動団体、これは過去の公民館活動の中で、長い歴史

の中で一つ一つ育ってきているんですけれども、現状は65歳の集いもそうな

んですけれども、それぞれの活動団体の高齢化と、それから新規参入者がな

かなか入ってこないというのが個々の団体の悩みの一つであると思います。

そういうのを支援するのが本来の市民活動支援センターの大きな役割の一つ
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だというふうに私は理解しているんですけれども、今まで何もやっていなか

ったということではなくて、今までのやつがなかなか効果が出ていないこと

によって、それぞれの活動団体が新たな人材を確保することができていない

ということが現状だというふうに思います。 

 反面、これはちょっと一つお聞きしたいところなんですけれども、全体の

活動の新陳代謝という意味合いで言うと、高齢化に伴って１つの団体が縮小

していく。反面、新たな団体が増えてくることによって全体の市民活動のレ

ベル、もしくはボリュームというのが縮小していなければ、もしくは膨らん

でいれば、それはそれで形として形態が１つという必要性はないとは思うん

ですけれども、現状、市民の活動がどういう状況に今置かれているのか、そ

れに関して、もし課題があるんだったらどういうふうな手を打とうとしてみ

えるのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

今、宮川委員が言われるように、今、市民活動団体の大きな課題といたしま

して高齢化、それから高齢化に伴う活動の縮小といった課題が大きいという

ふうに私どもも認識しております。また、市民活動支援センターの職員も、

そういった認識を持っております。そういったことを大きな課題を解決する

ために、日々その活動に関する相談、助言等を行っている状況ではございま

すけれども、なかなかいいアドバイスができないという状況もございます。 

 そこで今、私どもも、皆さんも既に御承知かと思いますが、２市３町協働

フォーラムというような、広域の協働市民活動の団体が一緒になって一つの

協働に関して考えていこうといったフォーラムを過去５回開催させていただ

いて、そういった人と人とつながり、あとそういった課題をどうやって解決

していくかというような情報交換も併せてさせていただいた中で、課題解決

に向けて取り組んでいるという状況でございます。ですので、今後もそうい

った活動を幅広くできるような人のつながりを広められるような活動を、ま

た支援していきたいというふうに思っております。 

 また、市民活動助成金のほうも、応募する団体、これまでも新しいはじめ

の一歩など、応募していただける団体も少なからずございますので、そうい

った団体を通じて新しい市民活動の団体にこういった制度等を広く周知して、

しっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。 

◎副委員長（宮川 隆君） 先ほどの質問の中で、市全体の個々の団体、グ

ループではなくて市全体の新陳代謝、グループの新陳代謝というのを把握し

てみえるかという部分もあったと思うんですけれども、その辺はどうなんで

しょうか。 
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◎協働安全課長兼市民プラザ長兼市民活動支援センター長（小松 浩君）

市民活動の団体については、まだ今二百数十団体という形で、大きな増減と

いうのがございませんので、減らないように、言い方はおかしいですけれど

も減らないようにしっかりと周知等して、市民活動の団体の支援に努めてま

いりたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと最初に申し上げておきますけど、ちょっと

この範囲は広過ぎるというふうに思います。来年度からは、ちょっとここを

区分してやらないとなかなか大変かなと、行ったり来たりしなきゃいけない

ということがありますので、ちょっと議会のほうで検討していただきたいな

というふうに思います。 

 それで、私が聞きたいのは、まず積算内訳書の21ページの国際交流費のう

ちの、様々な形で外国人サポートが窓口で行われていくということでありま

す。それで、岩倉市に在住している外国人の国籍というのが三十数か国とい

うところの中で庁舎内の看板の修繕が上げられていますけど、これはどうい

う形になってくるのか、イメージがあれば教えていただきたいですし、有効

な内容にしてほしいもんですから、そういった点でどうなのか、まずお聞か

せください。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 庁舎内の看板のかけ替えの修繕なん

ですけれども、今でもパネル等でエレベーターの中だったり出たところのロ

ビーだったりにあります。そういった表示になりまして、基本的には日本語

になります。ただ、その主要階、１階部分ですと、１階のところは日本語と

英語表記がされていると思いますので、それに倣う形になります。あと、つ

り下げ看板をちょっと予定しておりますので、そちらのほうは、今でもポル

トガル語の通訳がいますよということでポルトガル語で表示されております

ので、その隣に外国人サポート窓口という日本語表記、英語表記、ポルトガ

ル語表記をさせていただこうと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。ポルトガル語の表記がされる

ということで、ブラジル人が一番多いもんですから、それはそういう方法が

いいのかなというふうに思います。 

 いずれにしましても、迷っている外国人の方がいたら今でも市の職員が寄

って対応していると思いますので、そういうことに心がけていただきたいな

というふうに思います。 

 次に23ページの、私もＲＰＡ等導入事業についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 実証実験が行われているということで、機械でやれることは機械でという
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ことで、そういう面については大いに導入していくべきだなというふうに思

っているんですが、ＡＩ総合案内サービスというところが少しやはり疑問が

あるところであります。あいちＡＩ・ロボティクス連携共同研究会というと

ころに県と全市町村が入っていろいろ話し合っているというふうに思います

が、岩倉市としては、こういう研究会などでどのような立場で臨んでいるの

か。窓口への相談、いろんな問合せ、定型的なものについては答えられると

いうふうに思うんですけど、やはり人の対応が必要になる部分が出てくるん

ではないかなというふうに思うんですけど、そういった点についてどのよう

に考えているのか、お聞かせください。 

◎協働安全課統括主査（夫馬拓也君） 窓口を変えていくということではな

くて、やはり24時間365日、問合せが可能になり、定例なものであれば正確

かつ迅速に、あえて対応できるようになるということで、市民サービスの向

上につながってくるというふうに思っております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 市民サービスを向上させるということで、定型的なものには応えられると

いうことで導入するのはいい方向なのかなというふうに思います。いずれに

しましても、このＡＩによるサービスが、本当にどのような対応がしていく

のかというのは様子を見ていきたいというふうに思います。 

 次に、国土強靱化計画、25ページについても改めて本会議でお聞きしまし

たけど、お聞かせください。 

 各市町村でつくっていく意義について本会議でお聞きして、近隣市町と計

画に違いが出てくるのかなあというところについては各市町で地域の特性が

あるということで、岩倉市の場合は五条川の内水氾濫等についてということ

で、そういう点でいえば大口とかとどう違ってくるのかなということがあり

ますけれども、期待しながら見ていきたいなというふうに思っていますが、

これは取りあえず来年度で、この近隣で策定するというところの状況という

のは確認されているんでしょうか。 

 また併せて、委託についてはどのような形で行っていくのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（水野功一君） 近隣の市町の策定状況でございます

が、一宮市は現在、今年度に策定する予定で動いているという話は聞いてい

るんですけど、現時点でまだ策定ができたという話は聞いておりません。小

牧市に関しましても12月補正だったか今年度中には、ちょっと議会の時期は

ちょっと忘れてしまったので申し訳ないんですが、今年度中に補正を組んで、

来年の夏ぐらいまでをかけてつくっていくという話は聞いております。 
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 それで、ほかの、この辺ですと江南、大口、扶桑辺りも来年度つくってい

くという情報は入っております。 

 どういった形で発注していくかという話は、入札でやっていくことを……。

委託の内容ですか。すみません、はい、考えています。 

◎委員（木村冬樹君） 今、近隣も同時期につくっていくということで考え

てみますと、どこがこの委託を請け負うのかというところをよく見ていかな

きゃいけないなというふうに思います。地域特性を本当に生かしたような計

画になるのかというところが大変重要な問題だというふうに思います。 

 そういった点で、アンケート調査だとか市民のワークショップをやるとい

うことは、市民参加があるもんですから、そこに期待したいなあというふう

に思っているところです。 

 質問はそこまでにして、次の質問に移ります。 

 27ページの市民プラザ施設管理費の中で、市民プラザは古い施設でありま

して、空調設備が以前は重油を使って行われていたということで、地球温暖

化の問題等も含めて改善が必要ではないかということが議会から言われてい

る中で、今回、空調設備を賃借するということで予算組みがされているとこ

ろであります。この辺について、どのような空調になっていくのか教えてい

ただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 市民プラザの空調機器ですが、耐用

年数をはるかに超えており、毎年修繕を行いながら何とか使用している状況

に来ていました。また、一括で冷暖房をしているところもありまして、２階

だけが暑かったり１階だけが寒かったりといった状況で、利用されている方

から少し効きが悪いとか、よ過ぎるとか、そういった苦情も受けることも多

い状況でございます。 

 そういった状況を踏まえまして、また冷媒ガスの廃止もありますので、

個々にお部屋ごとに電気のエアコンを取り付けさせていただきたいと考えて

おります。そして、電気稼働の空調機器を導入し空調機器の更新を行い、各

部屋で温度調節を可能とし、利用者にとって快適な環境を整備するために計

上させていただきました。10年間のリース契約となっております。リース終

了後には空調機器は無償譲渡される予定でございます。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 大変ありがたいというふうに思います。いい空調だ

というふうに期待しています。 

 もう一点、同じページの協働まちづくり推進事業の中で、協働のまちづく

りのセミナーがこれまで行われてきました。今回は委託料という形で組まれ

ているわけで、この辺の違いといいますか、まちづくりセミナーと報償費も
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あるわけですけど、この違いというのはどのような形になっているんでしょ

うか。今年度と来年度の違いというのはどういう形なのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 今年度、報償費のほうを組ませてい

ただきました。３回行うという予定で、１回は毎年区長様、役員さん皆さん

を対象にしたもの、残り２回は若い方、今後市民活動をやっていただけるよ

うな方、そういった方を集めて、その方たちに協働についてだったり、岩倉

市のことについてだったり、皆さんで話し合っていただく機会、そういった

ところで講師の方をお招きしておりました。 

 ただそこで、やはり今年度と昨年度なんですが、話しやすい雰囲気をとい

うことで、２階のさくらん坊の場所を借りて行ったりしておりまして、そう

いった話しやすい雰囲気づくりというのも大切だというふうに講師の先生か

らお話を頂きました。今回計上させていただいたのが、そういった場所代だ

ったり、あと話しやすい雰囲気づくりのために飲物や食べ物が出たりとか、

若者の方たちが好むようなポップだったりフライヤー、宣伝ですね、そうい

ったことにも御尽力いただけるということで、それをまとめて委託をさせて

いただきたいと考え、その２回分についてだけ委託料というふうに上げさせ

ていただいております。お願いします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。若者向けにやってきた２回分

を委託にして、より話しやすい雰囲気をつくっていただけるということで、

これも様子を見ていきたいなというふうに思います。 

 もう一点だけ、私も28ページのふれ愛タクシー事業についてお聞きします。 

 本会議で質疑の中で、その予算管理について語られた部分があって、タク

シー台数には、やはりこの地域にあるタクシーというのは限度がありますの

で、そういった点で予算管理になっているというふうにお聞きしたわけです

けど、いわゆる江南のいこまいタクシーだとか、岩倉市はこうやって事業を

やっているということで、報告を受けている中では不成立はないということ

になってはいるんですが、タクシーが足らないような状況というのは、もう

全くないという、今の時点でないというような認識なのかどうか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

◎協働安全課統括主査（小﨑尚美君） 事業者の方から毎月そういった御報

告を受けているというところで、やはり今の段階ではお断りしたことはなく、

別の時間の御提案に御同意いただいて乗っていただいているような状況でご

ざいます。それが２台だったときは、別の時間がかなり後の時間だったり、

午前の希望だったのが午後になったりというところなんですけれども、やは
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りタクシー会社さんはたくさん台数をお持ちなので、午前中に何とか乗って

いただけるというところで不成立がないというふうに。ただ今後、利用の要

望が増えてきてしまうと、お断りする場面もあるかもしれないというふうに

事業者の方もそういった懸念はしております。なるべく午後の利用だったり

余裕を持って予約していただくなど、こちらも周知していきたいと考えてお

ります。 

◎委員長（鬼頭博和君） ここで休憩を一旦取りたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） では、目11市民相談費から目18諸費までの質疑を

終結します。 

 それでは、ここで休憩を取りたいと思います。10分間ぐらいでいいですか。 

 じゃあ３時から始めます。よろしくお願いします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 続いて、項２徴税費の質疑を許します。予算書は130ページから134ページ

まで、積算内訳書は30ページから33ページまでとなります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 本会議でいろいろ質疑しましたので、ここでは１点

だけと思っています。 

 徴収費のほうに当たるというふうに思いますが、お聞きするところにより

ますと、例えば滞納して、それを滞納整理機構のほうに送られて、それで差

押えになるというようなことが、やっぱりいろいろ何件かあるというふうに

思います。そういった中で、本会議で聞いたように、成果としての滞納の分

が減ってきているということがあるのかなというふうに思っているわけです

けど、最近の状況で、差押えをされても何も問合せがないというか、普通だ

ったらびっくりをして、とんでもないというふうなことでありますし、私た

ち議員の下にも払い切れないという人たちの相談はあるわけですけど、そう

いったことも何か最近は多くなくなってきているというところで、少し懸念

しているのが、納税の義務みたいなところの意識がやっぱり国民の中、市民

の中に薄れてきているんではないかなというところをすごく感じてしまうわ

けですけど、そういった点については、何かつかんでいる情報だとか市が考

えていることがあるのか、こういった点についてお聞かせいただきたいと思

います。 

◎税務課長（古田佳代子君） すみません、特につかんでいるものとかはな
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くて、体感でしかないです。差押えだとか差押え予告だとかに反応がない、

また実際、差押えをされても反応がないということがありますので、体感的

には意識が低くなっているのかなということは感じております。 

 それに対しての対応というのは具体的には今まだないんですけれども、滞

納者に対しては極力接触を試みて、そういった意識を持っていただくように

お話をさせていただいています。 

 租税教育といって子ども向けの教室だとか、そういったものも毎年行って

おりますので、引き続き納税意識の向上につながるように努めていきたいと

思います。 

◎委員（木村冬樹君） 一度これは、滞納整理機構が今年度で終わるもんで

すから、それで私はいいというふうに思っているわけですけど、他市とか近

隣なんかとも含めて少し情報交換をして、どういう実態なのかということは

つかんでいく必要があるんではないかなというふうに思いますので、そうい

うことにも心がけて、場合によってはいろんな、もっともっと教育的なこと

だとかをやらなきゃいけなくなってくるんではないかなというふうに思うわ

けで、そういったところをちょっと考慮していただけるように要望しておき

ます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、項２徴税費の質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 続いて、項３戸籍住民基本台帳費から項７災害救助費までの質疑を許しま

す。予算書は134ページから146ページまで。積算根拠内訳書は34ページから

43ページとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（桝谷規子君） 予算書137ページ、積算内訳書35ページの地域人権

啓発活動活性化事業についてお伺いします。 

 ７年に１回、岩倉市に回ってくるというところで取り組まれるとお聞きし

ておりますが、やはり岩倉は毎年、人権の問題について講演会や様々、学校

も含めて市民全体で人権意識を高めるという啓発がされて大事にされてきて

いる事業だと思うんですが、この７年に１回、岩倉市であるということで、

重点的な取組とか、どういったことを考えられているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 
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◎市民窓口課主幹（兼松英知君） この事業は法務省が愛知県へ委託し、愛

知県より各法務局管内の市町村へ再委託し、一宮法務局管内で構成する７市

町の持ち回りで実施するものです。内容としましては、市民対象の講演会の

実施、各小・中学校での人権講演会の実施、小学校などに花の種を配付し、

児童が協力してこれを育て、人権の心を育む人権の花運動、イベント時にお

ける啓発活動を予定しております。 

 なお、市民対象の講演会は、令和２年11月28日に総合体育文化センターの

多目的ホールで開催を予定しております。 

 各小・中学校での講演会の日程、またそれぞれの講師については、今後選

定していくこととなります。 

 費用につきましては全額補助されることとなっております。 

◎委員（桝谷規子君） 他市町と違って岩倉らしいというようなものという

のは、あえてどうなんでしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 他市でいきますと、各小学校、中学校の

講演会についてなんですけれども、よく行われるのは代表の学校での講演会

というところなんですけれども、岩倉市においては全ての小・中学校で開催

を予定するというところが特徴的になっております。 

◎委員（桝谷規子君） ありがとうございました。 

 やはり子ども条例もある岩倉市で、一人一人の子どもたちにそういった講

演の場、学ぶ場が保障されているということで、うれしく思います。 

 もう一点、すみません、市長選挙に関わって、予算書139ページ。 

 選挙の投票所のバリアフリー化をこれまで繰り返し質問させていただいて

きて、あと２か所が、どうしても靴を脱いではいて脱ぎはきが必要なところ

がまだ残っているという現状だと思うんですが、今年度、改善されたような

ところがありますでしょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 委員御指摘のとおり２か所、今、土足から一

旦脱いで入っていただくという投票所がございます。31年の２月３日の知事

選挙の際からなんですけれど、そのうちの１つであります石仏会館につきま

しては、入り口に車椅子などの体が不自由な方が来られた場合に職員を呼ん

でいただくような無線機ですとか、あと同時に、大きな段差がございますの

で、それに対応できる長いスロープを設置したりというところで、屋内用の

車椅子、畳の上でも対応可能なビニールマットを用意したというところでバ

リアフリー化ということに努めております。 

 もう一か所の大上市場会館の投票所、上投票所でございますが、こちらに

つきましてもどのような対応ができるかというところを、引き続き施設管理
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者などと協議をしていきたいというふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書35ページのマイナンバー関係について。

黒川委員もかなり厳密に区分して行いましたけど、私は全部ここで聞きたい

というふうに思います。 

 まず通知カードの紛失などの状況がどうなっているのか、再発行を求める

件数などがあろうかと思いますけど、そういった状況がどうなっているのか。 

 また、個人番号カードの発行数だとか発行率、今はもう多分申請すれば、

そんなに長い時間を待たずに交付できるというふうに思いますけど、未交付

の状況などがあるのかどうか、こういった点についてお聞かせください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） まず通知カードの再発行申請件数から答

弁させていただきます。 

 平成29年度は353件、平成30年度は336件、令和元年度は２月末現在で208

件となっております。 

 なお、通知カードにつきましては、デジタル手続法の一部施行に伴い、近

日中に通知カードが廃止される予定となっております。 

 続きまして、マイナンバーカードの交付状況につきまして答弁させていた

だきます。 

 本市の令和２年３月１日現在の交付枚数は6,002枚となっております。交

付率は12.5％です。未交付につきましては、マイナンバーカードが届いたら

順次受け取りのはがきを出させていただいておりますので、あとは通知を受

け取った方が予約して受け取りに来ていただくというような状況になってお

ります。 

◎委員（木村冬樹君） 通知カードの廃止については、では、通知カードは

もう無効になるということなのかどうか。デジタル手続ですから、何かの方

法で自分の番号を確認できるようになってくるのかという点についてお聞か

せいただきたいのと、取りあえずそれを教えてください。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） 通知カード廃止後のマイナンバーの通知

は、個人番号通知書、マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号、通知書の

発行日等が記載された書面が送付されることにより行われます。この個人番

号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できないということで、

マイナンバーを証明する書類が必要な場合はマイナンバーカードの提示、ま

たは住民票、もしくは住民票記載事項の証明が必要となってきます。ただ、

通知カード廃止以降、通知カードの記載内容と住民票の記載内容が一致して

いる場合につきましては、経過措置として、引き続きマイナンバーを証明す

る書類として使える予定となっております。 
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◎委員（木村冬樹君） 分かりました。通知カードは廃止されるんだけど、

そういう番号やら何やらが書かれたものが書面が送付されて、それは番号を

証明するものには使えないけど、経過措置として一定の期間は有効だという

ような、そういうような説明なのかなというふうに思います。どんどん個人

番号カードの発行をしていかなきゃいけないような状況が出てくるのかなと

いうふうに思っています。 

 それで、このマイナンバーカードの交付の計画が示されておりますが、先

ほどの12.5％というのが計画と比較してどういう状況になっているのか、ま

だ計画を立てられてすぐだとは思いますけど、もう既に乖離が出ているんで

はないかなというふうに思いますが、どういった状況でしょうか。 

◎市民窓口課主幹（兼松英知君） マイナンバーカードの交付円滑化計画で

は、令和２年２月末までに7,037枚の交付計画となっております。現時点で

は6,002枚の交付となっておりますので、計画との差は1,035枚となっており

ます。 

 あと、すみません、先ほどの通知カードの関係なんですけれども、通知カ

ード廃止後に番号を通知する書類については、番号を示す書類としては使え

ないということと、通知カードは今既存を持っている方について、引っ越し

とかされなくて、今現状の通知カードに記載されている内容と住民票に記載

されている内容が一致している方についてはそのまま使っていただけるとい

うこと、通知カードが廃止された後に引っ越しをされた場合は住所とかの書

換えをしないものですから、住民票との差が出るものですから、そのときは、

その通知カードについては番号を証明する書類として使えなくなるというこ

とになります。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。多分、今のこの状況を見ますと、国

は希望的観測で２年後ぐらいには100％みたいな計画を立てているわけです

けど、思うようには進まないだろうというふうに思われます。 

 ということで、この番号制度から通知カードがずうっと有効だと思ってい

て、ずっとそれを保有していてというような方が大分部分を占めるんではな

いかなというふうに思います。やがてこういったことも周知がされていく中

でしょうけど、なかなか国の思うようには進んでいないという実態が明らか

になったというふうに思います。 

 例えば、先ほどの黒川委員が言った公務員の個人番号カードの交付、発行

を増やそうということで、いろいろ手続がされてきているということもお聞

きしますし、ポイント還元でオリンピック後にそれを使おうだとか、あるい

は健康保険証として使おうだとかというところがあろうかと思いますけど、
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そのたびに法律の改正も必要になってくるだろうというふうに思いますし、

強制されるという形では、なかなかならないというふうに思っていますので、

市民に正確な情報を周知するような形のことは必要かというふうに思います

ので、そういった点で計画等を見ながら、またまたこの点については議論し

ていきたいなというふうに思います。 

 それで、もう一点ですけど、39ページの統計調査総務費の中の国勢調査に

ついてお聞かせください。 

 国勢調査は前回と同じような内容でやられるのかどうかという点について

お聞きしたいんですけど、前回のときは皆さんも覚えているかと思いますけ

ど、ポストに封筒が投函されて、それでやれますし、電子的にも提出できる

というようなことでやられて、ちょっとそのときも指摘しましたけど、ポス

トに居住実態がない方なんかがいますし、無視する方もいますので、ずうっ

とポストに残っているような状況もあったというふうに思います。そういっ

た状況はやっぱり好ましくない、こういう個人情報に関わるところではとい

うふうに思いますので、今回はどのような対応がされるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） 令和２年国勢調査

につきましては、今年の10月１日を調査期日として実施がされる予定でござ

います。前回の調査との大きな違いは、前回調査はオンライン調査の本格的

な導入をする大きな調査ということで、国のほうもオンラインの調査がより

進むようにということで、調査期間、オンラインでの回答期間がまず先にあ

って、その後、回答のない方について紙の調査票を配付するというような流

れでありました。今回は同時に回答、オンラインの回答も紙調査票も同時に

配付するというような流れになっております。 

 先ほど木村委員が言われたように、前回は、そのオンラインＩＤの配付に

ついては調査員の負担軽減ということもあって、直接お会いしなくても配付

ができるような環境でありました。そこに特別な個人情報というのはないん

ですけれども、ＩＤを入れたものについては郵便受けに入れてというような

ことが可能であったと。今回につきましては調査票も一緒にお渡しするので、

細かい手続については、まだ個別具体に示されてはいないですけれども、恐

らく当初からお宅訪問をさせていただいて、御説明もしながら調査票の回答

についての流れ、事務の流れがされていくものと思います。 

 いずれにしましても、今後、国のほうからも細かい事務の流れも示されて

いきますし、先日、本会議の中でも岩倉団地の部屋の入居の募集をしていな

い空き室といいますか、そうしたところもあるよというようなこともお聞き
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していますので、ＵＲさんともあらかじめ、もう分かっている空き室につい

ては、そうした訪問も含めて、なるべく調査員の負荷も減らしていきたいと

思っていますので、そうした工夫をしながら適正な調査の実施に努めてまい

りたいと思います。 

◎副委員長（宮川 隆君） 積算内訳書の37ページ、岩倉市長選挙費という

か、もう一つ上の選挙執行費の関係でお聞きしたいと思います。 

 要は、どんどん下がる投票率をどう歯止めをかけるかということでありま

す。それぞれの議員が一般質問等でも提案していますし、それから今回、総

務委員会のほうからも政策提案として出しているわけですけれども、なかな

か、ごめんなさい、財務のほうからも出されているわけなんですけれども、

なかなか歯止めが利かないというのが実態で、お互いに議会のほうも、それ

から執行機関のほうも頭を悩ましていることなのかなとは思います。 

 今回、来年度の市長選に当たって何らかの新しい啓発の取組というのを考

えられてみえるのかどうか、まずそれを１点お聞きしたいと思います。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 今度の市長選ということで、啓発についての

新しい手法というところだったと思います。 

 少し一般質問の答弁とも重複しますが、昨年度から明るい選挙推進協議会

のほうを立ち上げさせていただいております。そちらの中で投票率の向上を

というところは大きなテーマとして御議論いただいたというところでござい

ますので、明るい選挙と同時に始めました選挙期間中の啓発での啓発物品を

配布しての岩倉駅ですとか商業店舗での啓発といったもの、あとはポスター

の掲示ですとか、ほっと情報メールでの配信とか、フェイスブック、ホーム

ページを活用した取組といったことを徐々に、実は明るい選挙ができてから

も増やしているということでございます。直近の参議院選挙で申し上げれば、

市内のコンビニエンスストアを回らせていただいたり、あとレンタルビデオ

店ですとか、あと本屋、中古の本屋さんといったところ、若者層を狙っての

ことなんですけど、そういったところも回らせていただいてポスター等の掲

示を依頼したという取組もしております。具体的に、今は市長選から新しい

啓発を何かしますよということはちょっと申し上げられないんですけれど、

近隣自治体とかの状況も見ながら、少しでも投票に行っていただけるような

方策を考えていきたいと考えております。 

 すみません、もう少しお願いします。市長選挙とか市議会議員選挙の際に

は啓発の標語を募集しております。そちらについては広報紙等で広く募集を

して御応募いただいているというところで、少しでも選挙に関心を持ってい

ただこうというところの取組をしておりますので、よろしくお願いします。 
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◎副委員長（宮川 隆君） 選挙執行費の枠かどうかというのは、ちょっと

自分的にも疑問ではあると思うんですけれども、要は選挙期間中の投票率の

向上というところに力点を置くんではなくて、市民の政治参加意識の向上と

いうような意味合いで考えたときに、やはり経年的に何らかの取組、もしく

はいろんな考え方を共有できるような、そういう空気を持っていくというこ

とも必要ではないのかなというふうに思うわけなんです。 

 前回の市長選挙のときに、ちょうどＮＰＯ団体で、そういう啓発に特化し

たグループが誕生しているわけなんですけれども、明るい選挙の関係が執行

機関側だけのものではないというのは十分理解はしているところなんですけ

れども、やはり通常、民間というくくりはよくないんでしょうけれども、自

由な発想の中でそういう意識高揚につなげられるような活動というのを今か

ら積み上げていくというのはかなり必要なことだと思いますので、そういう

民間のグループなんかとも協力しながら意識の高揚に努めていただきたいな

とは思うんですけれども、その辺に関しての考え方というのはありますでし

ょうか。 

◎行政課主幹（佐藤信次君） 民間の団体というところの御紹介を頂いてお

りますけれど、決して民間の方に協力しないとか、そういうことではないん

ですが、前回のときにも正直申し上げていろいろな取組をされるという話は

聞いていまして、あらかじめ選挙管理委員会に御相談は頂いていたもんです

から、そちらについては選挙管理委員会の立場として誠実にお答えをさせて

いただいて、きちんと話合いをしていただいてそういったイベントをされて

いるということでございますので、市は市の立場で、民間の方は民間の立場

で、それぞれが投票率の向上に取り組んでいただくのかなというふうに思っ

ております。 

 投票率の向上ということでいけば主権者教育ということもございますので、

岩倉総合高校の方とも明るい選挙の関係では協力いただいているというとこ

ろもありますので、先ほどのちょっと話の補足になりますけれど、協力しな

がら若年層の投票率といった取組にも取り組んでいきたいと考えております。 

◎委員（堀  巌君） 統計調査総務費、145ページで教えてください。 

 委託料の中の廃棄文書処理委託料ですけれども、普通の一般の公文書の廃

棄とは何が違う、どういう種類の性質のこの委託なんでしょうか。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） 基本的には同じ性

質のものだというふうに考えております。個人情報が含まれる調査関係物品

をしっかりと処理していただくということで、処理をする場所まで確認に行

って、しっかりと処理がされているというところまで、マニフェストだけで
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はなくて現場も確認して、処理する最後まで確認をするという委託ですので、

大きく違いがあるわけではございません。 

 国勢調査ということで、全額国の委託費も入ってきますので、事業別に計

上させていただいているということでございます。 

◎委員（堀  巌君） 国勢調査だけに限るその文書を、普通一般の公文書

扱いではなくて、国からのそういうセットの中で廃棄をするという手続まで

国が面倒を見てくれるという解釈でよろしいでしょうか。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） はい、そのような

形で大丈夫かと思います。 

◎委員（堀  巌君） マンション等調査委託料についても見慣れない新し

い委託料かなというふうに思うんですけれども、これはどういった種類の委

託ですか。 

◎秘書企画課主幹兼市制50周年推進担当（小出健二君） こちらは全国的に

見ると、例えばマンションなどに管理人さんが見えて、オートロックのマン

ションなんかで、その管理人さんに事業、調査員をやってもらったらいいん

じゃないかというようなことがあって国のほうで議論がされております。こ

ちらは、やはり管理人さんは企業の社員さんというような扱いで、兼業がで

きないというようなことで調査員は受けられないよと、そういった場合に法

人として契約をして、調査員と同様の働きをしていただくための委託という

制度が前回の国勢調査から始まっておりまして、うちも市内の社会福祉法人

の施設も一つ、委託契約を過去にさせていただいていまして、３件というの

は可能性がありそうなところを見積もったということでございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、以上で、項３戸籍住民基本台帳費から

項７災害救助費までの質疑を終わり、款２総務費の質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、お諮りいたします。 

 議案審査の途中ですが、本日はこれをもって散会したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次回は３月13日午前10時より再開いたします。 

 本日はお疲れさまでした。 
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財務常任委員会（令和２年３月13日） 

◎委員長（鬼頭博和君） おはようございます。 

 本日も、昨日に引き続き予算の質疑続きを入っていきます。 

 その前に、当局のほうから報告があるということですので、よろしくお願

いします。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） おはようございます。 

 大変貴重なお時間の前にすみません、よろしくお願いします。 

 １点は、小学校の卒業式についてでございます。小学校の卒業式は３月19

日木曜日、９時半から各学校の体育館で実施をすることに決めております。

ただ、規模は縮小ということで、参加については卒業生、その卒業生の保護

者、教職員のみにさせていただきたいと思っておりますので、議員各位には

御来賓として御案内も差し上げているところかと思いますが、御来賓の出席

は控えていただくということでよろしくお願いします。在校生も出席はせず

にということになりますので、よろしくお願いします。 

 先日３月３日には、中学校の卒業式も同じよう形で無事終わったところで

すけれども、教育委員も参加せず、私どもの職員が２人ほど教員に交じって

参加させていただいたということだけにしております。よろしくお願いしま

す。 

 それから、あわせて学童保育については引き続き各学童保育所、７つの場

所で実施しておりますが、これは３月２日から実施しておりまして、毎日お

おむね200人前後の子どもたちが７つのところへ通ってこられています。 

 今週から学校でも自主登校教室というのを開くことにしておりますが、３

月９日に初日には、５つの学校で12人、実際には４校ですけど、１校は誰も

来ませんですけど、12人、それから10日が22人、11日12人、12日16人、これ

ぐらいの方は、学校のほうの自主登校教室に参加していただいている状況で

ございます。いずれも消毒、それから朝の検温等も確認しながら感染対策予

防には十分努めて実施しているところでございます。 

 報告は以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございました。 

 今の報告で、何か質問ありますでしょうか。ないですかね。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、昨日に引き続きまして、本日は款３民

生費、項１社会福祉費のうち、目１社会福祉総務費から目５後期高齢者福祉

医療費までの質疑を許します。 
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 予算書は146ページから160ページまで、積算内訳書は44ページから52ペー

ジまでとなります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書153ページ、積算内訳47ページ、老人クラブ

連合会創立50周年記念補助事業についてでございます。 

 令和２年度で老人クラブ連合会さんが創立50周年ということで、イベント

として講演会と、それからアトラクションなどが中心になるかと思うんです

けれども、その開催される講演会の内容というのは、今の時点でどのような

内容を予定されているか。健康寿命の延伸、健康とかそういう話、それから

コミュニティーの形成とか地域の活性化とか、様々課題といいますか、老人

クラブ連合会さんの取組でいろいろ御貢献されているところがあるかと思い

ますが、そういう講演会の中身というものも大切ではないかと考えますが、

どのような内容を現時点では予定されているかお伺いしたいと思います。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 老人クラブの連合会創立50周年記念

事業の講演会の内容等につきましては、現在のところ調整中だと聞いており

ます。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして予算書、同じ153ページ、積算内訳47ペ

ージの第８期岩倉市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業につ

いてでございます。 

 こちらのほうは、令和２年度まで、平成30年度から令和２年度で第７期計

画が終了して、その検証を経て第８期計画に入られると思うわけでございま

すが、まだ検討してからというふうに言われそうではございますが、今の時

点で第７期と大きく異なる点などが想定されておられるのか。第８期計画を

策定するに当たって、第７期からここはちょっと変えていこうという部分が

ありましたらお伺いをしたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 第８期計画ですけれども、令和３年度か

ら令和５年度までの３年間を計画期間としまして、令和２年度に本格的な策

定作業を進めてまいります。 

 第７期計画の計画期間が、その前の第６期計画から見まして、団塊の世代

が75歳以上に達する2025年までを見通したちょうど中間期となりますので、

第７期計画では第６期計画の基本理念及び施策の方向性を継承いたしまして、

2025年に向けた地域包括ケアシステムの実現への取組を本格化していく計画

となっております。そのこともありまして、第８期計画におきましても、

2025年を目指した地域包括ケアシステムの整備、さらには現役世代が急減す

る2040年を念頭に、高齢者人口や介護サービスのニーズを中・長期的に見据
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えたものになると考えております。 

 令和元年度には、第８期計画策定に向けたニーズ調査として、一般高齢者、

要介護・要支援認定者及び介護サービス事業者等に対してアンケート調査を

実施しております。今後、第７期計画の施策の検証及びニーズ調査の結果、

あと現時点では示されておりませんが、国の第８期計画の策定に向けた基本

指針を反映させるなどして策定を進めていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書の49ページ、緊急通報システム管理事業

についてお聞かせください。 

 緊急通報システムも直営で市の職員が対応していた時代がありましたが、

今は委託ということで予算立ても非常にすっきりというか、シンプルになっ

ているわけであります。 

 そんな中で、配食サービス安否確認業務というものが新たに加わっている

わけでありますが、これはどういったものなのか、新規事業ですのでお聞か

せいただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

現在、高齢者の配食サービスで配達時に安否確認ができなかった場合は、配

食業者から市役所に安否確認ができなかったという連絡が入りますので、長

寿介護課で安否確認を行っております。この安否確認を業者に行っていただ

くというものです。 

 具体的にですが、配食業者による安否確認ができなかった場合、配食業者

から直接安否確認の委託業者に連絡が入ります。安否確認業者は、まずは本

人に電話をします。本人が出ない場合は、緊急連絡先に確認をします。また、

介護保険サービスを利用されている人については、ケアマネジャーのほうに

確認をさせていただきます。確認ができない場合は、最終的には安否確認業

者から市のほうに電話が入り、長寿介護課が安否確認をするという内容にな

っております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 ネーミングが配食サービス安否確認業務となっているものですから、配食

サービスでやれなかったものを安否確認するという業務だというふうに思い

ましたので、ちょっとネーミングは考えたほうがいいかなあというふうに思

いますので、御検討をお願いしたいと思います。 

 このくくりでは、あとは介護保険のほうで聞きます。 

◎委員（桝谷規子君） 社会福祉総務費の予算書149ページ、負担金補助及
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び交付金のところで、社会福祉協議会の補助金についてお伺いします。 

 福祉課と一緒に業務を様々に展開してもらっているということで、人件費

補助も含めて大きい補助になっていて、指定管理者の制度の中で指定管理に

なっている中で、今度の監査で指定管理者監査報告書を読ませていただき、

ちょっとびっくりした内容がいろいろありましたのでお聞きしていいでしょ

うかと思って、この場でお聞きしたいと思います。 

 やはり指定管理業務に関わる出納関係帳簿などで、会計経理が適正になさ

れていないのではないかという監査の指摘があるわけですが、この社会福祉

協議会の職員の方は、本当に外にも出向いて今の高齢者や認知症サポーター

の人たちと一緒に居場所づくりや様々な外に出る業務、様々なボランティア

団体の人たちとともにやる業務や様々にある中で、このような出納関係帳簿

について適正な事務処理ではないという指摘というのは、職員が不足してい

るとか、そういう適正な処理をきちんと確認し合うような状況が困難な状況

なのかなあと思うわけですが、いかがでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 社会福祉協議会とは、こちらのほうも話合いを

毎月というか、こちらのほうから出向いたり、社会福祉会のほうから市役所

のほうに出向いたりしてお話合いを、毎月ぐらいお話合いをする機会があり

ます。その中で、話合いをしながら今現在も進めている事業等の管理等、そ

ういったものについてもどのような形がいいかとかという形で進めていると

ころでありますので、また今後も社会福祉協議会と協議しながら様々なもの

について進めていきたいと考えております。 

◎委員（桝谷規子君） 積算内訳45ページの中でも、人件費補助が減らされ

ているわけなんですが、その人件費が不足していないのかみたいなところは、

こちらは市としてはどうお考えなんでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） そちらのほうにつきましても、社会福祉協議会

のほうと協議をしながら今も進めていますので、今現在のところ、社会福祉

協議会のほうからそのような声はまだ聞いておりませんが、そういった声を

聞きましたら、また検討課題として研究していきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） もう一点、積算内訳書の47ページの事務管理費で、

シルバー人材センターの補助金についてもお伺いをいたします。 

 消費税が上がってからも、人件費の分や事業費分は増えていないようなん

ですが、ここの増額のお考えはないのかどうか。また、さきの質問の中で自

転車整備のところでお聞きしたんですが、もちろん最低賃金は適用しないの

がシルバー人材センターの働き方という中ですが、最初に聞いたのはシルバ
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ー人材センターの職員の分、事業費分、もう一つが、そこで働く人たちの生

きがいとか人生の中でやりがいというところですが、さきの答弁でも最賃は

適用しないで見直したものはあるということですが、そういった今後の、今

の現状の中で、やはりやりがいや自分の健康も求めて働かれる人たちももち

ろんいらっしゃいますが、本当に年金が少なくなって、様々な介護保険料や

健康保険税が差し引かれて大変だから、働かざるを得ないという人たちもい

っぱいいらっしゃる中での、最賃に少しでも近づけるような賃金の保障とい

うことも、もう少し考えなくちゃいけない時期じゃないかなあと思いますが、

いかがお考えでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

シルバー人材センターに対する増額の考えはないかという御質問ですけれど

も、今現在増額は考えておりません。そして、賃金の保障というところで、

今年度会員さんに向けての委託、単価のほうはシルバー人材センターのほう

と調整しまして増額している部分が多数ございます。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 予算書の153ページ、在宅福祉事業の福祉有償運送

の運営協議会の委員報酬に関連してお尋ねします。 

 以前からデマンド交通があった頃、そして今ふれ愛タクシーということで

変わっていますけれども、この福祉有償運送があった頃ですくい切れないと

いうか、隙間で困っている方たちというのが、まだ存在するという答弁が続

いていました。ふれ愛タクシーになって、地域公共交通会議等で話合いがさ

れていると思いますけど、その中で隙間で埋もれている、困っている人たち

のこの福祉有償運送に関する話題が出てきているのか、そういう議論があっ

たのかどうなのかというところについてお尋ねいたします。 

 地域公共交通会議の話になっちゃったけど、この福祉有償運送の担当課と

してそういう情報を、じゃあ逆のほうから聞いているのかどうかなのかとい

うことの観点でお尋ねします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開します。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

地域交通会議のほうに出席されている職員から、長寿介護課のほうに情報が

来ているかという内容ですが、長寿介護課のほうには、すみません、詳しい

内容というのは聞いておりません。 

◎委員（堀  巌君） じゃあもう少しかみ砕いて質問すると、この福祉有

償運送の運営協議会があった頃というか、活発に議論されていた頃から、デ
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マンド交通、ふれ愛タクシーというふうに変わった中で、課題として、そう

いう困っている人たちの存在というのは、今介護福祉課としてはどう考えて

みえるんでしょうか。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 福祉有償の当時の困った方たちにつ

きましては、すこやかタクシーの乗降介助分の助成ということで利用の周知

をさせていただきまして、その方たちに対してケアマネジャーさんを通して

意見書が出されて、こちらが確認をさせていただいた方については、すこや

かタクシーの乗降介助のタクシーチケットを配付させていただいております。 

 今年度の利用者は１名お見えですが、乗降介助分として500円、すこやか

タクシーのチケットの初乗りとお迎えにプラスしての乗降介助の助成をさせ

ていただいているところです。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） すみません。あとは介護保険でと言ってしまったん

ですけど、もう一点だけ。 

 積算内訳書48ページの高齢者地域見守り事業について、ちょっと繰り返し

お聞きしていることですので申し訳ありませんけど、今の状況をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 高齢者の地域見守り事業では様々なことをやっていただいていますし、い

ろいろ意見交換もしながら進めているところだというふうに思っています。 

 それで、毎回言っていますけど、映画の上映なんですけど、過去には、映

画を見て監督さんを呼んで講演もあってということで、そういう企画となっ

たケースもあるわけですけど、映画が上映されて、見てそのままばらばらと

帰っていくというのがどうしてももったいないという思いがありまして、映

画を見た後で、少し交流できなるような時間を取ったほうがいいんじゃない

かなあというふうにこの間言ってきたわけですけど、今年度のこの取組はど

うだったのかということと、新年度は何か計画があるのか。新しい映画でも、

昨年度いい映画、今年度にいい映画が上映されています。認知症の日本映画

でそういうのもありますので、ぜひそういう交流する場を、この場に設定し

ていただけるようなことができないのか、こういった点についてお聞かせく

ださい。 

◎長寿介護課統括主査（高橋善美君） 令和元年度認知症に関する映画上映

会ということで、７月に生涯学習センター研修室１、２を開催場所としまし

て、「八重子のハミング」という映画を上映させていただきました。来場者

は、スタッフを含めまして121名の方がお集まりでした。 

 映画は毎年好評で、多くの方がお集まりいただいておりますが、上映時間

も長い関係もありまして、その後の交流会等につきましては、チラシや集ま
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った方々のアンケート等を通じて御意見等も伺っているところでございます。

また、その後の交流会等につきましても、今後広い場所ですとか、内容等を

検討させていただきながら、交流の開催ができるようなことも検討をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） もう一点だけ。 

 予算書の155ページの認知症高齢者等個人賠償責任保険料なんですけれど

も、これは人口に対する率で算定が変わってくるということで、昨年度より

下がっていますけど、その認知症の高齢者自体の数が下がっているから保険

料が下がったのかどうかなのか、まずお聞きしたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

令和元年度の保険料は、予算書で2,000円ということで上げさせていただい

ておりました。令和２年度は1,620円ということですので、人数は変わらず

金額だけが変更で減額ということになっております。 

◎委員（堀  巌君） 予算立てはそうなんですけど、実際、この保険で救

われた方というのはどのぐらい年間でお見えで、総額どのぐらいの保険が下

りてきているんですか。分かりましたら教えてください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

実際、このＳＯＳ事業のほうに登録をされて利用になられた方は、まだ事故

的には発生はしておりません。事前登録者は、３月９日時点で29人お見えに

なります。この方、29人分の保険料1,620円という計算の仕方になります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、款３民生費、項１社会福祉費のうち、目

１社会福祉総務費から目５後期高齢者福祉医療費までの質疑を終結します。 

 続いて、目６心身障害者福祉費から目８子ども発達支援施設費までの質疑

を許します。 

 予算書は160ページから170ページまで、積算内訳書は52ページから58ペー

ジまでとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書161ページから163ページ、積算内訳53ページ

の障がい福祉計画、障がい児福祉計画策定事業でございます。 

 まず、なぜこれについて質問させていただくかといいますと、障がい福祉

計画、第６期計画と、その障がい児福祉計画第２期計画とは、策定が義務づ

けられている法律が障害者総合支援法と児童福祉法という別の法律に基づい

ていますので、難しいことは重々承知しているわけでございますが、やはり
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その期間が令和３年度から令和５年度というふうに共通しているので、共通

の理念を設定して一体的に運用したほうがよりよいのではないかというふう

に思っておりまして、そのことをちょっと念頭に自分自身は考えているんで

すが、ただ今回はそれに関連してということで、実施計画を策定されるとい

うことで、口頭で委託されるというような趣旨で御説明があったと思います

が、この策定業務の中で委託内容はどのような範囲、委託はどういうふうに

されるのか、それについてお聞かせください。 

◎福祉課長（富 邦也君） この計画の策定については、岩倉市障害者計画

推進会議のほうで御意見等を聴きながら策定を図っていく予定にしておりま

す。 

 業務内容につきましては、市の障害福祉サービスや障害児支援に関する現

状と課題を整理していただき、基礎となる資料をまとめていただく予定にし

ております。また、事務局との打合せや、この計画に携わる会議等に随時出

席していただき、必要に応じ発言や説明もしていただく予定にしております。

また、会議等の資料や議事録についても作成していただき、会議の内容によ

っては提案等もしていただく予定にしております。 

 障害者福祉サービスの現状や関係団体のヒアリング等も踏まえまして、障

がい福祉計画、障がい児福祉計画の作成に関わっていただき、こちらのほう

は、60ページほどの計画書100部と電子媒体一式の作成をして、業務として

委託していきたいと考えております。 

◎委員（桝谷規子君） 積算内訳書の54ページの地域生活支援事業の中の会

計年度任用職員の報酬で、障がい者相談員についてお伺いします。 

 本当に相談員の方が、様々な相談があらゆる障害を持っている人たちの相

談をお二人でやっていらしたところを３人に増員ということを大変うれしく

思っておりますが、プラス１名の増員の方は、特に精神障害のほうの専門と

か、どういった方が１名増員されるのかお伺いしたいと思います。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） １名の増員の方も、現在の相談員２人の

方と同じ形になります。３障害の方対応ということです。 

 年々、手帳の増加とともに相談件数のほうも増えてきております。そして、

従来の身体障害、知的障害及び精神障害に加えまして、難病発達障害、高次

脳機能障害、強度行動障害等の新たな障害対応が出てきておりまして、障害

者のニーズが多様化しております。また最近問題となっております８０５０

問題やひきこもりなどは、長期にわたるアウトリーチの支援が必要となり、

現在の相談体制では対応が困難となってきているため相談員を１名増加いた

しました。 
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◎委員（桝谷規子君） ありがとうございます。 

 ということは、アウトリーチもできる体制に持っていくということでの、

そういう３人での体制ができるということで、大変今の現状、様々な状況が

ある中で、いろんなサービスを多様に受けて、次の方向に向かっていけるよ

うな支援をぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書の54ページの同じく地域生活支援事業の

手話通訳のことについてお聞きしたいと思います。 

 手話言語条例の制定だとか、国に対して手話言語法を制定しろということ

で、議会としても視察に行ったり、意見書を出したりということをやってき

ております。新年度の予算では、手話通訳員が改めて１人採用されるという

ことで、ありがたく思っているところです。 

 それで、その下のほうにも手話講習会というのが行われているということ

で、岩倉市は、今広報でも最後のページに手話の５つぐらい写真を載せて、

いつもこれを読むとやってみるんですけど、なかなか動画じゃないものです

から動きが分かりにくいところもありますけど、そういう取組をちょっとず

つ進めていただいていることにはありがたいというふうに思っていますが、

全体として、この手話言語条例の取組だとか、国に対する取組だとか、あと

講習会ではどのような形になっていくのか、こういった手話の関係の取組に

ついて、新年度どのように取り組んでいくのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

◎福祉課長（富 邦也君） 手話の関係なんですが、来年度に向けましては、

少しずつ聾 の方ともお話をしながら、また今回、広報等に載せて、毎回木

村委員から言われたとおり載せていますが、４月のほうからＱＲコードで、

またい～わくんと、そういったのが動画で発信できるような形で、少し挨拶

程度のやつを進めさせていただいております。 

 そういったものと、あと研修のほうで、今までは市のほうの職員対象に研

修をさせていただいておりました。手話の窓口の職員の対応の職員の方を対

象に研修をしていたんですが、またこいのぼりのほうの今お願いしていると

ころのほうから、こちらも少し研修とか、そういったものに費用がかかると

いうか、実際かかってしまいますので、今回予算のほうにも上げさせてもら

ったんですが、講師料として6,000円ほど欲しいというか、そういった要望

もありましたので、こちらのほうも上げさせていただいて、今度は市民も、

ほかの方も対象にできるような形で、少しあまり人数のほうが増えてしまう

と、そういった講義とかいったものはできませんので、ちょっと人数は決ま

ってきますが、そういったものを１つ増やして手話のほうの周知に図ってい



１０ 

きたいと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございます。いろいろ取り組んでいただ

けることにありがたく思っています。 

 それで、手話講習会については、これまで職員向けだったものが、恐らく

無料でやっていただいていたと思うものを、講師料を、謝礼をつけてという

ことになってこようかと思うんですけど、具体的には、職員だけじゃなくて

市民も含めてというような講習会にしていく考えなのかどうかという点だと

か、これは6,000円というのは１回分なのかどうかということだとか、ちょ

っと細かいところが決まっていましたら教えていただきたいと思います。 

◎福祉課長（富 邦也君） 6,000円につきましては、１回分になっており

ます。また、市民の方には、毎年４月のほうに手話奉仕員養成講座のほうを

しておりますので、そちらのほうで手話の勉強、講師のほうをお願いしてお

るところでありますので、そういった形でも手話のほうに、市民の方に勉強

できる場を提供しているということになっております。 

◎委員（桝谷規子君） そのように増やしていただいている手話の講座など、

うれしいんですが、会計年度任用職員の中での手話通訳員の報酬はとても低

いんですよね。また、147日しかないということは、１週間にまだ１回か２

回しか、１日４時間しか置かれていないというような状況じゃないかと思う

んですが、この報酬アップとか、もっと通訳の方を市役所に置いていただく、

いていただく時間を長くするとか、そういった考えはないでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） こちらのほうにつきましても、賃金等につきま

しては、他市の状況も把握しながら妥当なところだというふうに見ておりま

して、その程度ぐらいになっておりますが、あと聾 の方から月・水・金と、

今午後から手話通訳の方に来てもらっているんですが、そちらのほうで、ま

た拡大とかというお話が出れば、こちらのほうも進めていきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 関連でちょっと教えてください。 

 役所の中の手話通訳員と報償費で払う手話通訳謝礼、そして委託のほうで

も手話通訳派遣委託料というのが組まれています。そのすみ分けを簡単に説

明していただきたいというふうに思います。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開します。 

◎福祉課長（富 邦也君） すみません。こっちの手話委託の委託料のほう

につきましては、定期的に病院とか、そういった検査とかいったものがあり
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ますので、そういったものに付添いして行くものと、あと市の行事とかその

ものと、あと要約筆記のほうにつきましては、市の事業とかで手話通訳とか

をされる放映の隣でされるとか、そういった形の事業のときに払うものと２

種類ございますのでよろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） ということは、最初の報酬の手話通訳員の仕事とし

ては、そういう市のイベント、教室などでは出向かないという解釈でよろし

いですか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 委員のおっしゃるとおりでございます。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書の57ページで、子ども発達支援施設の関

係の会計年度任用職員について少しお聞かせください。 

 この子ども発達支援施設あゆみの家の関係のいわゆるパート職員だった方

が移行するということだと思いますけど、この辺についての状況はどうだっ

たのか。継続されるという形で担っているのか、あるいは新規でという形に

なるのか、今まで勤めていた方が辞められるというようなことがあったのか

どうか。少し時間単価が下がって月収入が減るということで、ちょっとこれ

は大きな問題だと考えていますけど、そういった点についてはどうだったの

かお聞かせいただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） あゆみの家の職

員につきましては、現在、今年度から来年度のところでお一人替わる予定が

ございますが、その替わるというところも、現在あゆみの家にいる方が保育

園のほうに移動をしてきて、あゆみのほうには新しい、まるっと新規の方で、

御本人が障害児さんを経験されていた方が入っていただけるというような形

になっておりますので、現状として、今年度やっていらっしゃる方がやって

いただける状況となっております。 

 賃金単価は、現状の単価よりも下がる形にはなってございますが、期末手

当がついておるというところで、現給のほうの保障はさせていただいている

というところですのでよろしくお願いをします。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

訂正をお願いいたします。 

 先ほど堀委員のほうから御質問がありました令和２年度の認知症高齢者等

個人賠償責任の保険料なんですけれども、私1,620円とお答えしましたが、

1,700円で計上しております。すみませんでした。 

◎委員長（鬼頭博和君） 1,700円ということですね、はい、分かりました。 

 他に質疑ございませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 
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◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、目６心身障害者福祉費から目８子ども発

達支援施設費までの質疑を終結します。 

 続いて、目９ふれあいセンター運営費から目11多世代交流センター費まで

の質疑を許します。 

 予算書は170ページから174ページまで、積算内訳書は58ページから64ペー

ジまでとなります。 

◎委員（堀  巌君） ふれあいセンター運営費のところでお尋ねします。 

 先ほど桝谷委員が人件費補助のところで監査の話がありましたけれども、

ちょっと議員共通認識として、この監査委員の報告は読まれたか読まれてい

ないか分かりませんが、不適切なその会計処理の話は出てきています。これ

は、監査が始まったのが11月頃です。この予算を組むに当たって、ふれあい

センターの管理費の中で反省、どういう状況か、そしてそれを踏まえてこの

管理費の予算組みをどういうふうにしたのかというところについて、少しお

話を頂きたいというふうに思います。 

◎福祉課統括主査（大島富美君） 平成30年度の社会福祉法人補助金におけ

る人件費の補助対象職員５人に対し６人分の人件費が計上され、不適切な事

務処理であるとの指摘があったため、９万7,443円の返還を行うように指導

監査がありました。また、市に申請した当初予算で社協の帳簿が計上されて

いなかったため、今後は整合性を持つように指摘がありました。以上です。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと突っ込んだ話になるかもしれませんけれど

も、例えば利用料金制の話もありますよね。この見直しについては考えなか

ったんでしょうか。その指摘はどのように受け止められたんでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 利用料金制については、今、社会福祉協議会と

協議をしておりまして、また進めて、今現在のところは今までどおりで進め

ているんですが、また話合いの中でどのように進めていくか考えていきたい

と思っております。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと直接予算には関係ないかもしれませんけれ

ども、予算の流用、人件費をほかのところに流用してしまったとか、そこら

辺について使途等の協定書の見直しであるとか、そういったところも考えら

れているんでしょうか。 

◎福祉課長（富 邦也君） 社会福祉協議会とともに今研究等をさせていた

だいて、また今後どのように進めていくかというのもお話合いをしていると

ころでありますので、今のところは現状で進めているんですが、また今後そ

ういった話を進めていきたいと考えております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 
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〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、目９ふれあいセンター運営費から目11多

世代交流センター費までの質疑を終結します。 

 続いて、項２児童福祉費のうち、目１児童福祉総務費及び目２保育園費の

質疑を許します。 

 予算書は174ページから188ページまで、積算内訳書は62ページから71ペー

ジまでであります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（谷平敬子君） 積算内訳書の64ページなんですけれども、ちょっと

お聞きしたいんですけれども、ノロウイルス検査のＰＣＲ法が8,800円が３

人、その下にノロウイルス検査ＰＣＲ法8,800円掛ける６か月だと思うんで

すけど、掛け19人となっているんですけど、この分けている意味はどういう

意味なんでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちらのノロウイルス検査で

すけれども、まず６か月というところが、冬場の期間、比較的寒い期間に調

理に当たる職員を検査する分を確保しております。３人のほうは、陽性にな

った場合の復帰に当たって陽性反応がもう出ていないかという検査の分を３

人計上させていただいております。 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書183ページ、積算内訳67ページ、保育園施設

改良事業でございますが、こちらは、トイレ改修などについては平成29年度

から仙奈、30年東部、令和元年度中部というふうに改修をされて、今度、令

和２年度に下寺保育園ということだと思うんですけれども、今後その実施計

画に入っているもので他の保育園などの今後の予定などはございますでしょ

うか。トイレに限らず、令和２年度では北部保育園の空調の設備も改修され

ていると思いますが、現時点で実施計画に入っているもので、ほかの保育園

などの今後の御予定をお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（林 高行君） 実施計画で上がっているところで

は、令和３年度に西部保育園のトイレ改修を実施することを予定しておりま

す。以上です。 

◎委員（水野忠三君） 予算書の188ページ、積算内訳70ページでございま

すが、認定こども園施設型給付等事業というやつで、こちらのほうで、いわ

ゆる保育補助者雇上強化事業と保育体制強化事業補助というのがあるかと思

いますが、こちらのほうで、保育補助者雇上強化事業のほうでは、保育士資

格を持たない保育補助者を雇用するというお話だと思いますが、この保育士
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資格を持たない保育補助者が行うその業務というのはどういうものか。これ

は、保育体制強化事業補助のほうでは清掃業務や給食の配膳等を行うものと

いうふうになっていまして、保育士資格を持たない保育補助者というのは、

清掃業務とか給食の配膳等を行うのか行わないのか。 

 それからあと、保育士資格を持たない保育補助者というのは雇用するとい

うふうになっていますが、清掃業務や給食の配膳等を行う者のほうは配置す

るというふうになっていまして、それぞれ県から頂く補助金も８分の７と４

分の３、つまり８分の６と若干違いがあるようでございますが、業務の違い

と、それからあとは雇用と配置の違いという点をお伺いしたいと思います。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 保育補助者と保育体制強化と

の違いということでございますが、まずやっていただく業務については重な

る部分も多くあります。保育補助者のほうでも清掃や配膳といった作業もし

ていただきますが、保育体制強化のほうでも、同じく清掃や配膳といった業

務に就く場合もあります。 

 保育補助者のほうが、イメージとしてはより保育に近づいた作業を実施す

るということになります。そちらについては、保育補助者雇上強化事業のほ

うは、現にいる保育士の負担の軽減に加えて、これから保育資格を取得しよ

うという方の研修というような意味合いもございます。ですので、本当に保

育士のアシスタントという形での業務になってきます。保育補助者雇上のほ

うは、直接雇用でないと対象になりません。一方で、保育体制強化事業のほ

うは、例えば清掃業務委託とか、そういった場合でも対象になってくるとい

う違いがございます。 

 補助金の違いについては、まずは国庫負担の割合の違いというところが多

くございまして、保育補助者雇上のほうですと国庫負担が４分の３来て、そ

れを県が受けて、残りの４分の１部分を県と市が折半するという形で市の負

担が８分の１になるというところで、保育体制強化のほうは国庫負担が２分

の１でございますので、残り２分の１のところを県と市が半々で割ると、そ

ういったところで補助金と市負担の割合が変わってきているものでございま

す。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書189ページ、積算内訳71ページ、

子育てのための施設等利用給付事業でございます。 

 こちらについては、新規事業ということなので内容についてもちょっと若

干確認したいなあというふうに思っておりまして、今回はファミリー・サポ

ートというのがございます。この子育てのための施設等利用給付事業の中で

のファミリー・サポートというのは、具体的にはどのような内容なのかお聞
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かせください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちらの子育てのための施設

利用等給付事業なんですけれども、今年度10月からの幼児教育・保育の無償

化の事業でございます。 

 今年度につきましては、保育事業費と９款教育費のほうで補正予算にて上

げさせていただいている部分ですけれども、来年度のところでは事業立てを

させていただいて、まとめて計上させていただいているものでございます。 

 こちらの中でのファミリー・サポートの利用なんですけれども、その他の

病児・病後児保育ですとか、一時保育とか、認可外保育施設、こちらの利用

が一つのまとまりと考えていただきまして、こちらについては認可の保育施

設であるとか、あとは幼稚園ですね、そういった施設を利用していない方で

あって保育の必要性がある方についても、こういったファミリー・サポート

とか一時保育、そういった施設を利用した場合には無償の対象になるという

ことになっておりますので、そちらの利用の見込みを計上させていただいて

いるものでございます。 

◎委員（堀  巌君） 関連で、今の子育ての施設等利用給付事業の中で、

あえてお尋ねしますけれども、幼稚園の副食費の３番目以降の月額の給付で

すね、これについて、どうして幼稚園なのかというところの疑問に対しては

どのようにお答えするのか。そして、国の補助金の流れとしてはそうなんだ

けれども、やっぱり公平性の観点からは保育園、幼稚園均等にという考え方

の議論がなかったのかどうなのか、教えていただきたいというふうに思いま

す。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちらの副食費に係る補足給

付費は、幼稚園に通われているお子様で一定所得が低い世帯であるとか、あ

とは第３子に当たる方について補助を出しますという制度になっておるわけ

ですけれども、認定こども園や認可の保育園のほうにつきましては、同じ基

準で免除という形になっております。こちらの幼稚園のほうにつきましては、

一旦は御負担いただいて、後から給付をさせていただくということで、お金

の流れというのは違いますけれども、形としては同様に給付させていただく

という形を取っております。 

◎委員（桝谷規子君） すみません。所得に関しての補足給付、副食費の、

それは幼稚園も保育園も一緒だと思うんですが、以前の条例改正の中で、３

番目の子どもさんについての副食費は、幼稚園の場合は６年間の中での３番

目の子どもさんなら無料だったけれど、幼稚園は。保育園は上の子が小学校

の３年生で３番目の子というふうでなっていなかったでしたっけ。 
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◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 条件等に若干金

額等が差異が、所得の上限が違いがあるところはその条例改正で言っている

ところのとおりで、ここで今申し上げておった同じというところは、4,500

円が要らなくてもいい条件になるところが幼稚園だけではなく、同様に保育

園や認定こども園のほうでもそういうのはありますよという意味で同じと申

し上げたところで、基準のところはその条例部分は、その金額等は差はある

というところは、前回条例のところで御説明したとおりというところですの

でよろしくお願いをします。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書の63ページ、病児・病後児保育事業につ

いてお聞かせください。 

 この間、繰り返しお聞きしてきているんですけど、病児保育と病後児保育

の利用者数がかなり違うということで、それにしてもこの委託料については

それほど差がないということについて、どうしてかなあという思いをずうっ

と抱えてきているところですけど、国の補助金の関係でということなんです

けど、積算みたいなものはないんでしょうか、この委託料を算定するための。 

 具体的にいいますと、病後児保育のところなんかに、どんな感じかなあと

思って見に行ったりするんですけど、いつも閉まっているということで、桝

谷議員も訪問したとき閉まっていたと言っていましたので、そういうやっぱ

り利用が少ないんだろうなあというふうに思っているわけですけど、この委

託料の積算というのはどのような形で行われるのかお聞かせいただきたいと

思います。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちらの委託料につきまして

は、補助金の基準額を基に委託料を出さていただいているんですけれども、

そちらの補助金の基準額がどのように出ているかというのは、ちょっと国の

ほうには確認ができておりません。ただ、実施要綱の中で運営の基準がござ

いますので、恐らくですけれども、国のほうはその実施要綱に定めている体

制が整備されるような配置を基準にした金額としているというふうに考えて

おります。 

◎委員（木村冬樹君） そういう国の補助金の基準額でこの委託料が決まっ

てくるということを考えて、素朴な疑問として、こういうふうに拡大してい

ただいたことは本当にありがたいというふうに思っているんですけど、やは

り病児保育をやっている医療機関は常時、水曜日以外は開いているというこ

とで、そういうようなことで利用も年間200から300ぐらいあると、病後児保

育は、その10分の１程度の20件そこそこの利用で同じような委託料というの

は、やっぱり素朴な疑問としてどうなのかなあというふうに思います。決算
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も、その事業所がこの委託料でどういうふうな会計処理をしているかちょっ

と分かりませんけど、もちろん割と駅に近いところなものだから、施設の賃

料だとか人件費として、一定急なことにも対応できるように確保していると

いう部分があろうかというふうに思うんですけど、少し素朴に疑問を感じる

ものですから、またいろいろ国の補助基準なんかを調べていただいて御説明

頂きたいなあというふうに思いますけど、そういった点についてはどうでし

ょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） また金額面につ

いては、いろいろ研究はさせていただきます。 

 人数につきましては、今委員おっしゃられたとおり昨年度決算のところで

21名というところで、今年度、今現在41名というところで、そういう意味で

いうと、ちょっと規模は違うんですけど、倍にはなっているという状況でご

ざいます。徐々に登録者数も増えてきているというところでございますので、

一定の保護者に対する価値は見いだせておるというふうには考えております

ので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。国のやつは、また教えていただきた

いと思いますし、この周知も大事だというふうに思います。やっぱり医療機

関のほうはもう長いことやっていて、そういう周知が十分進んでいるという

ふうに思いますので、そういうことも含めて利用が一定増えていくような、

行っても閉まっているというような状態が何か違和感がありますので、周知

へ進めていただきたいというふうに思います。 

 次に、67ページ、保育事業費の会計年度任用職員のことについては本会議

でも一定お聞きしましたが、他市町への応募に行かれている方もいるという

ような御答弁があったというふうに思います。 

 それで、先ほども少しあゆみの家の関係でお尋ねしましたが、この時間給

というのは、期末手当が払われて、年収ベースで見れば同じか増額になると

いうことだというふうに思うんですけど、どのように決められてきているの

か。 

 例えば、昨年度の予算書で見ると、7.5時間や7.75時間の保育士は、これ

はもちろんパートの賃金ですから期末手当がないんですけど、1,190円に対

して、時間が短くなると多少時間給が下がるというふうになってきたわけな

んですけど、これを見ると、長く働いている人のほうが何か安いような気が

して、そういうことで保育士が要するに行ってしまうということであれば、

パートの保育士がね、非常に残念だというふうに思うんですね。そういった

点で、もっと政策的にこの時間給については考えるべきではなかったのかな
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あというふうに思うんですけど、そういった実態について説明をお願いした

いと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 会計年度任用職

員の単価を算定させていただく際には、今委員もおっしゃられたとおり、私

ども先ほど御答弁させていただいたとおり、年収のところで現給保障すると

いうところが基本のところにおいて、今回は会計年度任用職員全体のほうを

考えておるところでございました。その中で、それぞれの保育士の立場にお

いて、現給が保障できるようなところと期末手当も含めて現給が保障できる

ようなところというところで、この額が算定させていただいたところにより

ますので、結果として、職種、その立場によっての単価の差がちょっと縮ま

っているというところは、確かに結果としては、そのような結果になってい

るところはございます。 

◎委員（木村冬樹君） だからこそ、やはり今保育士不足と言われている中

で、保育士を確保するために政策的な判断が必要ではなかったのかなあとい

うことを思うところなんですね。 

 他市町の保育士の会計年度任用職員の時間給などは調査されていますでし

ょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現在、近隣辺り

のところでの募集単価のほうは承知してございます。 

◎委員（木村冬樹君） 比較してどうなのか、あまり私たちは資料がないも

のですからあれですけど、恐らく他市町に応募に行っているということは、

そちらのほうが月額の給与が保障されるということで流れていっているんで

はないかなあというふうに思うんですけど、そういったところの状況につい

ては、どのように考えているんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 時給面、確かに

数字で見比べますと、本市のほうが低い部分もございます。また、条件によ

っては期末手当が出る条件の週の労働時間というところは、私どものほうが

低めに設定させていただいておるという部分もございますが、全体的に見て

劣る部分もあるというところは認識しております。 

◎委員（木村冬樹君） それで、ここの予算書にあります人数については、

新年度からきちんと確保できているという状況で確認させていただいてよろ

しいでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現在は、本会議

の場でも少し部長のほうから答弁ございましたが、長時間の保育士が不足し

ている状況ではございますので、短時間の保育士に入っていただきながら補
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う状況で、今組んでいくというような状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） 私も会計年度任用職員でお聞かせください。 

 まず仕事内容、パート職員から会計年度任用職員に変わって一般職になる

という違いを先日申し上げたわけですけれども、実際の保育現場では、パー

トには担当を持たせない、そういう取決めがあるとか、そういうことがあっ

たわけですけれども、今回会計年度任用職員に変わって、その扱いについて

変わる点があるのかないのか、まずお聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 現パート職員さ

んと呼んでおる状況から会計年度任用職員になるところに関しまして、特に

業務等で大きく変わっていただくところはございません。 

◎委員（堀  巌君） 昨日、私多分とんちんかんな質問をしたと思うんで

すね。つまり今の話で、年収分ですごく増えるというふうに勘違いしていて、

その一時金分が、ではなくて、やっぱり割り返して調整をして単価が下がっ

ているということを今日恥ずかしながら見たわけですけれども、そうなると

そういう調整をして、昨日地方交付税で補填される部分がどのぐらいあるか

みたいな質問をしちゃったんですけど、年収ベースではそう変わらないとい

う解釈でよろしいんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 職種によっては

賃金単価が増えているところもあることはございますが、今のこの保育士の

ところの部分で関しますれば、多分時間単価は下がっている中で、年収で保

障されているというところでございますので、ただ来年度は、まだ期末手当

の期間数がちょっと少ない部分もございますので、そのもう一年先の正規の

月数の期末手当が出る状況になれば、どの職種も一定増えるということには

なります。 

◎秘書企画課統括主査（加藤 淳君） 今、子育て支援課長から年収ベース

で取りあえずそろえるという確保して、今時間単価のほうを決定していると

いうようなことをお伝えしました。 

 期末手当については１年目は、すみません、４月からということでござい

ますので、最初の月、６月に支給を期末手当はするということなんですが、

通常ですと、正規職員ですと1.3月分をお支払いするということですが、４

月からということでございますので、少し期間率を、1.3月をお支払いする

べきところを４月からということですので、少し期間率ということで、それ

が0.39月分という形になります。２年目以降はそれが1.3月で、年でいくと

2.6月分という形になりますので、その分、１年目は年収ベースでそろえて

いるところを、その期末手当のアップ分は見込まれますので、要は今の収入
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よりは高くなるというような形になっております。２年目以降はという形に

なります。お願いします。 

◎委員（桝谷規子君） すみません。私も会計年度任用職員の67ページにか

なり詳しく内訳が書いてあるわけなんですが、同じ7.5時間でも時給が1,042

円と1,062円が違うのが、早番、遅番も全部シフトに入って、早番から遅番

まで組まれるというところの単価の保育士が高いということになっていると

思うんですが、この34人の中で、原則は今までパートの先生たち、今度会計

年度任用職員となられる職員は担任は持たないということでしたが、育休や

産休の代替で正規並みに働かれる人は担任は持っていらっしゃると思うんで

すが、そういった人たちはこの34人の中で、今度何人ぐらいいらっしゃるん

でしょうか。その人たちの時給はもっと上げるべきじゃないかと考えるんで

すが、いかがでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 来年度、産休、

育休の代替に当たる部分というのは、人数で申し上げますと８名というとこ

ろで考えておりまして、この早番、遅番の報酬の中で入っておるものでござ

います。 

 確かに正規並みにというところの言葉はそういうふうにはなるものではご

ざいますが、会計年度任用職員考え方の中では時間と勤務状況というところ

で、ここの一般保育士早番、遅番というところで通常の方と同じ単価という

ことで設定をさせていただいておりますのでよろしくお願いします。 

◎委員（堀  巌君） 関連でお聞かせください。 

 今の早番、遅番で実際担任を持つというところは、ずっとかねてから、パ

ート職員のときから、それは地方公務員法の22条のちゃんと臨時職員として

正規職員を任用すべきではないかという議論をずっとしてきたと思うんです

ね。そのことについて、やっぱり会計年度任用職員に変わったとしても、パ

ート職員の時代と同じように会計年度任用職員を充てるというところのその

方針というのは変えるべきではないかというふうに思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 担任は、複数担任のところで入っ

ていただくということで、個の担任というふうには従前どおりしておりませ

ん。 

 おっしゃられるとおり、私どもの会計年度のところは、フルタイムですと

か任期付というところは検討しましたが、市全体としてそれには至っており

ませんので、保育士含めて、市の方針としては今回は設けませんでしたけど、

これが全てではないと思っていますので、今後検討する課題ではあるという
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ふうに思っております。 

◎委員（大野慎治君） すみません。先ほど木村委員が質問されました積算

内訳書の病児保育事業と病後児保育事業、先ほど補助金の国から県からとい

うのは歳入で当然入っていて、合わせて合算した金額からマイナス44万

5,000円掛ける３分の１、国と県から入っているということになって、僕は

人件費は３分の１もらえるということは十分分かっておったんですけど、病

後児保育については、この辺の考え方というのはどういう考え方なのか。ち

ょっと歳入に関わってしまいますが、先ほど明確に答えられなかったので、

多分賃料も含めて３分の１もらえるのか、この44万5,000円マイナスという

のは、どういうふうに判断するのかというのは御存じでしょうか。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちらは、利用者の負担を差

し引いた上での補助金割合ということになっております。家賃の部分も補助

の対象にはなっております。 

◎委員（木村冬樹君） 関連して、すみません。 

 予算書のほうを見ると、歳入のほうで国庫補助金と県補助金が算定されて

いて、分担金及び負担金の負担金の民生費負担金のうちの病児・病後児保育

保護者負担金ということで、これは予算上では37万6,000円になっているん

だけど、その45万というのは、ほかにも足さなきゃいけない分があるんでし

たっけ、ちょっと説明してください。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ、再開いたします。 

 答弁のほう、よろしくお願いいたします。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちら歳入の補助金の積算の

44万5,000円ですけれども、こちらにつきましては、やはり利用者負担額の

額として差し引いておるんですけれども、こちらの補助金の算定におきまし

て、30年度の利用者負担の決算が41万200円であったというところから、病

後児保育の利用も徐々に伸びてきているというところで、こちらの利用者負

担については、決算の見込みとしてちょっと伸びるだろうということで、結

果補助金の積算が過大にならないようにちょっと多めに差し引くという計算

をしております。 

◎委員（木村冬樹君） そうしたら、この予算書自体が整合性がなくなって

しまうんじゃないでしょうか。国に対して言っていることを、やはりこちら

の歳入のところの保護者負担でもきちんと計上しなきゃいけないんじゃない

ですか。この辺についてはどう考えていますでしょうか。 
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◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 歳入のほうの負

担金につきましては、そのままちょっと前年と同じところの見込みでという

ことで、こちらは逆に市としての歳入があまり過大にならないというところ

で、ちょっと前年と同額でやったところは、確かに軽々であったところはあ

るかもしれません。補助金のほうは、あくまでもちょっと算定が過大になら

ないようにというところで決算の見込みを見て立てたというところでござい

ますので、以後気をつけていきたいと思いますのでよろしくお願いをいたし

ます。 

◎委員（木村冬樹君） これは大問題だと思いますよ。予算書の中で整合性

が取れていないなんて。しかも、歳入のところで僕は言おうと思っていたん

だけど、保護者負担額だって昨年と同じなんて、実績が全然違うじゃないで

すか。平成30年度の利用は病児保育が260人、病後児保育が21人ですよ。こ

んな積算の仕方でいいんですか。 

◎委員長（鬼頭博和君） 答弁出ますでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 病後児保育につ

きましては、スタートしたところからどれぐらいの利用が見込めるかという

ところが、どうしてもやっぱり最初は利用が、あるいは私どもとしてもどれ

ぐらい利用が出るかというところが見込みづらいところがありながら、一定

の人数は、これぐらいはあるだろうという期待の部分を込めての人数の想定

はさせていただいておりながらというところでの算定でございました。実績

が少しずつ伸びてきているといいながらも、まだまだちょっと実績が蓄積さ

れておらん部分もございましたので、現状の予算というところで上げさせて

いただいている部分でございます。よろしくお願いいたします。 

◎委員（木村冬樹君） その問題はここまでにしておきますけど、ちょっと

議会の中で考えなきゃいけない部分であるかというふうに思います。 

 それで、積算内訳書71ページの保育園送迎ステーション事業についてもお

聞かせいただきたいと思います。 

 ２年前、平成30年度までは少し利用が、伸びがなかったわけですけど、周

知もされてきたりということで、今年度は利用が、登録が25人ということで

始まったというふうに思っています。 

 それで、その辺の実績がどうなのかということと、新年度の利用実態とい

うのはどのようにつかんでおられるのか、こういった点についてお聞かせく

ださい。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今、委員おっし

ゃられたとおり、今年度は年度当初24名のところからスタートして、３月現
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在の利用としても22名というところでございます。 

 新年度におきましては、申込みの段階で、今ほぼこれで確定するというと

ころであるところで29名というところの申込みを頂いており、時間等の調整

をしているところでございます。よろしくお願いします。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書65ページ、保育園施設管理費のうち、需

用費、修繕料でお聞かせください。 

 一般修繕では30万円掛ける７園で、30万円ぐらいは一般修繕してください

ということになっておるんですが、中身を見ますと、西部保育園の１か所、

北東南窓漏水修繕、こういうのは30万円のうちで緊急修繕するのかしないの

かという、こんなことは予算を上げるよりも早く直さなきゃいけないものは

直すべきじゃないですか。漏水しているというやつをほかっておくというの

も、大分早くから気づいているからこうなっていると思いますが、これはち

ょっといかがなものかと思いますが、30万円のうちで合わなかったのか、そ

れとも足らなかったのか、その辺のところの見解をお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（林 高行君） 保育園の施設管理費の修繕料につ

きましては、今年度修繕箇所が多く出ておりまして、補正もさせていただい

ているところであります。その中で、優先度が高いものを先にやっていった

ところで、今のところで予算、この部分に関しては来年度というところで計

上させていただいているところになります。 

◎委員（大野慎治君） 僕が言っているのは、一般修繕のところで足りなか

ったのかと聞いているんです。一般修繕の中で、修繕の中でこの緊急修繕に

対応できなかったのですかと聞いているんですが、対応できなかった理由を

お聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 今ちょっと申し

上げましたように、今年度は修繕料100万円ほど増額で補正を頂戴しておる

ところでございます。 

 今、委員おっしゃられたとおり一般の修繕がかなり混んでおりまして、ほ

かにもちょっと優先すべきものがあったと、これは大雨とか、台風シーズン

というところで局地的に降ったところでの対応だったというところもござい

ましたので、重要度の観点から、一定ちょっとそのシーズンが収まっている

というところなので新年度送りにさせていただいて、次のシーズンまでには

というような意味合いも込めて新年度予算に回させていただいたというもの

でございます。お願いします。 

◎委員（大野慎治君） すみません。積算内訳書67ページ、保育園施設改良

費の中で、北部保育園の空調設備改良工事についてお聞かせください。 
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 以前、僕も鈴木麻住前議員も言っていましたが、電気式のほうが正しいん

じゃないのかと、今までガスだと言っておったところが今回電気式に変えた

理由をお聞かせください。 

◎子育て支援課統括主査（林 高行君） 費用の面も見まして、ガスですと

随分金額的にもかかるというところで、今回は電気式を選ばせていただいて

います。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で項２児童福祉費のうち、目１児童福祉総務

費及び目２保育園費の質疑を終結します。 

 続いて、目３児童館総務費から目13地域交流センター運営費の質疑を許し

ます。 

 予算書は188ページから206ページ、積算内訳書は71ページから83ページま

でです。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっと後段のほうに行きますが、積算内訳書の81

ページと82ページで、同じ指定管理者だからちょっとお聞きしたいというふ

うに思いますが、希望の家と指定管理料とみどりの家指定管理料ということ

で、少しこれまでよりも上がった形で今年度も予算化されていたというふう

に思いますが、それぞれでいいですので、どのように今の株式会社でしたか、

評価しているのか、またその自主事業なんかがどのような形で取り組まれて

いるのか、また新年度予算に対してどういう提案があるのか、こういった点

についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 株式会社コニッ

クスというところに指定管理をみどりの家、希望の家両施設ともやっていた

だいておるところでございます。 

 自主事業がやはり中心的なところと、管理におきましては前指定管理者の

ところで雇用していた人に引き続き入っていただいている部分もあり、勝手

を知っているところというのもあるので、施設管理面につきましては滞りな

く、もともとの他市のところで指定管理を受けている技術もありますので、

ノウハウもあるので、そちらは問題なく私どものほうで評価をしているとこ

ろでございます。 

 自主事業面につきましては、みどりの家のほうは、現行多くあられた自主

事業が継続して行われていくというところを市として今、音楽関係のところ

でも多くを置かせていただいております。 
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 希望の家のほうにおきましては、新しく指定管理者のほうから就かれた職

員のほうがいろいろと御自分の人脈等も使いながら、今年度例えば木彫りで

あるとか、藍染め体験であるとか、軍手書道であるとかという子どもたちが

実際にどっちかというと手、体を動かして体験できるような感じの自然に触

れるような工作というのを下半期に入ったところから実施してきていただい

ているところでございます。内容としては、良好に管理していただいている

というふうに判断をしております。よろしくお願いをします。 

◎委員（木村冬樹君） これまでのものの継続が多くて、新たなところでは、

多少希望の家で新しい自主事業が取り組まれているということです。それで、

その株式会社コニックスに指定管理をしたこのノウハウをかなり強調されて

言いましたよね。ノウハウを持っているということで、そういった点で、こ

れまでと変わらないということでどのような評価をしているのか、市として

は。 

 もう一つ、新年度は何か提案があるのかというふうにお聞きしたんですが、

その点についてはいかがですか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） まだ新年度に向

けての事業計画等は、まだ詳しく詰めているところではございませんので、

自主事業の新しい提案というところでいくと、一応スケジュールの中では、

やはりまず今年度と同じ状況のところから増やしていくところは今後話をし

ていくような状況になっております。 

 また、コニックス、清掃業務とかも持っておったところでございますので、

いわゆる指定管理に入っていただいた職員自らで清掃に当たるとか、床のワ

ックスがけをやっていただけるとか、そういうような面が、私がちょっと申

し上げておったノウハウというところでは、そういう一面もあるというとこ

ろでございます。 

◎委員（木村冬樹君） コニックスを選ぶときには、相当議論があったとい

うふうに思っています。議会でも賛否分かれた部分があったしというところ

で、何を私たちが判断基準にしたかというのは、やっぱりそこの事業者のい

ろんなノウハウというところで、もともとビルメンテナンス会社だものだか

ら、そんな清掃なんかというのは当然本業だもんであれなんだけど、そうい

うところに委託する不安があるものだから、どういうふうにノウハウを持っ

ているのかということをお聞きして、その上で判断したというふうに思って

いますが、これまでの継続が、主なもので施設の管理だけが少しよくなった

ということでいいのかなあというふうに思うんですけど、その辺については、

市としてはどのように評価しているんでしょか。 
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◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） 希望の家を見ていただくと、今年

度からエレベーターのところに身長計が木彫りのやつがあったり、今専属で

いていただく方が、ほぼ専属でいていただける若い方なので、いろんな技術

を持って、さっき言った講座に参加してくれた子には木の名前を彫ったバッ

ジをあげているとか、そういったことも自主事業ではされています。 

 細かなところですと、施設の案内がきちっとされているとか、会議室の机

なんかも並べ方をきちっと明示するというようなこと、今までではなかった

こともされているなあという感じがしますし、机の上にも、これはこっちに

置いてくれよという分かりやすいように、使われる方に分かりやすい努力は

されているなあという感じがします。 

 また、会社として全体の接遇研修をされています。ＮＰＯではなかなかだ

ったと思うんですけど、そこの施設の研修も当然ですけれども、社としてほ

かの施設の方との交わった接遇研修などもされている状況でございます。 

 先ほど自主事業は１年目でやりましたけど、なかなか参加も少なかったん

ですけれども、見に行ったのを見ると藍染めとか、参加者についてはもっと

人が来てくれるといいねとかいうこともありましたし、今回両方の施設もや

っていただけるということになりましたので、希望の家でやったものをみど

りの家でもやってみるとか、そういったことも効果なのかなあというふうに

感じております。 

 まだまだ１年目ですし、提案でも新たな事業、ほかでやっているような事

業も提案してくださっていますので効果があったのかなあと思いますが、引

き続き注意深く見ていきたいと思いますし、意見交換、利用者との利用者会

議も引き続きやっています。そういったときには本社の方も来て話合いがで

きていますので、引き続き注意深く見ていきたいというふうに思います。 

◎委員（堀  巌君） 今の青少年宿泊希望の家ですけれども、もともと廃

止または譲渡という公共施設の計画ではなっています。今の取組の姿勢とし

て、その廃止または譲渡を見込んでやられていると困るわけですよね。やっ

ぱり引き受けたからには入場者を増やし、メニューを増やし、市民サービス

に向上するという視点でやってみえると思うんですけれども、そこら辺の認

識、市との協議の中でどのような話合いがされているんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 指定管理をして

いくに当たりまして、公共施設再配置計画でのこの希望の家の立ち位置とい

うところは、きちんとまず最初にお話はしてございます。その中でこれ以後、

利用が伸びるようなことがあれば、当然その評価も変わるかもしれないとい

うような話も出ながら、当然利用者を増やしていくと、そういう思いではや
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っていただいておるというところは間違いないところでございます。今、希

望の家で１人入っておられます方、本当に熱心にやっていただいておるとい

うところで、そこは私も大変評価しているところでございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑ありますか。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書の80ページの児童遊園費の中の使用料及

び賃借料でお聞かせください。 

 夢さくら公園が令和３年度整備されて、近くにある八剱児童遊園の在り方

というのは、方向性は決まっているんでしょうか、お聞かせください。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 新しい公園がで

きるに当たりまして、地元の方からは、ここの八剱児童遊園についてはお寺

のほうへお返しするということでのお話は少し進めさせていただいていると

ころでございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、目３児童館総務費から目13地域交流セン

ター運営費の質疑を終結します。 

 お諮りします。ここで休憩としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認めます。 

 休憩に入りたいと思います。午後は１時10分から始めたいと思います。お

願いいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 定刻前ではありますけど、皆さんおそろいのよう

ですので、午後の質疑のほうに入りたいと思います。 

 午前に引き続きまして、項３生活保護費の質疑を許します。 

 予算書は206ページから210ページまでです。積算内訳書のほうは84ページ

から86ページになります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書の85ページの、本会議でも少しお聞きし

ましたが、生活保護等医療扶助レセプト点検業務委託料について改めて担当

課の御意見を聞かせていただきたいと思います。 

 行われて２年ぐらいになるのかなというふうに思っていますが、例えば国

保の特別会計における診療報酬明細書の点検業務委託がされていますけど、

単価がかなり高いですよね、それと比較しても。その辺の積算だとか、また

こういった例えば医療費適正化事業というのが、他市町でも同じようにやら
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れているのか、国からの指導がこういった点でされているのかどうか、こう

いった点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎福祉課統括主査（小南友彦君） 医療費適正化事業のところですが、まず

医療補助費の重複巡回受診者のリストアップとか抗精神薬の多用者の抽出、

そういった適正化事業を行うことは、国に際しても26年、27年の生活保護の

改正にときにも医療扶助の適正化といったところで、そういったレセプトの

点検の抽出に対してシステムの更新等、そういったところを言っているとこ

ろでございます。 

 医療扶助費がどうしても、当市だけでなく全国の中でも扶助費が占める割

合で５割以上を占めておりますので、その辺を適正に行うように、指導とい

うのは30年度の生活保護の改正のときにも、それはジェネリックの原則化と

いうことになりますが、そういったところでも指導があったところでござい

ます。あわせまして、他市町の状況でございますが、こちらのほうで36の市

町村さんにお伺いをさせていただきたいております。その中で私どものよう

に委託を業者さんにさせていただいているという市町村は20市ほどございま

す。私ども、どうしても医療扶助の性格上、医療扶助は当然適正に行われて

いるということの裏づけということにもなるんですが、当然チェックを専門

的なところにしていただいて、さらにその中で返戻をお願いするものがあれ

ば、また再審査をお願いしたりとか、あと適正な医療の受診のために、ケー

スワーカーを通じて受診の勧奨だとか、重症化を未然に防ぐことで、結果的

に御本人様の健康管理と、あと医療費の削減にもつながっていくといったと

ころで、予算を計上させていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） こういうレセプト点検の仕事を私はしていたことが

ありますので、そういうことも含めまして、改めて重複だとか抗精神薬だと

か、こういったところは集まってくる診療報酬を見れば分かるんじゃないか

なというふうに思いますので、ちょっと積算のところで過剰ではないかなと

いうふうな印象を受けてしまうところです。その辺についてはちょっと精査

していただいて、単価がここは9.9円ですよね、１件当たり、これが38.5円

ということで、非常に高いですし、そういった点も含めましてちょっと積算

については精査していただきたいなというふうに要望をしておきます。 

 それから、86ページの扶助費のほうで１点だけお聞かせください。 

 生活保護受給者数としては減少傾向にあるということで、これまで高齢者

や障害者というところじゃなくて、その他世帯というところで増えていたと

いうところがあったところがだんだん件数が減っていく中で、全国的には高

齢世帯と障害者世帯が増えているというようなことが言われているところで
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あります。 

 その中で、私が聞きたいのは、進学準備給付金なんです。一番下にありま

す。この給付金は大変重要な給付金であるというふうに考えております。貧

困の連鎖を断ち切るということで、大学進学等していただいて生活保護世帯

から外れていくという、そういうための準備給付金ということで、金額は非

常に私としてはまだまだ不十分だなというふうに思っておりますけど、岩倉

市でも１件の対応がされたということで、それは大変ありがたいというふう

に思っています。 

 それで、今、保護世帯の状況を見て、これらの給付金の対象となるような

若い方、高校生の方というのがどれぐらいいるのかなというところを思うわ

けですけど、その辺についてはどのように把握されていますでしょうか。 

◎福祉課統括主査（小南友彦君） 進学準備給付金のところにつきましては、

５世帯の方の中で、現状大学に進学するよというような意向を示されている

ところはございませんが、今後、転入等、また状況が変わることもございま

すので、１件来たからといったところで、10万円を計上させていただいてお

ります。 

◎委員（堀  巌君） 生活困窮者の自立支援事業の中で、フードバンクの

取組というのがあると思うんですけど、新年度予算の中で、それから将来に

向かってどのような方向性を計画しているのか教えてください。 

◎福祉課統括主査（小南友彦君） 食糧支援事業の取組に関しましてですが、

現在、生活困窮自立支援相談室を委託させていただいていますワーカーズコ

ープのほうで相談、それから現場、お住まいの確認、配付というようなこと

をさせていただいております。現状、今年度は今のところ７世帯の支給をさ

せていただいています。昨年は10世帯ですので、ほぼ同じようなペースでご

ざいます。数的に予算としては前の予算を計上させていただいているわけで

すが、まず食糧支援といっても、以前ももしかしてお話しさせていただいた

かもしれませんが、相談者の方にお渡しをするというまでの過程がどうして

も必要になってきますので、その方がその食糧支援、１回当たり大体３週間

ぐらいの食糧支援ができるわけですが、そういった中で次の、例えば仕事を

見つけるだとか、そういった間の一緒に相談をしながら今後も進めていける

というようなところが確認といいますか、お話しいただければさせていただ

くという、その辺の取り組み方というのは引き続き続けてまいりたいという

ふうに思っております。 

◎委員（桝谷規子君） 同じ生活困窮者自立支援のほうで、私、食糧支援の

次の学習支援事業委託料についてお伺いしますが、委託先は今年も同じとこ
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ろでなんでしょうか。 

 また、ちょうど学習した後、おなかがすく時間ということで、野州市なん

かでは農業者の人に支援を求めて、おにぎりがその後に用意されるとかそう

いうことで、もっと学習支援がオープンになっているんですが、自分の家で

学習できない、そういう保障がない子どもたちにもっとおいでという形で、

イベントなどもクリスマス会とか、多くの人に支えられて行われているとい

うような事例など、厚生・文教委員会でも見てきたんですが、岩倉の中では

どうなんでしょうか。 

◎福祉課統括主査（小南友彦君） まず、学習支援事業の委託先でございま

すが、来年度も事業開始以来、曽野福祉会のほうに委託をさせていただく予

定でおります。 

 あと、先ほどのおなかがすいた時分といったところなんですけど、なかな

かそれは予算の中に食料を含めておりませんので、現状、私どもが見に行っ

たときもおやつ等も多分出ていないような状況なんで、本当にみんなでドリ

ルを広げて、勉強だけじゃなくて、いろんな雑談をしながら和気あいあいと

進めているというような状況でございます。 

◎委員（桝谷規子君） 対象の子どもたちも、オープンにじゃなくて、やは

り限定されるということは否めない支援の事業なんでしょうか。 

◎福祉課統括主査（小南友彦君） せっかく行っている事業ですので、多く

の必要な方に御利用を頂くのはまさに必要なことかと思いますが、性格上、

どうしてもオープンにすると、どういう方がここに集まっているのであると

いったところを知らない方にとっては意義のあることかと思います。今、現

状使っていらっしゃる方にとっては、そこが使いづらくなってしまうという

ような御相談を以前、ちょっと別のケースで受けたことがございます。新し

く受入れの場として設けることも大切だと思うんですが、今いらっしゃる方

の居場所も何とか奪わないようにしていこうと思ったときに、ケースワーカ

ーだとか、生活困窮自立支援の相談の中において、本当に一つずつやってい

くのが一番いいのかなというふうに総合的にも判断をさせていただいており

ます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、項３生活保護費の質疑を終わり、款３民

生費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款４衛生費、項１保健衛生費のうち、目１健康総務費から目４保

健センター運営費までの質疑を許します。 
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 予算書は210ページから224ページ、積算内訳書は87ページから98ページま

でとなります。 

 質疑のほうはございませんでしょうか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書215ページ、積算内訳90ページございます。 

 健幸情報ステーション登録事業についてお伺いをしたいと思います。 

 岩倉市健幸情報ステーションとして登録された事業者、登録事業所に対し

て、ステッカーを交付するというお話があったと思いますが、ステッカーの

交付を受けて、要するに登録後の登録事業者に対して、説明とか研修、スク

ーリングみたいなものというのは行われないのか。要するに情報のアップデ

ートとかそういうことをされる取組はあるかどうか、お伺いをしたいと思い

ます。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 健幸情報ステーションに登録していただいた

事業所には、来客者や従業員などに岩倉市が取り組む食育や運動習慣づくり

など、健康に関する情報を提供していただくために、チラシや掲示物を設置

していただくものです。チラシや掲示物につきましては、定期的に更新を考

えております。 

 登録後の研修などは特に予定はしておりませんが、健幸伝道師による健康

講座の御案内などをしてまいりたいと考えております。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書215ページ、積算内訳89ページ

の健幸づくり条例啓発事業でございます。 

 こちらの事業の大きな柱として、健幸づくり条例周知啓発事業というのが

あって、その中で健幸づくりシンポジウムの開催というのを予定されている

ということですが、このシンポジウムというのはどのような内容を予定して

おられるか。それからあと、もう一つ別の柱として運動習慣づくりの推進と

いうことがあるかと思いますが、例えば小学校の体育などでは体づくり運動

なんていうのがあると思いますけれども、例えば健幸体操とか、そういうも

のを提案したらどうかとも思うんですが、その点についても２点お伺いをし

たいと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） まず、１点目の健幸づくりシンポジウムの内

容についてですが、現在のところ２部構成で健幸づくりに関する基調講演と、

健幸づくり条例の策定に関わっていただいた関係団体の代表をパネリストと

した、市民や関係団体等との協働による健康づくりを進めていくためのパネ

ルディスカッションを予定しております。 

 ２つ目の御質問の運動習慣づくりのための体操の件ですが、現在、健康増

進や介護予防事業として、ポールウオーキング事業及びスクエアステップな
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どを推進しているところです。また、令和元年度からはシルバーリハビリ体

操、市民が指導師となって地域に普及する取組を始めたところですので、新

たな体操につきましては、今後研究してまいりたいと考えております。 

◎委員（水野忠三君） 予算書の219ページ、積算内訳93ページの新生児聴

覚検査費用助成事業でございます。 

 こちらのほうで助成額が5,000円というふうになっているわけでございま

すけれども、この新生児聴覚検査の費用というのは、現状、実態は大体どの

くらい、正確な数字じゃなくてもいいんですが、大体どれぐらいの金額で、

それに対して5,000円というのは多いのか、少ないのか、ちょうどいいのか

ということをお伺いしたいと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 新生児聴覚検査につきましては、岩倉市民の

方が多数利用されています近隣の医療機関における検査料は、5,000円から

7,500円と聞いております。確認した医療機関の約６割が5,000円という検査

費用でした。 

◎委員（黒川 武君） 私は３点ほどお聞かせいただきたいと思います。 

 積算内訳書の89ページの結核対策事業の中の委託料なんですね。 

 それで、レントゲン写真読影で単価が572円となっておりますが、前年度、

元年度は216円であったと思うんですが、約2.6倍の単価アップになっている

要因は何でしょうか。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 今年度までは見積りにより委託料の安

い業者に委託しておりましたけれども、その委託業者が近親者による事業を

縮小したことにより、健診日程のほとんどを請け負うことができない状態と

なりました。 

 来年度につきましては、数社からの見積りに基づいて予算を計上しており、

その結果単価が大分上がったということになっておりますので、よろしくお

願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） ２つ目でございます。 

 積算内訳書94ページの歯科保健事業についてお聞きしたいと思います。 

 その中の委託料で、訪問歯科健康診査、こういったものが予算化されてい

るところであります。25万3,000円ですね。それで、この件について私が聞

いているところでは、尾北歯科医師会の岩倉地区会から要望が出ているとい

うことで、その要望内容の一つが、訪問歯科医療消耗機材、これについて購

入をしていただきたいと、そういった要望が出ているかと思うんですが、そ

れについては特段予算計上されていないように見受けられますけれども、い

かがでしょうか、お聞きします。 
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◎健康課主幹（城谷 睦君） 訪問歯科医療消耗機材につきましては、尾北

歯科医師会岩倉地区会にポータブルユニットを現在貸与して、訪問歯科診療

に使用していただいております。新たに購入するための予算は計上しており

ませんが、ポータブルユニットに不具合が生じた場合には、保健費の事務管

理費において医療機器類修理費を計上しておりますので、修繕の対応をして

いきたいと考えております。 

◎委員（黒川 武君） それにちょっと関連してお聞きしますけれど、現在、

貸与されているポータブルユニットについては、機材がもう７年の耐用年数

を過ぎていると、だから新たに購入をしていただきたい。そういった要望で

あったと思いますけれども、その点についてはいかがですか。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（長瀬信子君） 現在、貸

与しておりますポータブルユニットについては、平成24年に購入して貸与し

ているものとなっております。業者のほうの意見をお聞きしますと、７年程

度が耐用年数だというふうには聞いておりますが、以前に貸与していたもの

につきましても、10年以上使っていただいている経緯がございまして、現在

のポータブルユニットにつきましても、まだ十分使える状況であるというこ

とを確認はしておりますので、歯科医師会のほうには10年をめどに、また検

討をしていきたいというふうにお伝えをしております。 

◎委員（黒川 武君） いずれにしましても、不具合が生じたら修繕でもっ

て対応するということですので、そういった事態にならんことをお願いした

いなと思います。 

 それから３つ目、最後でございますが、同じく94ページ、委託料の節目個

別歯科健康診査ですね。これは年齢的には30歳、40歳、50歳、60歳、65歳、

70歳、76歳と、そのような説明であったかと思うんですけれども、なぜ80歳

を対象としていないのかと。これは８０２０運動を推進しているのに、なぜ

80歳を除外しているのかと、ちょっとよく分かりませんですが、なぜ対象と

されなかったのでしょうか、お聞きいたします。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 80歳で20本以上の自分の歯を保つ８０２０運

動を推進するためには、乳幼児から高齢者まで、全ての世代においての歯科

保健事業に取り組むことが重要だと考えております。 

 成人期においては、節目歯科健康診査としまして、令和２年度からは対象

年齢を引き下げて20歳から60歳までは10年ごとに、60歳から76歳は５年ごと

に歯科健康診査を実施し、定期的に受診できる体制を整えております。 

 80歳の歯科健康診査につきましては、80歳になる前から健康診査を受ける

こと、口腔ケアに取り組んでいただくことが８０２０の達成につながるとい
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うことを啓発してまいりたいと考えております。 

◎委員（黒川 武君） それはそれで結構ですけれども、やっぱり人生100

年時代と言われる今日でございますので、やはり80歳過ぎてからでも、歯と

いうのはとても大切なものですので、引き続きまた研究していただいて、必

要性を見いだせば、また新たな措置もお願いしたいという意見だけ申し添え

て終わります。 

◎委員（桝谷規子君） 関連して、８０２０の表彰が非常にここのところた

くさんの方が表彰されていて、そういった成果も出ているのかなと思うわけ

ですが、歯科医師会の先生たちの協力や、どのような経緯でこのように増え

てきているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） ８０２０歯の健康コンクールの周知方法につ

きましては、広報紙やチラシで行っております。加えて、令和元年度は、地

域で催されました80歳の集いに保健師や作業療法士など保健センターの職員

が出向いて周知を行ってまいりました。 

 なお、尾北歯科医師会岩倉地区会の各歯科医院には、ポスターの掲示や会

員の先生からも推薦の御協力を頂いているところです。 

◎委員（桝谷規子君） 引き続き、一連のこういう歯科健診をやっている、

専門の歯科の職員も入ってもらっている岩倉市の取組で、よろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、予算書95ページに、今度は予防接種の委託料ですけれど、今年度か

らロタウイルスワクチンも入りまして、本当に定期接種化された予防接種が

多くて、ほとんど個別検診になってきたので、20年ほど前は全部保健センタ

ーでの集団接種が、個別接種にどんどん移行してきている中ではありますが、

若いお母さんたちが賢いお母さんたちが多いので、本当に計画的にやれてい

るのかなとは思うんですが、これだけの数が増えてきた中で、順次打ててい

ない、接種を受けられていない人たちがいないか心配するんですが、そうい

った状況などを把握されて、そういった指導なんかもされているんでしょう

か。お聞かせください。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） 子どもの定期予防接種のスケジュール

につきましては、新生児訪問の際に予防接種についての指導を行っておりま

す。子どもの予防接種は、全て個別接種で実施しておりますので、医療機関

でワクチンスケジュールについての相談や次の予防接種の案内をしていただ

いております。 

 また、保健センターの幼児健診におきましても、事前に一人一人接種歴を

確認し、未接種のものがありましたら、それについてのワクチンスケジュー
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ルも指導しておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 指導をよろしくお願いします。 

 幾つかの、92ページにもあり、やはり会計任用職員が、正規の人がいらっ

しゃらなくなっての栄養士さんや、様々なところで、母子健康のところでは

助産師、看護師、補助保育士、また予防接種のところでも看護師の方のいろ

んな事業での会計年度職員さんがいらっしゃるんですが、やはり単価が低い

んじゃないかというふうに思うんですが、他市町と比較していかがなものな

んでしょうか。そこら辺はきちんと充足できるのか心配するものですが、い

かがでしょうか。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 会計年度任用職員の助産師ですとか管理栄養

士の報酬単価を近隣市町に確認して比較しましたところ、管理栄養士はほぼ

同額、助産師は若干低い金額となっておりました。ただ、令和元年度の嘱託

職員の報酬は上回る状況となっております。 

◎委員（桝谷規子君） 看護師さんはどうでしょうか。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 看護師につきましても、やっぱり若干低い金

額となっておりました。 

◎委員（桝谷規子君） 他市町よりも低いというところを認識していただい

たので、今後検討をよろしくお願いします。 

 もう一点、最後、すみません。 

 92ページの母子保健対策事業の報償費の中での、めだか教室についてお聞

きしたいのですが、健診で心配な子どもさんに教室を開いていらっしゃって、

年々増えているような状況もお聞きするんですが、どうなんでしょうか。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） めだか教室の参加状況ですけれども、対象年

齢はおおむね２歳から３歳のお子さんとしておりまして、令和元年度の参加

状況は実人員は36人のお子さん、延べ参加人数としては104人という状況で

した。 

◎委員（水野忠三君） 私も先にまず予防接種関係で、予算書でいうと221

ページから223ページにかけてでございます。 

 具体的な事業としては、先ほどのロタウイルス感染症定期予防接種事業で

ございますが、まず今、御予定の中でロタウイルス以外に予定はあるかどう

か。現在だと、新型コロナウイルス等が話題になっていますが、将来的にこ

ういうものはもちろんワクチンなどが開発されればすぐに定期接種などにな

るのかなというふうに思ってもいるんですが、そういうものについては、実

際は国や県が音頭を取って進めていくということになると思うんですが、例

えば国から国庫支出金、あるいは県の県支出金のところが空欄になっている
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んですけれども、国からの補助とか県からの補助というのは見込めないのか。

ロタウイルス以外に予定があるかどうかということと、国や県などからの補

助、そういうことをお伺いしたいと思います。 

◎健康課統括主査（須田かおる君） ロタウイルスワクチン以外の定期接種

化される予定がありますかの御質問に対してですけれども、こちら国のほう

で定期接種化を検討されているワクチンは幾つかありますけれども、定期接

種化される予定のものは今のところロタウイルスワクチン以外にはありませ

ん。 

 国や県からの補助金ということですけれども、予防接種につきましては、

地方交付税による地方財政措置が講じられ、ロタウイルスワクチンは公費負

担の９割分が地方交付税で手当てされる予定です。 

 あと、新型コロナ等予防接種が将来的に定期接種になるかどうかというと

ころなんですけれども、新型コロナとか新型インフルエンザに関しましては、

国が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて予防接種を実施する場

合は、岩倉市においても実施しなければいけないものとなっておりますので、

実施していきますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（水野忠三君） それで、交付金などで９割ということなんですけど、

やっぱり10割といいますか、全額ということが望ましいのかなというふうに

思います。 

 それで、ちょっと別の、予算書でいうと221ページからの、先ほど質疑に

もありましたが、20歳の節目の歯科健康診査事業でございます。 

 こちらのほうについては、20歳になる市民というふうに当初なっていた資

料を、二十歳になる人で岩倉市に住所を有する者というふうに変更をたしか

口頭でされたと思いますが、まず確認で、こちら変更した理由をお伺いした

いと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 表現を変更した理由についてですが、対象者

を岩倉市に住所を有する者ということで、岩倉市に住んでいる人ということ

を明確にするために説明を加えました。 

◎委員（水野忠三君） これは質問ではございませんが、条例の中の市民と

いう言葉の使われ方が条例によってちょっと多義的であるといいますか、条

例によって異なるようかなという場合もありますので、今後市民という言葉

を、なるべく条例が異なっても共通の定義になるのが望ましいかなというふ

うに考えております。 

 引き続きまして、これも先ほど質疑がございました訪問歯科健康診査事業

でございます。 
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 在宅療養者に対してということでございますが、対象として歯科医療機関

を受診できない者ということだと思うんですけれども、受診できないかどう

かというのは、要介護認定などの数値だけで判断されるのか、あるいは受診

できないかどうかというのは誰がどのように判断されるのか、これをまずお

伺いしたいと思います。 

 その上で、２点目としては、１万1,000円という金額でございます。こち

らのほうは金額の根拠ということも併せて確認をしたいと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 訪問歯科健康診査の対象に該当するかという

ことにつきましては、健康課の窓口に申請に来ていただきましたときに、介

護保険証、または障害者手帳、そして申請書にも状態を御記入いただくとい

うことで、その内容により歯科医院に受診できない状態かどうかなどを丁寧

に聞き取り、判断することとしております。 

 もう一点の委託料の積算根拠についてですけれども、こちらは歯科診療報

酬の訪問歯科診療を基準とさせていただきました。 

◎委員（木村冬樹君） 保健師の方が退職していく中で、不補充になってい

るということについては代表質問の中で取り上げていただきまして、以前に

も一般質問で取り上げていただくということで、今後の計画的な採用につい

ては期待したいなというふうに思っているところであります。そのことをま

ず述べておきたいと思います。 

 それともう一点、積算内訳書の89ページの健康増進事業の中で、これも前

に言いました、健康運動指導士に対する謝礼の問題であります。いろんな教

室だとか、いろんな実践、実習、研修が行われるということで、いわゆる健

康運動指導士という民間資格の方の報酬が一番高いということで、国家資格

である栄養士だとか保健師だとかというところがちょっと低過ぎるんではな

いかという話をしたことがあると思うんですけれども、この辺の実態という

のは、その後どのような検討がされているのでしょうか。教室なんかの指導

時間が短いだとか長いだとかということもあろうかと思いますし、そういっ

たことも含めて少し実態について教えていただきたいと思います。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） 保健師や栄養士などの講師料に比べて健康運

動士の講師料、報酬がどのようかという御質問だと思いますが、健診などに

入る保健師、栄養士などにつきましては、近隣の状況を確認しながら進めさ

せていただいているところです。健康運動士につきましては、愛知県の国民

健康団体連合会の状況なども確認しながら報酬を設定しているところです。 

 状況としましては、やはり健康運動士につきましては需要が非常に高いと

いうこともあり、この報酬額ということで現在もお願いしているところです。 
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◎委員（木村冬樹君） 分かりました。需給の関係もあるのかなというふう

に思います。 

 しかしながら、やはり民間の資格と国家資格ということでいえば、少し積

算に検討が必要かなという思いも残っています。その辺はまた議論していき

ましょう。 

 次ですけれども、93ページの産後ケア委託料。昨年予算化されまして、初

年度ということだもんですから、どういう実態があったのかということと、

新年度の積算が金額のアップもあるということでありますし、歳入における

雑入の徴収金についても昨年度と予算組みが少し変わっているというふうに

思うんですけど、この辺の変更点についてはどのような検討がされたのか、

２点お聞かせください。 

◎健康課主幹（城谷 睦君） まず１点目の令和元年度の産後ケアの利用状

況についてですが、今年度につきましては、令和２年２月末現在の状況では、

利用者はいない状況です。 

 ただ、出産後の方には全ての方に電話支援をしておりまして、産後ケアで

すとか特別な支援が必要な方がいるのかどうなのかというところは、全て状

況を把握しているところで、その現状の中では産後ケアを使う必要がある方

はないというふうに捉えております。また、産科医療機関との連携を取りな

がら、そういった方の漏れがないような体制も整えているところです。 

 ２点目の委託料の変更点の部分ですけれども、具体的な内容としましては、

令和元年度は専門的ケアに係る費用として、１日当たり１万3,750円、これ

は消費税10％の金額ですが、委託料としておりまして、この委託料の中には

個室料や食事代などは含んでおらず、そこは利用された方の自己負担という

こととしておりました。令和２年度につきましては、さらに利用しやすい状

況を整えるということと、江南保健所管内の医療機関ですとか、市町と意見

交換を行って環境を整えるというところの中で、令和２年度は専門的ケアに

加えまして、食事代や個室料、新生児管理料などを含んで、１日当たり３万

円の委託料と、産後ケアに係る費用が全て委託料に含まれるという金額に変

更をしております。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 最初はなかったわけですけど、電話支援によってよく把握しながらやって

いるということで、新たにこういう委託料の増額になっているというところ

で、その辺も含めて状況把握に努めていただきたいというふうに思います。 

 取りあえず、以上です。 

◎委員（堀  巌君） 過去からお聞きしている医師会に対する嘱託料です。 
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 前課長からは少しずつ見直しを進めていくというような回答もあったとい

うふうに記憶しておりますけれども、昨今の御努力、金額的には94万3,000

円、それぞれの事業ごとに医師会の嘱託料がついているわけですけれども、

そこら辺の状況をお聞かせいただきたいと思います。 

◎健康課長兼保健センター長兼休日急病診療所長（長瀬信子君） 医師会の

嘱託料につきましては、医師会や歯科医師会に年間を通して保健事業の取組

についての相談や調整、それから妊産婦等の支援が必要なケースについての

連絡や連携支援、予防接種の事故等に関する相談に御協力していただいてい

ることに対してお支払いしているものになります。 

 この金額につきましては、平成28年度からこの金額ということになってお

りますが、医師会につきましても会員が平成30年から１名増え、また令和元

年度にも１名増えているという状況がありますし、嘱託料だけではなく、乳

幼児の健康診査の報償費や健康教育の講師謝礼などにつきましても、既に10

年以上据置きで、岩倉市の財政のことも御理解いただいて据置きでお願いを

している状況となっておりますので、全体としてそういう結果でお願いをし

てきているという状況になります。 

◎委員（堀  巌君） それぞれの協力いただいたのに対する報償とか報酬

というのは分かるんです。それを据え置いていただいているというのはあり

がたいというふうに思いますけど、医師会という組織に対する嘱託料、さっ

きの調整、それがオープンにしたときに市民の方に納得できるようなことで

あればいいんですけど、今の時代、どの情報でも出てくるわけですよ。ほか

の医師会や全国的なところと比べて、そんなに指摘をされるようなことがな

ければいいんですけど、それを心配して言っているだけで、本当にオープン

にしたときに説明できるようなことになっているかどうかということが重要

な点ですので、そこら辺ちょっと確認をまたしながら進めていただきたいと

いうふうに思います。意見です。 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、款４衛生費、項１保健衛生費のうち目１

健康総務費から目４保健センター運営費までの質疑を終結します。 

 続いて、目５環境衛生費から目７公害対策費までの質疑を許します。 

 予算書は224ページから230ページ、積算内訳書は98ページから102ページ

となります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書225ページ、下のところの路上喫煙と規制条

例制定業務でございます。 

 こちらは、先日も厚生・文教常任委員会で黒川委員が質疑されたと思いま
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すが、そのときにたしか「等」というのには何が含まれているかという議論

があったと思います。それに関連いたしまして、例えばということで、電子

たばこなども含まれるのかということを、それからあと、厚生・文教常任委

員会でも御説明されたと思いますが、それに補足等がありましたらお伺いを

したいと思います。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 路上喫煙等の「等」についての御質問を頂

きました。 

 こちらについては、水野委員もお話しされたとおり、厚生・文教常任委員

会のほうでも少し説明をさせていただきました。 

 「等」でございますけれども、御指摘のとおり、たばこには火をつけて吸

うたばこ以外にも、電子たばこだとか加熱たばこといった新しいタイプのた

ばこもございます。そういったことで、いわゆる火をつけて吸うもの以外の

ものを含んでいるといった部分と、委員会でも説明をさせていただきました

けれども、路上で吸う場合の歩行中の喫煙を規制するのか、それとも路上は

止まっていても、どういう状態でも喫煙してはいけないよという状態にする

のか、また路上の定義についても黒川委員からお話ありましたとおり、路上、

本当に道路の上だけなのか、公園等も含むのかといったようなこともござい

ますので、そういったことも含んで御協議いただきたいなというふうに思っ

ております。 

 他市の条例、他自治体の条例なんかも見ますと、火をつけて吸うたばこの

喫煙と、持っているだけでも駄目ですよという、要は、吸っていなくて持っ

ているだけでも駄目ですよというような規定をしているところもありますの

で、喫煙の定義というのはきちっとしていないといけないので、その辺りも

含めて「等」という表現をさせていただいております。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書でいいますと227ページから229

ページにかけての修繕料の中のお話で、自然生態園八つ橋架け替え修繕とい

うのがあったと思います。 

 それで、木製の橋を設置するということでしたけれども、大体寿命はどれ

ぐらいかということ、それから２点目に、国産木材を使用される予定とお伺

いをしていますが、具体的には何を指すのかなというふうに思っております。

例えば、ヒノキとかスギとか、そういうもの。何が言いたいのかというと、

アレルギーとかそういうのを心配しなくてもいいのかなとか、そういうこと

を思っていまして、具体的に国産木材というのは何を使われるのか、確認を

させていただきたいと思います。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 木製の橋の架け替えということで、新規主
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要事業のほうで表現させていただきました。 

 木製の橋でございますけれども、寿命というものはなかなか難しいところ

があるんですけれども、ちなみに現在の橋は平成20年度に架け替えを行った

ものですので、およそ10年をめどに修繕というか、全面的な架け替えという

のが必要なのかなと思っております。その間、細かい修繕は行っておりまし

て、現地を見ていただければ分かるんですけど、少し見た目にかなり古くな

って、まずい状況になっているといった状況でございます。 

 国産の木材というものの材質については、現在、国産のヒノキ材で検討し

ております。ヒノキを選んだ理由につきましては、年輪がはっきり出なくて、

均質な材料であると、耐久性が高いといったことで、自然生態園にあるよう

な、長い間の湿気があるような状態には比較的強い材質だというふうに言わ

れておりますので、今のところはヒノキ材というもので検討しておりますけ

れども、ただ国内の社会情勢で調達について、なかなか市場が安定しないと

いうようなところもあるので、この辺について臨機応変にやっていこうかな

と思っております。 

 現在、材質についてはアメリカ産の松材という、外国産のものを使用して

いますので、今回は国産の木材を使わせていただきたいというふうに考えて

おります。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして予算書229ページ、積算内訳101ページで

ございます。 

 緑のカーテン事業についてでございますが、こちら地球温暖化対策の一環

ということでされるというふうに承知をしているんですが、この中で公共施

設などでも緑のカーテンを設置するということで、その中に保育園７園、児

童館７園にも緑のカーテンを設置するということだとお伺いをしております。

それで、ゴーヤを植えるという御予定だと思うんですけれども、例えば保育

園とか児童館とかお子さん関係のところのゴーヤというのは、例えばお子さ

んに食べていただく食用として、食べるということで利用することはできな

いのかどうか。育つのを見ていて、そのやつを実際に食べてもらうとか、そ

ういうことはできるのかどうか、検討されるかどうか、お伺いをしたいと思

います。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 現在、緑のカーテン事業でゴーヤの栽培は

既に行っております。 

 それで、保育園については、ゴーヤが実るんですけれども、なかなか一遍

に収穫をするといった目的ではないもんですから、ぼつぼつとできてくると

いった状況で、一斉に例えば給食とかおやつで使うのは、なかなか難しい部
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分もあるのかなと思いますけれども、現状をお伺いしますと、できた実につ

いては有志の方でお持ち帰りいただくとか、そういったことはさせていただ

いているようですので、食用として現在も使用しておりますということにな

ります。 

◎委員（水野忠三君） それで、緑のカーテン事業にちょっと関連するわけ

ですが、こちらのほうの歳入の県支出金のほうが、あいち森と緑づくり環境

活動・学習推進事業交付金というやつでございますが、こちらというのは将

来的に交付金が増額される見込みなどはあるものなんでしょうか。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） こちらは、県の環境局の環境活動推進課と

いうところが所掌している補助金のメニューでございます。 

 補助金の原資は、あいち森と緑づくり税といったものが原資になっている

ようでございます。補助対象となるのは自治体だけではなくて、ＮＰＯ法人

とかボランティア団体も対象となるといったことで、対象事業は大きく５つ

のメニューがございまして、そのうちの一つの緑の教室、太陽・自然の恵み

学習事業といったメニューで、岩倉市としては補助金を受ける予定をしてお

ります。 

 それで、補助金は今、お話がありました額についてでございますけれども、

こちらの補助金を受けるのに１団体当たり年間初年度が110万円という金額

になっております。この事業は、継続する場合は翌年から80万円という減額

がされて、継続６年以上になりますと70万円といった減額になるというメニ

ューになっております。補助率については、事業費の一応10分の10補助を頂

けるということになっております。 

◎委員（水野忠三君） それで、せっかく10分の10、一応原則もらえるもの

であるならば、満額を目指して、目指すというとあれですけど、満額に近い

ような額で計画を立ててもいいのかなというふうに考えております。それで、

一般財源の負担が増えるのであれば別ですけれども、本当の意味で満額だっ

たら、ある程度、上限に近いまで行ってもいいかなというふうに思っており

ます。これは意見として申し伝えます。 

◎委員（桝谷規子君） 関連で、緑のカーテン事業についてお聞かせくださ

い。 

 これまでも、児童館や公共施設で、ゴーヤの苗など緑のカーテン事業を行

っていたと思うんですが、改めて今年度は今までと違う事業を考えていらっ

しゃっての事業としてあるんでしょうか。先ほどの質問の中にあったように、

県の交付金がもらえるということで、改めて講座を実施するところから、市

民を巻き込んでのさらに目指すものが今年度あるのか、お聞かせください。 
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◎環境保全課統括主査（黒田かおり君） 緑のカーテン事業は、今年度は主

に公共施設の設置と、それから市民の方にゴーヤの苗を配付して家庭で取り

組んでいただく。あとは、緑のカーテンコンテストを実施して応募いただく

というような形で進めさせていただいたんですけれども、令和２年度は、あ

いち森と緑づくり環境活動学習推進事業の交付金が受けられそうかなという

ところで、緑のカーテン事業を拡大させていただくことにしました。今まで

どおり公共施設の設置のほうは行わせていただこうと思っています。 

 現在、市役所をはじめ26か所設置しておりまして、あと小学校・中学校で

も設置をされています。本年度は空調の工事のために、幾分縮小したり、や

れていない小・中学校もあると思うんですけれども、来年度はまた小・中学

校のほうにお願いして、実施をしていこうと思っています。 

 あとは、もう二つなんですけど、緑のカーテン講座を実施いたします。実

は講座を開くというのは、今回、愛知県の交付金を受ける際にこういった環

境学習をやるというのが条件になっておりまして、ちょっと検討しましたけ

ど、緑のカーテン講座を実施するというようなやり方にさせていただこうか

なと思っています。 

 あともう一つ、事業所に向けての拡大です。５か所の事業所を想定してお

りますけれど、公募で事業所さんに参加していただいて、ゴーヤの苗をはじ

めとする必要な資材を配付させていただいて、約３年間実施していただいて、

事業所さんの取組を見て、市民の方に緑のカーテン、ひいては地球温暖化対

策の大切さをこれでＰＲしていこうと考えております。 

◎委員（堀  巌君） 地球温暖化対策事業全般の関係で、緑のカーテンも

いいんですけど、住宅用地球温暖化の設備費補助金があります。住宅用だけ

ではなくて、例えばメニューとして舗装であるとか、公共施設が岩倉市が行

う舗装であるとか、塗料、温度を下げるような塗料であるとか、いろんな先

進技術が今進んでいます。県のほうのそういうメニューの中で、取り入れる

ものというのは、今後のどういう研究をされて、今後の実施計画に載ってい

るか載っていないか、ちょっと今把握していないですけれども、どういった

ものが内部で考えられているのでしょうか。お伺いいたします。 

◎環境保全課統括主査（黒田かおり君） ちょっと塗料のお話とかが、まだ

まだ私も勉強不足なので、分からないんですけれども、県の補助メニューの

中で、例えば車の充給電、車の名前を言っちゃいけないですね。蓄電できる

車に充電をする設備なんですけれど、車に充電し、例えば停電とか、そうい

ったさらにその車から逆に今度は家庭のほうの電力を賄えるような設備なん

かがありまして、近隣の自治体も導入されているところが幾つかありまして、
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今ちょっと検討中でございます。 

◎委員（堀  巌君） ありがとうございました。 

 さっきの自然生態園で、本会議で本体ワークハウスの質疑をしました。 

 さっきの橋の関係で、ヒノキはヒノキチオールで腐りにくいという性質が

あって、ヒノキはいいんですけど、例えばもちろん水の中に入る部分はコン

クリートで、上の部分だけ木なのか、要はあまり華美に木をどうしても使う

ということではなくて、やはり適材適所で使ってもらって、ほかのワークハ

ウスのほうにもお金を回すとか、まだ公共施設のほうも今後木をたくさん使

って森を守っていくという、環境保全課がやっぱりリードして、地球温暖化

対策というのが今社会問題にもなっていて、やはり非常に重要な問題だと思

うので、もっともっと牽引していく、他課にそういった情報を集めて流して

いくという姿勢が必要だと思うんですけれども、その点について御見解をお

聞きします。 

◎環境保全課統括主査（黒田かおり君） 今回の自然生態園の橋の修繕に当

たって、材質、今まではずうっと全部木材でということで、過去も２回の橋

の架け替えの際もいずれも全部木で架け替えを行っておりましたので、でき

るだけ寿命も延ばしたい、あとは費用面も抑えたいというところで、材質の

ことはいろいろ検討させていただきました。その中で、コンクリートモルタ

ル材というのも検討させていただいて、雨で経年劣化で溶け出して、池の水

質や周囲の生態系に影響を与える可能性があるんではないかという、専門家

から、いろんな意見があるとは思うんですけれども、そういった懸念もある

ということで、今回、これまでどおり木材で架け替えることにいたしました。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） それから、今、後半の部分で堀委員のほう

からありました環境に配慮したものを全庁的にというお話もありました。 

 現在、環境保全課として行っているのは、庁舎内の事業所としてのエコチ

ェック22という活動をさせていただいておりますけれども、言われるとおり、

今後いろんな事業を行う上で、そういったものに配慮したものを使っていく

といったものについては、各種機会を捉えて、働きかけをしていきたいとい

うふうに思っています。 

◎委員（木村冬樹君） すみません、細かい点で１点だけちょっとお聞かせ

ください。 

 積算内訳書99ページで、犬の登録の関係なんですが、今年度の予算の中で

犬の登録の管理システムを導入して、決算はちょっとどうなるか分かりませ

んけど、当初予算では150万近いということで、結構な額だったと思うんで

すけど、この管理システムがどのようになっているのか、活用状況なんかも
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あれば少し教えていただきたいと思います。 

◎環境保全課統括主査（黒田かおり君） 犬の登録システムの更新とパソコ

ン機器の購入によって、犬の登録、狂犬病予防注射などに関する事務作業の

軽減と効率化を図ることを目的として、ちょっと導入いたしました。 

 このシステムは、飼い犬の登録ですとか転出入、そして死亡、飼い主の変

更等に関する業務や狂犬病予防注射の案内の通知などの業務に使っておりま

す。引き続きこの業務を行っているわけですけれども、時間的にはちょっと

短くなったということになっています。システムの内容はほとんど前とは変

わっておりません。 

 パソコンの実績なんですけれども、ノートパソコンの本体が12万9,060円、

市内の家電のお店で購入しています。犬の登録システムは92万8,800円、導

入費作業込みで行っております。以上です。 

◎委員（黒川 武君） 私も１点だけお聞かせください。 

 同じく99ページの地域猫避妊等手術補助金についてです。 

 避妊・去勢ともに、令和元年度と比べると避妊が3,000円から8,000円、去

勢が1,500円から6,500円と、それぞれ5,000円増となっているので、なぜこ

れほど単価が上がるのか、その要因は何かということと、それから猫の数が

それぞれ前年度、令和元年度は50匹であったのが、２年度予算では20匹と減

少しております。それで、地域猫の実態は今どうなっているのかということ。

あわせまして、市民団体の猫の会との協議は行っているのかどうなのか。そ

このところを併せてお聞きいたします。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 今、御質問いただきましたとおり、地域猫

避妊等手術補助金については、単価と件数が大きく変わっております。状況

につきましては、今回予算でお願いしている単価8,000円、6,500円というの

が、活動に御賛同いただける獣医さんの手術を行っていただける金額という

形になります。一般の手術よりはかなり安価でやっていただいているという

状況です。これまでの予算との差額については、猫の会で御負担いただいて、

それに対して補助を行うというような、そういう形になっておりました。 

 頭数の減少についてでございますけれども、こちらの減少は、猫の会の皆

さん限られたメンバーで精力的に行っていただいているんですけれども、や

はり活動の内容自体も少しつらい部分があるというような御相談もいただい

ております。 

 その中で、例えば昨年は66件だったんですけど、今年度は１月末現在で30

件にとどまるというようなところもありまして、獣医さんとの手術の時間の

調整だとか、今、動物病院もかなり混んでいるので、空き時間を使ってやら
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せていただいているんですけれども、なかなかできないということがあって、

その時間を融通してもらうのが難しいということと、今、活動の中でもやは

り少し猫の会のメンバーの方にも厳しいという御意見を頂いております。そ

のため、匹数、頭数をちょっと減らすといったような状況でございます。 

 地域猫については、最終的に避妊手術をするといったことで今対応してい

るんですけれども、やはり少し後追いと言ったらいけませんけど、そういっ

た状況もありますので、今後は猫の会の活動も避妊手術をする前に捨てられ

る猫を少し減らしていきたいというようなＰＲの活動に時間を絞ってやって

いきたいというような御相談も受けておりますので、協議の結果、こういう

予算立てになっているという現状でございます。 

◎委員（黒川 武君） 私は実態でお聞きしたいというのは、その地域猫が

今まで避妊・去勢を行うことによって、こういうことを繰り返していけば頭

数的には減っていくと、そういったことを目指しているわけなんですよ。と

ころが、片や捨てられると。あるいは、飼い主のほうがそんなことにお構い

なく、とにかく猫を飼っておればいいんだということで、生まれてきた猫を

また安易に捨ててしまう。そういう意味合いでは捨てないように、命を大切

にするようにということで、そういった啓発活動は重要だと思うんですが、

しかし片や市民の方からの苦情は相変わらず多いだろうと思うんです。そう

いった実態を担当課としてはどのように見ているのかということと、今後の

改善策もどうしていくのかというところをお聞きしたかったわけなんですが、

できる範囲で構いません。お答えいただけますか。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） おっしゃられるとおりだと思います。 

 猫の会の方の御厚意でもって、そういった活動を支援させていただいてい

るという関係もありますので、なかなかこちらの思ったとおりと言ったらい

けませんけれども、意思をお伝えしづらい状況も猫の会さんにもあると思い

ますので、そういったところも考えながら、会としての地力というものも少

しつけていただくような形での援助というんですかね、そういったことも必

要かなと思いますので、苦情については言われるとおり相変わらずあります

ので、そういったものには丁寧に対応していきたいというふうに考えており

ます。 

◎委員（片岡健一郎君） 積算内訳99ページです。路上喫煙等規制条例検討

委員会について、数点お伺いします。 

 委員会条例の制定のところで、当局から委員会の委員の構成については御

説明いただきました。 

 それで、99ページの積算内訳書を見ますと、報酬額として、識見者お一人
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に２万円、また委員に5,000円、８人というふうに記載があります。委員の

構成の説明からしますと、市職員、健康課長と維持管理課長２名入るという

ことで、識見者と市職員を除くと最大で７名が委員の報酬の対象者かなと思

うんですけれども、ここ８名にしている理由は何かございますでしょうか。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 大変申し訳ありません。 

 説明と食い違う数字といったことで、予算をお願いする段階で予算査定で

の中身では、正直なところ市の職員を１名、市民から選出された公募と登録

制度から選出された方が４名というような計算をしておりました。いろいろ

と条例をつくる上での検討委員会の今までの状況を見ますと、市民参加条例

で10人中３名の市民といった状況もございまして、その例に倣って、最終的

に３名の方に市民委員になっていただくという結論に至りまして、市の職員

としては健幸宣言を担当しています健康課と、あと道路管理者、公園等の管

理者である維持管理課長も入るべきだろうといったところに最終的になった

ものですから、こういった数が出ているということで、大変申し訳ございま

せん。そういった実態でございます。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 理解しました。よりよい方向で委員会が進めばいいかなというふうに思い

ます。 

 続きまして、アンケートも実施するということで、主要事業説明書では21

ページになりますけど、こちらのほうでアンケートを2,000人の方を対象に

行うというふうにしております。アンケートの内容について少しお伺いした

いと思います。 

 内容を誰が決めまして、どんな内容でアンケートをするということは、今

のところ決まっていれば教えていただきたいんですけれども。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 市民アンケートの内容につきましては、現

在予定しております検討委員会のほうで御検討いただこうというふうに考え

ておりますけれども、今のところ事務局で想定している内容としては、本当

に大まかな部分ですが、路上での喫煙についてどういうふうにお考えになる

かとか、たばこの被害を被ったことがあるかどうか、あとマナーの向上に対

する御意見、それから規制について考えているので、区域の設定といったも

のについてどのように考えてみえるかとか、そういった条例制定に必要なこ

とについて項目立てをして、検討委員会のほうに諮りまして、検討委員会の

方の御意見を参照しながらアンケートの内容というのを詰めていきたいとい

うふうに考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 
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 それと併せまして、そのアンケート関連ですけれども、主要事業説明書の

歳出のところに郵送料で計上されておりますけれども、アンケートの往信は

63円ということで、はがきかなというふうに想定されるんですけど、返信の

99円というのが、どういった手法の郵送なのかちょっと分からないんですけ

れども、どういったことを想定された金額なんでしょうか。 

◎環境保全課統括主査（黒田かおり君） アンケートの実施に当たっては、

送らせていただくときは封筒で、返ってくるときも封筒でというふうな市内

特別の料金で想定しております。 

 返信の際は、戻ってきた分だけこちらで払うという受取人払いをさせてい

ただきます。 

◎委員（大野慎治君） 私も（仮称）路上喫煙等規制条例制定業務について

お聞かせください。 

 令和２年12月議会に上程予定と、そうしますと罰則というのは検察庁との

協議があるので、12月議会に上程するということは、罰則は設けないという

考え方なんでしょうか。犬山市議会さん、今回３月定例会で条例を上げてい

ますが、罰則なかったんですよ。ないまま上げてきました。エリアを決める

ということだけで上げてきたんですけど、方向性や方針というのはどのよう

な方向性なんでしょうか。 

◎環境保全課長（隅田昌輝君） 検討委員会のほうで御協議いただく内容に

もそれは入ってくるかなというふうに思いますけれども、罰則についても本

会議でも御説明したかと思いますが、愛知県内10自治体中５自治体が設定を

しているというような状況がありますので、このあたりについては一番協議

いただく中でも重い課題かなと思いますけれども、それも併せて御協議いた

だく。今の段階でどうするかという事務局での考えというのは、特にござい

ません。 

◎市民部長（中村定秋君） 委員会で12月という話もしましたけれども、一

応目標としては12月ということですけれども、必ずしも12月にこだわること

なく、内容については丁寧に検討委員会のほうで検討していただこうと思っ

ています。 

 それと、先ほど検察協議の話がありましたけれども、いわゆる罰金である

とか懲役であるとか、そういう刑事罰を設ける場合は検察協議が必要なんで

すけれども、過料、過ち料の過料ですね、そちらのほうは行政罰でございま

して、こちらは特に検察協議は必要ないということなので、その罰則をどう

するかというのをまだ全然決まっていませんので、目標としては12月という

ことでございまして、内容によってはそれも変わってくる可能性はあるとい



４９ 

うことでよろしくお願いします。 

◎委員（関戸郁文君） 226ページの目６自然環境保全費についてお尋ねし

ます。 

 新年度予算では、五条川や自然生態園において蛍が見られるような取組は

ないか、また蛍についてどう考えるか、もしありましたらお尋ねいたします。 

◎環境保全課統括主査（黒田かおり君） 全面的に否定してしまうのも何な

んですけど、現在は蛍に関してはなかなか難しいんじゃないかということは

考えております。今後の展開も今のところは予定しておりません。 

◎委員長（鬼頭博和君） いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はないようですので、以上で目５環境衛

生費から目７公害対策費までの質疑を終結します。 

 ここで暫時休憩いたします。45分まで休憩をいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 当局より２か所訂正があるということで、お願いいたします。 

◎市民部長（中村定秋君） すみません。積算内訳の99ページをお願いいた

します。 

 ちょうど真ん中辺り、11節役務費、通信運搬費の郵送料40万3,000円とご

ざいまして、その下に狂犬病予防注射集合注射案内と書いてあります。これ

を見ますと、案内だけで40万3,000円のように表示してありますが、実は先

ほど質疑でございましたアンケートの郵送料もこの40万3,000円の中に含ま

れておりまして、積算で少し足りない部分があったということでございます。

この注射案内等ということで、訂正のほうよろしくお願いいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 それでは、続いて項２清掃費の質疑を許します。 

 予算書は230ページから238ページまで、積算内訳書は103ページから108ペ

ージまでとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書235ページ、スプレー缶等処理事業でござい

ます。こちらのほうは新規事業というふうにお伺いをしておりますが、業務

委託をされるということですので、まず委託される業者さん、どのように選

定されたのかをお伺いしたいと思います。 

 あわせて２点目ですが、その処理ということで穴を市民の方が開けずに排

出するということなんですが、結局その業者さん自体は一個一個穴を開けて
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されるのか、どういう処理をされるのか、併せてお伺いしたいと思います。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 御質問のまず第１点目で

すけれども、どのような業者の選定方法かということでございます。このス

プレー缶等処理事業については、スプレー缶等の穴開け業務と、あとその廃

液処理業務という２つの工程がございまして、それぞれ業者が異なっており

ます。 

 まず、スプレー缶等穴開け業務、こちらについてですけれども、スプレー

缶等については、現在は、穴を開けたものを缶類として資源として回収して

おります。回収されたスプレー缶類は、分別収集で集めたほかの金属類、金

属小型家電とか粗大ごみの金属類ですとか、そういったものとともに小牧市

のヤマショー金属に搬入しております。スプレー缶等を穴を開けずに回収す

ることになっても、穴を開けて処理を行った後のスプレー缶は資源となりま

すので、現在、搬入して資源化をしていただいているヤマショー金属で穴開

け処理ができないかどうか調査させていただいたところ、同社の弥富工場で

穴開け処理を行っているということでしたので、同社に穴開け処理を委託す

る予定でございます。 

 それから、廃液処理業務については、スプレー缶等の穴開け処理をした際

に発生する廃液、こちらは一般廃棄物になるんですけれども、一般廃棄物の

処分の許可を持っている民間業者は、この辺りではあま市にある海部清掃し

かなくて、同社に処理を委託する予定となっております。 

 それから、処理方法についてなんですけれども、穴開けの処理については、

ヤマショー金属の弥富工場の専用設備で穴を開けることになっているんです

けれども、その穴開け設備については、スプレー缶に穴を開ける専用の設備

と聞いております。発火防止装置ということで、窒素ガスを注入しながら発

火を防ぎながら穴を開ける、プレス型のそういった機械があるというふうに

聞いております。 

 それから、発生した廃液については、そこの弥富工場のほうでペール缶の

ような密閉容器に詰めて、海部清掃に持ち込んで海部清掃の焼却炉で焼却を

するということでございます。 

◎副委員長（宮川 隆君） すみません、今の関連でお聞きしたいと思いま

す。 

 ２工程あって、穴開け処理と排出液の処理という２工程、２つあるような

お話でした。廃液処理に関しては、この近辺で１か所しかないということも

あって、随契しかないのかなあというふうに理解するんですけれども、穴開

け処理は、今回収している業者の弥富に持っていく。それ自体がいけないわ



５１ 

けではないんでしょうけれども、１つの業者にお願いすることによって、予

算上利益があるのかということなのか、それとも何らかの理由があって他社

との比較、今の説明では他社との比較がされないままに随契にされるような

ふうに受け止められたので、何らかの合理的な理由を御説明いただきたいな

と思います。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 穴開け処理につきまして

は、もともとは今、金属類として資源化をしているヤマショー金属にまず打

診させていただいたというところで、そこに入れていることについては、以

前から分別収集で資源類を回収している岩倉資源組合が搬入している搬入先

であったということと、あと非常に岩倉に近いということで非常に融通も利

くということで、ごみの収集とか資源化というのは、市民生活に直結する毎

日のことでもありますので、安定した収集、資源化のために、そちらに以前

から入れているというところでございます。そこに打診したところ、やって

いるということで、そちらのヤマショー金属のほうにお願いするということ

なんですけれども、ちょっと他市の既にやっているところを参考にさせてい

ただいたところ、ヤマショー金属のほうで処理した廃液を海部清掃のほうに

搬入するということをやっているということで、要は海部清掃のほうに搬入

している実績があるということでお聞きしたので、それ以外に穴開け処理業

者があるということについては、特にこちらのほうでは把握はしてはおりま

せん。 

 あともう一つが、環境省のほうが、一昨年の札幌市の事故があったもので

すから、できるだけ速やかに、市民のために穴を開けずに収集できる体制を

整備されたいというような通知がありましたので、そういったこともござい

ましたので、現在の流れに沿った形での業者の選定ということにさせていた

だきました。 

◎委員（桝谷規子君） ごみ減量化推進事業についてお聞かせください。 

 予算書106ページに負担金補助及び交付金で、生ごみ処理機購入補助金が

２万円の10台分あるんですが、ずうっとこの予算は変わらずに10台分予算が

されているんですが、その前の105ページの真ん中辺りで、需用費の中のぼ

かし用バケツというのは1,848円掛ける９個しかないんですが、これはもう

10年ほど前から、生ごみの堆肥化を目指すというところでぼかしを堆肥化す

る事業をということで、今は１市民活動団体がやられているというだけです

が、できたらこれを地域ごとに指定して、この地域ならというところで範囲

をもっと広げて生ごみの堆肥化をしていきたいというところの事業だと思う

んですが、今の時点でどうお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。 
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◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 御質問で言われたように、

生ごみ処理機の購入補助金ですとか、フラワーリサイクルの実施を通して、

市としても生ごみの減量化を図ってきております。生ごみの減量化に関して

は、このほかにも、生ごみはそのほとんどが水分を多く含むものですから、

特に発生量が多くなる夏に、生ごみは水分をよく切ってという記事を広報の

７月号に毎年掲載しております。 

 ただ、生ごみに関しましては、今後の新たな展開としては、食品ロスの削

減の推進になろうかというふうに思います。これまで市としましても、廃棄

物の排出抑制の立場から、これまでも市民への周知啓発ですとか、フードド

ライブの実施などによりまして、食品ロスの削減に取り組んできましたが、

平成31年の５月に食品ロスの削減の推進に関する法律が公布されたこともご

ざいまして、より一層食品ロス削減の推進、広報、ホームページの充実です

とか、フードドライブの拡大ですとか、そういったことを含めた推進を進め

ていきたいというふうに考えております。 

◎委員（桝谷規子君） もちろん食品ロスの削減の方向も大事なんですが、

ぼかしでの活用というのは、生ごみを減量化だけではなく、堆肥化して循環

型社会をということで、農業につなげていくとか花づくりにつなげていくと

いう方向も模索してきたということがあるので、単なるごみを減らす減量化

だけではない事業なので、もう少し広げられないかと思っているところです

が、ちょっと今の時点で困難さもあるということで、一緒に今後どの方向が

いいのか考えていかなくちゃいけないなと思っているところですが、いいで

す、答弁。 

◎委員（木村冬樹君） １点だけです。 

 107ページの委託料で、塵芥処理費の一般廃棄物収集運搬業務委託料、４

コース委託しているというところで、それに関連してお聞かせいただきたい

と思いますが、新年度予算だけに係りませんが、こういった業者の中で、岩

倉市は清掃事務所で朝礼をやっているというふうに思うんですね。なかなか

そういうことをやっているところがない中で、私は画期的な取組だなと思っ

て、知らない方もお見えになると思いますので、どういう内容でやっている

のかということと、偽装請負にならないような配慮はどうしても必要かなと

いうふうに思いますけど、やはりでも指導していくということは非常に重要

だというふうに思っていますが、こういった朝礼の内容についてどのような

取組をされているのかお聞かせください。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 清掃事務所で毎朝出発前

に朝礼を行っております。内容ということなんですけれども、朝礼において
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は、まず健康のためのラジオ体操を行いまして、あとラジオ体操終了後、

日々の収集業務に入る前の安全第一の確認、安全運転ですとか安全作業、こ

ういったことへの注意と、あと工事の情報の共有ですとか、集積場所の新設、

改廃についての確認を行っています。それ以外にも、今年度は残念ながら中

止となってしまいましたけれども、桜まつりなどのイベント時の収集場所の

変更ですとか、あと学校の休暇ですとか祝日などで道を行く人の動きの変化

についても、子どもが多くなるといったこととか注意を促すようにしており

ます。 

 朝礼については、全般的に直営、それから委託、それから事務職が一堂に

会することによって一体感を持つ、そのような効果があると考えております。

以上です。 

◎委員（黒川 武君） 積算内訳106ページのちょうど中段、委託料の中の

ＰＣＢ廃棄物処理等委託料が新規で入っているんですね。実は、行政課のほ

うでも予算が計上してありまして、積算内訳で申し上げると14ページにも同

じくＰＣＢ廃棄物処理等委託料があって、恐らく処理対象となるものが違っ

ているのではないかなと思うんです。清掃事務所のほうはコンデンサという

形で入れてあり、なおかつ業務の中のＰＣＢ濃度分析業務といったものが入

っています。しかし、行政課のほうを見ると収集運搬とか処理費用というこ

となんですが、ともにＰＣＢ廃棄物をこの機会に処理をするということなん

ですが、これは行政課の予算、それから環境保全課の予算、２つになってお

りますので、処理するに当たっては一括して行う内容になっていくのか。そ

れと、環境保全課のほうのＰＣＢ濃度分析業務といったものが、なぜここだ

け行うのか。そこのところの理由をお聞かせください。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 環境保全課において、令

和２年度で処理するＰＣＢ廃棄物については、低濃度のＰＣＢ廃棄物という

ことで、高濃度のＰＣＢ廃棄物については、環境保全課にもありましたけれ

ども、行政課の予算のほうで一緒にやっていただくということとしておりま

す。 

 今回、我々のほうで処理というか、まず分析ですね。分析して、ＰＣＢが

あった場合に処理しようとしているのは低濃度のＰＣＢとされているもので

ございます。一応、恐らくこれは過去に不法投棄されたものを拾ってきたも

のが、たまたま低濃度ＰＣＢが含有されるおそれがあるという機種だったも

のですから、ずっと保管していたものなんだと思うんですけれども、一応処

理期限のほうが令和９年度までとなっております。処理する前に濃度分析を

分析業者に委託して、ＰＣＢが含有されることが判明した場合のみ、廃棄物
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処理業者に処理を委託することになっております。入っていなければ通常の

金属類として処理いたします。よろしくお願いします。 

◎委員（黒川 武君） ごめんなさい。確認なんですが、行政課と環境保全

課は別々にそれぞれ行うということでよろしいですか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） はい。行政課さんのほう

は、私が聞いているのは、分析業者は浜松にある分析業者で、そこで処理が

しなければいけないとなれば、指定されている業者のほうに持ち込んで安全

に処理していただくことになっています。 

◎行政課長（佐野 剛君） 行政課のほうは、説明がありましたけれども、

高濃度のものを管理しておりまして、北九州にある工場のほうに搬入すると

いうことになっております。今年度中にその処理を終わるというものでござ

います。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません。清掃費全般になるかと思いますが、

１点お聞かせください。 

 議会が２月に意見交換会を行政区とやりまして、その中で市内にいわゆる

ごみ屋敷が見られるという意見が市民の方からありました。この点について

何か新年度対策の予定はございますでしょうか。また、現状取組が何かあれ

ば教えていただきたいと思います。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） ごみ屋敷の中にあるもの

については、その建物の所有者が財産というふうに認識していれば、それは

ごみだといって処理することはできないことになっております。要は、私有

地において本人が自分の所有物としてため込んだものを廃棄物行政の立場か

ら処理することはできないです。 

 予防的な措置があるかどうかということなんですけれども、あえて言えば、

廃棄物担当としては、そうならないようにリデュース、排出抑制と適正な排

出を一般市民に向けて粘り強く広く周知していくことが、大きな意味での予

防につながるかというふうに考えております。予算をつけて何かやるという

ようなことは、あるかないかと言えばございません。 

◎委員（片岡健一郎君） 分かりました。 

 例えばですけれども、道にはみ出したりとか、そういった場合も考えられ

るかなあと思うんですけれども、そういった場合というのはどういった対応

になるんでしょうか。 

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） 例えば、おうちの中から

外に転がって道路まで行ってしまったものについては、例えばそのおうちの

方がこれは俺のものだと言えば、例えば道路管理者の立場から、ちゃんと家
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に戻してくださいと言うべきではないかなというふうに思います。外に出た

ものが、それはごみだと言えば、ちゃんと市のルールにのっとって出してく

ださいということになろうかと思います。外に転がっているものが誰のもの

か分からない、俺のものじゃないというようなことを言うようであれば、そ

れは不法投棄物として我々が回収する対象になってくるのかなあというふう

に思います。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書の106ページ、ごみ分別促進アプリサー

ビス使用料、僕はとてもいいことだと思うんですけど、これって何人の方が

ダウンロードしているというのは把握できるものなんでしょうか。

◎環境保全課主幹兼清掃事務所長（佐野 隆君） ありますので、ちょっと

探します。 

 お待たせしました。 

 ３月５日時点のダウンロード数は904件で、うち英語が11件、ポルトガル

語が24件となっております。若干外国人のダウンロード数が少ないので、そ

こは増加に向けて団地の自治会ですとか外国人の派遣会社、それから不動産

会社などへのチラシ配布も行っております。 

 ちなみに、２月末現在の岩倉市の外国人人口の割合が5.6％で、今回のダ

ウンロード数の割合が3.9％ですので、そこまでむちゃくちゃ少ないという

わけではないんですけれども、外国人へのダウンロードにもう少し力を入れ

なければいけないかなというふうに考えております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、以上で項２清掃費の質疑を終わり、款

４衛生費の質疑を終結いたします。 

 続いて、款５農林水産業費の質疑を許します。 

〔「入れ替えをお願いします」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 続いて、款５農林水産業費の質疑を許します。 

 予算書は238ページから246ページ、積算内訳書は109ページから114ページ

までとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（伊藤隆信君） 予算書の243ページの、高品質米の生産機械整備事

業補助金の1,191万円について質問させていただきます。 
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 これにつきましては、ライスセンターが新しく建て替えをするということ

で、最新鋭のいわゆるお米の選別機、色彩選別機に対する補助を行うという

ことでございますけど、今までライスセンターにはこういう機種はなくて、

初めてのいわゆる予算だと思うんですけど、これによって岩倉市のあいちの

かおり、安心・安全なお米が供給できると私も思うわけでございますけど、

実際この色彩選別機は補助されるんですけど、メーカーが今はたくさんござ

いまして、この1,191万円というのはこの３倍ということで、3,300万ぐらい

の機械ということで、かなり高価な機械なんですけどが、これはメーカーと

いうのはかなり限定されると思うんですけど、分かる範囲でお聞かせくださ

い。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） 本予算で計上させて

いただいているメーカーにつきましては、サタケというところになっており

ますが、今後入札等もあると思いますので、この予算についてはサタケのも

ので想定されているということでお願いします。 

◎委員（伊藤隆信君） サタケとか東洋とか、いろいろお米のいわゆるそう

いう業者が数社見えますけど、サタケというのは大きな会社で私も知ってお

ります。 

 続きまして、次に、いわゆる色彩選別機というと、やはりお米ばかりでは

ございません。最近では、いわゆる金属だとか石だとか、そんなようなもの

ができる選別機もあるわけでございますけど、この機種に関してはそういう

ものでしょうか、お聞かせください。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） こちらの今現在想定

している色彩選別機につきましては、フルカラーのカメラで、色のついた着

色米をはじく、識別する、また近赤外線カメラのほうでは、ガラス片とか石

などの異物を検出して空気で吹き飛ばす、除去するという形のものと聞いて

おります。 

◎委員（伊藤隆信君） 今、最新鋭の機械で、処理能力についてお聞きいた

しますけど、これは今のやり方の機械ですと、やはり処理能力が実際１時間

にどれぐらい能力がはけるかというのはちょっと心配いたしますけど、かな

り大きな機械だと思うんですけど、実際この処理能力についてお聞かせくだ

さい。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） ライスセンターでは、

乾燥して、その後もみすりして色彩選別機にかけるという形になりますが、

この色彩選別機の能力につきましては、最大能力としましては１時間で4.2

トンの処理をするという形になっております。 
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◎委員（水野忠三君） ただいまの伊藤委員の質疑に関連いたしまして、私

も高品質米生産機械整備支援事業、予算書243ページについてお伺いをしま

す。 

 ただいま議論がありました、この機械等についてなんですが、たしか県の

補助金も検討中というふうに仄聞をしていますが、現在どういうふうになっ

たのかお聞かせください。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） ２月14日に県のほう

から文書が来まして、３月下旬に正式に採択通知を通知するという形で御連

絡を頂いております。なので、補助金のほうは採択を受けられたものという

形で認識しておりますが、今後また補正をお願いしていきたいと考えており

ます。 

◎委員（水野忠三君） 予算書の同じ243ページの多面的機能支払交付金で

ございます。こちらのほうは、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮

という趣旨のものだというふうに理解をしていますが、この交付金、２種類

あるということで、農地一時支払交付金、こちらのほうは水路の泥上げなど

に使える交付金、それから資源向上支払交付金は水路の軽微な補修等に使え

るような交付金というふうに理解をしておりますが、解釈のしようによって

はいろんなところに使えるお金なんだなあというふうに理解をしております。 

 そういった意味で、この令和２年度の予算の中では、西市地区と大地地区、

この２つに対してということでございますが、この西市地区と大地地区以外

の他の地区に対してこのようなものができる、あるいはこのようなものをし

ていこうという御予定はあるかどうかお聞かせください。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） こちらの多面的機能

支払交付金につきましては、市からこれは声をかけたわけではなく、市民と

いうか農業団体のほうから、それぞれ大地と西市のほうから何かないかとい

う形で声がかかったものになっております。 

 それで、この２地区を今回のモデル事業としまして、今後ほかの団体も取

組状況を見ながら、もしできるんであればこういった交付金のほうを受けて

いただきたいと思っておりますが、その流れとしましては、12月の農業委員

会のほうでは農業委員さんには説明させていただいております。 

 あと、今度の４月の農事組合長会でも、新しい農事組合長さんに説明させ

ていただきまして、今後の取組等を見ていただいて、自分たちの地区でもで

きるようであれば、また手を挙げていただきたいという形でお願いしていく

つもりでおります。 

◎委員（関戸郁文君） 243ページの目７農地費、用排水路しゅんせつ事業
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費についてお尋ねいたします。 

 1,928万2,000円ということですが、これで賄える用排水路しゅんせつの距

離と、どれぐらいの距離かということと、もし分かればどこの場所を想定し

ているかお尋ねいたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開します。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 令和２年度予算ベースなんですけ

ど、幹線水路として5,500メートルの延長で計上させていただいておりまし

て、場所につきましては、幹線水路でいうと南部地区、３年ごとのローテー

ションで北部地区、中部地区、南部地区と分けておりますけど、来年度は南

部地区を予定しております。 

◎委員（関戸郁文君） ありがとうございます。 

 私も自分の田んぼは、自分の周りはしゅんせつや草刈りは自分でやるんで

すが、先ほどもありましたが、多目的交付金を頂いて地域組織をつくってみ

んなで対応していくということをやっております。それでもやっぱりできな

いところというのが、機械を使わないとできないところがありますので、で

きるだけ長い距離でやっていただきたいというふうにお願いいたします。 

 次の質問なんですけど、ヘドロがたまる場所というのは大体決まってきて

いるとは思いますが、構造上の問題があると思います。そういう構造上の問

題を抜本的な形で改良していく計画はあるのでしょうか、お尋ねいたします。 

◎維持管理課長（高橋 太君） おっしゃるとおり、水路の中でも構造的に

ヘドロがたまりやすい構造になってしまっているというところはあるんです

けど、今それに特化した調査を行って、ここがそういうところだというもの

は持ってございません。そういったところで苦情とか、清掃の頻度とか、過

去の実績を見て、改修したほうがコスト的に有利だとか、そういう判断がさ

れた場合は、そのように対応していこうと考えています。 

◎委員（水野忠三君） 予算書247ページの上のところでございますが、国

営造成施設管理体制整備促進事業地元負担金というところでございます。こ

ちらについては、都市化・混住化の進展に伴って、より複雑かつ高度な管理

が必要になってくるということで、具体的には木津用水土地改良区の管理体

制の整備ということでお伺いをしておりますが、こちらの事業内容、説明の

文書などのときに、不可避的によってしまう農業外効果に係る管理という文

言がございます。この農業外効果というのは具体的に何を指しているのかと

いうことと、農業外効果に係る管理というのは、これもちょっとどういうイ
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メージの管理を指しておられるのか、２点お伺いをしたいと思います。 

◎維持管理課統括主査（寺尾健二君） この国営造成施設管理体制整備促進

事業地元負担金というものなんですが、まず簡単に説明させていただきます

と、岩倉市に農業用水を供給している木津用水土地改良区へ負担するもので

す。木津用水は、岩倉市を含む近隣８市３町へ農業用水を供給していますが、

近年、流域内の農地面積の減少に伴う営農者及び賦課金の減少等により、そ

の運営は厳しい状況となっているということです。 

 あと、この土地改良区が管理する農業用水施設は、農業用水を安定供給す

るという目的で整備された施設なんですが、都市化の進展に伴い、農業外の

効果も担ってきているということから、農業外効果の部分を対象に支援する

ためということで負担金となっております。 

 この御質問の農業外効果についてなんですけれども、農業用水を安定供給

する目的以外のものということで、地域の排水や浸水対策施設としての役割

や、用水の水が地面に浸透することによって地下水が良好な状態に保たれる

などの効果のことを指しています。 

 もう一つの農業外効果に係る管理ということですけれども、農業用用水施

設に対し寄せられる近隣の地域住民の方からの草刈りや水質、ごみの除去等

の周辺環境美化の要望への対応や、漏水対策、降雨時の水門操作などの地域

の安心・安全の確保に対する管理ということで指しております。 

◎委員（木村冬樹君） １点だけお聞かせください。 

 積算内訳書の111ページの農業振興事業で、農業振興事業助成金が例年こ

れまでずっと300万円で組まれてきたわけですけど、200万円に下がっていま

す。実績等もあろうかと思いますが、希望があるときは結構この助成金が使

われるという状況があると思いますので、どういう考えで減額になったのか

をお聞かせいただきたいと思います。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） 過去を見てみますと、

多いときで平成25年の実績で191万6,000円が、平成25年以降の最高の額にな

っておりますので、それをベースに200万という形で見込ませていただいた

ものになっております。 

◎委員（木村冬樹君） 意見だけ言っておきますけど、一度下げてしまうと

なかなか上げるというのがなかなか難しい作業になってこようかと思います

ので、計画的なこの助成金の使い方なんかも含めて、農家のほうに指導して

いただきますようお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） すみません、１点だけ。 

 積算内訳書の109ページの農業委員会費でお聞かせください。 
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 農業委員会が月１回、２年前からでしたっけ、土地利用最適化推進委員の

皆さんと一緒に、これまでの農業委員会の数が非常に増えてやられてきたん

ですが、今年の積算内訳は、その推進委員の方が３人になっているんですが、

今やっている農業推進委員の方はかなりの数がいらっしゃると思うんですが、

どうなんでしょうか。また、一緒に人数が増えての会議の中で、これまでの

農業委員会だけのときと違って、若い方、消費者の立場からの方、様々な人

たちがいらっしゃる会議の中で、議論が非常に進展した内容だとかありまし

たら教えていただきたいと思います。 

◎商工農政課長兼消費生活センター長（神山秀行君） 農地利用最適化推進

委員につきましては３名ということで、制度当初から変わっていないという

ところで御理解いただければと思います。 

 また、来年度改選がありますので、消耗品等についてはちょっと倍の数を

用意させていただいているところになります。 

 中立委員とか若手の委員さんがいてどうかということですが、通常、農業

委員会は農地転用の許可案件を審議するものがメインとなりますので、市民

としての視点から一定御意見いただくことはございますが、変わったところ

と言われますと、ちょっとごめんなさい、ぱっと出てこないんでごめんなさ

い。申し訳ないです。お願いします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑がないようですので、以上で款５農林水産業

費の質疑を集結いたします。 

 続いて、款６商工費の質疑を許します。 

◎委員（大野慎治君） 本会議でも議論になりましたが、積算内訳書の118

ページ、桜管理等事業のうち桜植栽についてお聞かせください。 

 今までも、大口町さん、江南市さんと２市１町で県に粘り強く交渉されて

いたということはお聞きしております。それは僕も知っておりますが、４本

の植栽、どこのエリアを大体想定されているのかというのは、今現状分かっ

ている段階でお聞かせください。

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 来年度の４本の植栽ですけれども、

五条川桜並木保存会と現場を見回りしまして候補地として選ばせていただい

ております。場所としましては、五条川小学校周辺の右岸と左岸に１本ずつ、

また国道の155号沿いの右岸側に２本の計４本を考えております。 

◎委員（大野慎治君） 今年度４本ということですが、来年度以降の計画と、

大口町さんも多分同じような要望をされていましたので、近隣市町の状況等

含めて、来年度以降の植栽も含めてお聞かせください。

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） まず、近隣の状況ですけれども、大
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口町でいきますと、先日新聞報道にもありましたけれども、大口町の公園の

敷地内に自分のところで育てた桜を新たに植えたというふうに聞いておりま

す。また、来年度以降も今回の県との打合せの中で一定植えていけるという

方向もありましたので、そういった何本かを進めていきたいという話は聞い

ております。 

 本市につきましては、先日保存会と来年度４本というような現場の確認を

した中で、まだまだまちの中は密植状態でありまして、まずはそういった間

引き伐採も併せてやっていきながら、今後植えていく場所も決めながら進め

ていきたいなというふうに考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、関連で御質問いたします。 

 今回、後継木としてジンダイアケボノを選定されたと思いますが、このジ

ンダイアケボノを実際に植え替えて、どれぐらいの期間を見て後継木として

いけるというような判断をされますでしょうか。その辺もしありましたら教

えてください。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今回、ジンダイアケボノを選ばせて

いただいた理由としましては、公益財団法人日本花の会の中で、ソメイヨシ

ノに代わる品種として後継の品種と言われておりますジンダイアケボノ、こ

ちらを推奨しております。そういった中で、この部分につきましても保存会

とも少しどういった桜がいいかなというふうに相談する中で、ジンダイアケ

ボノを入れて進めていきたいなというふうに考えております。実際にこの木

が何年スパンで育っていって、やはり今後ジンダイアケボノを進めていこう

とか、そういったところまではまだあれですけれども、やはり今全国的に見

ますと、ジンダイアケボノへのソメイヨシノから植え替えというのも進んで

いるというふうに聞いておりますので、その中で進めていきたいなというふ

うに考えております。 

◎副委員長（宮川 隆君） すみません。そのジンダイアケボノなんですけ

れども、桜の種類によっていろいろ特徴があると思います。長く咲くもの、

それから早く咲くもの。この品種に関しての特徴というのはどういうふうに

知られているんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） ジンダイアケボノにつきましては、

ソメイヨシノと類似しておりまして、開花時期も似たような時期に咲くとい

うふうに聞いております。特徴としては、ソメイヨシノに比べましててんぐ

巣病という病気にも強い、また樹形も少し小さいというような特徴があると

いうふうに聞いております。また、花の色味も、ソメイヨシノに比べると少

し赤っぽいような、きれいな色の花が咲くというふうな話で聞いております。 
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◎委員（堀  巌君） 観光振興事業の中の、観光まちづくり事業委託料に

ついてお聞かせください。 

 違うところで社協の執行の不正みたいなところがありましたけれども、私

が心配しているのは、この観光まちづくり事業委託料について実績報告等が

上がっていて、審査を担当課がすると思いますが、帳票類とかいろんな細か

いところまでのどのぐらいの審査をして、今どういうふうな評価をしていて

るのかというところをちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 岩倉観光振興会のほうに観光まちづ

くり事業委託のほうをしておるものになりますけれども、毎年最終的に実績

報告ということで、まずはどういった内容のものを１年間取り組んできたか、

その中に当然収支の予算と決算、またそれに伴う証拠書類等がついておりま

して、その書類を内部で確認をさせていただいて、実際には執行をしている

というような状況になります。 

 また、こちらの団体につきましてはＮＰＯ法人でありまして、県のほうに

もＮＰＯの法人としてとの毎年決算の報告もしておりますので、そういった

ところも含めて適正にやっていただいているというふうに考えております。 

◎委員（水野忠三君） 予算書247ページ下のシティプロモーション事業市

制50周年記念映像作成についてでございます。 

 こちらのほうでは、動画制作ということが上げられていると思いますが、

昨日の委員会の中での質疑でも一度お伺いしたところで、市制50周年記念事

業の、例えば市民の夢かなえるプロジェクトとか岩倉名産品お土産開発事業

など、こういった取組を映像、つまり動画などでも記録として残さなくてよ

いかというのを昨日お伺いをさせていただいたんですが、いわゆるシティプ

ロモーション事業としての動画制作のところでも、市制50周年記念事業に向

けての取組まで映像として入れるべきではないかというふうに考えるんです

が、ちょっとスケジュール的に難しいということは理解はできるといいます

か、記念式典で上映するので、最後の10秒とか20秒ぐらいでもという趣旨な

んですが、記念事業に向けての取組まで映像で入れるということについては

どのようにお考えでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 50周年記念映像ですけれども、こち

らにつきましては、これまでの本市のあゆみについても内容としては触れさ

せていただきながら、その上で五条川を中心に子どもからお年寄りまで様々

な世代の市民が、50周年という節目をみんなでお祝いして盛り上げていく、

そういった内容にしていきたいというふうに考えております。 

 御提案いただいた内容ですけれども、撮影のタイミング、今おっしゃられ
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ましたけれども、編集の時期もございますので、難しいところもあるかもし

れませんが、今後準備を進めていく中で検討していきたいというふうに考え

ております。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書257ページから259ページにかけ

て、企業庁土地開発関連事業でございます。 

 こちらのほうについては、いわゆる岩倉市と愛知県の企業庁が協働で実施

している川井野寄地区での土地開発事業に関連するということだと思います

が、全部一般財源で賄うということになっていると思うんですけれども、県

の企業庁と協働で実施するということもあるので、国とか県から見込める補

助金というのは、名目はどういう名目になるか問わずということにはなりま

すが、国庫支出金、県の支出金など見込める補助金というのはございますで

しょうか。 

◎企業立地推進室主幹（岡 茂雄君） 今進めております企業庁による土地

開発事業でございますけれども、まず、市と企業庁の協働でございますけれ

ども、事業主体としましては愛知県の企業庁という形になりまして、この組

織につきましては公営企業になります。独立採算制でやるという形になりま

すので、そういった国だとか県の補助金というメニューについてはないとい

う形のものになりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書117ページの商工振興費の中の負担金補

助及び交付金で質問させていただきます。 

 商工会さんへの補助ということで、補助率が上がっているものもあるんで

すけど、商工業振興補助金というものが45％から50％上がっているんですが、

ビジネスサポートセンターが200万から100万に減額になっているということ

は、実質ほぼほぼプラス・マイナス・ゼロ、実質ちょっとマイナスですよ。

こういった事業、商工会さん、ビジネスサポートセンターにもっと力入れる、

黒川委員も代表質問で言われましたけど、力を入れていくんだと言いながら、

だんだん縮小になってきて、前は人件費ですと、人件費と事業費の一部と言

っていたけど、人件費もなくなってきて、ほぼほぼなくなってきた状態でビ

ジネスサポートセンターにも力が入らず、商工会さんの体力というものが

徐々にそがれているんじゃないかという危惧がある。僕も一般質問で、建設

部長が今後協議して進めていきたいということになっていたけど、結局増え

た分だけ減っているということになっているけど、この辺のところの考え方

というか在り方というのはどのように考えているのかというのをお聞かせく

ださい。

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） ビジネスサポートセンターの運営費



６４ 

補助金ですけれども、これまでも過去の議会等でお答えをさせていただいて

いるところでありますが、まずは実際の状況としまして、ここにかかってく

る経費というのはビジネスサポートセンターの相談に係っていただくところ

の人件費と、あとは商工会のスキルアップといったところで研修費、こちら

で構成されております。その中で、これまでも過去は愛知県から派遣された

職員が商工会の事務局長といったことで、現役の職員ということで給料自体

も高い金額だったものですから、その方から今回は民間の企業の退職したＯ

Ｂの方が事務局長になって、そこの金額の差、そもそもそのビジネスサポー

トセンター長に払う給料の分の中の金額の差、そこがまずは一番大きいとこ

ろだというふうに思っております。 

 その中で、実際これまでのそこの人の入れ替わりの中で、昨年の決算につ

きましても、そういったところで実際にはかかった経費の部分をお支払いさ

せていただいているというところですので、実際にこの補助金が下がったと

いったところで、ビジネスサポートセンターに力を入れていないということ

ではないというふうに考えております。 

 また、一方で商工会の体力の部分のお話をさせていただきますと、これま

でも陳情等で商工会の財政状況についてお聞かせいただいているところがあ

ります。そんな中で、今年度は商工振興事業費補助金につきまして、これま

での45％から50％に上げさせていただいたというところですので、御理解い

ただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） ほかのところで95％かかっているよ、積算内訳でほ

とんど見受けられないんですよ。見受けられないというか、そんなものはな

い。よくよく探したけど、あるのかないのか別だけど、ほとんどないんです。

何でここだけ残っているんだろうというところが、ほかの市町の補助金要項

を見ると、やっぱり50％以内とか、扶桑町は小規模事業経営支援事業費補助

金は25％、もっと高いところにあります。こちらのほうの比率を高くして、

こっちでもう一個のほうは安いほうを低くするというのも考え方もあるけど、

どういったふうで商工会さんとともに支え合っていくのか、ともに事業をや

っていくのかという方向性や方針というのはどういうふうに考えているのか

というのは、やっぱり部長に答えてもらったほうがいいのかな。在り方とか。

◎建設部長（片岡和浩君） 方向性というのは今までもお話をさせていただ

きましたが、いわゆる補助金の要綱に基づいて、その範囲内で補助のほうを

させていただいております。0.95がかかっているお話につきましては、前も

お話をさせていただきましたけれども、税収入のほうが減ったときに補助金

自体をカットするというところの部分でかけている内容でありますので、こ
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れについては、今後表記、積算内訳書の表記はこういうふうになっておりま

すけれども、ほかの市の補助金も同じような形になっておりますので、それ

については市全体での考え方ということでありますので、御理解を頂きたい

というふうに思っております。 

 それで、今回、商工振興事業補助金については、要綱のほうで50％以内に

というような中で、いろんな御意見、商工会からも要望等を頂いている中で、

その範囲内での予算の要求をさせていただいたということで御理解を頂きた

いというふうに思っています。 

◎委員（大野慎治君） 金額的には小規模事業、県支援事業補助金のほうが

金額が高いんですね。対象経費となるものが高いんです、積算内訳に書いて

あるとおり。どうしてこっちの商工振興事業補助金のほうにしたのかという

経緯とかも含めてお聞かせください。

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） この小規模経営支援事業費補助金、

また商工振興事業費補助金ですけれども、こちらそれぞれ要綱で定めてある

補助率を執行させていただいているところですけれども、小規模経営支援事

業費補助金につきましては20％以内、また商工振興事業費補助金につきまし

ては50％以内というような形で要綱として定められております。その中で、

これまで商工振興事業費補助金は、過去も段階的に上げてきているところは

ありますけれど、これまでの45％から50％に引き上げたというところになり

ます。 

◎委員（須藤智子君） 私も商工費の積算内訳書の117ページのビジネスサ

ポートセンター運営事業費補助金についてお尋ねいたします。 

 先ほどの説明ですと、人件費とスキルアップ費ということで、最初の補助

金よりも減ったということですけど、この100万円というのは、その事業の

運営のための事業の補助金ということでよろしいでしょうか。確認です。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） こちらの100万円の内訳ですけれど

も、ビジネスサポートセンターの相談に係る商工会の職員の人件費、またそ

れに伴って、スキルアップのための研修費の費用となります。 

◎委員（須藤智子君） これは、100万円という金額は、運営費だから変わ

らないということですね、これから先も。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今後どういった金額で推移していく

かといったところにつきましては、今後の実施計画等もございますので、そ

ういった中で議論していきたいなというふうに考えております。 

◎委員（須藤智子君） 商工会の人がやる気を出してその事業を行えば、も

っとこの補助金は増えていくということですか。お尋ねいたします。 
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◎商工農政課統括主査（今枝正継君） こちらについては、今お話しさせて

いただいたように人件費の部分と研修費の部分の構成となっておりますので、

そんな中で、商工会の職員がやる気をというよりは、補助金の性質上として

そういった費目に執行させていただくというようなところでございますので、

こちらが例えばどんどん増えていくだとか、そういったようなことの性質の

ものではないのかなあというふうに思っております。 

◎委員（須藤智子君） 私が確認したかったのは、その商工会が、補助金が

減った減ったと言われるもんですから、それが人件費のための補助金が減っ

たということで、その事業費というのはそのまま変わらないということ、事

業費の補助金というのを確認したかったんですよ。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今、御質問いただいた意味合いでい

くと、そういった研修費という、商工会の職員のスキルアップの中で研修を

開催していただいて、自分たちのスキルアップ、また事業者も含めた研修、

そういった部分に係る経費というのは変わっておりませんので、今のお答え

とさせていただきます。 

◎委員（堀  巌君） 関連で教えてください。 

 商工会の話が今出ていますけど、そもそもこの小規模事業経営支援事業費

補助金というの対象は、別に商工会だけではなくて、小規模事業を経営して

いるそういう団体、ほかにもある、商工会のみが対象の補助金ですか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） こちらにつきましては、もともと愛

知県が商工会に対して、商工会の職員の人件費の部分を補助しております。

そこに対しての県の補助対象の20％、こちらの分を補助しているというよう

な形になります。 

◎委員（堀  巌君） 大分昔からそういう補助がされてきていると思いま

すけど、大体その小規模事業経営支援事業費補助金という名称が、商工会の

みというところが市民感覚的には分かりづらいのが第１点です。 

 さっきの20％と50％の今の研修費だとか、そこら辺についても、要綱を見

れば分かると思うんですけど、説明を受けていて分かりにくいのはその点だ

し、この商工業支援事業補助金についても商工会のみ対象だというそういう

話なんですよ、多分。だから、そこら辺の名称をもう少し改良することはで

きないんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） こちらの名称ですけれども、先ほど

も御説明させてただいたとおり愛知県の交付の受けた補助金額に合わせた補

助金というような形にしておりまして、そういったところで一定名称につい

ては、そこに合わせて同じような名称でつくらせていただいてるものだとい
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うふうに考えております。 

 今後、この名称をより分かりやすくしていくといった部分については、少

し考えさせていただきたいというふうに思っております。 

◎副委員長（宮川 隆君） すみません。商工費全般の考え方についてとい

うか、全般でお聞きしたいんですけれども、ちょうど昨日３月12日というの

が春闘の集中回答日でした。愛知県はものづくりを中心として経済活動を大

きく下支えしているわけなんですけれども、軒並み予定していた金額を下回

る回答になってきている。言い換えれば、岩倉市だけに限らず、この愛知県

を中心とする中部圏そのものの消費動向の低迷というのが予想されるわけで

す。岩倉市においても桜まつりが中止という方向になっていますし、精神的

にも経済的にもかなり大きなダメージを受けることが予想されます。 

 その中で、一部の薬局とかそういうところは別にしても、やっぱり市内の

商業を中心とした消費の低迷というのが予想される中で、岩倉市としての業

者さんに対する何らかの手だてが今後必要ではないのかなあと思うので、国

の動向だとかそういうものを考えて長期的に考えなければいけない部分もあ

るんでしょうけれども、当面、今対応できるような考えがありましたら、そ

の辺をお聞きしたいと思います。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今の御質問の、景気の少し冷え込み

といった部分というのは、今のコロナウイルスですとかそういった部分を含

めたお話ということでお答えさせていただけばよろしかったですかね。 

 今現状としましては、国、また愛知県で新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける事業所に対しまして、資金繰りですとか設備投資、販路開拓、また

相談窓口の設置等による経営環境の整備など、様々な支援策が整備されてき

ております。また、その内容についても日々更新されているというような状

況でございまして、本市としては、まず今現状としては、そういった情報を

必要としている事業者へ少しでも早く伝わるように、現在では市のホームペ

ージですとか公式のＳＮＳ、こういったもの、また商工会を通しまして情報

の提供に努めるなどの取組をしております。 

 また、そんな中で、市の現在の取組としましては、既存の融資制度がござ

いますので、そういったものを使っていただきながら、またもちろん今後、

国・県の動きを見ながら、そういった様々な制度がございましたら情報提供

をするとともに、必要に応じてそれに応じた取組も考えていきたいなという

ふうに考えております。 

◎副委員長（宮川 隆君） 支援制度に関しては、メディアなんかを中心に

かなり広く知られていると思うんですけれども、具体的な対応ということに
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関しては、どうしても商工関係のほうに問合せが来ると思います。相手方の

窓口としては、商工会を中心としたところが窓口、対話の窓口になると思う

んですけれども、その辺の連絡を密にして、困っている方にはできるだけ早

く対応できるような、そういう対応をしていただきたいなと思いますけれど

もいかがでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 今おっしゃっていただいたようなお

話というのはそのとおりだと思いますし、そういった意味で現状としても、

最近も商工会に実際に相談の状況ですとかそういったものも確認をしており

ます。 

 また、少しお聞きしているところですと、金融機関でも今度の土・日に少

しそういった相談窓口を設けるですとか、そういったお話もありますので、

そういった情報もつかみながら、全体でサポートしていきたいなというふう

に考えております。 

◎委員（木村冬樹君） １点だけちょっと、桜まつりのことでお聞かせくだ

さい。117ページの関係です。 

 実行委員会のほうに意見がどれだけ反映されているのかなというところで

少しお話ししたいんですけど、消防団の警備の話なんですね。以前もお聞き

しましたように、南部中学校でやっていたときで、その後、去年は曽野小学

校ということで、私も従事しています。それで、大変な業務です。半日単位

でやっていますけど。それを予算で言えば弁当代ぐらいになるのかなあと思

いますけど、それで行っているということで、市の祭りに貢献したいという

消防団の気持ちは大変大事だというふうに思っているところではありますが、

やはりこの警備の仕事、相当負担になるわけで、場合によっては人が出ない

ときは、今回はなくなったんだけど、もし今回あったら一日やらなきゃいけ

ない人たちだって出るわけです。山車の関係なんかでも一緒にやっている人

がいますので。だから、そういうことも含めてちょっと意見が反映されてい

ないような気がするもんですから、少し実行委員会のほうで、今後の警備の

在り方については研究していただきたいなというふうに思います。もともと

３人体制では本当は無理なんですよ。駐車場の外側にも案内する人が必要で

すし、上から見る人、そして駐車場内で案内する人ということで、ちゃんと

置こうと思ったら４人体制が必要なんです。だからそういうことも含めて、

今後、警備のところに委託するのか、消防団でやるのならそれなりの対応と

いいますか、やっていただきたいなというふうに思うんですけど、どのよう

な検討状況なんでしょうか。 

◎商工農政課統括主査（今枝正継君） 毎年桜まつりのときには、消防団の
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方もはじめ多くの関係者の方に御協力を頂きながら運営させていただいてお

りまして、非常に感謝しております。 

 そんな中で、昨年ですと小学校にやっていただきまして、近年、いい話な

んですけれども、駐車場の認知も上がりまして非常に、天候等ももちろんあ

りますけれども御利用いただけるようになってきたと。そんな中で、やはり

その駐車場の警備をする負担感といったものがあるのかなというふうには感

じております。実際には、桜まつり自体は実行委員会形式でやらせていただ

いておりますので、少し今後、そういった声も頂いているといったことも含

めまして相談していきたいなというふうに考えております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「休憩でよろしいですか」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 以上で、款６商工費の質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案審査の途中ですが、本日はこれをもって散会した

いと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次回は３月16日午前10時より再開いたします。お疲れさまでした。 



１ 

財務常任委員会（令和２年３月16日） 

◎委員長（鬼頭博和君） 皆様、おはようございます。 

 皆様おそろいのようですので、先週に引き続きまして財務常任委員会を開

催いたします。 

 最初に、今資料を当局のほうよりお配りいただきましたので、こちらの説

明のほうをお願いしたいと思います。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） それでは、先ほどお配りをさせて

いただきましたＡ４・１枚刷りの両面となっておる資料を御覧いただきたい

と思います。 

 こちらにつきましては、園路等の移動経路上における合同点検の結果等を

まとめた資料となっております。こちらの合同点検につきましては、令和元

年８月30日と令和２年２月20日に実施しております。その結果、市道路管理

者が対策するものが５か所、県道路管理者が対策するものが１か所ございま

す。具体的な対策内容につきましては、今見ていただいております資料を元

に御説明をさせていただきます。 

 こちらの資料につきましては、表面が対策内容、裏面が１番から６番まで

の対策箇所がどこであるかという地図となっております。１から５につきま

しては市道路管理者が対策するもの、６につきましては県道路管理者が対策

するものとなっております。現地写真が表面の右のほうにありますけど、そ

ちらの赤書きしたものが対策内容、黄色の点線がありますけどこちらにつき

ましてが園児の移動経路となっております。 

 それでは、１番から順番に説明をさせていただきます。 

 １番につきましては、中部保育園の移動経路上となっておりまして、場所

は東町地内の長瀬橋西側の東西道路、対策内容ですが、車道と歩道を視覚的

に、今分離されておりませんので、両側に外側線を設置して視覚的な効果で

対策をしようと考えております。 

 次に２番ですけど、岩倉駅東にございますこどものまち保育園があります

けど、そちらの移動経路上となっておりまして、場所は下本町地内の神明生

田神社西側に南北の県道がありますけど、そちらと市道のＴ字交差点、樋口

時計店とかがある交差点になりまして、対策内容ですが、県道の横断歩道西

側に園児が横断待ちしている状況を、南北線の道路を北進し駅側に左折する

車両が西側から歩いてきます園児を確認するためカーブミラーを設置するも

のでございます。 

 次に３ですが、こちらは南部保育園の移動経路上でございまして、場所は
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大地町地内ふれあい広場北東に位置します水路上、対策内容でございますが、

東西道路南側に安全に横断待ちできるスペースが現状ないため、既設防護柵

の一部を撤去した後に、水路の上に横断待ちできるスペースに改良いたしま

して退避場を設置するものでございます。 

 ４でございますが、曽野第二幼稚園に隣接をしております認定こども園こ

どもの庭保育園の移動経路上でございます。場所につきましては、大地町地

内、石塚硝子の工場がありますけどそちらの北側の東西道路上、こちらにつ

きましては南小学校の通学路でもあります。対策内容ですが、歩車分離道路

の一部に防護柵がありませんので、そちらにちょっと可能な限りの防護柵を

設置するものでございます。 

 続きまして５番でございますが、こちらは、ゆうかさいち保育園、令和元

年10月にできました保育室でございますけど、こちらの移動経路上でありま

す。場所は西市町地内６差路交差点南西の一角になります。こちらにつきま

しては、対策内容として東西道路南側及び南北道路西側の横断待ちする部分

に防護柵がございませんので、そちらに防護柵を設置するものであります。 

 最後に⑥、こちらは県道路管理者のものでありますけど、こちらにつきま

しては認定こども園岩倉北幼稚園の移動経路上でございまして、場所は八剱

町地内の国道155号上であります。対策内容でございますが、歩車分離道路

の一部に防護柵がありませんので、防護柵などを設置するものであります。

ちなみに、写真上に赤書きがありませんのは、具体的な内容につきまして県

に聞いたところ、これから詳細設計を行い精査して具体的な内容を決めると

いう回答がありました。 

 説明は以上でございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 ただいまの説明で何か御質問等ございますでしょうか。 

 いいですか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それではないようですので、先週に引き続きまし

て令和２年度の一般会計予算の質疑に入ってまいります。 

 本日は、款７土木費の質疑から入ってまいります。 

 予算書は258ページから276ページ、積算内訳書は122ページから135ページ

までとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書263ページ、積算内訳124ページの耐震改修促

進計画策定事業でございます。 
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 こちらのほうは、令和３年度からを計画期間とする次期の愛知県建築物耐

震改修促進計画が策定されるということで、岩倉市においても、岩倉市耐震

改修促進計画を策定するということだと思うんですけれども、これまでどう

だったかということを踏まえて、変更予定のある点が現時点で明らかなもの

があればお伺いしたいと思います。 

◎都市整備課統括主査（浅田正弘君） 現在の耐震改修促進計画ですけれど

も、こちらのほうは平成20年３月に策定しまして、平成26年７月に改定を行

っております。その中で、建築物の耐震化率の目標を平成32年度、令和２年

度までに95％という設定をいたしまして、耐震診断や耐震改修費などへの補

助制度による耐震化、減災化促進のための支援とか、耐震化の普及啓発をす

るというものを内容として掲げております。ちなみに、平成30年度末の耐震

化率としては88.1％というふうになっております。 

 また、次期計画に対する現時点で大きな変更点はというところなんですけ

れども、こちらのほう市の耐震改修促進計画は、上位計画である県の耐震改

修促進計画の内容を踏まえてということでやっておりまして、こちらの県の

耐震改修促進計画は今現在策定中でありまして、ちょっとそういった大きな

変更内容はまだ情報が来ていないところではございますけれども、来年度策

定するときには、県の上位計画の計画内容を踏まえて、市の耐震改修促進計

画のほうに反映していきたいというふうに考えております。 

◎委員（谷平敬子君） 積算内訳書の123ページのところで、駅前広場の地

下道路等の管理費というところで委託料なんですけれども、地下連絡道路エ

レベーター保守点検委託料とあるんですけれども、これは点検だけでしょう

か。清掃料は入っていますか。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 点検委託料とありますけど、現場

での点検は毎月行っているんですけど、その際に清掃をしていただいておる

現状であります。 

◎委員（谷平敬子君） 清掃が含まれているということなんですけど、今ま

でも市民の方にも何人かにも言われていますし、私も見て思っているんです

けれども、かなり汚い感じがするんですけれども、さらに清掃が入っている

ならちょっと徹底して掃除していただきたいなと思っているんですけれども。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 今回そのような声を頂きましたの

で、もっと清掃頻度を上げる必要があると感じているところでありまして、

今後につきましては、シルバー人材センターに今やっていただいているんで

すけど、地下連絡道の清掃業務の中の定期清掃のほうにもちょっと補完して、

清掃作業のほうを入れて改善してまいりたいと思っております。 
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◎委員（谷平敬子君） ありがとうございます。 

◎委員（水野忠三君） 積算内訳125ページの下のほうでございますが、路

面性状調査業務についてでございます。 

 こちらの幹線道路舗装のひび割れとかわだち割れ、平たん性などを測定し

ということでお伺いをしているんですけれども、道路沿いの側溝などについ

ても測定されるかどうか。ちょっと要望も込めてなんですけれども、一応確

認をさせていただきたいということ。 

 それから、２点目に国庫補助金ということで国から補助が出ておりますが、

国庫支出金、国からの補助だけではなくて県支出金、県からの補助というの

は見込めないのか。その２点をお伺いしたいと思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 今回の路面性状調査につきましては、あ

くまでも舗装のみとなりまして、側溝などの傾きだとか損傷度合いというも

のを測るものではありません。 

 あともう一つ、補助金の関係なんですけれども、基本的に国で受けられる

ものは県費では拾っていただけませんので、あと維持修繕的なものに関して

は県費はつきませんので、国庫支出金で対応ということになります。 

◎委員（水野忠三君） 予算書265ページ、積算内訳126ページの岩倉西春線

道路改良事業でございます。 

 こちらのほうで、歳入のほうで社会資本整備総合交付金というものがある

と思いますが、これは歳入のほうでお聞きすべきかとも思いますが、内示見

込みで掛ける0.31というふうにちょっと低い見込みなので、これはなぜかな

ということと、あとは、補助分、単独分というふうに分かれているんですが、

この区分け、違いはどういうふうに分けられているのか、そこをお伺いした

いと思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 補助金についての内示見込みの数字なん

ですが、こちらのほうは過去２年の内示率の平均を見込んでおります。なぜ

かといいますと、マックスで来るよというふうで歳入を見込んでおりますと、

当初予定していた工事だったりができなくなってしまう可能性があるので、

実績に合わせたものを想定して補助率を掛けさせていただいております。こ

ちらに関しては、ほかの事業も全てそのような形で内示見込みというものを

見込んで予算のほう計上させていただいております。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 今、国庫のお話もありましたけれども、

市債のほうも国庫の補助分を基に計上しております。土木債につきましては

予算全般、道路事業、それから橋梁寿命化事業、公園整備事業とありまして、

あと国庫補助をもらう部分については市債のほうも補助分ということで、そ
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の起債のメニューも公共事業等債というような起債で借入れをしておりまし

て、補助のない部分、いわゆる地方単独事業というものは単独分として、一

般単独事業だとか地方道路等整備事業というような市債でそれぞれ計上して

おります。起債は、その種類によって借入先とか充当率、それから交付税の

措置率というのも借入れ条件が様々になっておりまして、借入先も違ってい

ますし、例えば補助分の裏に起債するものであれば交付税措置が約20％対象

となるということでございます。 

 先ほど都市整備のほうからもお話がありましたけれども、昨今、補助事業

も、道路や公園整備に係る補助金の補助率みたいなものが非常に低くなって

おりますので、補助分以外にも単独の起債も借りないといけないというよう

な現状になっております。そうしたことから、予算編成上、国庫補助金は先

ほど言ったように、補助率に内示見込みというのをそれぞれ実績に応じて掛

けておりまして、市債についてもそれに合わせて、補助分と単独分という形

で分けて明確化して計上しております。以上です。 

◎委員（井上真砂美君） 予算書276ページ、公園施設管理費の中の特に委

託料、清掃等委託料のほうでちょっと細かいところですけどお尋ねします。 

 委託先、こちらの積算内訳を見ますと、シルバー人材センターとか地元区

長とかというふうになっていますが、委託先のほうはどのように決めている

のか教えてください。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 委託先の考え方といたしましては、

公園の性質上、なるべく地元に愛される公園を目指しておりますので、なる

べく地元に管理をしていただきたいと思っておりまして、それが今課題とも

なっておりますけど、今は石仏区で管理していただいております天王公園と

東町区で管理していただいております長瀬公園の２つだけとなっておりまし

て、あとはほかに過去にはもっとあったんですけど、ちょっと地元からとて

もお守りできないよということで、今、シルバー人材センターのほうに委託

して管理をしていただいている現状であります。 

◎委員（井上真砂美君） その委託料の内訳値段を見ますと、シルバー人材

センターと地元区長への値段が違っていますが、値段の違いはどのような感

じでなっていますか。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 値段の違いはということでござい

ますけど、作業の内容であったり、作業の内容というのは軽作業であったり

重作業であったりいろいろありますのと、あと季節変動もありますから、例

えば夏のときには同じ作業でも単価が高いとか、そういった考えで定めてお

ります。 
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◎委員（水野忠三君） 予算書265ページ上のほうの五条川右岸堤防道路整

備事業でございます。 

 先ほどの路面上のところで、国の補助があるけど県の補助がないという話

があったと思いますが、そのちょっと逆で、こちらは県の支出金がついてい

るものですが、将来的にといいますか国からの補助、国庫支出金としての国

からの補助は見込めないのか、工事は愛知県の実施の工事ですので、その点

はどういう扱いになっているのかお伺いをしたいと思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） こちらの事業に関しても、国庫補助の対

象というかメニュー的にはございますが、こちら平成25年度から用地買収の

ほうを進めさせていただいて、県と一緒に事業を進めておるんですけれども、

事業当初のときに、どの補助金が有利かというところで選択して県費のほう

を選んでいるというところであります。 

 あと、こちらに関しては、過去ちょっと事業が空白になってしまった期間

もありますので、県費ですと単年度で申請ができるということもありますの

で、県費でこれは行ったという判断は決して間違ってはなく、いい判断だっ

たと思っております。 

◎委員（水野忠三君） 予算書同じ265ページ、名鉄石仏駅等整備事業でご

ざいますが、こちらのほうはいわゆるバリアフリー化などという話があった

と思いますが、バリアフリー化というのはここではどのような内容なのか。

いわゆるユニバーサルデザインとかそういうことを指すのかということと、

それからそれに関連しまして、例えば障害をお持ちの方、視覚障害者の方な

どに例えば音声案内とか、そういうようなものをされるのか、そこをお伺い

したいと思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） こちらのバリアフリー化に関しては、国

の指針というかガイドラインがございまして、ちょっと読ませていただきま

すと、公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインとい

うものがございまして、そちらのガイドラインに沿ったものを設置するとい

うふうに名古屋鉄道からは聞いております。今例で挙げられました音声案内、

そちらのほうもつける予定があるということは聞いております。 

◎委員（宮川 隆君） 積算内訳123ページの地下道連絡通路等管理費に関

連してちょっとお聞きしたいと思います。 

 岩倉駅の通路なんですけれども、名古屋鉄道と岩倉市で管理区分がはっき

り明記されています。その中で、過去には側壁、今カラーボードが入ってい

ますけれども、あれを整備するときに、岩倉市のほうが先行して名鉄の管理

区分が次年度に整備したという状況もありました。今の桜色の壁面ですね。
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反面、上部にある照明施設は同じ時期にできたと思います。 

 名古屋鉄道が来年度、案内用の看板等デジタル化するという計画が入って

います。そのことを岩倉市のほうにお話しした段階では、対応がし切れない

という返事を頂いたというふうに聞いているんですけれども、要は予算の関

係もありますし、いろいろ課題はあるとは思うんですけれども、やっぱり同

時期に整備できるものは整備していったほうが見栄えもいいし、環境として

もいいのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺の連絡調整

というのはどういうような考えに基づいて行われているのか。 

 もう一点は、岩倉市、予算の関係もありますからすぐには対応できないと

思いますけれども、駅前、岩倉駅の地下連絡通路のそういうデジタル案内、

お客様を誘導するための案内等に関する計画というのは、今後考えられてい

かれる考えはあるのかどうか。この２点をお聞きしたいと思います。 

◎維持管理課長（高橋 太君） 名鉄さんからのデジタルサインのお話とい

うのは、まだ詳細なところまで確認ができておりませんので、こちらのほう

も一度名鉄さんのほうと計画の確認をさせていただきたいと思います。 

 市の今後の方針としては、デジタル化云々というのも含めまして、駅東の

ロータリーのところにトイレ、駅西のトイレの改修をやったときに、サイン

計画も少し検討はした経緯がございまして、そのときは、いろいろ予算上の

話もありまして断念したといいますか、根本的なサイン計画の見直しではな

くて、トイレを改修、新設したことによるサインの修正に留めているという

状況でございます。 

◎委員（宮川 隆君） ということは、断念したでとどまっているという答

弁で終わったわけなんですけれども、そのいつまでということはないにしろ、

今後そういう課題認識を持って計画策定の可能性も考えていかれるのかどう

か、その辺をお聞きしたいと思いますが。 

◎維持管理課長（高橋 太君） 過去にも入り口の名称といいますか、番号

をつけたらどうかだとか、そういう御要望も頂いております。ですので、こ

の場でいつまでにという計画は今持ってございませんけれど、少しでも利用

しやすいようなものになるために、検討の機会が与えられれば前向きに対応

していきたいというふうに考えております。 

◎委員（黒川 武君） 私から１点お聞かせいただきたいと思います。 

 積算内訳書127ページの市道南427号線道路改良事業でございまして、私は

どこの路線かちょっとぴんとこなかったんですが、これどこの場所なのかと

いうことと、道路改良内容について説明をお願いします。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） こちらの路線に関しましては、曽野町に
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あります角善さんの交差点のところの、あれは南北道路が南へ一方通行なん

ですけれども、そちらの道路の１本西側になります。その南北道路になりま

す。こちらの道路が、北側に向かっていきますと行き止まりのような道路に

なっておりまして、残り15メートルぐらいを整備すると道が抜けるというも

のでございます。こちらは、平成29年度末ぐらいに、ちょっと地元から拡幅

してはどうかなあというお話がございまして、沿線の方にすれば、そこが抜

けてしまうと交通量も増えるでしょうと、逆に危なくなるんじゃないかと、

幅員も狭いということもございますので、一応沿線の方に意見を聞いてくだ

さいということで、そこの区に関していくと稲荷町と曽野町が関わってくる

ような、ちょうどその区境みたいなところがございまして、両区長さんに、

沿線の方にちょっと聞ける方だけで結構ですので、ちょっと御意見を聞いて

くださいというようなことでお願いをしました。その結果、反対される方も

お見えになりまして、市としては、やはり反対の方が見えるということであ

ればなかなかできないなということを、そのときにお伝えをしました。 

 また、今年に入りまして、やはり抜いてほしいという声もあるということ

で、１度区で説明会をやっていただきました。それが７月になるんですけれ

ども、そのときに集まっていただいて、区から、こうやって考えているよと、

抜いたほうが皆さんのためになるんじゃないかというような、区から説明を

していただきまして、その中で１名の方、来てみえた方には、やっぱり子ど

もの安全が不安だわというお声もありまして、そういう意見もあったんです

が、やっぱり抜いてほしいというような御意見が多かったです。その中で、

そういう意見はあるんだけど、やっぱり抜いたほうがいいということで、安

全面も苦慮しながら抜くことをやっていこうということで、10月頃に要望書

を頂きまして、事業を進めようという形になった経緯でございます。 

◎委員（黒川 武君） ありがとうございます。 

 なかなかやっぱり市内的にも狭い道路もあると。そういうことで、広げれ

ば交通量が増えるんではないかと。そういった危険性の問題もあるんですが、

地元で丁寧に議論していただいて、それで皆さん御納得の上でのことですの

で、それはそれで、大変関係者の皆さんの御努力には感謝をしたいなあと思

っています。 

 それでもう一点、関連してお聞きするけど、南47号線路線と言われても、

多分皆さん分からないだろうなあと思います。それで、私も市の職員に事前

にお聞かせを頂いて調べていただいて、それで分かったわけなんですが、そ

ういうことをしておると、やっぱり市の職員の負担にもつながるだろうとい

うことで、それで道路台帳一覧システムというものがもしあれば、それはそ
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れで見ていけば、ある程度どこの場所だということ、幅員がどの程度だとい

うこと、区間がどのぐらいかということ、それが理解できるんですが、ただ

そのシステムを導入しようとすると、費用対効果の問題も片や生じてまいり

ますので、その辺について担当としてはどうお考えなのか、この機会にお聞

きいたしたいと思います。 

◎維持管理課統括主査（寺尾健二君） 道路情報のホームページの閲覧につ

いては、県内でも幾つかの市町で公開しているということは確認しておりま

す。この路線名や道路幅員等の道路情報を必要としている相手というのが、

一般の市民というよりはどちらかというと建築等に関わる業者の方が多いと

いうことから、現在ホームページ上での公開というのは計画はしておりませ

んが、一方でおっしゃられるように、職員の負担軽減にはつながるとも考え

ております。 

 閲覧できる内容については各市様々であって、閲覧できる情報やシステム

によって導入費用や保守管理の費用も異なるということで、他市町の状況も

踏まえて情報収集して、研究をしていきたいとは考えております。 

◎委員（伊藤隆信君） 予算書273ページの公園施設管理費でございます。 

 先ほど井上委員のほうからもちょっとお聞きしましたけど、委託料の中の

清掃費等の委託料でございますけど、トイレは多分ここで委託ということで

シルバー人材センターに委託されていると思うんですけど、最近、その委託

されているシルバーの方からちょっとお聞きしたんですけど、最近例のコロ

ナウイルスの関係で、非常にトイレを清掃するときに、いわゆる清掃の、い

わゆる例えば手を洗うアルコールだとか、例えばトイレ清掃するためのいわ

ゆる消毒液とか、そういうものが不足しているとか、そういうことを直接聞

いたことがあるんですけど、これはたまたま大山寺の駅のトイレの方から聞

いて、もう入ってこないような状況だということを聞いて、そんな状況を聞

いたんですけど、それらについての対策について何か考えてみえるのかお聞

かせください。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 今のお話なんですが、ちょっと県

のほうの通知文、通知内容を見ても、消毒液を配置したりとか手洗いをなる

べく推奨したり、あと園内を消毒したりとかということの通知が来たりして

いるんですけど、ただちょっとすぐその際にちょっと動いてみたりはしたん

ですけど、どこに問合せしても、物品がいつ入ってくるかということがちょ

っと未定であるということで、どこからも断られている現状でありまして、

ちょっと国からも要請がありますように、利用者に際しては、手洗いとかを

徹底的にやっていただくとか、それは清掃する人も同じなんですけど、清掃
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を今委託しているシルバー人材センターからもそういう問合せがあったんで

すけど、ちょっと物が入ってこないので、なかなかそういったものを支給で

きていない現状でありますので、やれる限りの対応をしていただきたいなと

いうふうに考えております。 

◎委員（伊藤隆信君） ありがとうございます。 

 最近の研究で、トイレのこれは正式かどうか分からんのですけど、排便す

るところからどうもコロナウイルスがという話も一部の説には流れておりま

すので、やはり消毒に関しては、何とかトイレに関しては優先的に回してい

ただきますよう要望いたします。 

◎維持管理課長（高橋 太君） 今、御要望いただきましたので、また屋外

のトイレというのは都市公園だけではございませんので、市内のそういった

類似の施設との連携というか連絡調整しながら、対応は慎重に重く受け止め

て対応していきたいと思います。 

 あと、ちょっと関連で、先ほどの井上委員さんのシルバーと地元の金額の

違いについてですけど、先ほど季節だとか労働の重さだとかという答弁でし

たけど、基本的な金額の違いは公園数によるものでございます。２公園しか

地元委託をしていませんので、あとはシルバーですから、当然シルバーの委

託費が高くなって、地元委託のほうは安くなっているということでございま

す。 

◎委員（井上真砂美君） すみません。 

 そこ、ちょっと15、シルバーの値段を割って地元区長の値段を２で割って

も、まだシルバーのほうが随分10万円近く多いと思いますが、すみません。 

◎維持管理課長（高橋 太君） 公園にもよって面積も違いますので、時間

数も違っております。ただ、試算するベースになる単価は、シルバーと地元

さん同一単価でやっております。 

◎委員（水野忠三君） 予算書の265ページの橋梁長寿命化事業でございま

す。 

 こちらのほうの橋梁長寿命化修繕計画策定ということで、以前議会への説

明の中で、八神橋の改修工事とか真光寺橋の改修工事に関して、交付金がち

ょっと遅れてというような御説明が以前あったかと思うんですけれども、こ

の事業全体の今後の予定ということをお伺いしたいと思います。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） ただいま御質問いただきました内

容についての回答もございますけど、ちょっとその前に、橋梁長寿命化修繕

計画についてまずは説明させていただいてから回答のほうをしたいと思って

おります。 
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 まず本計画につきましては、計画目的として今後急速に増大する高齢化し

た橋梁の維持管理に対応するため、従来型の事後的な修繕から予防的な修繕

を行うことにより、維持管理コストの縮減を図りつつ、地域の道路網の安全

性、信頼性を確保することを目的とし、平成26年に策定をいたしました。そ

の後、計画に基づく点検を行い、その結果を基に修繕を施してきておりまし

て、平成31年には２度目の点検結果を基に、市の財政事情にも配慮をいたし

ながら、その後の修繕計画を修繕しているところであります。 

 今後も、点検結果などにより本計画を適宜修正していき、橋梁を常に健全

な状態に維持していくよう努めてまいります。 

 令和２年度予算において、３橋の改修工事を計上しております。先ほど水

野委員からもお話がありましたとおり、令和元年11月の全員協議会の際にも

先ほどおっしゃられましたことについて説明をさせていただいておりますが、

八神橋、真光寺橋につきましては、交付金の関係で現在の橋梁長寿命化修繕

計画から２年遅れている現状ではありますが、それを除くと、これまでは計

画どおり進んでおります。 

 これまでの改修実績といたしましては、軽微な補修を除く大規模なものと

いたしまして、令和元年度までに５橋の改修が完了しております。 

 先ほどの回答になりますけど、令和３年度以降の回収予定につきましては、

実施計画に計上しております範囲で回答させていただきますと、令和３年度

に八剱憩いの広場の南側にあります平成橋、そちらを基準にして考えますと、

そちらの１つ北側にあります八剱橋、その次の令和４年度につきましては、

その平成橋の１つ南側に架かっております長瀬橋を改修する予定でございま

す。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書269ページの空き家等対策事業

でございますけれども、講師謝礼ということで、こちらは空き家等対策セミ

ナー等を開催されるというふうにお伺いをしておりますが、具体的にはどの

ような内容を予定されているのかということをお伺いしたいと思います。 

◎都市整備課統括主査（浅田正弘君） 空き家等対策セミナーについては、

今年度は空き家によって生じる問題とかその解決方法などを内容として講師

の方からセミナーをしていただきました。 

 来年度のセミナーの具体的な内容については、講師の方と相談しながら決

めていきたいと思っておりますけれども、今年度行いました空き家によって

生じる問題とかその解決方法も踏まえてまた行っていきたいと思います。ま

た、セミナー開催後に個別の相談会も今年は開催したんですけれども、来年

度も開催していこうかなというふうに考えています。 
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◎委員（水野忠三君） 同じ予算書269ページ、定住促進事業でございます

が、こちらの事業の内容の中で、先行買収地イベント運営ということで、に

ぎわいとか交流を図るイベントなど開催ということで、たしかチャンバラ合

戦、自分も実際に見に行って、お子さんたちがこうやっているところとか拝

見をしたんですけれども、具体的にこのイベントというのはどのようなイベ

ントを予定しているのか、チャンバラ合戦みたいなものなのか、この内容自

体はもちろんすばらしい内容だとしても、例えば１日で終わってしまうよう

なイベントだとちょっと寂しいなあという気もしているところでございます。

ですので、そのにぎわいとか交流を図るイベントとして、ほかのイベントな

ども予定されているかどうかお伺いしたいと思います。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 昨年度は、チャンバラ

合戦ということで子どもさんと親で参加をしていただいて、布製の刀とボー

ルで信長軍と一豊軍に分かれてというような少し対戦をしたということで、

非常に好評ではありました。今年度もぜひやってほしいというような要望も

あったりはしておりまして、令和２年度につきましては、時期として鍋フェ

スの時期であったりだとか、あと50周年ということもございますので、その

あたりは今後どういったタイミングでどういうイベントと絡めてやることで

より一層効果があるのかなあということは研究していきたいと思います。 

 一方、イベントの開催回数が少ないのではないかという御指摘かと思いま

す。昨年度、私ども庁内でプロジェクトチームをつくりまして、ここで何が

できるんだろうということも検討して、要綱まで実はつくってはいるんです

が、いざ地元にそのお話をさせていただきますと、非常に難色を示されたと

いうのが実情です。特に貸出しをして皆様に使っていただこうということを

考えたんですが、当然朝から晩まで人の往来が多い、それから音の問題、臭

いの問題、特に飲食とかになりますと発電機を持ってきたりだとかいうこと

もあって、少しそういう部分で、静かな環境が崩されるということでありま

したので、唯一市のイベントであれば、半日単位であれば我慢できなくはな

いというようなこともございましたので、そういうことも踏まえて少し、昨

年度はチャンバラにさせていただいて、今年度も実はチャンバラ以外何かな

いかなあという部分はちょっと模索していきたいと思うんですが、少しまだ

道路事業がこれから残っておりますので、そのあたりをちょっと地元にも皆

さんにも配慮して計画をしていきたいと思いますので、回数が少ないという

部分についてはそういった事情だということで、御理解いただきたいと思い

ます。以上です。 

◎委員（水野忠三君） 予算書269ページ下から271ページにかけて、都市計
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画マスタープラン・緑の基本計画策定事業でございます。 

 これは、ほかの他の委員からもたしか別の機会に質疑があったと思います

が、この都市計画マスタープラン・緑の基本計画検討委員会というものと、

いわゆるその都市計画審議会などとの役割分担、関係ということをちょっと

確認の意味でお伺いさせていただきたいと思います。 

◎都市整備課統括主査（浅田正弘君） 都市計画マスタープラン・緑の基本

計画検討委員会は、こちらはその名のとおり都市計画マスタープランと緑の

基本計画の策定に関することを検討、そういうのを審議いただく附属機関で

ありまして、都市計画審議会につきましては、都市計画に関することという

ことで審議するということになっておりますので、都市計画マスタープラン

についても、一定中間報告とか最終的にはそちらのほうで御審議いただくと

いうことにはなりますけれども、組織としては全くの別組織ということでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

◎委員（水野忠三君） 予算書271ページの桜通線街路改良事業でございま

すが、こちらも本来は歳入でお聞きすべきかもしれませんが、防災安全交付

金というのが歳入の中に含まれておりまして、どのような交付金かというこ

とと、内示見込みが0.4掛け40％といいますか0.4掛けで、ちょっと例えば

0.9掛けたりするものと比べると、何となく弱気というかちょっと少ない内

示見込みだなあという感じはしますが、一応その根拠というのをお伺い……、

歳入の中で詳しくお伺いすべきだとは思いますが、この事業に関してお伺い

をしたいと思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） まず防災安全交付金のことなんですけれ

ども、こちらは防災に特化したというか防災に資するものに対して交付され

るものでありまして、平成24年度から設置されているんですけれども、24年

といいますと東日本の翌年とか、あと先ほどの長寿命化もあったんですけれ

どもトンネルが中央道で崩壊しただとか、そういった面の防災面に関しての

交付金になります。当初は、そちらのほうが当然防災に関してというものに

対してなのでつきがいいということでありますので有利なほうでやっている

ということになります。桜通線に関しましては、市街地でもありますし、例

えば火事のとき、密集しているところの例えば延焼を遮断するだとか、あと

無電柱化も予定しておりますので、そちらの関係で防災安全交付金のほうで

事業のほう進めさていただいております。 

 あと、0.4掛けというところでありますが、先ほど岩倉西春線のところで

もお答えをさせていただいたんですが、内示見込みというかそちらは過去の

内示率に合わせてやらせていただいておるということがあります。 
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 あと桜通線に関しましては用地を今買っている段階で、補助金が来ないか

ら来年また買わせてくださいなんていう交渉はできませんので、なので少な

く見込んでおいてやっていると。実績に合わせて入を見込んでいるというこ

とでございます。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません、関連でお伺いします。 

 以前は国、県、市の財源の事業であったと、県が撤退しているという意見

が意見交換会でお伺いしたんですけれども、この辺の真意のところを確認し

たいのと、また本当に必要性があるのかという意見も意見交換会で出ました。

この事業の必要性を岩倉市としてどう見ているかというところをお聞かせく

ださい。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 桜通線に関しましては市の事業でありま

すので、国とか県がそこに関わっているということはなくて、補助金を頂い

てやっているという事業になります。 

 必要性ということで御質問なんですけれども、当然、都市計画道路という

ことでありますので必要ないということはございません。ただ、よく聞かれ

るのは、本当に150メートルぐらいの区間でありますので、そこができたか

らといって交通の流れがよくなるかということは、当然我々も交渉している

中で頂く御意見ではあります。ただ、事業としては、駅前ということと五条

川まで行くメインの道路となるということもございますし、今後、駅東のに

ぎわいということを考えますと、必要な道路かなというふうで考えておりま

す。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません。ちょっと言葉が足らなかったです。 

 もちろん市の事業なんですけど、財源が県も入っていたんじゃないかとい

うことです。今見ますと国と市だけですので、県が抜けた経緯というのをお

知らせください。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 年時は定かではありま

せんが、当初まだこちらの事業としてかかるときに、中心線測量をやったり

だとかそういったときは、県の補助を頂いてやった経緯があるということは

ちょっと私記憶をしております。ただ、事業化しまして、大きな例えば物件

移転がこれ今主になっておりますが、事業費がかなり大きなものにつきまし

ては、県費としては５年でもう事業としては終わるものというようなたしか

基準があったと思いまして、上限の事業費の枠も決まっていまして、国費に

ついてはそういった、もちろん年度についてもおおむね５年で効果を発揮で

きるものということであるんですが、補助額というものの上限とかいうのが

ございませんので、やはり県費は愛知県の予算で限られた部分しか補助が来
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ないという部分があります。ほかの市との競争もあって岩倉にはこれだけし

か来ませんというような、なかなか難しい部分があるんですが、やはり国費

に移行した段階では、国の補助金が認められれば、今は内示率がちょっと低

い状況にありますが、当時は50％が補助率ということであれば満額50％は来

ていたということもありまして、グループ長も申しましたように有利な補助

金のほうを選んできているということでございます。 

◎委員（水野忠三君） 予算書273ページ、石仏公園整備事業でございます。 

 こちらは平成27年度から、予定では令和６年度までが事業実施期間とお伺

いしていますが、ちょうど今が折り返し地点なのかなというふうに考えてい

るんですけれども、令和６年度までに実際に完了しそうかどうかということ

で、現時点での進捗状況、それから何か問題点などがありましたら、問題点

といいますか課題などがありましたら、進捗状況と併せてお伺いをしたいと

思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 石仏の公園に関しましては、順調に用地

買収のほうは進んでおります。もう既に用地取得率も60％超えているような

状態なんですけれども、来年度以降も地主の皆様にももう既にアポ取りはし

ておりまして、御了解は頂いておるというところでありまして、用地買収は

順調に進んでいるということになっております。 

 あと、問題といいますか課題といいますか、こちらのほうも埋蔵文化財包

蔵地にすごい近いところでございますので、当然埋蔵文化財の発掘調査が必

要になってくるだろうというところで、また財政面でまた負担になるという

ことがあります。 

 予定どおり今来ておりますので、令和６年度にはやりたいなというふうに

思っておりますが、ただこの先何があるかというところがありますので、今

お答えできるのは、６年度を目指してというところでございます。 

◎委員（水野忠三君） 予算書275ページ、夢さくら公園整備事業でござい

ますが、こちらは平成30年度から何年度までという事業実施期間についてお

伺いをしていなかったと思うんですが、今年度というか令和２年度で完了し

て、その後追加などはないのか、要するに令和何年度までで完了するのかと

いうのを念のためお伺いしたいと思います。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 夢さくら公園につきましては、今年度、

もうすぐ詳細設計のほうが終わりまして、来年度、公園の工事にかかってき

ます。今、これ秘書企画課ともちょっと調整しながら進めているんですけれ

ども、芝生広場を予定しておりまして、そちらの芝生を、市民の方に協力し

ていただいて植えていただこうみたいなことをちょっと考えています。そう
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しますと、芝生を植える時期というのが、お聞きしますと５月とか年度が明

けたところがよいというところをお聞きしておりますので、一旦工事は終わ

ってしまうんですけれども、この芝生を植えるというようなことはまた令和

３年度の頭になるのではないかなあというところで、今そんなような形でち

ょっと調整のほうを行っております。 

 なので、取りあえず来年度では芝生以外のところは完成しますので、一旦

暫定的に開放するというような形になると思います。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書でいきます。 

 123ページの駅前広場地下連絡道管理費ということで、何人かの委員が聞

きましたけど、施設修繕のほうが特定修繕ということで言えば手すりの取付

けになっていますが、以前雨漏りがあって、いろんな手を打っていただいた

というふうに思いますが、またそういう状態が少し見受けられるところであ

ります。下にカラーコーンを置いてというところで今やられていると思いま

すけど、この地下水が流れ込むというところの根本的な対策というのはなか

なか難しいというふうにお聞きしているところですけど、現状はどういう状

況なんでしょうか。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） すみません。 

 その質問につきましては、議案質疑の中でも一部あったと思うんですけど、

今までいろいろ研究はしてきてはいるんですけど、例えばその水を強制排水

して上にポンプアップできないかとかということも考えたりなどをしてきた

結果、本当に何百万円とか何千万円とかそんなレベルの莫大な改修費がかか

ってしまうことが分かってしまったことと、あと当然それに伴う改修工事も

結構時間がかかると思いますので、それに伴って利用者に対して当然御迷惑

をかけてしまう話なので、今現状できる限りの、例えば排水溝の掃除だった

り床面の拭き取りだったり、今、維持管理でシルバー人材センターに清掃と

か定期的に入ってもらっておりますので、そのあたりを繰り返すとともに、

あとタイルが持ち上がったりそういうこともたまに発生しておりますので、

それもうちの作業員であったり、軽微な修繕費、修繕費も少ししかないんで

すけど、ある修繕費で対応して何とかもたせてきている現状でございますの

で、それを続けていくのが一番いいのかなと考えております。 

◎委員（木村冬樹君） すみません。 

 担当課の御意見でよく分かりました。どうもありがとうございます。 

 次ですけど、125ページの舗装側溝の平成25年にも行われた路面性状調査

についてお聞かせください。 

 今回、結構な額の予算になっています。そういう精密な機械を持った車を
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走らせて調査していくというふうに思うんですけど、25年度のときの決算で

は650万円ぐらいだったわけですけど、今回の予算化について何か変更があ

るのかどうか、こういった点についてお聞かせください。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 予算に関しましては、上がっているのは

人件費ですね。あとそれに伴いまして、設計に関しましては経費が上がって

いると。やはり働き方改革ではないんですけれども、こういう事業というの

が全般的に人件費だったり経費というものが上がっております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 130ページの空き家等対策事業についてもお聞かせ

ください。 

 以前調査をしていただいて、特定空き家になる危険性のある建物というこ

とで６戸ということで、絞り込んでいただいて対策を取っていただいて、あ

と１戸が今所有者と協議しているという状況だと思います。いろいろ市民か

ら意見を聞きますと、対象となっていないところでもいろいろな問題が発生

してきているというふうに思います。それで、調査するのは大変な作業だと

いうふうには思うんですけど、その辺で市民の声に応えて再調査等はどのよ

うに考えているのかという点についてお聞かせください。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 今、特定空き家の候補

となっているものということで、今本町の中部保育園の南でございますがあ

ちらに１件残っております。平成28年５月に一番初めの調査をさせていただ

いて、所有者の方とはずうっとお話をさせていただいているんですが、費用

的な部分であったりだとか、ちょっと関係者の方も多くいらっしゃるという

ことでずうっと来ていたと。ただ、拒絶ではなく対話はできていたという部

分があって、私どももそういう御答弁をさせていただいていたんですが、さ

すがにもうこの４月で丸４年ぐらいになってまいります。あわせて、市民の

声だとか地元の皆様からも非常に、特に街道に面した西側の部分ですけれど

も、そこの建物の危険性というのが本当に切実に要望が上がっているという

ことでございまして、４月以降でございますけれども、少しそこの物件につ

きましては、もう少し踏み込んだ形で市としても対応する時期に来ているの

かなあとは思っております。そのためには当然立入調査をして、勧告をして

だとか法的な措置があるんですが、まだお話しできている部分がありますの

で、なるだけ今年の台風が来る前までには何らかの対策をとっていただくよ

うにお願いをしていきたいと。それがかなわなければ、そういう法的な措置、

意向に移っていく段階に来ているのかなあとは思っておりますので、またこ

れについては適宜、庁内でもそういう対策委員会設けていますので、そこに

諮るなりして対応していきたいと、またこれについては御報告もさせていた
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だきたいと思います。 

 その他の空き家につきましては、確かに調査させていただいてから四、五

年たってくるわけですが、今情報としても私どもが全く把握できていなかっ

た建物についても、少し１件今お話が上がっていまして、現地に行きますと、

おっしゃるとおりの結構隣の方に迷惑がかかっているような建物の状態だと

いうことでありますので、引き続き大規模な予算をかけて調査をするという

のはまだ少し先かなあとは考えておりますが、そういった区のほうに、改め

てまた情報であったりということを求めていきたいなあと思っているところ

でございます。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 道路維持費の関係でちょっと全般的にわたることで

お聞きしたいんですけれども、さっきの路面性状調査にも関係するかもしれ

ませんが、環境保全課の審議の中で地球温暖化対策ということでグローバル、

地球規模の問題になっているということで、そういう例えば温度を下げる道

路であるとか、東京都がオリンピック対策で施したような道路、そういうも

のに変換していくような、世の中全体の動きとしてそういうことがあると思

うんですけれども、その点例えば国の補助メニューであるとかそういった変

化はないんでしょうか。 

 それから市の今後の考え方についてお伺いします。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 舗装の種類としまして、

今道路のメーカーさんというか企業さんが、一旦水の保水をさせて、水が少

しそこに保水されるようなアスファルトの継ぎ目ですね、空隙の部分に特殊

なものを入れてそこに降った雨が１回たまりまして、それが今度気化すると

きに表面の熱を奪うというような、そういった特殊な舗装になりますがそう

いったものはもう過去から開発はされてはいらっしゃいます。私どももでき

ればそういう、例えば桜通線とかというものも考える部分はあるんですが、

単価が非常に高いということがございまして、その辺がまさに費用対効果と

いいますか、そこだけ設置したところで、じゃあほかの部分はどうなんだと

か、もう少し例えばネットワーク的なものを組んでそういった特殊舗装をや

ることで、その区域といいますか地域全体の道路の表面温度を下げて全体の

温度も下がるというような、ちょっともう少し検討といいますか研究という

のが要るのかなあとは思っております。 

 お金が高いだけに、ただやってみただけではちょっと効果の程があるかと

思いますので、なかなかそういう舗装を県内でも実施しているところはない

というふうには聞いておりますので、ちょっとこれは、ヒートアイランド化

であったり昨今の異常な高温の気候が続いておりますので、もう少しちょっ
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と研究をして、やっていけるものならやっていきたいとは思っておりますが、

予算の問題があってということで考えているところです。 

◎委員（堀  巌君） 多分、この先の動向としてそういう気象になってい

くんだろうなというふうに思うので、研究を進めていただきたいと思います。 

 あともう一点、狭隘道路のセットバックについて、以前一般質問でした中

で、少し取扱いを変えるという方向が示されました。その効果というか件数

というか、どのような状況なのでしょうか。市民の方からそういう申込みで

変化があったかどうか。 

◎維持管理課長（高橋 太君） 今、堀委員がおっしゃったものは、運用を

変えたということで、具体的には、今まではセットバック部分の寄附につき

ましては、土地を頂くだけではなくてその土地が安全に道路として供用でき

るように、あと雨水の排水だとかそういった必要な道路施設を寄附者の方に

御負担いただいた上でしか寄附を頂かなかったんですけど、そんなことを言

っておると狭隘道路の改修が進まないということで運用を変えまして、セッ

トバック部分につきましては、あと営利目的じゃないもの、不動産屋の分譲

のためにやるとかそういうときは従来どおりでございますけど、個人の方が

セットバック部分として寄附をしたいという部分については、無条件といい

ますか、仮に更地であってもいただいているというような形で変更はしてき

ておりまして、今突然のお話ですので件数のほうは把握していませんけど、

例年一、二件はコンスタントで頂いているという状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） 続いて、公共緑化についてお伺いしたいと思います。 

 公共緑化については毎年同じ額100万円が多分予算計上されてきていると

思いますけど、さきの地球温暖化のこともあり、緑化ウオールとか花のある

まちづくり事業でも緑化関係の予算がついています。これは多分緑の基本計

画が根拠というか進捗状況、目標数値を掲げてやっている事業だと思います

けど、やっぱりちょっと物足りないというか、さっきの地球温暖化対策的な

ことを言うと、環境保全課と土木系のところがやっぱり連携をして、ここら

辺の予算をもう少しかさ上げしていかないといけないなというふうに思うん

ですけれども、そこら辺の連携のところについては、どのような状況なんで

しょうか。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） 御指摘のとおり、今公

共緑化の事業費につきましては100万の予算をほぼ使い切れない状況です。

専ら道路の枯れた植栽を補植するだとか同じように公共施設の敷地の中の枯

れたものを補植するとかということについてがもうメインとなっておりまし

て、今、御指摘にありましたように環境保全課のほうとは特に連携も今とっ
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ておりません。緑の基本計画を策定するに当たりましては、やはりその辺の

協議もきちっとしながら、公共緑化についても予算100万という部分で何が

できるかという部分については、今後ちょっと研究、検討をしていきたいと

考えております。 

◎委員（大野慎治君） すみません。 

 積算内訳書124ページ、耐震対策費のうち負担金補助及び交付金について

質問させていただきます。 

 木造住宅の耐震改修補助金100万円プラス市単独で10万円ということにな

っているんですが、私ちょっとこの間研修を受けてきたら、実は設計費が入

ってないよと、110万円じゃ足りないんだという、設計費が二、三十万必要

なので140万ぐらいは補助を出さないと耐震改修はできませんよという講習

を受けてきました。実は設計費が入っていないと、110万は工事費だけで設

計費は入らないよということで、今後は、今まで僕も指摘していなかったん

ですけど、やっぱり設計の分を含めてやらないとこれは促進できないと。よ

くよく近隣市町のそのとき参加していた市町の方に聞いたら、140万ぐらい

から170万ぐらい出ているというお話もありますので、ちょっと各市町の情

報を調べて、今後、耐震改修促進計画の中でも今後のことで検討していただ

きたいと思いますが、見解をお聞かせください。 

◎都市整備課長兼企業立地推進室長（西村忠寿君） すみません。 

 今ちょっと御意見ありましたことにつきましては、早速調査させていただ

いて、反映できるものはしていきたいと思います。 

◎委員（大野慎治君） すみません。 

 続いて、積算内訳書125ページ、道路維持費の中の委託料、道路整備委託

料のうちで側溝の清掃としゅんせつ等々、ヘドロの収集運搬もございますが、

そこの中で、道路の側溝というのはなかなか市民の皆さんでやれるところと

やれないところがあります。用排水路もさきの答弁で直せるところは直すと

おっしゃっていましたが、今までも直せるところは直してきたんだけど、今

残っているところは直せないところ、ヘドロのしゅんせつを小まめにして市

民のために対応しているというのが、維持管理課の今の対応だと思いますが、

道路の側溝の道路側溝等の清掃をどのように、市民のみなさんでやっていた

だくところと、やっぱり機械施工でやらなきゃいけないところと含めて、ど

のような今市民の皆さんにお願いをしているのか。先ほどの用排水路の回答

も含めてお聞かせください。 

◎維持管理課長（高橋 太君） 主に側溝清掃委託の進め方ということで御

質問かと思いますけど、用排水路も今大野委員がおっしゃったように、関戸
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委員の質問のときに改修のほうできるところは進めるよということですが、

確かに今までもやっております。当然できんところもございますので、その

辺は説明はしていきたいと思っております。できないものはできないという

ことでお話はさせていただきたいと思います。 

 道路側溝につきましても、基本的には側溝の清掃原則は地域の方にお願い

しているところなんですけど、横断部分だとか、長年経年で堆積がかちかち

になってしまってもうスコップもたたないような、そんなような状態のとこ

ろもございますので、そういうところは状況を見て機械で市のほうでやった

りしておりますが、蓋があるようなところなんかは蓋上げ機をお貸ししてさ

せていただいております。御協力を頂きたいというところで考えております。 

◎委員（大野慎治君） そのとおりだと思いますが、交通量の多いところに

関しては、できるだけ機械施工で行っていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、引き続きそこの委託料の五条川堤防等草刈り委託料業務、あんまり

これ予算が上がっていないんですが、僕は２回から３回に増やしたほうがい

いんじゃないかと思っていますが、これ市民の皆さんから、健幸ロードです

のでできるだけ早いときに、今までちょっと５月下旬とか６月に入ってから

なんですけど、ゴールデンウィーク明けぐらいまでに１回草刈りをしていた

だきたいと思いますが、見解をお聞かせください。 

◎維持管理課統括主査（吉田ゆたか君） 今の御質問につきましては、過去

の一般質問でも御要望は頂いているところでありますけど、今の動きといた

しましては、発注をもう４月に入ったらすぐ行うように段取り、準備を進め

ております。ただ、ちょっと予算も限られておりますので、予算ということ

は回数も当然限られておりますので、ただ発注を早めますと後に対して影響

が残ってきますので、その辺りにつきましてはちょっと草の生え方とかを見

ながら、できる対応はしていきたいなと考えております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） では、以上で款７土木費の質疑を終結いたします。 

 暫時休憩します。25分から。10分間休憩とります。お願いします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは休憩を閉じ、再開いたします。 

 続いて、款８消防費の質疑を許します。 

 予算書は276ページから288ページ、積算内訳書は136ページから144ページ

までとなります。 
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◎委員（堀  巌君） 消防庁舎の１階の事務室フリーデスク化事業につい

てお尋ねいたします。 

 このフリーデスク用ロッカーというものがありますけれども、これはどう

いったものなんでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） フリーデスク化につきましては、現

在事務机を使っているんですけれども、人数分の事務机を配置すると出動の

際の動線の確保が難しくなってきましたことから、消防署が３交代制をして

いますので、全員の事務机を置くのではなく、実際にその日勤務する人数分

の机を用意し共用するという考え方で計画しております。したがいまして、

机を共用することから、職員が今まで現状机の中に収納しているものを置く

ものとしてロッカーを準備させていただく計画でおります。 

◎委員（堀  巌君） ということは、そのロッカーが今の既設のものより

も大きくて、その中に棚があって書類がいっぱいしまえるような、そういう

ものになる、変更するということでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） はい。現在机の引き出しを利用して

いるものを購入させていただく予定のロッカーに置き換えるというか、それ

を使って使用する計画でおります。 

◎委員（水野忠三君） 予算書279ページ、積算内訳136ページの、今の消防

庁舎１階事務室フリーデスク化事業でございますが、こちらにつきましては、

まずそもそもその背景として、消防職員の増加ということでこういう事業を

行われるということだと思うんですけれども、今後の職員数の増加の予定見

込みということで、まず目標とか機会というか希望というレベルのお話と、

実際にどの程度になりそうかというお話と２つあるかと思いますが、今後職

員数を増員したいとか予定といいますか目標値と、それから実際にはどうな

りそうかという、その２点をお伺いしたいと思います。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 消防の人員体制に関するこれまでと

この先というお尋ねでございましたけれども、消防の職員数につきましては、

平成28年４月に定数が50人から56人に改めていただいております。消防の現

状の課題でありますが、救急件数の増加ということが１つ大きな課題として

ありまして、現有します救急車の３台運用の充実というところに取り組んで

いる現状であります。したがいまして、それまで50人体制でありました状況

を、平成30年４月に３人の増員、それから同じく平成30年９月に２人を増員

していただいておりまして、現状55人の体制というふうになっています。 

 今後につきましては、計画というところではっきりお示しできるものはご

ざいませんけれども、採用といたしましては退職補充、それから増員の部分
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につきましては市全体のバランスですとか消防の課題をお示しした中で、人

事部局と調整の上、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書136ページ、常備消防費消防事業のうち、

需用費の消耗品費、恐らく予算を立てたときはコロナウイルスのような新感

染症のことはなかったので、新型インフルエンザ対策の防止についてのやつ

は１項目上がっていますが、今後消防が一番、緊急輸送等々で濃厚接触する

可能性がありますので、必要なものはぜひ購入していただきたいし、補正予

算を組んでも購入していただきたいと思いますが、今後の方針はどのような

考え、購入予定とか方針はありますか。 

◎消防本部消防署消防副署長（加藤正人君） 今、救急のマスクの話ですが、

活動用のマスクとしては積算内訳書の救急用の消耗品費の中に組み込まれて

予算計上されております。今後に関しましても、必要な枚数を見極めた中で

マスクのほうは予算計上していく予定でおります。 

◎委員（片岡健一郎君） すみません。 

 積算内訳136ページ、フリーデスクでもう一度お聞かせください。 

 今回フリーデスク化するということで既存のデスクを減らすと思うんです

けれども、どれぐらい減らすのかというのと、その既存のデスク、減らした

ものはどういった活用をしていくのかというところ、予定がありましたらお

聞かせください。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 現在、消防署の事務室には24台の事

務机がありますけれども、これを14台にして共用する計画であります。した

がって10台につきましては、まず市役所の中でほかに活用していただけると

ころがあるかないかというのをお聞きする予定でありますけれども、市役所

の中で使うということがないのであれば、売払いあるいは処分になろうかと

考えています。 

◎委員（木村冬樹君） １点だけお聞きします。 

 積算内訳書の141ページ以降の非常備消防費のところでお聞かせください。 

 消防団の活動の中で、御存じのように９、19、29ということで各分団の車

庫に集合して活動しているというふうに思います。それで、特に19日は防火

ＰＲということで、消防車両で市内を回って、分担した地域で火の用心を呼

びかけるという活動をしていると思います。それで、その活動も併せてです

けど年末夜警というものがありまして、12月の最終のほうで市全体でそうい

う防火ＰＲで市内を回ると。夜警ですから黙って回っているんですけど、そ

ういう活動があるわけですけど、年末夜警ってやっぱりＰＲ的なことになっ

ていないものだからどうなのかなというふうに常々感じているところで、一
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定の時間まででしたら年末夜警で消防団が回っているということをＰＲしな

がら火の用心を訴えるような活動というのは許される範囲ではないかなと思

いますが、なかなか市民の反応もいろいろあろうかというふうに思うんです

けど、そういった点について消防署としてはどのように考えているのかお聞

かせください。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 火災件数につきましては近年減少傾

向にあります。これは、今ありました年末夜警も含めた毎月の防火ＰＲなど

の一定の効果があるものというふうに認識しております。 

 今御質問にありました、音声を使ってということでございますけれども、

そのこと自体は効果的であるというふうに思っておりますけれども、夜間に

つきましては、迷惑になってしまう市民の方もございますことを配慮してい

ます。したがいまして、現状といたしましては毎月行っていただいている防

火ＰＲでは音声によるＰＲを行っていますけれども、年末夜警につきまして

は、その毎月の防火ＰＲよりも遅い時間で行っていることから、音声のない

形で実施しているのが現状であります。 

◎委員（木村冬樹君） 市民からいろいろ多分出るのかなあというふうには

思いますけど、やはり活動の意義をきちんと捉えて、一定の時間までだとい

うふうに思うんですけど、声によるＰＲも必要ではないかなあと思っていま

す。特に本会議で言いましたように女性団員が少し増えてきているという状

況がある中で、防火ＰＲを回っているときも女性で回るとすごくやっぱり効

果があるなあというふうにすごく思っています。というのは、例えば駅の周

辺を回るときにはやっぱり振り向くんですよね、みんな。そこらを歩いてい

る方がね。そういうような効果があるのかなあというふうに思っていますの

で、そういう体制も含めて、少し年末夜警の際も一定の時間まで声を出すと

いうようなことも、少し検討していただきたいなあというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

◎消防本部総務課主幹（川松元包君） 今ございましたとおり、市民からの

実際の声というのもございますので、今ありました効果と照らし合わせた中

で研究を継続していきたいというふうに考えております。 

◎委員長（鬼頭博和君） いいですか。 

◎委員（桝谷規子君） 消防費の積算内訳141ページの講習会負担金に絡ん

でお聞かせください。 

 救急救命士の演習が今度３名分計上されていますが、病院実習12名とか、

岩倉は本当に優秀な救急救命士が誕生されて、その救急救命士が今総務のほ

うにいらっしゃる方とか、そういう現場と交代制でやらなくちゃいけないと
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いう感じなんですが、現在、救急救命士の資格を取ってみえる方がどれぐら

いいて、優秀な救急救命士でも現場に入れずに総務に分担しなくちゃいけな

いとかいう、そういう分担があると思うんですが、現状と今後の配置などの

検討というか、そこら辺でお聞かせいただけたらうれしいんですがどうでし

ょう。 

◎消防本部消防署消防副署長（加藤正人君） 今救命士の消防署の人数とい

うお話ですけど、現在活動に携わっていて運用を実際にしている救命士は、

消防署内で12名います。そのうちの１名が消防署の日勤として５時までの勤

務をしております。これは、今年度から３台運用、正式に３台の救急車をフ

ルに活用していこうという取組の中で、日勤に救命士を置くことによって３

台目を有効に活用していく取組として、１名を日勤といたしました。 

 また、運用外の４名に関しましては、管理職を含め新規採用職員というの

がおりまして、ある一定の教育を終えないと運用として認められませんので、

そういった資格を今後取っていく人間として、新規採用職員の救命士が２名

おります。管理職が２名おります。 

 今後ですけど、３台運用の話もありますので、救急件数の増減等を見極め

た中で、日勤に配属したり各グループに配属したりする取組というか配置を

していきたいと思っております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、以上で款８消防費の質疑を終結いたし

ます。 

 ここで、お昼休憩に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのようにいたします。 

 午後は、１時10分から始めます。よろしくお願いいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、定刻となりましたので、休憩を閉じ再

開いたします。 

 続いて、款９教育費のうち項１教育総務費から項３中学校費までの質疑を

許します。予算書は288ページから312ページまで。積算根拠のほうは145ペ

ージから170ページまでとなります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書、小学校のほうは303ページ、中学校のほう

は309ページ、積算内訳、小学校のほうは156ページ、中学校のほうは166ペ
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ージ、小・中学校空調設備維持管理事業についてでございます。 

 令和２年９月末までは施工者の瑕疵担保期間なので、空調設備保守点検は

令和２年10月からということになっていると思いますが、これは、むしろ逆

に令和２年９月末まで、その施工者の瑕疵担保期間ということであるならば、

その期間のうちに瑕疵といいますか、そういうのを発見して施工者において

やってもらったほうがいいのではないか、つまり、点検は、その令和２年９

月までに行ったほうがよいのではというふうに思うんですが、その点につい

てお伺いをしたいと思います。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 空調機の室外機には自動車と同じよう

にエンジンのほうが内蔵されておりまして、それにより熱交換のほうをして

おります。そのため保守点検の内容といたしましては、エンジンオイルです

とかエアフィルターとか点火プラグ、またオイルフィルターなどを自動車と

同じように点検や補充・交換などを行うために定期点検を行うものです。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） 休憩を閉じ再開いたします。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） もう一回最初から、すみません、答弁

させていただきます。 

 空調機の室外機には車と同じようにエンジンのほうが内蔵されておりまし

て、それにより熱交換のほうを行っておるわけなんですけれども、保守点検

の内容といたしましては、エンジンオイルですとかエアフィルターとか点火

プラグ、またオイルフィルターなどを自動車と同じように点検や補充・交換

などを行うものです。 

 また、この定期点検のほかには機械が故障した際の修理というものも含ま

れておりまして、突発的な故障にもこの保守点検の中で対応でき、修理に要

する費用は保守点検の委託料の中で賄うことができます。そのため、仮に施

工者の瑕疵担保期間とか機器のメーカー保証期間の後に、10月以降に機器が

故障した場合でもこの保守点検料で対応することができるということから、

９月までは保守点検の契約は必要ないというふうに考えて、契約期間につき

ましては令和２年の10月からとしております。 

 また、施工者の瑕疵担保期間については１年となっておりますが、それが

故意または重大な過失がある場合は、瑕疵担保期間は10年というふうに契約

書でも定めておりますので、もしこのような事態が発生しても施工者のほう

で保証いただくということになっておりますので、10月からでも問題はない

ということで、このような契約期間というふうにさせていただいております。

以上です。 
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◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書305ページ、積算内訳160ページ

の岩倉北小学校屋内運動場等複合施設建設事業でございます。 

 こちらのほうの委託料の中に地質調査業務というのがございます。こちら

のほうは、仮に、もし追加等が必要になった場合の取決め等はあるのか、こ

れは何かそういうものの取決め等はあるか、お伺いをしたいと思います。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 今回の地質調査につきましては、支持

地盤ですとか液状化判定をするために行うものでございまして、現時点では

建設予定地内となるところで６か所ボーリングする予定にしておりますが、

その６か所で、例えばその支持地盤がなかなか分からなかったりとかいうこ

とがあれば、変更追加して対応することがあるというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） 私からは２点お聞かせいただきたいと思います。 

 まず１点目は、158ページの医薬材料費に関連しての質疑です。 

 フッ化物洗口について、現在、小学校１年生から３年生までが実施をされ

ているわけなんですが、これを４年生から６年生まで全学年に拡大する、そ

ういった考えはあるのでしょうか、お願いします。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 今、黒川委員のおっしゃったように、

現在、全小学校において１年生から３年生までを対象にフッ化物洗口のほう

をさせていただいておりますが、令和２年度からは対象を４年生まで拡大す

る予定で予算のほうを計上させていただいております。 

 歯の健康については体全体の健康にも影響を及ぼすということで、虫歯予

防の指導は大切だというふうに思っておりますので、今後、段階的な拡大に

ついても検討のほうはさせていただきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

 もう一つ目は、積算内訳で申し上げますと、163ページの小学校費と170ペ

ージの中学校費、この２つにまたがるもので、コンピューター維持管理事業

に関してであります。 

 私は代表質問の中で、令和元年度の実績見込みと５年間の総額をお聞きい

たしたところですが、令和２年度の整備内容についてはどうなのかというこ

とと、また計画に対する整備率はどのようになるのかと、これについてお聞

きいたします。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 小学校費・中学校費ともコンピュータ

ーの維持管理事業に計上させていただいております経費につきましては、教

育用につきましては令和元年度、今年度に入替えを、校務用につきましては
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平成30年度に更新させていただきましたコンピューターの令和２年度の保守

点検委託料と機器の賃借料という形になりますので、現時点では令和２年度

の当初予算では機器の整備というのは考えておりませんが、国のほうのＧＩ

ＧＡスクール構想というのが発表されておりますので、当市としては乗り遅

れないように今後努めていきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） それで、今の答弁に関連して、少しよく分からない

ところがありますのでお聞きしたいと思います。 

 令和元年度におきましてコンピューター維持管理事業の中で、小・中学校

の教育情報用の機器について予算が計上されておりました。私の理解では国

の計画に基づいて、５か年でもって整備されていくものだと思っておったと

ころなんですが、昨年の12月にＧＩＧＡスクール構想が出てきたといったと

ころで、少しその辺の捉え方がなかなか分かりづらいところがありますので、

この機会に、従前国が示した５か年計画と、このＧＩＧＡスクール構想、そ

れとの関連をいま一度確認させていただきたいと思いますが。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 国のＧＩＧＡスクール構想なんですけ

ど２本立てになっておりまして、まずは１人１台タブレットに対応できる校

内のＬＡＮの工事の整備を進めることと、もう一つは１人１台タブレットを

整備することというふうになっております。 

 まず最初の、その１人１台タブレットに対応する校内のＬＡＮ工事につき

ましては、令和元年度の補正予算または令和２年度で行うことということで

国のほうの予算が用意されておりますので、当市といたしましても、まず校

内ＬＡＮの整備のほうをやっていきたいということで国のほうには要望をさ

せていただいておるということです。その後、１人１台タブレットにつきま

しても、国のロードマップの中では令和５年度までに１人１台のタブレット

を整備することというふうになっておりますので、それについても新年度予

算のほうには上げてはないんですけれども、近隣の市町とも状況を確認しな

がら遅れることのないように整備を進めていきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（黒川 武君） それでは、もう一点、これは関連でお聞きするとい

う形になります。 

 債務負担行為との関係でございまして、令和元年度予算の債務負担行為で

は令和２年度から６年度までの５か年間、小・中学校教育用コンピューター

機器等借り上げ及び保守に伴う契約と、こういったものが令和元年度予算の

中の債務負担行為として上げられておりまして、それの限度額が１億7,196
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万4,000円であります。私が代表質問でお聞きしたときの答弁では、５年間

の賃貸借及び保守契約の総額は１億3,269万円、そういった答弁であったか

と思うんですが、債務負担行為の限度額については、現状変更がないという

ふうに理解してよろしいですか。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） こちらにつきましては財政部局とも御

相談させていただいて、限度額のほうについては変更なしということでやら

せていただきたいと思います。 

◎委員（黒川 武君） はい、ありがとうございます。 

◎委員（井上真砂美君） すみません、何点かお聞かせください。 

 まず、ちょっと細かいところで申し訳ないんですが、積算内訳157ページ

のところの消耗品関係なんですが、小学校、北小・南小、小学校は５校あり、

それぞれ右のほうを見ると、食料品関係だと在籍人数に割って食料品は考え

てあるんですけれども、この消耗品、特にちょっと細かいことが気になって

しまったんですけど、給食用というところで東小が６万1,309円つけてあっ

て、ちょっと細かいところでごめんなさいね、北小学校を見ますと９万174

円となっていて、括弧のところ、エプロン、石けん、消毒液等と書いてある

んですけど、かなり東小学校は人数が少なくて、人数割合を見ると北小学校

は720人と見積りしてあって、東小は165人にしてある割合にすると、エプロ

ン、石けん、消毒液の割合が、ちょっと偏りがあると思うんですけれども、

ちょっと東小はもうちょっとエプロンを減らしてもいいような気がしますが、

いかがでしょうか。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） こちらについては、人数割というより

は過去の実績のほうから算出をさせていただいておりまして、過去、これに

同規模程度支出しておるということで、人数としては北小と東小でかなり違

うとは思うんですけれども、実績に応じて計上のほうはさせていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（井上真砂美君） 過去の実績なんですが、ちょっと確認していただ

きたいなと思うんですけれども、石けんやらエプロンが余っている。みんな

１週間ごとに同じ使っていると思うんですけど、ちょっと確認していただき

たいなと思うので、昨年まではそうだったけれどもというふうで、よろしく

お願いします。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） そうですね、そのように余っているも

のがないかということで適切に執行してもらうように、ちょっと学校のほう

には伝えさせていただこうと思っておりますので、お願いいたします。 

◎委員（井上真砂美君） 続きまして、予算書の297ページ、委託料、研究
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関係の委託料なんです。これは昨年も結構たくさん研究に関して委託されて

いたものなんですけれども、きっと学校に割り振られておりますよね。後ろ

のほうの301ページの魅力ある学びづくりというのは、また全校に割り振ら

れている研究かなと思うんですけれども、ここの委託料のたくさんあるもの

の割り振りですね、現職教育関係だと思うんですけれども、ちょっと教えて

いただけるとありがたいですが。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） まず現職教育の研修につきましては、

全小・中学校７校に配分をさせていただいておりまして、対象につきまして

は教職員の人数で配分をさせていただいておるということになっております。 

 続いて、小・中学校の生徒指導推進事業につきましては、こちらは代表校

１校に割り振りというか、代表校１校に委託して、そこから全小・中学校で

事業を行っていただいておるということになります。 

 続いて、学校教育研究委嘱事業につきましては、こちらは令和元年度から

３年度まで岩倉東小学校で行っていただくということで、東小学校に全て配

分をさせていただいております。 

 それからコンピューター研究等の委託費につきましては、こちらもコンピ

ューター教育研究委員会というものがございまして、今は五条川小学校のほ

うが代表校になっておりますので、そちらに配分のほうをさせていただいて

おります。 

 続いて、特別支援教育の推進委託料につきましても、これは小・中学校特

別支援教育担当者会というものがございまして、それが今、北小学校になっ

ておりますので北小学校のほうに配分をさせていただいております。 

 それから授業デザイン研究につきましても、これも授業デザイン研究委員

会というものがありまして、こちらは南部中学校のほうに出させていただい

ております。 

 平和教育事業につきましては、こちらは両中学校に10万ずつということに

なっております。 

 続いて、国際理解教育事業につきましても両中学校に10万円ずつというこ

とになっております。 

 続いて、豊かな感性を育む教育推進事業につきましては、こちらは全校に

10万ずつということになっております。 

 人権教育推進事業につきましては、岩倉市小中学校人権教育研究会という

ものがありまして、今が南小学校のほうが代表校になっておりますので、そ

ちらに100万と。 

 最後のキャリアスクールプロジェクト事業につきましては、３万5,000円
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ずつ両中学校に支出をさせていただいておるということでございますので、

よろしくお願いいたします。 

◎委員（井上真砂美君） いろいろな研究委託をされているわけですけれど

も、昨年度も見せてもらったら昨年度もそういう委嘱がついているので、そ

の成果とかをきっと学校ごとに出されていると思いますが、ありましたら教

えてください。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） これらの委託については、それぞれ実

績報告ということで、毎年度、年度末には各学校のほうから提出していただ

いております。 

◎委員（井上真砂美君） 夏の暑いときにちょっと気になるんですけれども、

学校関係、教室はエアコンが設置できたわけですけど、体育館関係で南小学

校は結構大きい扇風機がついている、あと体育館に思うんですけれども、五

条川小学校はなかなか風通しが悪いなと、エアコンがつくまでの間、扇風機

などを予算化するお考えはありますか、ありましたらお願いします。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 今、エアコンがつくまでとおっしゃい

ましたけど、今、ちょっと体育館にエアコンを各校につけるという計画まで

はないんですけれども、各校で扇風機とかは備品で購入はしていただいてお

りますので、それを利用していただくということになると思いますのでお願

いいたします。 

◎委員（大野慎治君） すみません、今の関連で、北小学校の新しい体育館

については、今近隣市町の体育館もそうなんですけど、新しい体育館につい

てはほぼほぼエアコンが入っています。入っていますね、皆さん御存じだと

思いますが。北小学校の体育館についてのエアコンの考え方について方向性

はどのように、検討中なのか検討中じゃないのかということを含めてお聞か

せください。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 現段階ではつけるともつけないとも決

定しているわけではないんですけれども、いろいろ財源等も含めて今後検討

していきたいというふうに思っておりますので、現時点ではまだ未定という

ことでお願いいたします。 

◎委員（桝谷規子君） 今の関連では、新しい北小学校の複合施設では絶対

つくものだと思い込んでいましたが、小学校の屋内運動場というのは大事な

避難場所にもなりますので、前向きな検討をよろしくお願いします。 

 私の質問は、この前、体育協会との懇談の中で備品に関して、小学校や中

学校でバドミントンや卓球や、小・中学校でやる場合の備品は学校教育のほ

うでということで学校の備品なんですけど、生涯学習的に夜の開放や日曜日
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に使う場合の市民が使う場合の備品は、いろいろバドミントンのポールだと

か、そういうのがかなり劣化している。そういうのは小・中学校の備品費で

きちんと予算をしてもらえるのか、生涯学習のほうでしてもらえるのか、い

つも両方で言われるのでという市民の体育協会のいつも使ってらっしゃる、

小・中学校も使ってらっしゃる皆さんからのお声だったんですが、予算上は

どうなんでしょうか、すみません。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） 学校の授業で使うような備品であれば、

もちろん学校の予算のほうで直させていただこうというふうに思っておりま

すので、ただ、今回の予算についてはそのような、学校のほうから直さなき

ゃいけないというのは上がってきておりませんので、計上のほうは今のとこ

ろはしていないというところです。 

◎委員（桝谷規子君） バドミントンなんかは学校の体育の授業ではないか

と思うんですが、そういう場合は、日曜日とか生涯学習的に借りるところは

生涯学習のほうの予算に計上してもらうということですかね、小・中学校を

使う場合。せめてバドミントンだけでなくてバレーボールとか、何か同じよ

うなふうに使うらしいですよ。どうなんでしょう、すみません。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 学校の開放事業でもってスポーツ関係のほうが使っている備品につい

て学校の授業で使用しないものであれば、生涯学習課の予算でもって対応さ

せていただくといったことになろうかと思います。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 中学校費のほうでお聞かせいただきたいんですが、

１つは南部中学校でナイターがありますので、その関係でトイレの電気をと

いうことについて、ちょっとどうなっているのか、現時点で進捗をお聞かせ

いただきたいと思います。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 南部中学校のトイレの屋外の件で

すけれども、こちらについては前回もお話しいただきまして、その後、対応

させていただいております。もうセンサーで夜間になるとつくというような

状況で対応させていただいて、人感センサーですので、すみません、中に入

るとつくということで、そういうような形で対応させていただいています。 

◎委員（木村冬樹君） ありがとうございました。 

 あともう一点、中学校費の教育振興費の関係だから170ページになります

けど、就学援助の関係で部活動費も含められないのかというようなことで、

この間、質疑があったところだというふうに思っています。 

 それで、答弁は、共通して購入しなきゃいけないようなものはないという

ことで、学校で貸し出せるものなどもあるということで今入れていないとい
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うことなんですけど、具体的に言いますと、やっぱり靴の関係だとかこうい

ったことは、やっぱり運動部なんかではなかなか共通で準備ができないもの

だというふうに思うんですけど、そういった点でちょっと検討が必要かなと

いうふうに思っていますが、現時点ではどのような検討になっているんでし

ょうか。 

◎学校教育課主幹（井手上豊彦君） クラブ活動費についても数年前に国の

ほうでは就学援助の対象になったということで、委員もおっしゃられたよう

に、当時検討して特別保護者には負担していただくことがないということで、

現時点では就学援助の対象にはなってございませんが、決定したからといっ

て今後ずうっとそのままということではなくて、中学校にも随時状況を確認

させていただきながら保護者に負担をかけないように制度を運用していきた

いというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

◎委員（堀  巌君） 予算書の295ページ、教育指導費の中の報償費の部

活動指導者謝礼、それと、部活動指導サポーター謝礼ということで金額が全

然従来から変わっていません。ほかの自治体だと何か部活が縮小傾向にある

ような、そういったところも出てきていますけど、岩倉市にあっては種類と

か変わっていないから予算は多分一緒だと思うんですけれども、そこら辺の

状況を、現時点の状況を教えてください。 

◎学校教育課長兼学校給食センター所長（石川文子君） 部活の数のほうは

両中学校とも変わっていないというような状況です。額のほうが上がってい

ないというようなお話ですが、部活動指導サポーターのほうも、まだ昨年度

から始まったものであります。状況等も見ながら今後については検討してい

きたいというふうに思います。 

◎委員（堀  巌君） ということは、学校の現場、教職員のほうからも、

特にそういった要望は上がってきていない状況だということでよろしいんで

しょうか。 

◎学校教育課長兼学校給食センター所長（石川文子君） 学校現場のほうか

らも、もっと額を上げてくれとか、そういったふうな要望も受けておりませ

ん。 

◎委員（堀  巌君） 額でなくて、こういった部活にサポーターをつけて

ほしいとか、そういうことの要望は上がっていないんでしょうか。 

◎学校教育課長兼学校給食センター所長（石川文子君） すみません、なか

なか指導者のほうの確保も難しいといった現状もございます。今の中でやら

れているというか、やっているような状況でございます。 

◎委員（堀  巌君） やはり先生方もいろいろ忙しい中で部活をやられて
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いる。このサポーター制度ができて結構評価があるというふうに思っていま

す。やっぱり学校のそういった現場の声というのは、やっぱり耳を傾けて予

算化すべきだというふうに思いますけれども、そこら辺をもう一度、答弁を

お願いしたいと思います。 

◎学校教育課管理指導主事（高橋宏滋君） 部活動の指導につきましては、

教職員の働き方改革の中で極めて重要であって、この部活の問題というのが

どのように解消されていくのかということが働き方改革の大きなポイントだ

というふうに私も考えています。この部活動のサポーターにつきましては、

教職員の代わりとなって指導することではなくて、教職員の補助となって行

っていくというような形になっています。これについて指導者を確保してい

くということは、人選を含めてこれはなかなか難しい状況にあるのは現実で

す。学校としては人手がたくさん欲しいということは確かにありますけれど

も、このサポーターという形で指導者を確保していくということについては、

なかなか難しいというふうに考えています。学校としてもそのように考えて

いるので、要望がそのような強い形では上がってきていないというふうに考

えています。 

◎委員（大野慎治君） 予算書293ページ、教育環境整備基金積立金、予算

書を見ると、歳入のほうではほとんどもう残っていなくて、この基金の在り

方については今後どのように考えているのか、補正予算でも積立てがなく、

今後の在り方についてお聞かせください。 

◎教育こども未来部長（長谷川 忍君） ありがとうございます。私どもの

教育の立場から申し上げれば、前回この基金をつくったときにも、エアコン

で使うものの次はコンピューター関係にも環境整備に使いたいというような

ことは、市長を含めて申し上げてきたところかと思います。今後、先ほど黒

川委員の質疑にもありましたように、環境整備には多額の費用がかかってま

いりますときに、ぜひ基金を積み立てていきたいという、それを活用してい

きたいという思いでありますけれども、今回３月の補正では、減債基金です

とかトータルの施設のほうの基金にも積み上げていただいていますので、岩

倉市全体で考えていくことなのかなというふうに思います。当初から予算に

積立金の原資を出していくのは難しいですけれども、今後の繰越金などを見

ていただいて、できればこれにも積み立てていきたいなというところは市全

体で考えてまいりたいと思います。 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑がないようですので、以上で款９教育費のう

ち項１教育総務費から項３中学校費までの質疑を終結します。 

 続いて、項４社会教育費から項６給食センター費までの質疑を許します。
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予算書は312ページから340ページ、積算内訳書は171ページから190ページま

でです。 

 質疑はございますか。 

◎委員（片岡健一郎君） 積算内訳183ページです。市民体育祭事業委託料

についてお伺いします。 

 来年度からの新規事業ということで、会場設営・撤去費、こちらが256万

円ということで計上されています。そこで幾つかお伺いいたします。 

 まず、この委託をするということに至った、立案した経緯ですね、どんな

背景でこの事業の立案に至ったのかということと、行政区の意見はどのよう

に吸い上げたかという２点、まずお聞かせください。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） まず、この立案に至った経緯でございますけれども、その次の行政区

の意見をどう吸い上げたかというところも関連しますけれども、やはりこの

体育祭をやるに当たって、説明会のとき、それから当日、前日、そういった

ときに区長や役員の方々とお話しさせていただく機会がありますけれども、

そういった中で、この体育祭自体が大変区の方々にお骨折りいただいておる、

そういう行事でございますので、何かしら負担を軽減できるようなことをし

てもらえないかというような御意見は多々承っておる状況でございます。 

 そういった状況の中で、私どもとしては何ができるかと思ったときに、当

市の民間活力活用推進委員会というのがあります。そこで私どもがやってい

る事業を民間の活力、そういったものを活用することで、より効果的に効率

的に事業を推進できないかというような検討の場がございまして、そちらの

ほうへ提案をさせていただきまして、その中で、どういった形で民間のほう

の活力を利用していくかと、活用していくかと、そういったところを検討を

重ねたと、そんなようなことでございます。以上です。 

◎委員（片岡健一郎君） これを毎年256万円これからずうっと払っていく

ということになるわけですね、これは実際事業をやるとなると。それで、区

からそういう要望があったという答弁がございましたけれども、どんな形で、

立ち話のような要望なのか、それとも行政区からしっかり要望書として、本

当に要望書として提出があったのか、その辺ちょっとお聞かせください。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 要望の形でございますけれども、要望書という形では頂戴をしており

ません。あくまでそういった作業とか、区長会での説明の中でとか、皆さん

から具体的にと申しますか、この市民体育祭についての負担軽減についてお

話を頂いたということでございます。 
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◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 本当に区のほうがどれぐらい要望しているのかというのは少し疑問が残り

ます。それで、ほかの手段、いろんな方法があると思うんです。この外部委

託をするのは簡単だと思うんですけれども、ほかにどんな手法を検討された

かというのと、あと雨天のリスクってすごくあると思うんですね、まさに中

止になれば、この256万円は多分無駄になると思うんです。そういったとこ

ろのリスクをどう考えているのかというのと、ほかのどういう手法を検討し

たか、また、この256万円の内訳というのは分かりましたら教えてください。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） まず雨天でのリスクについてでございますけれども、こちらは屋外で

行っている事業ということで、やはりリスクは伴うというふうには承知して

おります。今年度につきましても、前々年度につきましても台風などの襲来

が危ぶまれて、中止かどうかというところで非常に迷った部分もあります。

そういった中で、当日の朝の中止を決定するということではなくて、もう台

風が来て間違いなく準備の段階からできないということであれば、前日、

前々日での中止の決定もあり得るというような話をさせていただいたところ

でございます。ただ、前々日にキャンセルするとどうなるかというところで、

その辺のキャンセル料金については業者のほうからまだ、まだというか見積

りをしていただいてはおりませんので、どうなるか分かりませんが、早くな

ればなるほどキャンセル料というのは少なくなるのかなと思っておりますが、

一定のリスクはあろうというふうに考えております。 

 それから手段、どのような手段を考えたかということなんですけれども、

今回は民間の活力を活用するという観点でもって検討してまいりましたので、

しかも、できるだけ備品を備蓄しておくというか、購入して保管しておくと

いうようなこともできれば減らしたいという観点でもって話を進めておりま

した関係で、この何をリースするか、どういった作業を委託していくのか、

そういった部分での検討にとどまっていたというのが実際のところでありま

す。 

 それから会場設営・撤去費用等の内訳でございますけれども、内訳につき

ましては、まず北小学校の体育館内の会場の設営でございます。パネルを置

いたりとか、カーペットを敷いたりとか、椅子を置いたり机を置いたりとい

うような部分、それからグラウンドを会場といたしましてテントを置く、観

覧していただく場所のテント、それから本部とか、役員とか、お手伝いいた

だいている体協さん方の座っていただく場所、それからそこに必要な長机や

椅子、続いて看板等ですね、体育祭のときにいろいろ飾りつけをさせていた
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だいております入場門でございますとか退場門、それから指令台の飾りつけ、

そういったものについて一式、トイレの看板とか、そのようなものもありま

す。そういったものを全て含めましてこのような金額になってございます。

以上でございます。 

◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。備蓄するのを減らしてい

くという答弁ですけれども、僕は持っていてもいいと思うんですね。やっぱ

り避難所という性質も北小学校にはありますので、持っていてもいいなあと

思います。これを毎年256万払っていくよりは購入するという手法も、保管

場所についてはまた検討しなきゃいけないんでしょうけれども、持っていた

ほうがコスト的にも安いんだろうし、雨天のリスクもないというふうに考え

ます。 

 それで、市民体育祭というのは市民が参加してつくり上げるお祭りという

性質がありまして、やっぱり市民の方に主体性を持っていただいて参加して

いただくというものじゃないのかなというふうに思います。岩倉市は協働と

いうことで推奨していますので、外部委託で協力部分をなくしてしまうとい

うのは、そういった協働の意識が市民の皆様から薄くなってしまうんじゃな

いかなという危惧もしているわけです。何が言いたいかというと、この手法

が本当に市民のためになるベストなのかなというところを検討するプロセス

が不足していないかというところを感じるわけなんですが、その辺について、

ちょっとプロセスに関してもう一度お考えをお聞かせください。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 検討のプロセスについてですけれども、確かに今回は民間活力活用と

いう観点でもって検討してまいりました。その中で、買ったほうがいいので

はないかとか、そういったことも検討の中にはございましたけれども、保管

場所等の兼ね合いで、お借りしてやったほうがコスト的にもかからないので

はないかという結論に至ったということはあります。それで、区の方々の御

意見を、直接的とか間接的とか、どこまで吸い上げて検討したかというとこ

ろについては、本当に先ほども申し上げましたとおり、私が直接承った部分

での印象でもっての話しかさせていただいてはおりません。 

◎総務部長（山田日出雄君） 先ほど来、民間活力検討委員会での議論の話

も出ていますので、私のほうから少しお話をさせてもらいます。 

 この事業については、特に、やはりこれまで先ほど来、竹井課長のほうで

お話しさせてもらいましたように、なるべく区の皆さんの御負担を減らして

いきたい。そして、より多くの御参加を頂いていきたいということがござい

ます。そして、今、片岡委員の言われましたように協働という観点もござい
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ましょうけれども、ただ一方で、この委託をすることによって、先ほど来話

がありました備品の購入とか、かなり実際に体育祭で使用する備品も古くな

ってきています。あるいは看板とかというのは毎年毎年設営したりするわけ

ですね、業者に頼んで。だから、純粋にその分増えるわけではないというふ

うには考えています。 

 また一方で、あと職員のほうも本部なんかのテント設営については実際に

行っております。そうしたところを総合的に考えて、今回委託をしていこう

というふうに判断をしたところであります。 

 一方で、今の協働という観点からいけば、これからより多くの皆さん、そ

して実際に、例えば今年度もテントを片づけていらっしゃるところを閉会式

のときに見ていましたけれども、なかなか思ったようにいっていない行政区

さんもありました、現実に。そういうところもある。そういうところの負担

も減らしていきたいということと、よりそうした負担を減らすということで

参加のほうに重点を置いていただければというふうに、少しでも配慮をさせ

ていただけるんじゃないかなというところで今回計上させていただいたもの

であります。 

 ですので、単純にテントの設営、会場設営・撤去だけではなくそうしたと

ころも、職員あるいは備品、あるいは行政区の皆さんの御負担といったとこ

ろも考えた上での予算計上という形にさせていただいておりますので、御理

解を頂ければなと思います。 

◎委員（黒川 武君） 積算内訳177、178の文化財費のところでお聞かせい

ただきたいと思います。 

 美術展入賞者記念品が他市町と比較して見劣りしているのではないかとい

うお声を聞いてはおります。一概な比較はなかなか難しいだろうと思うんで

すが、そこで、市制50周年の記念イベントの際は、ばーんと別段張る必要は

ないんだけど、ちょっとやっぱり皆さんが、うんと思うぐらいの記念品をお

出ししてはどうかなあとは思うんですが、そんなところの考えはいかがでし

ょうか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 50年の記念の際にという御意見を頂戴しました。私ども５年に１回は、

実は特別賞というのを設けさせていただいておりまして、５年に１回だけ、

そういった特別なものを設けさせていただいておりました。それで、50年の

際には何かしらの企画ということで御意見を頂戴しましたが、今のところは

実際には具体的に考えてはおりませんが、やはり50周年という記念の年です

ので、何かできないか研究をしたいというふうに考えます。以上です。 
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◎委員（黒川 武君） 楽しみにいたしております。 

 それでは、関連でお聞かせいただきたいと思います。 

 これは多分、昨年の決算の折にもお聞きしたと思うんですが、近年、美術

展に無鑑査出品が増えておりまして、一般からの応募作品が少なくなってい

るのではないでしょうかね。平成27年度のときは3,271人、30年度が3,013人、

平成30年度の点検評価報告書というのがありまして、その中の評価部会の御

意見として、音楽のあるまちづくりや文化芸術のまちづくりは岩倉の柱の一

つ、一番の特色になっている。数値は減ってきていると。このまま沈んだ形

になると岩倉の特色がなくなる。ある自治体では全国的に文化祭の出品を募

集したところ、他の地域からの応募が外部まで出展や出品を広げてはいいの

ではないかという御意見と、もう一つは、外国の人が持っている文化を発揮

してもらうような外国人の方から応募してもらうのも面白いねと、そういっ

た御意見が評価報告書の中に記載されておりましたが、その点については検

討はされていますでしょうか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 現在の出品要件ですけれども、満15歳以上で市内に在住・在勤・在学

の者、または市内の美術団体等に所属している者という形を取らせていただ

いておりましたけれども、こういった御意見を評価部会では頂戴していたの

もありまして、11月に開催しました美術展の審査委員会において事務局案と

して提出をさせていただいたのが、内容としては満15歳以上で愛知県内にお

住まいの方と、ただし、搬入・搬出日時を厳守いただけることを要件として

付け加えるとともに、取りあえず３年ぐらいこの案でやってみてはどうでし

ょうかというようなことを提案させていただきました。そのときは結論を見

いだせずに、審査員の先生方に一旦お持ち帰りいただいて、次回お集まりに

なったときに御意見を頂戴して決めさせていただきましょうというような形

を取らせていただいたということでございます。 

 また、外国の方の文化を発揮してという部分についてでございますけれど

も、今のところ外国の方、日本の方、特に区分がない状態でこの展覧会のほ

うをさせていただいておりますので、今のところはそういった要件というの

は、意見は頂いておりましたけれども、今のところは考えていないというこ

とでございます。 

◎委員（大野慎治君） すみません、積算内訳書184ページ、体育施設管理

費のうち修繕料、ちょっと２点聞かせください。 

 石仏スポーツ広場の防砂ネット取替え修繕というのは、どこの面を修繕す

るのか。全面的に修繕するのか、どこの面を修繕する予定なのか、お聞かせ
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ください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 石仏スポーツ広場における防砂ネ

ットの取替え修繕でございますが、広場の東側ですね、その線路側の防砂ネ

ットの傷みが激しいため、その箇所について修繕をさせていただくものでご

ざいます。 

◎委員（大野慎治君） 次に、野寄スポーツ広場防球ネット改修、これは多

分、野球をされている方がホームランや外野練習等でネットを越えてしまう

ので高くするということであると思いますけど、約何メーター程度高くする

予定なのか、お聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 委員さんおっしゃられましたよう

に、グラウンド及びテニスコートの利用者からボールがよく飛んでくるとい

うお話を頂いています。レフト側、広場の北西側によく、テニスコートにボ

ールが飛び込んでくるということでしたので、今回はレフト側、スポーツ広

場の北西側からネットでいいますと４スパン分、約40メートル分を高さ３メ

ートルかさ上げする予定として考えています。以上です。 

◎委員（大野慎治君） また僕もちょっと現地を見させていただきましたが、

テニスコートの椅子はかなり劣化しておりますので、修繕等々検討していた

だきたいと思います。 

 次に、186ページ、総合体育館文化センター施設改良費についてお聞かせ

ください。 

 全面打診調査委託料が計上されておりますが、僕もちょっと現地を見てき

たんですけど、じっくりと改めて、かなり浮いているところもあって、この

調査の中で、これは設計が含まれているのか、ただ調査して、また後に設計

するのか、それで、またいつぐらいに工事を、かなり浮いているところもご

ざいますので工事もかなり高額になるのかなと思っておりますが、どのよう

な今後進め方、打診調査をした後の計画というのはお聞かせいただけないで

しょうか。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 委員さんおっしゃられましたよう

に、総合体育文化センターにおける外壁の打診調査につきましては、建築基

準法の改正に伴って10年に１度実施する外壁の全面打診調査と併せて、竣工

後30年が経過していますので、外壁及び屋根等の調査を実施し、改修項目の

要否を判定させていただくものです。 

 方法につきましては、高所作業車であったりロープブランコによる調査を

行います。全面の打診調査をした結果につきましては、今回は打診調査の実

施だけでございますので、それ以降、その調査後、その結果を改修しなくて
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はいけない部分がどの程度あるのか、またその部分を全部改修したとして、

どの程度費用がかかるかを検討したいというふうに思います。それを踏まえ

た上で、その後のランニングコストとかを考えながら、別の手法で補修する

のかも含めまして検討していきたいというふうに考えています。 

◎委員（水野忠三君） 今の総合体育文化センター外壁全面打診調査につい

て、関連で質問でございますが、こちらの外壁全面打診調査は地面に対して

原則垂直部分だと思いますが、地面に対して水平部分、例えば主に敷地内の

路面部分などについては、道路じゃなくて、その敷地の中の床といいますか

路面の部分については、将来的にはどのようにされるでしょうか。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 床の調査を実施するお話ですけれ

ども、その予定は今のところございません。ですが、日々の管理業務におき

まして施設を巡回していますので、安全な状態なのかを随時確認させていた

だいているところでございます。例えば段差のひび割れでありますとか、段

差があったり、ひび割れが発生している場合であれば、先日もセンターの西

側のタイルのひび割れも修繕をしましたが、その都度対応させていただいて

いるところでございます。以上です。 

◎委員（水野忠三君） 予算書321ページ、積算内訳175ページの移動プラネ

タリウム投影委託事業でございます。 

 こちらのほうは、最初プラネタリウムというふうにお伺いしたときに、そ

の天文、何か空とかそういうのに興味を持つためになのかなと思いましたら

図書館でということで、本に親しむきっかけづくり、つまり、子どもの読書

活動の推進というのを目指してという事業だというふうに理解をしておりま

す。 

 それで、来年度以降も同様の予定などあるかどうかということと、それか

らプラネタリウムで上映される映像みたいなものは、保存とか活用、例えば

別の機会にまた上映したりとか、そういう２次活用といいますか、この事業

だけじゃなくて、ほかでも使えるようなものなんでしょうか。 

◎生涯学習課主幹兼図書館長（若森豊子君） 移動プラネタリウムは、子ど

もたちがお話の世界に興味を持ってもらうために、また子どもたちが図書館

へ足を運ぶきっかけづくりをするために行いますが、令和２年度に実施をし

て、子どもたちの反応や読書活動への効果を検証しながら次年度以降、継続

するかどうかを判断していきたいと考えております。 

 また、投影される映像なんですが、映像や音声については録画や録音など

はできませんので、ほかの別の機会に活用することはできません。以上です。

よろしくお願いします。 



４２ 

◎委員（水野忠三君） 予算書327ページ、積算内訳179ページの下田南遺跡

発掘調査事業でございます。こちらのほうは、何回も他の委員から質疑等さ

れているところでございますが、その下田南遺跡発掘調査業務委託費負担金

ということで、こちらの出どころといいますか、まず国からなのか、県なの

か、一応確認をまずさせていただきたいと思います。 

◎生涯学習課統括主査（井上佳奈君） こちらの負担金につきましては、愛

知県企業庁からの負担金となっております。 

◎委員（水野忠三君） それで、その愛知県企業庁による工業系の土地開発

事業ということで、県からというお答えでございましたが、例えば、その県

からさらに別の形で、あるいは別の県の補助金等は期待できないのか、その

点についてお伺いをしたいと思います。 

◎生涯学習課統括主査（井上佳奈君） 愛知県のほうにも確認をさせていた

だきましたが、該当するような補助金は他にはないとなっております。 

◎委員（桝谷規子君） 積算内訳書の183ページのスポーツ振興事業で、い

わくら市民健康マラソンについてお伺いします。 

 先ほど文化祭の市制50周年記念事業がありましたが、市制50周年記念事業

に、このいわくら市民健康マラソンも位置づけるというふうになっておりま

すが、やはり多くの人たちが50周年の記念なら、今までの過去にあった10キ

ロコースがある五条川マラソンの復活というのを50周年にぜひという声が多

いわけでありますが、この前、体協との懇談の中でも大きい声があったとこ

ろでありますが、難しいのでしょうか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 距離の延長については、やはり警察等の指導によりまして、生活道を

止めることについて非常に神経質に言われております。今でも全く同じこと

をやっているのに、ここにも通行止めを置きなさいとか係員を置きなさいな

どという、結構このイベントをやるのに通行を妨げる部分についての警察か

らの指導というのは年々厳しくなっているという状況でございます。 

 そういった中で、一般的な生活道を使用した10キロの範囲でもって市民健

康マラソンをやるということは、今の大会規模、それから手伝っていただい

ている方々の人数、そういったものを様々勘案しますと、やはりなかなかち

ょっと難しいというふうに私どもは考えております。 

◎委員（桝谷規子君） やはり警察の指導が厳しいということで、警察の人

事が、より50周年の事業を応援するような職員が配属されることを願いなが

らのものですが、やはり、こんなコースならいいんじゃないかという今まで

もいろんな議論をしてきたわけですが、やはり再度考えられないのかなとい
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うことと、この50周年だからということで予算が増えたのは、同じ五条川マ

ラソンの復活ではないけど予算が増えているというのはどういった内容でし

ょうか。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 市制50周年記念事業ということで

増額させていただいています。これは、コースはそのままの予定ですけれど

も、イベント会社さんに相談をさせていただいて、例えばゲストランナーを

お呼びすることにつきましては、令和３年３月の開催であるイベントである

ため大分先なのですけれども、スケジュール的に誰なら来てもらえるかとい

うことも検討できないということでした。 

 また、予算のことも相談しましたが、過去の実績などを参考にしまして、

100万円程度なら実施できるのではないかとのお話を伺いましたので、その

分を増額させていただきました。 

 なお、ゲストをお呼びするからには、ただ一緒に走っていただくだけでは

なくて、プラスアルファの部分ですね、クリニック的なことも検討していき

たいというふうに考えています。以上です。 

◎委員（水野忠三君） 予算書333ページ、積算内訳183ページ、先ほどの市

民体育祭委託事業でございます。 

 こちらのほうは、先ほど片岡委員が質疑をされ、部長答弁があり、一定当

局の方針というのが令和２年度そのようにされるというのは、そういう方針

だというのは一定理解するところではありますが、将来的に、例えば実際に

令和２年度やってみて、例えばですけれども、各区に補助金としてその分、

民間の会場設営とか撤去費を、その民間のある業者さんに払う分を追加で各

区に補助金として渡して、各区で必要ならその業者を頼んだり、アルバイト

を頼んだり、あるいは自前でやったりという形、そういうことも検討できる

のではないかというふうに思いますが、令和２年度は、先ほど部長答弁で言

われたことでやられるとして、その後、例えば３年度、４年度とか、そうい

うふうになっていくときに、検証した結果、例えばそういう別の選択肢など

も考え得るところなのかどうなのか、そこをお伺いしたいと思います。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） やはりやってみなければ分からない部分というのは多々、初めてのこ

とですので、そういった部分で、やってみてどのような結果が出たかといっ

た部分も分析して次年度事業につなげていければというふうに考えておりま

す。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 関連で確認させてください。 

 この中身ですけれども委託費の、さっき４つ項目で分けていただきました
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けど、例えばテントというのは、これは全て椅子もテントも会社のものを使

うのか、くそ重い鉄のパイプ椅子、あれは使わないということでいいのかど

うなのか、確認したいと思います。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 今のお話ですけれども、全てレン

タルで対応したいというふうに思っています。 

◎委員（堀  巌君） 例えばテントだと何張り分の設営・撤去なんですか、

そこに見積りがあったらちょっと教えていただきたいんですけど。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） テントでいきますと37張り分になります。以上です。 

◎委員（堀  巌君） 単価は幾らですか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） テントは大きさが２間・３間と２間・４間というふうにあります。こ

れは見積りですからあれなんですけれども、小さいほうは２間・３間のほう

で単価として１万円、２間・４間のほうで１万2,000円、これプラス税と諸

経費ですね、運搬とか撤去費用というのが別にかかってくるというものでご

ざいまして、今申し上げた金額というのは、いわゆるリースというんですか

レンタル料でございます。 

◎委員（堀  巌君） 職員のほうも体育協会の役員のほうも助かるのは事

実です。だけど、やっぱり今の単価を聞くと、本当に１時間、２時間ででき

る、みんなでやればできる話なので、さっき水野委員が言われたように地元

にお返しするという形で、そこに補助を出すのもいいのかなという気もしま

してきました。 

 あと、職員のほうも大変なわけで、それの負担軽減というのは分かります

けど、基本的に職員の場合は１日の代休措置で、これが民間委託したからと

いって、その部分の人件費が浮くというわけではないですよね。その確認で

す。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 実際には、その振休でもって対応という形になっておりますが、一応

人件費換算をさせていただいております。今回の換算でいきますと、大体、

前々日が23人、前日が12人、翌日の片づけ11人と、それから当日の片づけが

91人、それぞれ数時間ずつというような計算をさせていただいておりまして、

その計算によりますと大体四十数万円の人件費になろうかというふうに計算

をしております。 

◎委員（木村冬樹君） 私も、まずこの市民体育祭委託事業についてお聞か

せください。 
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 片岡委員がおっしゃったように、外部委託によって市民との協働という取

組が減っていってしまうのはどうかという思いは共通するものであります。

今議論もあったところで、いろいろな別の方法なんかも検討できる余地があ

ったのではないかなという思いが少しあります。 

 この検討の中で、実行委員会なんかではどういう議論がされているか分か

りませんけど、消防団が警備をやっていますよね。こういったことというの

はどういうふうな議論、議論もないのかと思いますけど、お祭りに消防団と

して貢献するという、そういう崇高なものは大切だというふうに思っていま

すけど、これも結構大変な業務で、半日単位ですけど暑い中、暑い日が多い

です。立っていて車を誘導したり、ここは車が駐車できませんから止めてき

て歩いて来てくださいだとか、そういう案内も全部しているんですよね。 

 また、終わった後はテントを撤去する役員の人との攻防がありまして、入

れないという、ある時間帯までは入れないということで、ずうっと頑張るわ

けですよ、役員の人にいろいろ言われながら。そういう苦労も消防団はして

いるというふうに思います。ですから、そういうことも含めて総合的にやっ

ぱり考えないといけないんじゃないかなという。このことだけぽっと決めて

くということが何か違和感がありますけど、全体としてそういう点について

はどのように考えているのか。 

◎生涯学習課長兼生涯学習センター長兼総合体育文化センター長（竹井鉄次

君） 私も消防団を随分長くやっておりました。木村委員も一緒に活動させ

ていただいたというふうに思っております。私も実際に消防団として、その

現場で交通整理とか、そういったこともやらせていただきました。そういっ

た部分の消防団の方々の御苦労というのは実際に経験してよく存じておると

いうような思いでありますが、今回につきましては、その部分については検

討の中に含めることがありませんでした。実際に総合的なという、全体を見

た市民体育祭という意味では、その部分については検討が若干欠けていたと

いうふうには思います。今回は、まず区の方々の負担の軽減というところに

着目した形になっております。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） これまで商工費なんかの部分でも言ってきましたけ

ど、消防団が警備で活躍しています。すごく苦労しながら。そういう職員の

中にも消防団員はいっぱいますので、そういう苦労はよく知っているという

ふうに思うんですけど、そういうことも含めまして全体としてやっぱりどう

していくべきなのかというのを、ぜひ検討していただきたいなというふうに

思います。 

 ちょっと前に戻りますけど、積算内訳書の177ページの文化事業費のとこ
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ろでちょっとお聞かせいただきたい。細かいことで申し訳ありませんけど。 

 愛知県文化協会連合会の西尾張部芸能大会というのが開かれるというふう

に思います。これは順番で回ってくるのかなというふうに思うんですけど、

そういった順番がどのように回ってきているのかだとか、あるいは負担する

予算についてどういう取決めがあるのか、こういった点について少し説明を

お願いしたいと思います。 

◎生涯学習課統括主査（井上佳奈君） こちらの愛知県文化協会連合会西尾

張部というものは、西尾張部の10市町村で構成されておりまして、この大会

につきましては、それぞれ構成される市町村で持ち回って10年に１回回って

くるような予定で、来年度につきましては岩倉市が会場として開催されるも

のになります。 

 予算で今回計上させていただいておりますパンフレット・ポスターの印刷

製本費や、その当日の舞台設備のスタッフ委託料につきましては、当番市が

文化協会であったり市が負担して、こういった大会を支えているような予算

でございます。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。10年に１回回ってくるという

ことで、文化協会もなかなか大変だというふうに思いますので、市が負担す

るということでは一定理解するものであります。 

 最後ですけど、私としては、総合体育文化センターのほうですから185、

186ぐらいになるかなと思いますけど、備品のことは本会議で質疑させてい

ただいて、もっともっと指定管理者と意見交換をしながら点検を強めてほし

いなというふうに思っています。 

 それで、この防球ネットが購入されるということで、これは中央の部分で

仕切っている防球ネットだというふうに思います。あそこも確かにぼろぼろ

で、フットサルやいろんなスポーツをやっていると、よそのところからボー

ルが入ってきたりということが多少あるのかなというふうに思ったりします

けど、そういう継ぎはぎだらけの防球ネットを直すということは大事ですけ

ど、ほかの体育館を見ますと、やはり中央を仕切っているネットと同じよう

に壁を覆うネットがどこでも設置されていて、岩倉市は新しい体育館じゃな

いもんですから、なかなかそういうのが難しいのかなというふうに依然とし

て思っているわけですけど、少し壁ネットについてはそのまま残しておいて、

倉庫の出入口じゃないほうのネットは残しておいて、カーテンのように引い

ておくというやり方に少し変えていただいたわけですけど、依然としてやっ

ぱりこの問題は、フットサルやハンドボールをやっている人たちは疑問に思

っているというところだというふうに思います。 
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 そういった点で、ぜひ来年度こういうふうにやるんであれば、そういうこ

とも含めて検討していただきたかったなというふうに思うわけですけど、壁

ネットについてこれまで幾つか提案もしてきていますけど、どのような検討

になっているのか、お聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 委員さんおっしゃられましたよう

に、防球ネットの更新につきましては、今回はアリーナのＡコートとＢコー

トを分けるための既存の緑色のネットのことでございます。以前からお話を

頂いております壁を守るためのネットにつきましては、ほかの施設も参考に

しながら引き続き研究させていただいているところでございます。ただ、以

前、コートのサイズを小さくしてみてはどうかというお話も頂いていたかと

思います。利用者からは、これ以上小さくするのはどうかなあという御意見

も頂いております。 

 なお、壁を守るためのネット自体は変わっていないんですが、先ほど委員

さんおっしゃられましたように、運用につきましては昨年８月から少し変え

させていただきまして、アリーナの中央部分にあらかじめ引っかけておって、

あと広げていただくというような手法に運用を変えさせていただきました。

これにより作業のほうを要する時間が大分減ったのではないかなというふう

に考えますが、引き続き壁を守るためのネットにつきましては検討していき

たいというふうに思っています。すみません、以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 新しくできている体育館が幾つかありますよね、江

南でも一宮でもありますので、そういうところをちょっと見てきてもらって、

そこと面積を測ってもらって比較するべきだと思います。今あるものを小さ

くするということは、やっぱり事業者は抵抗があるかもしれませんけど、一

般的に民間の施設だとかも含めて考えますと、かなり広いコートになってい

るというふうに岩倉の総合体育文化センターは僕は思っていますので、そう

いった点で他のところと比較して、それより小さくなってしまうということ

であれば別ですけど、そうでない方法が絶対あるというふうに思いますので、

ちょっとそういう努力もしていただきますように要望しておきます。 

◎委員（水野忠三君） 予算書335ページ、積算内訳185ページ、自分もその

総合体育文化センターのほうについてでございます。 

 アリーナ等水銀灯取替え修繕のところで、水銀灯をＬＥＤ照明に取り替え

ていくということでございますが、従来の水銀灯と比較してＬＥＤ照明の平

均寿命がまずどの程度かということと、２点目に、その水銀灯と、そのＬＥ

Ｄのランプの１個当たりの値段の比較というのはどういう感じなのか、お聞

かせください。 
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◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） まず耐用年数についてですけれど

も、既存の水銀灯につきましては約１万2,000時間、ＬＥＤにしますと、そ

れが約６万時間と言われています。１日８時間点灯させたといたしまして、

水銀灯については約４年、比べてＬＥＤにつきましては約20年となります。 

 また、１灯当たりの金額につきましては、アリーナ部分を参考に申し上げ

ますと、水銀灯は安定器も含めて約３万6,000円、ＬＥＤにつきましては約

５万6,000円ということで、約２万円の差がございます。以上です。 

◎委員（水野忠三君） それで、例えば１個当たりの今の金額を、その平均

寿命で割って、１年当たり大体幾らというのをお伺いしたいと思います。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 水銀灯とＬＥＤのそれぞれの購入

額をそれぞれの耐用年数で割った１年当たりの費用につきましては、水銀灯

が約130万に対しましてＬＥＤが約40万ということで、ＬＥＤのほうが耐用

年数が長い分、安価になります。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） すみません、学校給食センターのところでお伺いし

ます。 

 積算内訳187ページ、188ページのところで、細かいところですみませんが、

検便の手数料がセンターの職員で６人掛ける24回が、ノロウイルスの検査で

はＰＣＲの検査が５人分でいいことになっているんですが、これは冬場は１

人少ないということじゃないですよね。全員受けなくてもよろしいでしょう

か、この６人の分。 

◎学校教育課統括主査（浅野弘靖君） 検便検査手数料のことかと思います。 

 まず一般的な６人というほうなんですけれども、センターの職員としまし

て５人、あと学校教育課長分として６人ということで計上させていただいて

おります。 

 ノロウイルスの検査のほうなんですが、半期、10月から３月まででありま

して、こちらは学校給食センターの職員ということであります。学校教育課

長のほうは、ほぼ中に入るということはないということで、こちらは努力義

務ということでもありますので、センターの職員の５人というようにさせて

いただいております。以上です。 

◎委員（桝谷規子君） 前の給食センターの調理師に比べてあまりにも少な

い人数でびっくりしたところですが、これだけでやっていらっしゃるという

ことなんですね。その課長も検便の必要ということは、緊急の場合、入られ

るということもあることが考えられるんでしょうか。 

◎学校教育課統括主査（浅野弘靖君） そういったことも想定してというこ

とで、検便はさせていただいております。 
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◎委員（桝谷規子君） ４月からがどうなるか分からないんですけど、３月

分の給食がなくなるということで、給食費の返還というか、またこれまでの

この３月分がないということでの委託業者との話合いみたいなのは今どんな

ふうになっているのか、分かる範囲でお聞かせいただければと思います。 

◎学校教育課統括主査（浅野弘靖君） ３月分の給食費につきましては、徴

収した分は返還をするということで手続を進めております。 

 業者の委託料につきましては、まだちょっと具体的にどうするということ

までは進んでいませんが、ほかの自治体とか、あと業者さんがどういうふう

にこの期間されているかというのを調査しまして決めていくという形で考え

ております。以上です。 

◎委員（大野慎治君） 積算内訳書185ページ、先ほど御質問ありましたア

リーナ等水銀灯取替えＬＥＤ化工事についてお聞かせください。 

 恐らく半コート・半コートで分けて設置されると思うんですが、水銀灯の

工事、ＬＥＤ化の工事は、いつぐらいからいつぐらいを予定されているのか、

お聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 作業につきましては、先ほど委員

さんがおっしゃられましたようにアリーナがメインになってくると思います

けれども、作業自体はおよそ１か月半程度を見込んでおります。今のところ

８月、９月ぐらいを予定させていただいています。予定では、アリーナの反

面ずつを替えていく予定でございます。以上です。 

◎委員（大野慎治君） すみません、同じく総合体育文化センター費の使用

料及び賃借料、監視カメラ賃借料が６か月分計上されていますが、これは監

視カメラを入れ替えるということなんでしょうか、それともそうではないと

いうことなんでしょうか、お聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） 委員さんがおっしゃられましたよ

うに、監視カメラについては更新をさせていただくという予定でいます。 

◎委員（大野慎治君） その監視カメラは何年間リースという形かどうかと

いうのは、何年間のリースというか、これはもうどういった契約でこういう

ふうに、半年なんで分からないですが、どういった契約で何年契約で、10年

とか５年とかあるのかどうかを含めてお聞かせください。 

◎生涯学習課統括主査（新中須俊一君） ５年間のリースということで予定

しています。以上です。 

◎委員（井上真砂美君） すみません、私は給食センターの関係で１点お願

いします。 

 運営委員が７人いて、きっと栄養士や学校の給食主任とか、またＰＴＡの
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方も入ってみえて３回話合いが行われているということですね。例えば今回、

民間委託ですか、指定管理者が代わってから、給食センターが替わってから

３年以上たっていると思うんですけれども、今回シェフのスペシャルメニュ

ーとか、それから栄養士さんはアレルギー対応などをされていると思うんで

すけれども、給食センターが替わってからの評価ですね、評価に対する予算

はつけてあるのか、今後されるのか、その辺をちょっとお聞かせください。 

◎学校教育課統括主査（浅野弘靖君） 調理とかを民間委託にして、それの

評価ということかと思います。 

 評価につきましては事務局のほうで、今ちょうど新しいセンターになって

民間委託して、それが３年間やって、今は２期目の委託になっているんです

けれども、１期目から２期目に移るときに評価ということで、事務局のほう

で評価はさせていただいております。それで、２期目もまだ今年の９月から

ということなので今はまだ行っておりませんが、また事務局のほうで評価を

行っていくということは考えております。 

◎委員（井上真砂美君） ごめんなさい、評価というのはどなたに聞いた、

アンケート調査をされているという感じで捉えればよろしいですか。 

◎学校教育課統括主査（浅野弘靖君） いえ、事務局内での評価ということ

なので、アンケートとかそういったものは取っているわけではございません。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で項４社会教育費から項６給食センター費ま

での質疑を終わり、款９教育費の質疑を終結します。 

 続いて、款10災害復旧費から款12予備費までの質疑を許します。予算書は

340ページ、積算内訳書は191から193ページまでです。 

 質疑はございますか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で款10災害復旧費から款12予備費までの質疑

を終わり、歳出の質疑を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 次に歳入のほうに入ります。 

 入る前に、当局より説明があるということですのでお願いいたします。 

◎教育子ども未来部長（長谷川 忍君） 時間を頂きありがとうございます。 

 先週13日金曜日の財務常任委員会の款３民生費、項２児童福祉費の御審議
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の中で御指摘等がありました病児・病後児保育の保護者負担金と国庫補助県

補助金の積算説明との差異について、発言の訂正とおわびを申し上げたいと

いうふうに思います。 

 これから議論していただく款12の歳入ですね。分担金及び負担金で、予算

の説明書でいきますと19ページを見ていただきますと、下から２つ目の項目

で病児・病後児保育保護者負担金を、年齢別に負担額を積算し37万6,000円

というふうにしております。病後・病後児保育につきましては、国庫補助金

や県の補助金はこの事業費、補助基準額からこの負担金を差し引いた３分の

１が、それぞれ国、県から受けられることになっております。 

 具体的には、国庫の35ページで見ていただきますと、２つ目の子ども・子

育て支援交付金の中で真ん中よりも少し下のところで、病児・病後児保育事

業288万9,000円ほど国庫で受けられるという積算の一部を示しておるところ

なんですが、この括弧内にマイナス44万5,000円というふうに差し引いてお

ります。先ほどの積算額と、37万6,000円とそごが生じております。本来で

あれば、19ページのほうで病児・病後児保育の積算の合計が45万5,000円で

なければいけないものでございます。この差が生じたことについては、令和

２年度の病児保育が、議論の中でもありましたように実績等を考慮して、19

ページに戻っていただきますと、３歳未満児が90人とありますところを100

人、３歳児について20人、４歳児を100人と約220人ぐらいの利用で、本来で

あれば30万8,000円というふうに積算し、病後児保育は大体年間100人ぐらい

ということで44万5,000円とするということで、県の補助金を計算したもの

でございます。 

 予算編成時の当初より、こちら側の病児保育保護者負担金の積算の入力を

誤っておりまして、その後も見逃してきたことからこの誤りを生じさせたも

のです。質疑の中で、積算方法が負担金と実績で考慮したというようなこと

も申し上げましたけれども、それについてはおわびし訂正させていただきた

いというふうに思います。各査定の段階で、複数人で確認をした結果でござ

いますが、改めて複数人で確認し、再発防止に努めたいというふうに思って

おります。大変申し訳ございませんでした。 

 なお、歳入の予算につきましては、収入の見積りでありますことから予算

額を超えて収入を受けられることができます。支出については、限度の拘束

力を持つものでもありますが、歳出の予算については病児・病後児保育事業

費は確保しておりますので、２ページ、３ページ、本来の議案のところの歳

入予算の執行には影響がないものというふうに考えておりますので、御理解

いただきますようお願い申し上げます。大変申し訳ありませんでした。以上
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でございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） ありがとうございます。 

 何か質問等ありますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは歳入のほうに入っていきます。 

 款１市税から款13使用料及び手数料までの質疑を許します。予算書は14ペ

ージから28ページまでとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（黒川 武君） それでは、お聞かせいただきたいと思います。 

 市税のうちの固定資産税の滞納繰越分のところで、少しお聞かせいただき

たいと思います。この固定資産税滞納繰越分の収納率の件なんですが、令和

２年度予算案では14％、令和元年度は17％ということで３ポイントの減とな

っているんですね。片や都市計画税滞納繰越分の収納率は、２年度は19.5％、

元年度は15.4％で、逆に4.1ポイントの増になっているわけなんです。ここ

のところ、なぜ固定資産税の収納率が減少しているのか、そこのところの説

明をお願いしたいと思います。 

◎税務課統括主査（小野 誠君） 市税の歳入の見込みにつきましては、決

算数値を参考に見込んでおります。 

 固定資産税と都市計画税の滞納繰越分の収納率につきましても、平成30年

度の収納率で計上させていただいております。なお、収納率に変動があるの

は滞納の方の有無とかではなくて、財務会計上の処理の話になってしまうん

ですけれども、固定資産税と都市計画税は一旦固定資産税の税目に納入され

まして、その後毎月都市計画税のほうに振り替えるという作業をしておりま

す。その案分率につきましては、現年課税分の調定額で案分している関係上、

滞納繰越分について変動があるという状況であります。以上です。 

◎委員（黒川 武君） 少しテクニック、技術的な部分も入ると思いますの

で、それはそれとしてよしとしなきゃいかんのかなと思うんですが、もう一

つ森林環境譲与税についてお聞かせいただきたいと思います。 

 今回は400万円の計上ということでございまして、昨年６月定例会で森林

環境譲与税基金条例が制定され、その折の補正予算におきましては200万円

が基金積立てということにされました。今回は倍の400万円でありますので、

その400万円の算定根拠、これについてお聞かせいただきたいと思います。 

◎税務課統括主査（佐野亜矢君） 森林環境譲与税については、令和２年度

において譲与額と譲与割合の見直しが予定されています。関係法案が成立い

たしますと、令和２年度の譲与額が約2.1倍になることが見込まれることか
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ら、補正予算の倍の400万円ということで積算をしております。 

◎委員（黒川 武君） それとこれに関連してですけれども、昨年６月定例

会における条例に関する質疑の中で、基金の処分については木材利用の促進

等の費用に充てる、そういった答弁がありまして、この400万円を自然生態

園の八つ橋架け替えの際の木材利用の経費に充てることは目的にかなってい

ると思いますが、私の理解の仕方では当面は基金へ積立てして、ある程度の

積立て後に基金の処分があると、そのように理解をしておりましたんですが、

今回のケースは基金の積立てをせず、じかに森林環境譲与税を充当すると、

そういう扱いになっておりますので、改めてこの譲与税の扱いについての説

明をお願いします。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 森林環境譲与税ですけれども、どのよう

な取扱いをしていくかということだと思います。 

 今現状では、市域全体に占める森林環境面積及びその環境施策というとこ

ろも少ない本市の状況下におきましては、市全体の歳入歳出規模の把握が可

能となる実施計画や、その後予算編成の中で該当する事業があれば、その財

源に充てていくということにしておりますが、もし該当事業がない場合とか、

譲与税に残高が出た場合については、基金に積み立てていくということにし

ております。 

 今回の自然生態園への充当につきましては、10次の実施計画のほうでも予

定しておりましたので、予算のほうにも反映させているということにしてお

ります。以上です。 

◎委員（黒川 武君） 18ページ、19ページの民生費負担金のところで、先

ほど説明があったところで少し疑問がありますので、またお聞かせいただき

たいと思います。 

 病児・病後児保育保護者負担金の問題につきましては、この間ずうっと30

年度に事業が始まったときから、予算決算の中で人数が相当違うということ

をどう考えるかということで、繰り返し質疑してきたところでありますが、

今回こういう見落としがあったということで、しかしながら、先ほどの説明

でいって、病児保育の人数は増やして病後児保育はこのままという、そうい

うことなんですが、歳出の質疑の中で、今年度は病後児保育も41人ぐらいの

利用になっているというようなことが少し言われたと思います。しかしなが

ら、260人を220人に見込むということと、40人ぐらいを100人に見込むとい

うところの根拠といいますか、少しちょっと根拠として薄いのではないかな

というふうに思うんですけど、その辺についてはどのように考えてこのよう

な積算にしたのかお聞かせください。 
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◎教育子ども未来部長（長谷川 忍君） まず、病後児については30年度の

６月から始まっておりまして、30年度は20人ほどでした。31年度、２年目に

なりまして４月から通年分ということで、１月までで40人ということでござ

います。２月、３月が10か月分で見込めば60人、冬の時期ですので60人ぐら

いになるのかなということで、100人というところで変わらずにしたところ

です。 

 病児については、年度によって波があるのは事実でして、29年度が220人

ぐらい、それから260、270といった利用で推移しております。また、見てい

ただいたとおり小さいお子様、３歳未満児ですと2,100円ということで、４

歳児以上の倍以上ということで、なかなか見込みもしにくいところなんです

けれども、今回実施計画のときから220人というところで積算を見越したと

ころでございます。 

◎委員（桝谷規子君） 款13の使用料、手数料についてお伺いします。 

 21ページから市民プラザ使用料、児童館使用料、23ページから地域交流セ

ンター使用料、25ページに総合体育文化使用料まで、生涯学習センター使用

料、それからテニスコート使用料など、この令和２年４月からこの使用料の

値上げによって、私たちは反対したわけですが、根拠が大変いろいろ、全て

が８％から10％という値上げではないということでの９月議会での議論があ

ったところですが、昨年度からこの使用料全体の市民負担分はどれくらいに

なるのかお聞かせください。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 昨年９月の定例会で条例改正をしました

公共施設等使用料の改定に係る影響分ということで、大きいところで生涯学

習センターだとか総合体育文化センターなどの使用料の増加分、影響分とし

ては約180万円ということになります。 

◎委員（木村冬樹君） 今の点でお聞かせいただきたいと思いますけど、私

たちも条例の一部改正を議決した後にいろいろ議会で、報告会などで市民か

ら意見を頂いていますし、議員個人としてもいろんな意見をこの問題につい

ては頂いているところでありますが、市にはそういった意見、負担増につい

て、例えばそのとき議論になったのは施設によって上げる率が変わるという

問題だとか、あるいはいわゆる市民活動の拠点となる施設を、そういうふう

な上げ方でいいのかというようなことは議論されたと思いますけど、市民か

らの声は届いているんでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 今回、施設の使用料等の改定の取りまと

めを行いました行政課におきましては、特に苦情等の話はございません。 

 また、施設を所管化する担当課や指定管理者のほうにも直接確認をしまし
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たけれども、特に利用者などから大きな苦情だとか、反発の声があったとい

うことはございません。 

◎委員（木村冬樹君） 分かりました。 

 ４月から上がるわけで、そこで多分何でというこういう疑問が湧くという

ふうに思いますから、市民からの声はしっかり受け止めて聞いていただいて、

また議会にも教えていただきたいと思います。 

◎委員（関戸郁文君） 15ページの固定資産税の中の現年課税分27億8,890

万円についてお尋ねいたします。 

 固定資産税の算出ミスがこの間、何件かあったと思います。固定資産税は

持ち主本人が確認すべきことではあるとは思うんですけれども、この金額が

正しいかどうかというのが、なかなか判断しづらいものではないかなという

ふうに考えるところでございます。 

 固定資産税について全件確認するなど、ある程度予算をかけてでもやるべ

きではないかなというふうに思うところでございますが、現状どのような状

況であって、また納税者本人が何か簡単にといいますが、固定資産税が自分

のが合っているかどうか確認できるようなものを提供するようなお考えはあ

るのかお尋ねします。 

◎税務課長（古田佳代子君） 固定資産税の課税誤りですね。平成30年度に

も路線価だとか生産緑地の関係で誤りがありまして、大変多くの納税者の方

に御迷惑をおかけしております。 

 そのときもやっていたんですけれども、全件を一度に調査なり点検なりを

して、誤りを全部正すということはちょっとできかねるということで、現在

は今までに判明した課税誤りだとか、他市の例で新聞に載ったりしたような

ものがありましたら、それについて原因を分析いたしまして、できる方法、

点検の方法を工夫いたしまして随時内部点検のほうを行っております。そう

したものを生かして、再発の防止のほうには努めております。 

 納税者の方に、分かりやすくお知らせできるといいんですが、なかなか難

しく、当初賦課の後には縦覧期間もあるんですけれども、ほとんど見にいら

っしゃる方もいらっしゃらない状況です。ただ、このままではよくないとは

思っておりますので、できるだけ分かりやすい御案内、納税通知だとか、広

報だとか、ホームページだとかは工夫をこれからもしていきたいと思ってお

ります。 

◎委員（桝谷規子君） 地方交付税のところでお伺いしたいんですが、様々

な市民に関わるところが地方交付税で措置されているという一般財源化にな

ってきたわけですが、決算のときへの要望なんですが、この予算の説明資料
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の中でも水野委員が何で国庫からないのかという予防接種事業のところで質

問したように、地方交付税措置されているというところがすごく数字的には

見えないんですよね。その他のところで地方交付税措置が９割分されている

とか、予防接種でいくと、就学援助の分がどれぐらいオンされているとか、

そういったもう少し地方交付税が難しい、見えない、見えにくい数字を示し

てもらうというような説明というのは難しいんでしょうか。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 地方交付税につきましては、基準財政事

業額というものは、大半の自治体のかかる経費をミクロベースで積み上げた

ものになっています。 

 一方で、基準財政収入額というものは、おおむねその自治体の一般的に入

って来る地方税の収入の75％とか、そういったもので算定される数字で、そ

ちらの差引きが基本的には普通交付税ということになります。 

 先ほど、少し例示で出させていただいた予防接種事業だとかというのは、

まさに交付税措置のみの事業で、一定ですね、こちらのほうも交付税の本と

いうのは本当に太い、予算書ぐらいある本が需要額と収入額でそれぞれの算

定が出てきていまして、それぞれその予防接種事業ですと大体岩倉市ですと

約１億円ぐらいは算定されているというような計算はできる。ただ、最終的

に交付税として入ってくるというのは、その需要額を全部積み上げて、それ

から収入額も積み上げた上での差引きで13億から15億とかですね、例年の大

体実績額でいうともらえるものですからなかなか、個々に算定上は確かに個

別には出てくるんですけど、正直すごい膨大な数値の数ということになって

くるので、なかなかこの予算書の中で表記するとか、そういったことは難し

いんじゃないかというように考えております。 

 ただ、個別にもし算定が必要ということであれば、算定してお知らせする

ということは可能じゃないかなというふうに思っております。 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、款１市税から款13使用料及び手数料まで

の質疑を終結します。 

 続いて、款14国庫支出金から款21市債までの質疑を許します。 

 予算書は28ページから86ページまでとなります。 

 質疑はございますか。 

◎委員（木村冬樹君） 歳出の際も、先ほども議論になりましたけれども、

国庫補助金と県補助金の病児・病後児保育の事業の積算、算定がちょっと見

ますと、先ほど言ったように事業費から負担金を引いて、その３分の１ずつ
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を国と県が補助しているということなんですけど、その911万3,000円という

この額というのはどうやって積算されているのかという点について、ちょっ

と歳入の質疑の際には示されませんでしたので、少し説明をしていただきた

いというふうに思います。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） 913万円の内訳

につきましては、歳出のほうの病児・病後児保育事業の委託料でございます

病児保育事業の委託料と、病後児保育事業の委託料それぞれ408万8,000円と

403万5,000円の合計額ということになってございます。 

◎委員（木村冬樹君） それは分かっていて、いつも歳出のほうで聞いたと

きに、この負担金の委託料の根拠はどうなっているんだと言うと、今度は逆

に国の補助金によって決まってくるものだという、そういう説明がこの間さ

れてきたんですよね。だから、そこがどうしてそういう説明になるのか、そ

んな不誠実な説明ないんじゃないですか。ちゃんと説明してください。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） こちら、もともと歳出のほう

の委託料につきまして、こちらの補助金の基準額を基にして委託料を決定し

ているということがございます。ですので、その委託料の額について利用者

の負担金を差し引いた額の３分の１ずつが補助金として入ってきていると。 

◎委員（木村冬樹君） 今の説明も分かっているんですよ。 

 じゃあ、歳出のほうの委託料はどうやって積算したんですかというふうに

歳出のときに聞いたんだけど、答えなかったでしょう。それを聞きたいんで

すよ。 

◎委員長（鬼頭博和君） 暫時休憩します。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ再開します。 

 ただいまの件は、少し後から答弁があるということですので、その他の質

疑ありましたらお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） すみません、予算書85ページ、土木債についてお聞

かせください。 

 先ほど土木債で起債の分は、大体20％ぐらい交付税措置されるだろうとい

うことだったんですが、中にはもうちょっと交付税措置されるものがあるの

かないのか、土木債の中で。どういったものがしっかりと出るのか、一律

20％なのかお聞かせください。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 土木債につきましては、先ほど少しお話

の出ました補助分、いわゆる国庫補助がつく分の裏負担として起債する場合

が、唯一交付税措置があるというところになります。 
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 先ほど約20％と言いましたけれども、もともと50％というのが通常充当率

できる分なんですね。それプラス財源対策債分というのが40％あります。こ

の財源対策債分の50％は一応交付税措置ということになっていますので、い

わゆる90分の40で約22％ぐらいという意味で補助分に対しては交付税措置さ

れます。 

 ただ、今回予算でも上げておるとおり単独分につきましては、交付税措置

はありませんので、今回予算計上しておる土木債で言えば、補助分であれは

公共事業等債という起債の種類のみしかありませんけれども、こちらで約

20％、単独についてはゼロ％ということになっております。 

◎委員（黒川 武君） もう聞き飽きたかもしれないけど、臨時財政対策債

で６億円の発行なんですよね。だけど、岩倉市の発行可能額というのは幾ら

でしたかしら。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 臨時財政対策債のほうも、毎年度７月の

交付税の算定のときに、いわゆる財源不足額ということで本来国が交付税と

して見なきゃいけない分を、地方債を発行してその分地方が不足分を補うと

いうようなところで、例年大体６億5,000万とか、予算上は６億ということ

で見ておる起債でございます。 

 基本的には、地方債の元金償還分相当分は全額100％交付税措置とされて

おるものではございますけれども、あくまでも発行可能額分の100％という

ことですので、本来であれば借りないのが一番であります。借りなくても交

付税措置されますので。 

◎委員（黒川 武君） 別に意地悪な質問をするわけじゃありませんよ。 

 発行可能額で、もう既に基準財政需要額の中に入っちゃっていますよね。

入っているものだから、別に６億借りなくても、今年度その部分、元金償還

金は国から頂けるわけですよね。だから、こすい考え方すれば地方交付税で

頂くだけ頂いておいて、何も臨時財政対策債を発行しなくてもいいんじゃな

いですか。そんな考え方は成り立ちません。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） まず予算を編成する段階では、この６億

円という金額は借入れしないととてもじゃないけど組める金額ではございま

せん。先ほど交付税措置というお話をさせていただいたんですけれども、こ

の６億円が一遍につくわけじゃなくて、この６億円を例えば20年とかでなら

しまして、それの単年度の公債費分相当分を毎年度の基準財政需要額の中に

公債費という項目がございますので、そこの中に算定されるということでご

ざいます。 

 どちらにしても、この６億円というのをなかなか予算で計上せずに予算を
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組むというのは、交付税が要らないというふうな、逆の国からのそういった

考え方も見方というのも出てくるので、これは必須な起債であると考えてお

ります。 

◎委員長（鬼頭博和君） 答弁のほう出ますでしょうか、先ほどの。 

◎子育て支援課統括主査（佐久間喜代彦君） 先ほどの子ども・子育て支援

交付金のところと病後児保育事業委託料の関係なんですけれども、子ども・

子育て支援交付金の交付要綱の中で、病後児保育につきましては基本額とし

て施設１か所当たり416万6,000円、プラス加算として年間の延べ利用児童数

の見込みによって加算があるんですけれども、そちらのほうが50人未満とし

まして41万6,000円という区分になっております。合わせて458万2,000円が

補助基本額となります。こちらは、毎年度少しずつ改正があって額の変動が

ございますので、大体の金額の目安というふうに考えていただければいいか

なと思うんですけれども、この額を目安として委託料を決めさせていただい

ております。 

 御質問の中で、病後児保育の委託料が高過ぎるんじゃないかという御質問

の趣旨だと思いますけれども、病児・病後児につきましても、本当に通年皆

さん利用されるわけではない施設でございます。保護者の方一人一人にして

みれば、年に本当に数回使う方がいらっしゃるかどうか、使われない方が大

半というような事業でございます。その中で人員を確保して受入れの体制を

準備していく、そういった非常に運営の経費の見積り等も難しい中で、そう

いった体制をつくっていくというところで、どうしても割高に見える経費で

はないかなと思いますけれども、保護者の方の要望があってこういった施設

を実施してきておりますので、一定市としては負担するべき委託料なのかな

というふうに考えております。 

◎委員（木村冬樹君） 高過ぎるという言い方はしていませんので、こうい

う利用状況がある中で、なぜこれだけの差があるのかなという素朴な質問と

して聞いているわけで、市が努力しているということはもちろんだというふ

うに思っていますので、その点だけはちょっと理解していただきたいなとい

うふうに思います。 

◎委員（大野慎治君） すみません、今50人未満で積算しているのか、今回

積算は50人以上になっているので、割増し分も含めて予算計上しているのか、

さっきの病後児保育の416万6,000円と、委託の43万5,000円の差異は何です

か。それは使用料の分を引いている、使用料じゃないな、利用料、これどう

いう差異でこういうふうになっているんでしょうか。 

◎子育て支援課長兼地域交流センター長（西井上 剛君） その額につきま
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しては、先ほど来申し上げておる補助基本額プラス加算のところの額だとい

うふうに申し上げておるので、事業を開始するときの年度の補助額のほうで

やらせていただいておりまして、その都度補助額というほうは基準が変わっ

てきておるところでございますが、委託料につきましては当時の額のままで

やらせていただいておるというものが差異ということでございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上でよろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは以上で、款14国庫支出金から款21市債ま

での質疑を終わり、歳入の質疑を終結いたします。 

 次に、第２表 債務負担行為及び第３表 地方債について、質疑を許しま

す。 

 予算書は７ページ及び８ページとなります。 

 質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 以上で、第２表 債務負担行為及び第３表 地方

債の質疑を終わり、議案第22号の質疑を終結いたします。 

 次に、委員間討議に入ります。 

 発言する委員は挙手をお願いいたします。 

◎委員（大野慎治君） 委員長、大変申し訳ございません。 

 商工会さんとの意見交換の中で、補助金に対して商工業振興補助金につい

ては今回50％に引き上げられていますが、僕は一定高く評価している人です

けれども、小規模事業経営支援補助金の補助率については、近隣市町と比べ

て20％と低く抑えられている。また、商工会さんの事業の補助金に対して、

0.95の補助率というか、係数がかかっているということについても、商工会

さんとの意見交換の中でちょっと見直していただきたいという意見があった

んですが、それについてのお話、取扱いというのは今回の予算ではどのよう

にするのかというのについて、皆さんの御意見を賜りたいと。 

◎委員（須藤智子君） 商工会との意見交換会のときには、一応そういう補

助金の補助率の案が出ましたが、議会としては何もそれをお答えはしてませ

んですよね。それを改善するとか、そういう意見が出されましたかね。私は、

そのとき補助率の件については、何も確定したことは言っていなかったと思

うんですけど。約束しました、そういう。 

◎委員（大野慎治君） 再提起しているので。 

 しましたかじゃなくて、商工会さんとの意見交換の中でそういった御意見

を賜っているので、意見交換の中の提言ということをどのように取り扱うの
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かということについて、どうされますかということをお聞きする。 

◎副委員長（宮川 隆君） 0.95の話は、市の補助制度全体の話に関わって

くる分だと思うんですね。予算の質疑の中でも、これだけというようなこと

はなかなかしづらいようなことを言ってみえたように、私は受け止めたんで

すね。 

 とはいえ、岩倉市においての商工振興というのは大きな柱の１本でもあり

ますので、それをどういうふうに市として補助していくのか、それは人的な

部分もありますし、予算のことも当然あると思うんですね。ですから、そう

いう観点から言うと、この0.95にとらわれすぎずに、全体予算と市の体制を

今後新たな条例も含めてどうやって見守っていくのか、そして手当していく

のかというそこがやっぱり一番大きなところで、あんまり0.95のところにと

らわれ過ぎないほうがいいんじゃないかなと、意見交換会のときにも僕はそ

ういうふうに思っていたんですね。 

◎委員（大野慎治君） 行革のときの、補助金の全般の在り方とか検討され

てた中は15年前とか、もっと前ですね。もっと前の話で、それ以降全般のこ

との在り方というのは、僕たち自身も、僕が議員になった頃が最後のほうで

した。本当に最後のときに僕も出席させて、行革の委員会を見せていただき

ましたが、それ以降何年間全く話合いもなく検討もされていないということ

で、特に予算の中では商工会さんのところの係数がかかっているというとこ

ろだけが目立っているだけで、ほかのところは全般的にきれいな整数になっ

ているんで、全般のことは全般のことで僕は当然提言するべきだと思います

が、商工会さんとの意見交換があったので、あえて事例として上げさせてい

ただいているだけであって、大変申し訳ございませんが全般も必要だと思っ

ています。 

◎委員（堀  巌君） 商工会との意見交換会のときは、私は総務の委員長

として司会をしながら、その話が出たときに市当局を代弁する形で商工会の

規模もあるし、いろんなことを総合的に勘案すると遜色ないということを聞

いているということを答えました。今回予算の質疑の中でも、市当局はこの

話題については同様のことを説明したというふうに記憶していますので、こ

こにいる委員、議員の面々がそのことをどのように、僕はその説明を信用し

ているし、自分ではそのように納得しているわけですけれども、どうも、や

っぱり岩倉市の補助金が低いという認識のほうがそうなんだというふうであ

れば、もう一回その説明を聞かないといけなくなりますが、私は今のところ

そういう認識をしております。 

◎副委員長（宮川 隆君） 少し別件というか、脇道にそれてしまうんです
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けれども、たしかこれって結論を出すのに市単独で結論を出したわけではな

くて、何かの審議会か何かに答申して出てきていたというふうに記憶してい

るんですね。要は、市としてもそれを尊重した部分があるのかなというふう

に理解していたんです。その中には自分がすごく印象的に残っていたのが、

ある僕が関わっていた団体がゼロ％回答、今までのものをゼロにしますとい

うふうで、なおかつそこには委員も送り込まれていて、結果そうだったんで、

それに関して身内がオーケー出した分に関しては文句は言えませんわなとい

うふうには思っていたんです。 

 でも、実際にはカットした理由が全く報告もないままに、実態が見えない

から100％カットしますという話だったんですが、実際には年１回の総会に

市長も招待状を出して、少なくとも当時の建設部長も出ているような会議体

のやつが、ゼロ％回答だったというのがすごく印象があるんです。そういう

審議会が何回か開かれた結果である以上は、それは市の予算組みの中だけの

方向性ではなくて、いろんな団体が出ているところでも出てきた回答なので、

一定、それは尊重せざるを得ないのかなと。 

 ただ、そのことに関して市として必要なものであれば、その結論は尊重し

つつも、政策としてほかのところでやっぱり打っていく必要性はあるから、

それは我々議員としてもちゃんと提案していかなければいけない案件かなと

思って、ここ10数年、20年近く前からいろんな方向性で見て考えている部分

だと思うので、だから、先ほど堀委員が言われたように、0.95ということで

印象的に少ないというふうに思われてしまうんだったら、その印象をどうや

って払拭するのかというところが課題であると思うんですね。逆に、影響力

がそんなに大きくないんであれば100にするのも手でしょうし、と思ってい

ます。 

◎委員（堀  巌君） 私は0.95だけを捉えて言っているわけではなくて、

全体的な事業とそれに対する補助の具合を、他市町を比べて遜色ないのでは

ないかというそういう認識でいるわけで、十何年前の行革の一環として５％

カットしたというところを今ずうっと引き継いでいるということについて、

もう一回見直しましょうよという提案ならそれはそれでいいと思います。 

 書き方についても、予算、これを見るとそこだけ目立っちゃう、0.95かか

っているので。ほかのじゃあ補助金は0.95がかかっているのでまだ残ってい

るのはあるはずだし、かと言って逆に増えている補助金だってあるだろうし、

その見直しを拒むというか、どうでもいいというふうに言っているわけでは

ないので、僕は。見直しをするなら見直しをするべきだとは思っています。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑、御意見ありませんでしょうか。この件



６３ 

に関して。 

◎委員（黒川 武君） 商工会との意見交換会で、今残された課題というの

は小規模事業のほう、あれが20％、25％にしていただきたいというのは商工

会の要望でもある。これは令和２年度予算では引き続き現行のままといった

形になってきたんですね。 

 それで私も発言したんだけど、商工会が少しやっぱり厳しい財政状況にな

ってきたというのは、やっぱり一つは今まで当てにしていたごみ袋組合のと

きの、あの時の300万、350万、あの事務局員の職員に充てていた部分が、ご

み袋組合が解散された。つまり、指名競争入札をもって民間のほうでやって

いただこうということになった。そのために、商工会の収益源の一つ、その

ものがなくなってしまった、それがやっぱりずっとボディーブローみたいに

響いてきているんだろうと思うんです。なかなかその部分の回復というのは

難しいところもある。 

 片や、商工会のほうもやはり会員の増強に向けて日々努力はされてみえる

けれど、なかなかやっぱり景気の浮き沈みも激しい中で、やはり安定的に会

員になられる方もそう期待できるものではないということになってきている

と思うんですね。そうした中で、やはり小規模事業、これは市単独事業でし

たよね。やっぱりこれも、中小の皆さんのためにはやっぱり必要な措置だと

いうことで、商工会としてもやっぱり意欲を持って今後とも進めるためには、

そこのところの率をやっぱり上げていただきたいというのが意見交換会の内

容ではなかったかなと。 

 その中で、我々としても0.95の補正数値があると。いつまで続けるんだと。

これは平成16年度、当時の行政改革、歳入不足が出た折の行政改革の一環と

して庁内で検討されて、それで手続を踏まえて一律５％削減、また少額のも

のについては３％の削減ということでずっと続いてきているということです。

その後もリーマンショックもあったりして、市のほうもやっぱり景気に大き

く左右される面もあってきたなと。 

 しかし、ちょうどその頃ですよね、平成15年度以降あたりのところで団塊

の世代を中心として、その前に早期退職される層がぐぐっと出てきたわけな

んです。かつて480名ぐらいいた職員が現在は380名ぐらいになってきている

と。その部分ですね、パート職員のほうも多く配置しながら日々の業務を行

ってきていると。そういう関係もあって人件費が平成15年あたりからかなり

圧縮されてきたこともありますから、毎年やっぱり一定繰越額が出てきてい

るということなんです。しかし、こういったものはいつまでも食いつなぐこ

とができるわけじゃないものですから、やがては設備の更新とか公共施設の
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再配置等、複合化の中で、やっぱりそれらの財源そのものは使われることに

なるだろうと思うんです。 

 この間、時代、環境の変わり方というのは大きなものがあるので、やはり

15年過ぎた現在、補助金の在り方についてやっぱり見直しをする、そういっ

た時期に来ているのではないだろうかなと。やっぱり補助金の中には運営費、

育成補助金みたいにだらだら出てきているものもひょっとしたらあるかもし

れない。本来的には事業に対して補助をしていく、やっぱりそういったこと

をやらなきゃいけないけれども、ただ補助金かなりありますので、一つ一つ

の洗い出しも大変かなと思うんですけれども、やはり補助を出す相手側のほ

うも、やはりこの間活動内容が充実しているところもあれば、やはり高齢化、

会員がなかなか入ってこない、そういう中で活動するものは縮小せざるを得

ないということもあるかもしれない。そういう状況をやっぱり現時点で捉え

直し、今後の補助金についてどうしていくのか、そういうこともやっぱり見

直しをかけていく、それもやっぱり第５次総に向けて大切な課題ではないか

なと。そういうことも、この間うち気づかされましたので、やはりこの機会

に執行機関において、あるいは議会においても補助金の在り方について再見

直しをしていく、そういった時期に来ているというふうに思います。以上で

す。長くなりました。 

◎委員（須藤智子君） 大野さんの頂いた文に書いてあるんですけれども、

小規模事業経営支援事業費補助金の補助率、これが20％として近隣商工会と

比べると低いと言われていますよね。これは他市町ちゃんと調べられました

か。書類に書いてあったらないところもありましたけどね。他市町の状況。 

◎委員（大野慎治君） 私は一般質問したんで分かっていますが、商工会さ

んとの意見交換会のときも資料を頂いたので、皆さん承知していると思いま

すが。資料頂いたと思うんで。 

◎委員（須藤智子君） 資料頂きましたけれども、書いてないところもあっ

たんだよ。 

◎委員（大野慎治君） 商工振興事業費の補助金について、あるところとな

いところがありますけれども、小規模事業経営支援事業補助金については各

市ございます。また、それ以外についていないところは事務局長経費が別途

市でも負担されているところもあるので、一概には本当は補助金だけでは見

えないところがあるので、そういったところは事務局長経費を全額負担して

いるところもありますので、一概には言えないと思います。 

◎委員（伊藤隆信君） これって今、回ってきたんですけど、この附帯決議

の案ってやつですか。これは今日ここで、今やっているわけでしょう。 
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〔発言する者あり〕 

◎委員（伊藤隆信君） いいんですけど、私も財務委員長やったことあるん

ですけど、こういうのを例えば出されるときは１日前に委員長にきちっと申

入れして、手続を踏んで今までやるという一つのルールがあったと思うんで

すけど、委員長は例えばこういうのは御承知だったんですかね。 

◎委員長（鬼頭博和君） これは今日聞きました。 

 こういう考えがあるということで大野委員から。 

◎委員（大野慎治君） 大変申し訳ございませんが、なぜ皆さんに回ってい

るかはよく分かりませんけど、配っておりませんので。それが独り歩きする

のはいかがなものかと思いますが。僕は委員長には正・副委員長には配付し

ましたが、大変申し訳ございませんが、それを基にしゃべられてしまうと私

何を言えばいいのかというのは独り歩きしたわけではなく、正・副委員長に

は事前にはこういった考えがありますというのを渡しただけで、僕は議員間

討議の中で、皆さんとのお話合いの中で、今後の対応を決めさせてください

というふうにお話しさせていただいておりますので、私ちょっとこれ以上し

ゃべれなくなりますので、大変申し訳ございませんが。 

◎副委員長（宮川 隆君） 大体先ほどの意見からすると、僕が黒川委員の

言われていることが一番大切なことなのかなと。要は、１つのことだけにと

らわれることなく全体像をやっぱり見直して、補助金体制の在り方みたいな

ところをちゃんと一回いいきっかけをもらったかなとは思っているんです。

だから、そういう意味合いで言うと、黒川委員の言われるような形を今後

我々もちょっと心して考えなければいけないかなというところだと思います。 

 商工振興という意味合いで言うと、先ほど堀委員が言われたように、やっ

ぱり全体像をどう捉えるかだとやっぱり思うんですよね。だから、そういう

中でも新しく振興条例が提案されているわけですので、それに基づいた在り

方をやっぱり今後我々も心して対応していく必要性があるのかなというふう

に、個人的には思っているところなんですけれどもね。 

◎委員（堀  巌君） 商工会との意見交換会の中で、片岡委員が言われた

ことに非常に同調するというか、共感するわけですけど、こうこうこういう

ことをやりたいから、やるから補助をもっと増やしてほしいとか、そういう

提案が全くなかったところに片岡委員はずばっと指摘されたわけです。だか

ら、その全体的な補助金の見直しというのは執行機関側にとってはすごい大

変な労力がかかるわけで、それを１回やった経験があります。附帯決議で、

総合的な補助金の見直しをすることというのを付けるのは簡単だけど、ほか

のいろんな見直しをすることなんてことはたくさんあって、そのきっかけに
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なったのは事実だけど、なぜ補助金なのか、商工会の補助金がちょっとおか

しいということでは僕はないと思っているので、あくまでもそれを考えさせ

られたきっかけにはなったとしても、附帯決議を付けるまでの特別な意味が

あるのかどうなのかというのは私はちょっと疑問なんです。 

◎副委員長（宮川 隆君） すみません、先ほど大野委員が言われたように

まだ提案もされてない段階なんです。 

◎委員（大野慎治君） 商工会さんとの意見交換があったので、全般のこと

も検討されたらどうですかというものという提案を出しただけで、先に回っ

てしまうと、それを前提で持っている人と持っていない人がいるというのも

ちょっとおかしな話ですので、それは今日は出すことはできませんが、フェ

アじゃないので、持っている人と持ってない人がいるなんていうのは。 

◎副委員長（宮川 隆君） だから、商工会さんから出てきた案に関して、

我々がどう思うのかということを大野委員のほうから提案されたと受け止め

ていますので、それに対してじゃあどうするということだと思います。 

 その結果、もし必要であらば何らかの変更もしくは提案というのがあって

しかるべきなのかなと思うんで、まずはそこの部分ですよね。我々としては

商工会さんからの御意見をどう捉えてどう対応すべきなのか。それに対して

財務の委員会なんで予算にどう反映するのかということを考えなければいけ

ないよという提案ですよね。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（堀  巌君） 附帯決議は別に最終日に出せばいい話なので、その

前提とする議論をしたかったというのが大野委員の趣旨ですよね。だけど、

僕は最初に言ったように遜色ないという説明を受けていて、それを納得して

いるという僕個人の意見を言いました。だけど、その共通認識がこの委員会

の中でなければいけないわけで、だからそれぞれもっと意見言ったほうがい

いと思います。商工会の補助金についてどうなのか、低いのか多いのか、妥

当なのかというところの共通認識を持たないと前に進みませんので。 

◎委員長（鬼頭博和君） 御意見どうでしょうか。 

◎委員（片岡健一郎君） 僕もお話を公開の意見交換会で少し意見させても

らいました。僕も堀さんと一緒で低いとは思っていません。岩倉より低いと

ころも実際あるので、その比較して低いというふうでは感じてないんですね。 

 本当に意見交換会でも言いましたけれども、20％で低く抑えられていると

いうのが25％にしたいと、25％にしたらどういう効果があるとか、もっとそ

れを使う人が増えるとか、そういうビジョンがやっぱり商工会さん側にも必

要だと一貫して言っているんですけれども、そこが大事かなというふうに思
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います。商工会さん側のどういう熱意があるかというところ、上げるのは簡

単だと思うんですけれども、どういうふうに使っていきたいというのがあま

り見えなかったんで、商工会の意見交換会では。そういったところを議員の

皆さんどう感じられているのかなというふうに思います。 

◎委員（大野慎治君） 大変申し訳ございませんけれども、商工会議所と商

工会の在り方は全然違いますので、商工会としては20％は１番低いというの

は商工会さんの説明資料でもあったと、商工会議所さんと比べるものではな

いというのはあえて述べておきますけれども、商工会議所さんと比べるもの

ではないと。 

 あと、僕が提案したいのは協議してくださいよということであって、上げ

てくれとは一言も僕は言っていないんですけど、皆さん独り歩きしておりま

すが、僕は基本的には協議をしてくださいよと、そういった面で全面的に協

議してもらったほうがいいですねと言っているだけの意見でございますので、

ちょっと上げろとか、僕は個人的には上げろという一般質問した人間だから

そうですけど、基本的はそういう意図ではなく、商工会さんと協議を進めて

いってくださいという、今後の対応については商工会さんと協議をしてほし

いと言っている人なんで、そうした意味なんでちょっと意図が違います。 

◎委員（片岡健一郎君） 先ほど黒川委員も言われましたけれども、商工会

さん以外にも当然補助金は今出しているわけで、そういったことも含めて補

助金の考え方、これからどうしていくかといういい問題提起を頂いたかなと

僕は思っています。必要なら僕は増やせばいいと思っているし、本当に必要

であれば市からもっと補助金を出してもいいなという立場、考え方ですね。 

◎委員（木村冬樹君） 商工会との意見交換会、私と桝谷議員は研修で出ら

れませんでしたので、直接後で少し伺ってきた事情があります。 

 それで、今回の予算を見たときに、補助金負担金の中で上がっている部分

もあってトータルとしては上がっているという状況が見受けられるというと

ころで、私も今後、こういう形で議論する中で、いろんなことが予算化され

ていく重なっていくんじゃないかなというふうに思っていますので、そうい

う立場でこの問題については捉えていきたいなというふうに思います。 

◎委員（黒川 武君） 私も見ていないので何とも言えませんけれども、提

案者というか、大野議員のほうはせんだっての商工会との意見交換会、その

中でこういったもの出たから、それについて執行機関側と商工会と協議して

くださいと、そういった内容のものだったのかなと思います。それは日常不

断的に執行機関のほうも行われておりますので、我々の意図するところをく

み取っていただいて、その辺の配慮もお願いをしたいなと。 
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 この件については、やはり第５次総合計画に向けて補助金の在り方がどう

あるべきだというのは、議会側にとってもやっぱり十分議論すべきだろうと。

そういう意味合いでは、恐らく第５次総の基本計画の立て方は第４次を踏襲

しながらさらに進歩した形でもってくるだろうと、その中で問われるべき内

容は行政経営が問われるんです。現在の第４次総合計画でいうと、市民とと

もに歩むひらかれたまちというのがやっぱりありまして、そこの中にやっぱ

り関連してくる話だろうと。 

したがいまして、来週から第５次総合計画検討特別委員会のほうがスター

トしますので、そこのところの中で第４次総の中で補助金というのはどのよ

うに執行され、それがどのような効果を生み出したのかというのは、我々も

それを念頭に置きながらちょっとやっぱり論点、その中でさらにやっぱり協

議をしてまいりたいなと思いますので、本日のところは私委員長ではござい

ませんが、そういった扱いに、鬼頭委員長がこの件については黒川が特別委

員長だから黒川のほうに命じますと言えば、この場はその辺で収めていただ

くのかなと思いますけど、委員長いかがですか。 

◎委員長（鬼頭博和君） 私も今の御意見でいいと思います。黒川さんが今

後第５次の検討委員会の中で議論されるということですので、こういった形

で皆さんどうでしょうか、御異議ないでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 異議なしということでよろしいでしょうかね。 

 他に意見はないですね。 

 じゃあこれで議員間討議を終結いたします。 

 次に、議案に関する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

◎委員（木村冬樹君） 議案第22号「令和２年度岩倉市一般会計予算につい

て」反対の立場で討論を行います。 

 新年度の一般会計予算については、障害者相談員の増員や手話通訳の取組

の拡充、保育園施設改良事業、新生児聴覚検査費助成金事業等、衛生費にお

ける新規事業、またスプレー缶等処理事業や桜維持管理事業、名鉄石仏駅整

備事業、夢さくら公園整備事業など、市民の要望や議会の提案が反映された

ものも一定あり、内容については一定評価しているものであります。 

 しかし、公共施設の使用料の値上げや、がん検診等の徴収金における市民

負担増、国土強靭化地域計画を市町村ごとに策定する意義とコンサル委託の

在り方、病児・病後児保育事業委託料の積算根拠の問題、また保育士の会計

年度任用職員の報酬の低さなど、市民に納得のいかない負担増を強いる点や
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積算根拠や政策的判断に疑問が残る点など、問題意識を感じているところで

あります。 

 その中でも、公共施設の使用料の値上げと病児・病後児保育事業委託料の

積算根拠における整合性の問題、それから保育士の会計年度任用職員の報酬

の低さ、この３点につきましてはこの議案についてどうしても賛成する立場

に立てない、こういった理由となっています。 

 公共施設の使用料の値上げについては、消費税率８％まで内税方式で来た

ので、消費税率の引上げに合わせてというならば２％しか上げられないとい

うのは、以前の議会でも申し上げたとおりでございます。この点では、市民

に合理性を持って説明できないというふうに考えております。ましてや、市

民活動の拠点であり住民自治を育む施設であるという、そういう性質を持つ

公共施設の使用料の値上げについては、もっと慎重であるべきだというふう

に考えます。昨年の９月定例会における条例可決後も多くの市民から疑問の

声が議会や議員に届いている、こういう状況があります。 

 病児・病後児保育事業委託料の積算根拠の整合性についてでありますが、

国の補助金の交付基準に基本額というものが定められており、それに基づい

て委託料が算定されているということでありますが、肝腎の国の基本額の積

算根拠、これがどうなっているのかというところがやはり知りたいところで

あります。今回歳入予算の負担金において、実績に基づいておらず整合性が

取れていないものを、誤って載せてしまったということになっているという

ふうに思います。これについては大きな問題であるというふうに思いますし、

部長の説明にもありましたように、何回かの予算編成についてのチェックす

る期間がありながら見過ごされてきたということは、やはり大きな問題であ

るというふうに思います。病児保育事業と病後児保育事業の両実績について

大きな違いがあるということは、これまでも今年度予算や平成30年度決算の

審議の際に繰り返し指摘してきたことでありますので、そういった点で議会

の疑問に対して答え切れていないというのが、依然としてあるのではないか

なと思います。 

 保育士の会計年度任用職員の報酬の低さにつきましては、期末手当の支給

と合わせて、年間収入で下がらないようにと時間給を設定されたということ

でありますが、大幅な時間給の引下げのために生活に必要となる月額収入が

下がってしまう。こういった中で、今年度まで任用してきたパート職員のう

ち継続を希望せずに近隣市町の募集に応募する方が出ていると、こういう説

明がありました。保育士の確保は大変厳しいと言われている中で、近隣市町

の動向をよく見ながら政策的な判断により時間給の設定をすべきではなかっ
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たでしょうか。 

 また、この機会に他市では行われているようではありますが、経験枠とし

て正規職員として採用していく、こういった必要もあったのではないかとい

うふうに考えるわけです。本会議の答弁では、結果として長時間の方の確保

ができずに短時間の方で補っていくというふうに答弁されておりますが、予

算化されている人員が本当に確保できていくのか、引き続き厳しい目で監視

していこうというふうに考えております。 

 以上の点におきまして、この議案第22号については全面的には賛成という

立場には立てず、反対の立場であることを表明させていただきます。 

◎委員（片岡健一郎君） 議案第22号「令和２年度岩倉市一般会計予算」に

つきまして賛成の立場で討論いたします。 

 岩倉市の一般会計予算は総額で159億6,000万円と過去最高の予算額となっ

ております。令和２年度は幼児教育・保育の無償化、会計年度任用職員制度

に伴う歳出増への対応や、川井野寄工業団地開発事業、名鉄石仏駅等整備事

業などの事業を充実させるほか、ペダル踏み間違い急発進等抑制装置の補助

制度を新設します。また、庁内における職員の業務を効率化するため、審議

会等の議事録の作成を補助する議事録作成支援システム、またあいちＡＩ・

ロボティクス連携共同研究会に参加し、ＡＩを活用した手書きの情報を電子

化するＡＩ－ＯＣＲや、電子データを基に入力業務自動化をするＲＰＡを導

入、さらには会話形式での市民の皆様からのお問合せに答えるＡＩ総合案内

サービスを導入し市民サービスの向上につながる事業などの新規事業を計上

し、岩倉市の福祉向上に向けた事業が予算計上されております。 

 なお、今議会に上程されております岩倉市職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例では、一部の職員の住宅手当が下がるということで職員にと

っては大変厳しいものではありますが、職員組合との協議も調っているとの

ことであります。 

 また、公共施設利用料金の改正につきましても、消費税の増税に伴うコス

ト上昇によるもので、市民の皆様にとっては厳しいものではありますが妥当

なものと考えております。 

 本会議、委員会を通じて議論されたことについても、十分留意しつつ着実

に事務事業を遂行していただくよう申し添えまして、議案第22号に賛成する

ものといたします。 

◎委員（堀  巌君） 議案第22号「令和２年度岩倉市一般会計予算」に賛

成の立場で討論に参加します。 

 木村議員が指摘されたことについては、本当に同感な面もたくさんありま
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す。そもそも消費税の10％化によって出された公共施設の使用料の条例改正

について、当時委員長である私がそれを曲げて反対に回ったということもあ

って、非常に市民に対してもこれまでずっとそのおかしさについて喧伝して

きたことでありますし、そのことでこの予算全体を反対にするということで

は、私はそういう立場にはとれない、条例には反対しましたけれども、それ

は議会の総意でもって条例は可決されたわけで、ほかにもたくさんこの委員

会を通じて指摘された事項ありますけれども、本来はその一つ一つをさっき

大野議員が提案したように議員間討議でもって協議をして附帯決議をつける、

そういう議会もあります。ただ、そういうことを丁寧な議論を重ねるのが本

筋でありますけれども、なかなかそこまでは岩倉市議会至っていないという

ことで、総合的に判断して私はこの予算案については賛成の立場をさせてい

ただきます。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） ほかにありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは討論を終結し採決に入ります。 

 議案第22号「令和２年度岩倉市一般会計予算」について、賛成の委員の挙

手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第22号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 お諮りいたします。 

 議案審査の途中ですが、本日はこれをもって散会したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 次回は３月17日午前10時より再開いたします。お疲れさまでした。 
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財務常任委員会（令和２年３月17日） 

◎委員長（鬼頭博和君） 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、本日も昨日に引き続きまして財務常任委員会を開

催いたします。 

 本日、一般会計のほうが終わりましたので、議案第23号のほうに入ってま

いります。 

 令和２年度岩倉市国民健康保険特別会計予算についてを議題といたします。 

 予算書は355ページから390ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書379ページ、積算内訳206ページの特定健康診

査受診勧奨業務委託事業でございます。 

 こちらのほうは、人工知能技術を用いた分析によって効率的かつ効果的な

受診勧奨を行うということだと思いますけれども、従来と比較しまして具体

的にどういう点で効率的かつ効果的な受診勧奨になるのか、従来と比較して

異なってくるというふうに予想されることをお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） これまでの受診勧奨につきましては、

市独自で作成をしました通知文１種類とパンフレットにより勧奨を行い、受

診率向上に努めてきましたが、これまでの取組だけでは多くの成果が認めら

れない状況となっております。 

 このたびの委託では、ＡＩを活用しまして、健診や医療の受診状況から受

診勧奨対象者の特性を分析し、対象者の健康意識に合わせた５種類の勧奨通

知をします。その方に適した受診をしたくなるようなメッセージをお伝えで

きることから、一定の受診率の向上が期待できると考えております。 

◎委員（片岡健一郎君） 関連でお伺いします。 

 主要事業説明資料11ページを見ますと、業務委託をされるということで説

明がされておるんですけれども、この業務委託される会社はどのような会社

でしょうか。また、他市町での実績がございましたらお知らせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 委託を予定している事業者につきま

しては、厚生労働省や国立がんセンターをはじめ、400以上の市区町村の各

種保険事業を受託しております。 

 県内では、平成31年度実績で７市町の受診勧奨業務を委託しております。 
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◎委員（片岡健一郎君） ありがとうございます。 

 続きまして、主要事業説明資料の歳出の内訳を見ますと、受診勧奨結果報

告業務ということで55万計上されていますけれども、これの報告業務、どん

な内容の報告を受けるのか、またその結果によっては今後また、再来年度で

すか、次の年度も続けていくお考えがあるのかお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 報告書につきましては、受診勧奨事

業実施による受診率の変化や特性別の分析結果をまとめたものが提出をされ

る予定です。それを基に次年度の事業に生かしていくものです。 

 次年度以降の契約につきましては、事業実施の効果を検証いたしまして判

断してまいります。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、まずそこの特定健康診査受診勧奨業務委託

事業についてお聞きします。 

 これは県の支出金で賄うという事業でありますが、この県の支出金は次年

度以降も継続されるという見込みなんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 現在のところは継続する予定となっ

ております。 

◎委員（堀  巌君） 関連でお尋ねします。 

 これは全県、全国的にこういった委託がされるということでよろしいんで

しょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） こちらについては、先ほども御説明

をしましたけれども、全国的に実績がある事業者で、全国の自治体の業務を

受注していると聞いております。 

◎委員（堀  巌君） 聞きたいのは、一斉に全国で始める事業なのかとい

うことです。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 岩倉市につきましては来年度から初

めてということになりますが、以前から実績がある自治体がありますので…

…。 

 全国一斉ではございません。 

◎委員（堀  巌君） 県内の状況、それから全国の状況、何割ぐらいこの

事業を実施しているのか、それから先進的にやられているところの効果とい

うか、評価をどのように捉えているのかをお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 全国の受託状況については、申し訳

ないですが、把握をしておりません。 

 県内の受注状況でございますが、平成31年度の実績で７市町が受託してい

る状況です。 
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◎委員（木村冬樹君） 今回、歳入のほうで国民健康保険税の値上げが行わ

れるという予算になっているところであります。 

 それで、まず確認したいのは、以前の部長さんと本会議で質問をしたとき

に、国民健康保険の構造的な問題というのを共有したということです。それ

が依然としてきちんと岩倉市の中で問題として捉えているのかというところ

をお聞きしたいんですけど、国民健康保険というのは市が出していただいた

資料からも分かるように、所得階層別の世帯数が100万円未満が55.42％、そ

して300万円未満というところで見ますと88.91％ということで、９割近い世

帯が300万円未満ということで、比較的所得の低い世帯が多いということ。 

 一方、被用者保険と違って高齢者や働けないという方も含めて加入してい

るということで、医療費が非常に多くかかるということで、財政的には大変

厳しい保険であるなというふうに思うわけですけど、そういう構造的な問題

については依然として課題として捉えているのかどうか、その辺についての

お考えをお聞かせください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 国民健康保険については、木村委員が御指

摘のとおり所得の低い方が加入されている、また会社を退職されてから入ら

れる方も多く、健康的な面でも病気にかかる世代になってから加入するとい

うことで医療費も高い、また病気になられて加入、退職のために加入という

ことで医療費が高いということで、大変財政的に厳しい状況であるというふ

うに認識はしております。 

 この所得の低いというところを、あと医療費の多くかかるというところ、

こういったことを少しでも小規模保険者の負担、そういったものを考慮して、

この制度を持続可能なものとするために、国は平成30年度から広域化という

ことで医療費を県全体で見ていこうというふうに大きな改革がされてきたと

いうものでございます。 

 そういう意味では、少しずつまた公費も1,700億円、さらに1,700億円とい

うことで、3,400億円の投入も被保険者が減少する中でも維持されていると

いう状況で、こういった様々な課題については国も一定の支援もし、市とし

ても負担が公平であること、また軽減されることについては県の制度として、

市独自のことは考えておりませんが、国全体として考えていくべきものであ

るというふうに認識しております。 

◎委員（木村冬樹君） 全国知事会も、その国保の安定的な運営ということ

でいえば、国費を１兆円投入すべきだということを提言しているというか、

要望をしているというふうに思います。それに対して、国は3,400億円とい

うレベルの負担でこの国保の都道府県単位化を進めているというところだと
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いうふうに思います。 

 そういった点でいいますと、国保の先ほど言ったような問題、それからお

聞きしたいのは、今回の令和２年度の国保の納付金の算定に当たって、県は

医療費の伸びにプラスアルファして納付金を算定しているのかどうかという

ところを少し説明していただきたいと思います。 

 平成31年度の時点では医療費の伸びプラス１％ということで、ですから必

然的に負担しなきゃいけない分が増えてくるというシステムになっているも

んですから、国がその分をきちんと見ていかない限りは保険税が上がってい

くというのはどうしようもない事態になってくるわけで、令和２年度につい

てはその医療費についてどういうふうに見て納付金を算定しているのかお聞

かせください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 今回の県の納付金の算定においては、自然

増プラス１ということで平成31年度と同様の伸びを見込んで算定をしており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） ですから、この１％プラスということもかなり大き

な部分があるのかなというふうに思います。 

 ですから、今後も毎年そういうふうな納付金が提示されればそれを払うだ

けの保険税ということで毎年上がっていくことが予想される。それで、もう

一個聞きたいのは、今までは標準保険料率というものについて参考程度にし

ていくというようなことでありましたが、今回、強力に標準保険料率との差

の分の２分の１を今回上げるということで、令和３年度には標準保険料率に

合わせるみたいな言い方があったというふうに思いますけど、もうそういう

考え方に変わったということでよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 本市の考え方については、標準保険料率を

参考にする、踏まえるということについては、平成30年度の改正段階から考

え方は変わっておりません。 

 本市の平成30年度の税率改正に当たっては、標準保険料率に極力合わせる

ということで、ほぼほぼ同じ数値にするということで改正をさせていただい

たところでございます。 

 今回の改正については、平成30年度の改正と同じように合わせるというこ

とを検討いたしましたが、それでは被保険者の負担があまりにも過大になっ

てしまうということでございましたので、少しでも負担を減らすためにとい

うことで、２分の１程度の上げ幅とさせていただいておるという状況でござ

います。 

◎委員（木村冬樹君） 構造的な問題があって、制度上納付金が提示されれ
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ばそれを納めなきゃいけない、そのために標準保険料率が示されて、それを

参考にしていくということでやるわけですけど、国保の構造的な問題がある

以上、やはりその所得が、国保税というのは所得がない人にもかかってくる

税金ですので、低所得者に対する対応についてはやっぱり同時に考えなきゃ

いけないというふうに思います。 

 国や県がそういう現行の法定減免しかしていないというところで、市は独

自減免は考えないようなことがもう答弁されていますけど、全く今後も考え

ずに納付金に合わせて、標準保険料率に合わせて国保税を上げていくという、

そういう考えを持っているということで確認させていただいてよろしいでし

ょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） これまでも御質問を頂いて答弁させていた

だいておりますが、市としては独自に減免をするということは考えておりま

せん。 

 その理由といたしましては、平成30年度から広域化されて、今後は保険料

の水準については統一していこうという国の方針があり、愛知県としてもそ

ちらを目指していくと。また、今回、今後県の運営方針ということで将来的

に統一を目指していくというふうにされていますが、国のほうも保険料の水

準を統一することを目指すことをもう少し具体的に検討するという、そのよ

うな段階にもなっております。 

 市としては、そういった方向性に合わせるという考えでおりますので、独

自に減免するということは考えておりません。 

◎委員（木村冬樹君） 構造的な問題があるということは共有できています

ので、もちろん国や県に対して働きかけをお願いしたいなというふうに思っ

ています。 

 保険者支援分の増額等をきちんと知事会でも求めているわけで、市長会だ

とかそういうところも含めてしっかり声を上げていくということがこの国保

の安定化につながるというふうに思っていますので、その点はよろしくお願

いしたいと思います。 

 それで、先ほど言いましたように国保税は所得のない方にもかかるという

ことで、滞納が多い税金だというふうに思っています。滞納しますと、１年

経過すると短期保険証、また１年経過しますと資格証明書という対象になっ

ていくわけで、この今の短期保険証、資格証明書の交付枚数と手渡っていな

い未交付の枚数、どのぐらいあるのかお聞かせください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 令和２年１月末時点の短期被保険者

証の発行状況は219世帯が対象となっており、交付済みが113世帯、未交付が
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106世帯といった状況です。 

 資格証明書は対象が40世帯、交付済みが26世帯、未交付が14世帯という状

況です。 

 短期資格証明書の未交付の理由につきましては、簡易書留で送付したもの

が郵便局での保管期間が過ぎたことにより市に戻ってきたため、お渡しでき

ていないという状況となっております。 

◎委員（木村冬樹君） ちょっとびっくりしました。手元に保険証がない方

がこんなにいるということ、今の時期に大変驚きます。 

 新型コロナウイルスの問題でこれだけ世間が騒がされていて、健康に心配

がある、こういった方々に保険証が届いていないということがどういう問題

なのかということは、市はどのように考えているんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 未交付の状況につきましては、短期証につ

いては市のほうに御相談をしていただいて、その上で交付をさせていただく

ということで、短期証の対象世帯には通知をさせていただいて、それに対し

て全く反応がない、御相談にお越しいただいていないという状況になってい

るということです。 

 また、そういった方が病院にかかられた際は、病院から紹介があれば保険

証の資格情報についてお伝えをいたしますし、決してこちらが交付をしない

ということで対応しているものではありません。 

◎委員（木村冬樹君） 国のほうもそういうことも考慮しまして、資格証明

書だとかそういったことでも正規の保険証と同じように扱うような取扱いを

しろというような通達も来ているというふうに思っております。 

 やはりこの時期ですので、未交付が今までどおりの対応ではちょっとよく

ないというふうに思いますので、そういう事態も含めてきちんと手渡るよう

な形の努力をお願いしたいなというふうに思います。 

 それから、今回、国保運営協議会の問題は本会議でお聞きしているところ

だというふうに思いますが、条例の審議のときにもそのことが触れられたと

いうふうに思いますけど、いろいろ議事録を見ますと国保税を上げていくこ

とについてどうなのかという意見も少し出ているというふうに思いますが、

被保険者を代表する委員としての発言ということが分からないですよね、こ

れ。被保険者を代表する委員としてそういう意見が出ているのかどうか、少

しその辺の状況を教えていただきたいというふうに思います。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 被保険者の方が、どういった方が質問され

たかということについての御質問でありましたが、議事録でも特にどなたか

ということで特定はしていないという状況でありますので、ただ、被保険者
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の方からは繰越金の活用の状況、繰越金があることについての御質問など、

税率改正に関わる、上げることについての御質問は頂いているというところ

です。 

◎委員（堀  巌君） 今の木村委員の関連の質問です。 

 短期保険証とか資格証明書が渡っていない方について、これは滞納してい

るからでありますが、そこら辺の世帯の所得階層はどういう状況なんでしょ

うか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 最近の状況で、申し訳ありません、細かく

分析はしておりませんが、以前分析した状況では、やはり所得の低い方が多

かったと。 

 それはどうしてかというと、もともと加入している方の所得が低いからと

いうことになります。 

◎委員（堀  巌君） 先ほど、300万未満の世帯が88％でしたっけ、そう

いう答弁を聞きましたけれども、当然その部分からすれば、この滞納世帯、

短期保険証、資格証明書のあたりも確率的、割合的に言えばそうなるんだけ

ど、やはり先ほども出ているように納められない実態がそこにあるんです、

厳然として。だから、やはり例えば106世帯のお宅にその生活状況とか、生

保ではないですけれども、職員が伺って見に行くとか調査をしたり、そうい

ったことは今やられていないんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 短期証、資格証明書の方について戸別訪問

をしているかどうかについては、状況は、申し訳ありません、市民窓口課で

は戸別訪問はしていないという状況です。 

 ただ、短期証や資格証明書に該当するということは、税の収納部門のほう

でやはり徴収という観点から電話連絡をするなどの対応はしているという状

況だと思っております。 

◎委員（堀  巌君） 先ほど来の国や県、県単位化という話を聞くと、非

常に中央集権的なふうに戻っていっちゃっているのかなという感が否めませ

ん。 

 やはり市町村として国保を運営しているわけで、生活実態のところに目を

向ける、手を差し伸べるというのがやっぱり保険者、市町村の役目だという

ふうに思うんですね。 

 だから、徴収に行ったときに、お金を取るためだけではなくて、やっぱり

国保の保険者としての気持ちというか、精神というか、そういうのを持った

職員が伺って話を聞くというところがないといけないと思うんですけれども、

そういうお考えは現在ないということでよろしいんでしょうか。 
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◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 訪問するかどうかというところでは

あれなんですが、その納付相談の機会を提供する状況と、いわゆる生活実態

を把握するためというところで短期保険証というのを設けております。 

 それは２か月とか短い期間で保険証の期限を設定することによって、市の

ほうに相談機会をつくるという目的もあって短期保険証を利用しております

ので、そういったところも活用しながら情報把握には努めているところです。 

◎委員（堀  巌君） だから、実際、滞納している側の気持ちになると、

行けないですよ、市役所に。怖いというか、滞納している負い目もあるし。

だから、こっちから出かけないといけないと思うんです。 

 もう一つ聞きたいのは、交付されていない世帯、医療機関にかかっていな

いと私は思うんですよ。かかりたくてもかかれない実態をちゃんと把握して

いるかどうか、そこがポイントだと思うんです。 

 だから、そこのかかれないという気持ちになったことがない人はなかなか

そういう施策に出られないと思うんで、そういう人たちの声を聞いてという、

やっぱりそのプロセスが非常に重要になってくると思います。 

 今、現時点でどういうお考えでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 短期証、資格証明書の交付されている保険

税が払えない方、払うことが滞っている方、そういった方の実態把握という

意味では、そういった把握も必要であるというふうに思いますので、今後、

税務課の収納グループとも情報共有しながら少しでも実態把握、そして納税

につなげるように取り組んでいきたいというふうに考えております。 

◎委員（堀  巌君） ちょっと話をこっちに戻します。勧奨業務のほうで

す。 

 これまでも勧奨事務というのは市役所のほうでやっていたわけですよね。

そのコスト、職員の時間で換算してもいいです。それに比べてこっちのほう

が高くなるというふうに見ていますけど、その高くなる分、デザイン料も入

っていますし、いろんな費用も入っていると思います、技術的な。 

 この目的は、健康診査の受診率を高めて健康になってもらおうというのが

趣旨なんですけれども、これまで勧奨して、その事務によっては効果が得ら

れなかったと最初に言われましたよね。今回、これをやって効果が上がらな

ければやめるべきだと思うし、それをさっき聞いて答弁をまだもらってない

んですけれども、既にやっているところでどのぐらい効果が上がっているの

かという検証をしたかどうかについて、もう一度答弁してください。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） すみません、先ほどの答弁で漏れて

おりまして失礼いたしました。 
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 近隣の実績というところで、大口町さんが業務を受託しております。平成

30年度の実績で、特定健診の受診率で4.4ポイント増加をしているという実

績もありました。 

 また、受託事業者にほかの実績、岩倉市と同規模の状況をお聞きしました。

他県の状況になりますが、平均で４％ほど上昇しているという効果が見込ま

れているというお話がございました。 

◎委員（桝谷規子君） 先ほどの短期保険証、資格証明書の滞納の問題なん

ですが、やはり国保の今の職員体制の中では本当に厳しいかなというのも思

うんです。 

 私たち厚生文教委員会で視察した野洲市などは、ようこそ滞納していただ

きましたということで、国保も市民税も滞納世帯に、本当に一つ一つの世帯

に寄り添って相談に入っていくと、やはりその背景には多重債務の問題だっ

たり、それぞれ家庭内の事情が、仕事がなくなってしまったり、介護で大変

な人を抱えてしまったりとかいう、それぞれの大変な背景があるということ

で見えてくる。その中で一つ一つ問題解決をしていくということで、保険税

を払ってもらうだけの対応ではなく、総合的な相談窓口というのをやはり岩

倉市全体で、国保の担当だけではなくて、本当に市民とともに歩むという開

かれたまちと言うのなら、そういったところこそ手厚い市政にしていただか

なければならないのではないかと思うわけですが、いかがお考えでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 滞納されている世帯の方については様々な

御事情があることだと思いますが、また先ほど多重債務のことについての相

談だとかそういったことについては、催告書を送る際にそういった相談がで

きることを御案内しております。 

 また、税務課の収納グループのほうでもそういった滞納世帯については生

活の相談ができるように、また福祉課の相談窓口につなげるような、そうい

った対応もしている状況でございます。 

◎委員（井上真砂美君） 今、木村委員を中心に低所得者の国民健康保険に

ついて、なかなか滞納が多くてというような話をずうっとされていましたけ

れども、国民健康保険は自営業や農業従事者、会社やら企業を退職した者も

少し組合の厚生年金等の補助も受けられるけれども、65過ぎてから後期高齢

者になる75歳前までは国民健康保険に加入しているわけです。だから、現役

を退職した者にとっても、この国民健康保険というのは続けていっていただ

きたい税金です。 

 それこそ持続可能な社会をつくる、非常に低所得者だけでなく、中所得者、

高所得者の人はいいのかもしれませんが、ちょっと先ほど未納のところで所
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得別割の人数が出ていなかったんですけど、中所得者の中でも、低ではなく

てもきっと苦しいと思います。総所得のそれこそ１割以上になると思うんで

すけど、それだけ納入することになるから非常に大変だと思いますが、歳入

のほうを見ますと、繰入金、繰越金、一般会計のほうからも私たち一般の者

も一般財源から繰入金として使わせていただいておりますね。繰入金をなく

すようなことになったらきっと立ち行かなくなると思いますし……。 

〔発言する者あり〕 

◎委員（井上真砂美君） はい、何を言いたいか。 

 予算書375ページを見ると、出産一時金とか葬祭、これも出産に関しては

42万円を55件お支払いしていたり、葬祭においても85件お支払いしていると

いうことで、低所得者にもなかなか助けていらっしゃるなというふうに考え

ております。 

 それで、延滞税とかは回収できていないんですよね。 

 そうしたら、持続可能にしていかなきゃいけないので、もし一般財源から

もう出せない、あるいは繰越金がなくなってしまった場合は、国民健康保険

はどうなるのか教えてください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 繰越金がなくなった場合については、保険

税を上げていかざるを得ないという状況になります。 

 繰入金については法定軽減といいまして、国が定めて繰り入れてよいとい

うものについては一定維持をしていきますし、また法定外のものについても

福祉医療の波及分と保健事業分については一般会計から繰り入れることも国

は可能と言っていますので、これについては引き続き繰り入れて、保険のほ

うの財源にさせていただきたいというふうに考えております。 

◎委員（井上真砂美君） すみません、その歳入の一般財源からの繰入金に

ついてちょっと教えていただきたいと思います。国が決めているということ

なんですが、基準等ありましたらお願いします。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 法定外の繰入れの内容についての御質問で

あったかと思います。 

 法定外の繰入れについては保健事業分と言いまして、歳出の保健事業費の

分については全額、ただし国や県から入ってくる額については差し引いて、

保健事業費については全額繰入れをさせていただいております。 

 あと、福祉医療の波及分というお話をいたしましたが、福祉医療波及分と

いうのは市単独で福祉医療、具体的には障害者医療、母子家庭医療、子ども

医療、そういった医療費の助成を、窓口での負担がなく現物給付という形で

事業を実施している場合は、その分医療がかかりやすくなり、医療費の増加
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を招くということで、国のほうが国・県合わせて41％減額、かかった費用の

うち現物給付のものについては減額をしておりますので、その減額された分

については一般会計から繰入れをさせていただいているというものでござい

ます。 

◎委員（木村冬樹君） 皆さんの理解を深めるために少し質問しますけど、

今、法定外繰入れは保健分と、保健というのは予防のほうの分と、そういう

形で繰入れをして認められていると。これは決算補填ということじゃないも

んだから解消を求められていないという理解であると思います。 

 そのほかにもいろいろやっているところがあって、子どもの均等割を減免

するために法定外繰入れをしている、そのことも多分解消を求められるもの

じゃないというふうに思っているところです。 

 歴史的に見ますと、国民健康保険というのは国が医療費の50％を負担して

いた時期がありました。1980年代の初めの頃だと思いますけど、それからど

んどん国が法律改正をする中で医療費のうちの国の負担する割合が減ってき

て、今多分37％ぐらいになっていると思うんですけど、そういう中で保険税

が上がってくる、あるいは繰入れを市町村で増やしていくという、こういう

歴史になっているというふうに思います。 

 質疑しなきゃいけないもんですから聞きますけど、法定外繰入れというと

ころで、先ほど言いましたような子どもの均等割減免のためだとか、目的を

持った決算補填でないものであれば繰入れは可能という、岩倉市がやるかや

らんかは別として、そういうことについて国は何か言っているんでしょうか。

その点についてお聞かせください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 法定外の繰入れについて、決算補填以外の

ものは認められているんではないかという御質問であったと思います。 

 その法定外の考え方について、先ほど子ども医療など、そういう市独自の

軽減については決算補填ではないので認められるんではないかというような

お話もございましたが、国が示している方針といたしましては、政策的なも

のについては繰入れは認めないというふうに言っております。 

 減免についても、法定で定まっているその他特別な事情がある場合の減免

については認めておりますが、政策的なものについては認めていないという

ところで、市としてはそういった国の方針に従うものについて、方針で示さ

れているものについては繰入れをさせていただきますが、それ以外のものに

ついては繰入れはしないですし、国が認めている範囲でのものということで

独自減免をして繰り入れると、そういったようなことは考えておりません。 

◎委員（木村冬樹君） 県の国保運営協議会の議事録をちょっと確認しても
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らいたいなと思います。 

 そういう質問が多分されて、子どもの均等割減免のための法定外繰入れは

可能という答弁が出ているようなふうに、私が出た研修では言われましたの

で、ちょっと確認していただいて正確なところをまた教えていただきたいな

と思います。 

 質疑はここまでにしたいと思います。 

◎委員（堀  巌君） じゃあ、最後。 

 今の確認をしていただくということと、さっきの政策的なものは認められ

ないということと、福祉医療、市単独事業で政策的に給付するとかというこ

とで、過去、国からのペナルティーみたいなことがあったと思うんです。そ

れが県単位化になってもまだ続いているのか、国のさっき認められない、認

めるというところは法律的なものなのか、もしそれで認められないことにな

ったら、今言ったペナルティーみたいなことが科せられてくるのか、そうい

ったところはどのようになっているんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） まず１点目のペナルティーについては、今

もペナルティーということで減額がされているということになります、療養

給付費負担金において。ただ、算定としては納付金に上乗せをされるという

形で算定をされているものです。 

 それから、法的なものについてはというところなんですが、法的というと

ころではなくて、方針というところ。今回、国については決算補填の解消に

ついては５年をめどに解消を、５年もしくは６年だったかと思いますが、解

消するように、解消計画も国にそれぞれの保険者が提出するようにされてい

るというもので、本市についてはそういった解消計画を策定するような繰入

れはしていないという状況でございます。 

◎委員（桝谷規子君） 今、ペナルティーのことが出たんですが、子どもの

医療費無料化を、窓口無料をやっているところが、国が医療費を使い過ぎる

というひどい言い方でペナルティーになっているところがあるということな

んですが、幾らぐらいになっているのかお聞かせください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 子どもの分のペナルティーの額が幾らかと

いう御質問であったと思いますが、令和元年度に繰り入れる子ども医療のペ

ナルティーの額は168万円でございます。 

◎委員（木村冬樹君） 申し訳ありません。国から県に都道府県単位化に伴

う交付金で3,400億円のうちの何百億円分だと思うんですけど、子どもの負

担軽減のためというふうに名目があって、そのことが市町村に入っていなく

て県に入っているということで、県はその分を差し引いて納付金を提示して



１３ 

いるんだけど、市町村はその納付金に対して納めるということだけだもんだ

から、子どもの軽減というところにお金が行かないんですよね、実態として

この仕組みでいくと。そういう理解でよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 御質問のありましたことにつきましては、

県の考え方として子どもの軽減をするために交付がされている、納付金の算

定から引かれているというものではなく、保険財政の安定化のために全体に

対して算定されているものでございます。 

◎委員（木村冬樹君） じゃあ、私が研修で学んでいるものは全て間違いと

いうことなんでしょうかね。 

 県の運営協議会の情報なんかも含めて伝えられているところで、たしか、

ちょっと正確な数字は分かりませんけど、保険の安定のための分以外に子ど

もの負担軽減ということで国全体で100億円ぐらいの区分がされたことにな

っている。しかし、それが都道府県のところに入っているもんだから、都道

府県はそれを納付金から外して市町村に納付金を提示するということで、実

際のところに使われていないというのが私が学んできたことなんですけど、

全くそれは間違いということでいいですね。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 先ほど木村委員から御指摘があった、納付

金の基礎額から控除されるものについては、子どもの被保険者数に二十歳未

満の保険者数に着目して、その人数の割合に応じて交付されているものです。 

 子どものものにということであれば、そのように子どもの均等割の軽減だ

とか、そういう具体的な納付金、標準保険料率の算定においても何かしら県

から示されるものであろうかと思いますが、特にこの納付金の基礎額から引

いたものについて子どもの軽減をするというような仕組みに現になっており

ません。 

◎委員長（鬼頭博和君） いいですか。 

◎委員（大野慎治君） 国民健康保険が県単位化になって、剰余金というか、

決算して余ったお金というのは、翌々年とかに反映されるというような御意

見が、僕、１回決算か何かのときにお聞きしましたが、余った繰越金を保険

料に反映するのはいつから反映されるんでしょうか。改めてお聞かせくださ

い。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 平成30年度に各市町村から納付金として納

めたものについては、大野委員がおっしゃったように決算剰余金という形で

ございます。 

 全体の額としては75億円という額が決算剰余金等ございまして、それにつ

いては令和２年度から４年度までの３年間で活用するということになってお
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りますので、今回、令和２年度の算定に当たっては25億円が活用されている

という状況となっております。 

 そういった剰余金がありますので、今回の標準保険料率の算定に当たって

は一定程度反映されたものとなっております。 

◎委員（大野慎治君） すみません、委員長。大変申し訳ありませんでした。 

 先ほど、滞納されている方、僕も１人だけでしたけど、何らかのトラブル

を抱えていて、僕も相談に乗るときにはもう手後れの状態でしたけど、福祉

課さんと市民窓口課さんを責めているわけじゃなくて、福祉課さんに何とか

うまくつなげられるような形を今後、福祉課さんを責めているわけじゃない

んです、つないでほしいというだけのことなんで、今後もしっかりと連携を

取っていただいて、福祉課につなげるような、中には100人の中の多くの方、

半分ぐらいの方はそういった形も取れると思うので、今後もそういった形を

取っていただけませんか。見解をお聞かせください。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 滞納されている方の世帯については様々な

状況があるということで、その状況を把握するように努め、また必要に応じ

ては大野委員がおっしゃいましたように福祉課のほうにも連携していくよう

に、市民窓口課、税務課の収納グループ、福祉課と、庁内での連携はしっか

りしていきたいと思っております。 

◎委員長（鬼頭博和君） よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、質疑はこれでいいですかね。 

 じゃあ、ないようですので質疑を終結いたします。 

 次に、議員間討議に入りますが、議員間討議はありますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） じゃあ、議員間討議は省略をいたします。 

 ないようですので議員間討議を終結し、次に討論に入ります。 

 討論はございますか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第23号「令和２年度岩倉市国民健康保険特別会

計予算」に反対の討論をいたします。 

 議案第11号の中で国民健康保険税条例の一部改正がされたように、今回所

得割だけではなく全ての一人一人の子どもたちにも係ってくる均等割額が上

がり、１世帯当たりに係る平等割も引上げがされるという国民健康保険税の

料金になりました。 

 国民健康保険は国民皆保険の体制を下支えするものであり、社会保障とし

ての制度であります。しかしながら、国民健康保険の構造的な問題は非常に
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大きく、以前は、先ほど井上委員がおっしゃったように、農業者や自営業者

が多くを占めていた時期もありましたが、今はほとんどが農業者、自営業者

の割合は少なく、年齢構成が非常に高い高齢者が多くを占め、所得水準が低

い人たちが占め、そして医療費の水準がやはり高くなりという構造的な問題

を大きく抱えている国民健康保険税の制度だと思います。 

 そういった中で、所得段階の低い人たちが多いのにもかかわらず国の負担

はどんどん減っていく中で、何年か前から健康に対する制度であるところの

保健の部分では、保険者努力支援制度へと国費が引き上がるという状況も生

まれてきましたが、やはり大変な会計状況であるということは否めない状況

です。 

 そういった中で、短期保険証、資格証明書の発行人数が非常に多いという

こともこの中で明らかになり、その中で未交付であるという人たちが100人

以上もいるということも明らかになりました。やはり保険税が高いために払

えない、それがどんどん続いていくと、市役所にも行きにくくなる。そうい

った中で様々な問題を抱えての滞納者の人たちは、非常に大変な状況にある

人たちも多いと考えられます。 

 今後、今福祉課へのつなげということもありましたが、そういった人たち

への総合相談窓口みたいなのも今後つくっていかなければならないのではな

いかということも考えます。 

 この議案第23号については、やはり均等割、平等割の引上げがあるという

会計であり、賛成するわけにはいかず、反対とさせていただきます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 賛成討論はありますか。 

◎委員（井上真砂美君） 議案第23号「令和２年度岩倉市国民健康保険特別

会計予算」について賛成の立場で討論いたします。 

 昨晩、一生懸命考えました。国民健康保険特別会計予算は、自営業者、農

業従事者のみならず、現役を退いた者で75歳、後期高齢者医療に関わる前の

者に特に関係ある予算です。 

 現役世代に至るまでの持続可能な制度になるように守っていかなければな

らない制度です。現役世代、これからの人たちにも持続可能になる必要があ

ります。 

 令和２年度の税制改正は繰越金や繰入金を活用しており、総所得によって

は減免適用があり、所得格差にも配慮されています。また、疾病予防特定健

康診査等事業が計上され、先ほども話がありましたが、ＡＩを使って受診し

たくなるような事業も計画されています。 

 医療保険制度を適正かつ効率的な運営を図るためにいろいろな業務も予算
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が計上されています。国民健康保険特別会計予算は適正に計画され、予算計

上されていると考えます。 

 保健事業の充実を図り、医療費の適正化を図るとともに、国保財源安定化

のために国民健康保険料の収納率向上にも努めることを申し添え、議案第23

号を賛成します。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第23号「令和２年度岩倉市国民健康保険特別会計予算」について、賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第23号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続いて、議案第24号「令和２年度岩倉市土地取得特別会計予算」について

を議題といたします。 

 予算書は391ページから404ページまでとなります。 

 当局の説明はいかがいたしましょうか。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（黒川 武君） １点だけお聞かせください。 

 積算内訳は211ページのところであります。 

 土地取得費でありまして、先行取得ということで70.10平米分の固有財産

購入費が計上されております。 

 これは下本町地内というふうな記載がしてございますが、どの辺りの土地

でしょうか。なぜ購入するのか、そこのところの説明をお願いします。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） こちらの土地につきましては、桜通線に

係る用地の残地になります。 

 今までは将来的な江南岩倉線の交差点に係る部分に関して先行取得として

用地のほうを取得させていただいておりましたが、こちらの土地に関しまし

て、権利者さんと交渉する中で残地の部分の処分を考えているということを

お聞きしましたので、全体的な面積は80平米ぐらいの土地で桜通線に関して

は10平米大体買うような土地なんですけれども、かなり土地が余るところに

なるんですね。 

 今後、事業を進めていく上で代替地として活用できるということで判断い

たしまして、市で取得するということにいたしました。以上です。 
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◎委員（黒川 武君） 大体どの辺りかということが分かりました。 

 残地というのはいつも道路用地を購入するときには絶えず付きまとうもの

でありまして、それは土地所有者の方の意向を尊重しながら対応するしかな

いだろうなと、そういうふうに思いますが、代替地として将来的には活用し

てまいりたいといったことでございます。 

 それでもう一点、平米当たりの単価についてお聞きしたいと思うんですが、

土地取得費の平米当たり単価が13万1,000円ということになっております。

それで、桜通線の買収単価を単純に割り戻すと11万7,000円ぐらいになるの

かな、そうすると１万4,000円の差がつくんですね。ほぼ近いところで１万

4,000円の単価差がつくだろうと思いますので、これは鑑定評価の違いでそ

うなったのか、あるいはどこかに要因があるのか、そこのところの説明をお

願いします。 

◎都市整備課主幹（田中伸行君） 桜通線で約97平米で総額が1,100万程度

なんですけれども、これを単純に割り返しますと今黒川委員が言われたとこ

ろの単価になるんですけれども、来年６筆買う予定をさせていただいており

まして、それぞれ単価は違います。平均した結果、そのぐらいの単価になる

ということになりまして、来年、土地特会のほうで買わせていただく土地と

桜通線で買わせていただく土地の単価は一緒になりますので、結果的にこれ

は平均してしまうと一緒になるんですけれども、それぞれの土地は１筆１筆

評価されていますので別々になっております。以上です。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので質疑を終結いたします。 

 議員間討議は省略をいたします。 

 続きまして、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第24号「令和２年度岩倉市土地取得特別会計予算」について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第24号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 休憩を入れますか。換気しましょうか。 
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 じゃあ、暫時休憩いたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 議案第25号「令和２年度岩倉市介護保険特別会計予算」についてを議題と

いたします。 

 予算書は405ページから450ページまで、積算内訳書は213ページから228ペ

ージとなります。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（堀  巌君） 25号の一番最初の流用の項目がないということにつ

いて、分かりやすく教えてほしいんですけれども。 

◎行政課統括主査（酒井 寿君） 地方自治法におきまして、本来予算区分

の款とか項は議決科目と言われておりまして、予算額とか予算の名称等を変

更する場合には必ずこれは補正予算として計上しなければならないと、いわ

ゆる流用というのができない規定になっております。 

 ただ、地方自治法の220条第２項のただし書の規定によるところによれば、

歳出予算のいわゆる各項の経費の金額は予算の執行上必要がある場合に限り、

予算の定めるところによりこれを流用することができるというようなことと

このただし書で規定されております。 

 そうしたことから、本市においてもおおむねほかの自治体も同様な場合が

多いですけれども、一般会計や国民健康保険特別会計予算書などのこの議案

文の中で、いわゆる各項の間の流用ができる項目を規定しております。一般

会計では人件費、例えば人事異動の際に補正予算をその都度その都度すると

いうのは事務効率が悪いというところもあると思います。そういったところ

で、人件費については項款の間の流用を規定しているというところもありま

す。 

 それから、国民健康保険特別会計では保険給付費、項款の金額差が大きい

とか年度間のばらつきも大きいというところもあると思います。そういった

ところで、国保のほうでは保険給付費について規定しているところでござい

ます。 

 御指摘のあった介護保険特別会計につきましては、もちろんこの設定当初

からの予算の組み方というのもあると思いますけれども、例えば款２の保険

給付費の下に項１の保険給付費ということで、項が１つしかない。だから、
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目単位で言えば６つの給付サービス等に分けて計上しておりますけれども、

あくまでもここでは項が１つしかないということから、項の間の流用の必要

性がないということから、介護保険特別会計においては、現状岩倉市におい

ては流用の規定はしていないということでございます。 

 ただ、この項款の流用についてはあくまでも万一の規定ということであり

ますので、担当課のほうにも確認する限りでは特に実績というのは、全くな

いというわけではないですけど、基本的にはないということで確認はしてお

ります。以上です。 

◎委員（木村冬樹君） 積算内訳書でいきます。 

 214ページの事務管理費の中の使用料及び賃借料で、新しいサービスの使

用料が、僅かな金額ですけど新設されています。介護保険情報検索サービス

使用料というものですが、これについてはちょっと新しいということで説明

をお願いしたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 介護保険サービス事業者から介護保険の

介護報酬であったり、運営基準に関する質問が頻繁に寄せられているといっ

た状況がございます。 

 その都度、法令や法令を解釈する上で必要となる通知であったり、あとＱ

＆Ａなどを過去に遡って調べた上で適切な指導及び助言をしておりますが、

そのために非常に多くの時間と労力を割いているといった状況がございます。 

 介護保険情報提供サービスですが、介護報酬であったり運営基準に関する

法令の検索だけでなく、それらを解釈するために必要となる過去に出された

通知であったり、Ｑ＆Ａなどをネット上で容易に検索できるようにするサー

ビスで、介護サービス事業者に対する指導及び助言にかかる労力を軽減でき

るものと考えておりますので、よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 介護報酬だとか介護保険に関する法令の改正というのがいろいろ行われて

いるということで、また介護従事者の処遇改善なんかでの加算とか、いろい

ろ今介護報酬上に出てきているというふうに思います。そういう中で問合せ

が多いということはよく理解できるところで、これが本当に職員の事務の効

率化につながればというふうに期待しておるところです。 

 次に、賦課徴収費215ページの関係でお聞かせいただきたいと思いますが、

介護保険も、保険料を年金特徴じゃなくて普通徴収している年金額が低い人

たちがお見えになります。こういった方々が納付できずに滞納となるケース

というのがやっぱりあるんではないかなというふうに思っているところで、

介護保険料も滞納しますといろいろペナルティーといいますか、給付制限が
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されていくという仕組みになっています。 

 それで、介護保険における滞納による給付制限の対象者が今岩倉市でどの

くらいいるのか、どういう給付制限がされているのか、またその滞納に至っ

た状況の把握などはどうなっているのか、こういった点についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） サービスを利用した際には利用者負担と

して費用の一部を負担することとなりますけれども、介護保険料を滞納して

いる場合には、滞納期間に応じて利用者負担割合が引き上げられるなどの給

付制限がかかります。 

 令和２年１月末現在で調べたところによりますと、給付制限の対象者は５

人となっております。 

 保険料を納めていただいている方との負担の公平性の観点から、やむを得

ないところもございますけれども、滞納している方の生活状況を聞いて計画

的な納入を提案したり、給付制限といった仕組みをきちんと説明することで

保険料の納付意識を高めていくように努めているところです。 

 給付制限を受けている方の中には、数々の複数の困難を抱えている方もい

らっしゃいます。そのような人に対しては長寿介護課だけで対応するのでは

なくて、福祉課であったり、他部署とも連携を取りながら困難な状況を解消

できるように努めているところです。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） 介護保険は納めるのに時効があるもんですから、２

年たってしまうともうそれ以降は納められないという状況になってきまして、

そういったところで給付制限の対象となっても、慌てて介護保険を納めたい

んだといってもその対応ができないという人たちもいるわけで、そういう制

度上の問題があるもんですから、丁寧な対応が必要じゃないかなと思います。 

 そういった点で他部署と連携をしながら対応をしているということで、国

保のときにも桝谷委員が言いましたような対応に心がけていただきたいなと

いうふうに思います。 

 次に、218ページの介護サービス給付費のほうに入っていきます。 

 本会議で介護サービス等給付費について、施設介護サービス給付費が減額

の予算になっているというところで、前年度と比較して、その辺について少

し説明を頂いたところであります。 

 それで、新しく８ユニットの特別養護老人ホームの、あと最後の１ユニッ

トが年度末にはオープンになるんではないかというようなこともありました

が、現時点での特別養護老人ホームの待機者数を一番最新の情報で要介護別

に、ちょっと面倒くさいですけど、教えていただきたいというふうに思いま



２１ 

す。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 特別養護老人ホームには岩倉一期一会荘

と岩倉一期一会荘花むすびがございまして、現在、花むすびのほうが７ユニ

ット目、定員70人まで開設しておりまして、８ユニット目が最近聞いたとこ

ろによりますと５月に開設する予定ということで聞いております。 

 それで、２つの施設を合わせた待機者ということで、こちらは将来的な利

用を見越して希望しているという方の状況になりますけれども、令和２年１

月末現在で219人おります。そのうち、市内の待機者は110人となっておりま

す。 

 それで、市内の要介護度別の待機者でいきますと、要介護１が12人、要介

護２が20人、要介護３が32人、要介護４が34人、要介護５が12人となってお

ります。よろしくお願いします。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 なかなか市内110人ということで、一定の花むすびの開設が、オープンが

待機者数を減らしているというふうに思っています。 

 しかしながら、やはりまだこのぐらいいるということで、ちょっと理解を

深めるために言っておきますけど、特別養護老人ホームというのは要介護３

以上が入居対象となる制度ですよね。それで、１・２の人も待機していると

いうことは、この人たちは将来に向けて待機しているということもあります

し、家庭の様々な事情によって市のほうで助言を行って特別入所みたいなこ

とができる対象となる方もいるもんですから、そういうことでの待機になっ

ているのかなというふうに思っています。 

 なかなかあと１ユニット開いただけでは、この人たちが解消するのは難し

いということでありますので、第８期の計画がどのようになっていくのかと

いうところが注目されるところだというふうに思いますが、まだ予断を許さ

ない検討中のところだと思いますけど、施設介護サービスのほうでの第８期

に向けてというところでは、市としてはどのような心構えで考えているのか

お聞かせください。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 第８期ということで、まだこれから推進

委員会の議論を重ねながら計画を立てていくというところで、ちょっとなか

なか発言も難しいところではございますけれども、必要な方に必要なサービ

スが利用できるような状況になるようにつくり込んでいきたいと考えており

ます。 

◎委員（木村冬樹君） はい、分かりました。 

 この言葉を聞けば少しほっとします。ありがとうございます。よろしくお
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願いします。 

 それで、219ページのいわゆる総合事業についてもお聞かせいただきたい

と思います。 

 総合事業の対象者が増えてきている、しかし岩倉市は要介護認定を希望さ

れる方やアセスメントの中で必要と思われる方は要介護認定を受けていただ

いているという体制で臨んでいただいているということで、非常にありがた

いというふうに思っています。 

 そういった中で、少し細かいところですが、一つは食の自立支援のほうな

んですね。これが平成31年度の当初予算で見ると50人のところが85人という

ことで、それで後ろのほうに、222ページには、これはいわゆる任意事業の

ほうでの配食サービスの対象者、これが平成31年度当初予算は105人だった

ものが85人というふうになっていまして、トータルとしては増えていますけ

ど、そちらのほうに比重は移ってきているなというふうに思うわけですけど、

この状況について実際にどのように捉えているのかお聞かせいただきたいと

思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

実際にどのような状況になっているのかというところなんですけれども、今、

生活支援型給食サービスは、木村委員がおっしゃったように総合事業と任意

事業のほう、２か所のほうに予算は計上しております。

 平成30年度を見てみますと、実人数ということで見てみますと、平成30年

度は任意事業のほうは106人でした。令和元年度は見込みになりますが、87

人ということで減ってきています。この任意事業の対象というのが要介護認

定を受けている人、そして自立の人、それから非該当である人が対象になっ

てきます。そうしますと、30年度から元年度に向けて人数が減っているとい

うことは、要介護認定を受けている人で給食サービスを受けられる方が減っ

てきているというような状況になります。 

 逆に、総合事業のほうは要支援の人、それから総合事業の対象者というこ

とになってきます。 

 平成30年度の実人数を見てみますと82人、令和元年度の見込みにもなりま

すが91人ということで、総合事業のほう、要支援の方が給食サービスを受け

る方が多くなってきているというような状況になります。 

◎委員（木村冬樹君） この配食サービスについては、今２つのところで運

んでいただいているということだというふうに思いますが、給食の内容につ

いて何か利用者のほうから意見が出ているだとか、以前はちょっとお話しし

ましたけど、ぱかっと開けると茶色っぽくて揚げ物がいっぱいという、そう
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いうようなところもあったというふうにお聞きしています。 

 そういった中で、今この配食サービスの給食の中身というのはどのような

感じなんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

給食の内容はということですけれども、利用者さんのほうから苦情は入って

おりません。

 先ほど給食の業者が２か所ということで、一期一会と寿食品の２か所で行

わせていただいておるんですが、やはり利用者さんのほうが多くなってきま

して、配食のふれ愛という業者さんを１つ急遽増やしまして、現在３か所で

対応をさせていただいております。 

◎委員（木村冬樹君） すみません。もう一点お願いします。 

 いわゆる総合事業の中で短期集中型の通所サービスということで、ここで

予算の積算内訳書でいきますと、委託料のところの通所型サービスＣ委託型

というところになろうかと思いますけど、短期集中型サービスということで

期間を限定してこういった通所型ですから通っていただいて、そこでいろん

なことをやる中で体の機能も回復してくるというようなことであろうかとい

うふうに思うんですけど、この通所型サービスＣというのは、岩倉市の場合

はこの期間というのは何かきちんと決められて実施されているのかどうかと

いう点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

期間は、６か月期間を決めて実施をしていただいております。

◎委員（木村冬樹君） それで、６か月ということで、例えば６か月実施し

て変化がなかったりだとか、逆に悪化したよだとか、そういった場合はある

のかどうか。そして、そういう場合はどのような後のサービスがあるのかど

うか、こういった点についてお聞かせいただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

通所型サービスＣを利用されてその効果ということだと思いますが、実際、

令和元年度は１件しかなかったものですから、昨年の利用された方の報告を

見てみますと、よくなったという方も数名見えます。大体維持がされている

状況で報告が上がってきております。

 もし、その中で悪化ということになった場合は、その方の状況を見て総合

事業の対象者なり、あるいは要介護認定のほうに結びつけるような形になる

かと思います。 

◎委員（堀  巌君） 認知症予防関係の予算全般でちょっとお尋ねしたい

んですけれども、今、いろいろな事業が展開されています。２年目に入った
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シルバーリハビリ体操であるとか。それで、岩倉市の水準がどの位置にある

のか、例えば特定健康診査によってある特定の病気が多いということが分か

ったとか、認知症にならないためにいろんな事業を展開していますけれど、

岩倉市の例えば何人に１人という、そういう割合的には岩倉市はどの水準に

あるとか、認知症になったときに医療費がかかってくるわけで、それが岩倉

市は県とか国レベルでどういう状況にあるのかと、そういう分析はしてみえ

るんでしょうか。そこら辺の全体的なことで教えていただきたいと思います。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

岩倉市の水準が県と国と比べてどのようかということですけれども、すみま

せん、実際、認知症が何人ぐらい見えるかというところの判断の仕方なんで

すけれども、主治医意見書の中に認知症高齢者の日常生活自立度という区分

があります。その中で、自立からＭまでの区分があるんですけれども、認知

症は２Ａ以上ということで基準が定められています。その中で、２Ａ以上が

岩倉市の場合、要介護認定を受けている人の中で何人いるかということを見

てみますと、平成30年４月１日ですと872人、31年４月１日現在ですと917人

ということで、数字的には増加している傾向です。

 すみません。国や県と比較してというところが見られていませんので、岩

倉市の数値だけちょっと御報告させていただきました。 

◎委員（井上真砂美君） ごめんなさい、一般介護予防事業についてちょっ

とお尋ねします。 

 予算書437ページです。 

 介護予防ということで、婦人会やら女性の方たちで集まって、スクエアス

テップとかいろいろやってみえます。いきいき介護、シルバーリハビリ体操

ということで講習会があり、それから受講された方も６回ぐらい受講があっ

て、指導者になられた方が見えると思うんですが、何人指導者までなられた

のか教えてください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

シルバーリハビリの養成講座のほうは６回行いまして、27人の方が受講され

ました。そのうち22人の方が指導士として認定を受けられております。 

◎委員（井上真砂美君） その指導者の方はいつから指導者として活動がで

きるのか教えてください。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

指導士養成講座が終わりまして、22人の方が認定を受けております。

 その後、令和２年１月になりまして指導士の方たちとの打合せの中で指導

士会を結成させていただきました。その指導士会を結成して、今後どのよう
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に地域で活動していくのかというお話合いをしまして、まだまだやはり回数

を重ねないと人の前では教えられないということで、今は勉強をしている段

階です。 

 来年の５月、６月にシルバー養成講座のほうの第２回目を予定しておりま

すので、その養成講座が終わった時点で地域のほうに出て、指導士の方たち

が体操を教えていきたいというふうに予定では考えております。 

◎委員（堀  巌君） 続きです。 

 人数が増えているというところは分かるんですけれども、やはりその水準

がどこにあるかというのをつかまないと、例えば今回新規及び主要事業の説

明資料の中に目新しいものはないわけですよね。もし、その水準が岩倉市が

低ければ、やっぱり手を打っていかないといけない。認知症にならないため

のいろいろやっているけれども、効果が上がっていないんであれば、効果の

ある事業をやっぱり考えなきゃいけないわけで、そこら辺のことが見えてこ

ないんですよ。 

 だから、医療と介護というのはやっぱり密接な関係があるし、さっきの認

知症になったときにはどのぐらい医療費がかかるのか、１人当たりという分

析とか、そういうことを連携してやっていかないといけないと思うんですけ

れども、そこら辺の状況はどうなんでしょうか。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

医療費の分析等、すごく必要なことだと思います。

 岩倉市の認知症の方たちが県や国の水準のどの位置に示しているのかとい

うところも知っておくことはとても大切なところだと思いますので、そこの

ところはしっかりと研究をして事業のほうにつなげていきたいと思います。 

◎委員（堀  巌君） よろしくお願いします。 

 さっき水準という話をしましたけど、本当にいろいろ保健師さんを中心に

活動、市民の方も含めてやっているんですよね。やっているんだけど、やっ

たことがどのような効果があるか、多分ほかの市町も結構いろいろやってい

ると思うんですよ。だから、そのやっている事業がどの程度岩倉市が頑張っ

ているのかというところが、頑張っているのは分かるけど、その比較が分か

らないと、やっぱり市民の方も、私自身も知りたいし、その効果がどういう

ふうになっているのかというのも知りたいし、それで市はどういうふうな新

しい事業を打って出ているのかというところにつながっていくと思うので、

よろしくお願いしたいと思います。 

◎委員（桝谷規子君） 予算書433ページの認定調査費のところでお伺いし

ます。 
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 岩倉市は認定調査の調査員の方を市直営でやってもらっていると思うんで

すが、委託料で115万5,000円計上されているというところはどういったこと

なのかお聞かせください。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 基本的には認定調査員が認定調査に行く

わけですけれども、認定調査の先が遠方で市の調査員での対応が難しい場合

であったり、あとは申請が集中した場合で認定調査員だけでは対応が困難な

場合に調査を委託して実施しております。 

 新規申請の調査委託については、他の市町村に委託をすることとしており

まして、更新であったり変更の申請は県が実施をしている認定調査員研修を

修了したケアマネジャーへ委託ができるものですから、被保険者の居所に近

い居宅介護支援事業所に委託をするといった取扱いで進めております。 

◎委員（桝谷規子君） やはり遠方の方はもちろん委託していかなくちゃい

けないと思うんですが、その区分変更の要望があった場合とかだけでなく、

まだ認定調査で区分変更が必要ないという場合も、次、半年に１回でしたっ

け、必ず訪問調査をしていくというところが本当に必要なのかなみたいな見

極めというのは市独自でやっていくというような状況はできないんでしょう

か。 

◎長寿介護課長兼老人憩の家所長兼多世代交流センター長（原 咲子君）

認定の期間のこと、その方の状況によっては期間が半年であったり、あるい

は２年で、最高３年まで期間は延びました。

 市のほうでそういった期間を決められないかということなんですけれども、

一応認定審査会を経て期間を決めていますので、その期間終了１か月前から

更新の申請ができるということになっておりますので、そういう形では取っ

ていきたいと思います。 

 実際、更新申請を出されて、その状態が変わっているのかどうかというの

は、やはりその御本人様、家族様というのは分からないと思うんですね。な

ので、その期間を決めて更新申請でまた認定調査を受けるということはとて

も大切なことだと思いますので、国の機関に沿って調査をしていきたいと思

いますし、あと本当に状態が悪くなれば変更申請ということで申請を出して

いただければいいことですので、市で独自に決めるということは行いません

ので、よろしくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 認定調査会の中でお一人お一人次の認定は３年まで

延ばしていいというような、きちんとそういった会議が持てているというこ

とでの確認でよろしいでしょうか。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 委員のおっしゃるとおりです。 
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◎委員長（鬼頭博和君） いいですか。 

◎委員（桝谷規子君） ２年前から始まっているんでしたっけ、在宅医療介

護連携推進事業がこれからの医療と介護を包括してということで、委託料が

結構大きい額で844万5,000円というふうに委託されているんですが、なかな

かここの事業が具体的にどういったものか見えにくいんですが、１回研修会

があって参加させていただいたら、その内容は私が望むような在宅医療と介

護をどんなふうに連携してみたいなのよりも、自分や家族が死を迎える場合

のエンディングノートを作るとか具体的に、それはそれで学べた内容だった

んですが、なかなかここの事業が見えにくいということを思うんですが、具

体的にはどんなふうにこの委託先から報告があって、次につなげていくよう

な事業の連携というか、具体的に教えていただければと思います。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） 在宅医療介護サポートセンターのお話に

なってくるかと思いますけれども、医療及び介護分野の職種を超えた顔の見

える関係づくりを通して、多職種の連携により在宅医療及び介護を一体的に

提供できる体制の構築を目的に、平成30年度に設置をしました。 

 取り組む事業としては大きく分けて８つありまして、まず１つ目が地域の

医療・介護資源の把握に関する支援、２つ目が在宅医療・介護連携の課題の

抽出と対応策の検討に関する支援、３つ目が切れ目のない在宅医療と介護の

提供体制の構築の推進、４つ目が医療・介護関係者の情報共有の支援、５つ

目が在宅医療・介護関係者の連携に関する相談支援、６つ目として医療介護

関係者の研修、７つ目が地域住民への普及啓発、８つ目として在宅医療・介

護連携に関する関係市町村の連携に関する支援ということですが、この１年

間、在宅医療介護連携連絡調整会議を開催したり、医療・介護に関わる多職

種研修会の開催、あと桝谷委員も参加されたという市民を対象とした講演会、

あとケアマネジャーの横のつながりの強化を目的としたケアマネ交流会、あ

とケアマネジャーと医師、歯科医師、薬剤師との連携体制の構築を目的とし

た連絡先の一覧表を作成するなどしてまいりまして、医療・介護に関わる関

係者の顔の見える関係づくりに努めてきているといった状況ですので、よろ

しくお願いします。 

◎委員（桝谷規子君） 連携に関する支援というのは本当にこれから大事な

ことだと思うんですが、一つ一つの、お一人お一人というのか、困難事例の

検討みたいな、そういったこともやられているんでしょうか。そういった報

告も市のほうにあるのか、どうなんでしょうか。 

◎長寿介護課主幹（中野高歳君） お一人お一人の相談支援という話になる

と、在宅医療介護サポートセンターで行うというより、具体的なことになり
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ますので市のほうが行っておりますけれども、そういった方につきましては

他部署との連携をして実施をするケア会議であったり、そういったもので対

応しているところです。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑ございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑がないようですので、これで質疑を終結いた

します。 

 議員間討議は省略をいたします。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第25号「令和２年度岩倉市介護保険特別会計予算」について、賛成の

委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第25号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 ここでお昼休憩ということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは、ただいまより休憩に入ります。 

 午後は１時10分からということでお願いいたします。 

（休  憩） 

◎委員長（鬼頭博和君） それでは休憩前に引き続き、午後の会議を開きま

す。 

 続いて、議案第26号「令和２年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」に

ついてを議題といたします。 

 予算書は451ページから468ページまで、積算内訳書は229から232ページま

でとなります。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（谷平敬子君） まず、令和２年度、３年度の保険料が改正される理

由はどうしてか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 
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◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 後期高齢者医療保険料につきまして

は、２年間が財政運営の期間とされております。令和２年度と令和３年度の

２か年分の保険料として、このたび改定が行われます。改定の理由につきま

しては、１人当たり医療費が伸びていることが主な要因となっております。 

◎委員（谷平敬子君） この保険料の改定に当たり、増加を抑えるための対

策というのは取られているんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 保険料の改定に当たりましては、愛

知県後期高齢者広域連合では、決算剰余金83億円が活用されております。さ

らに、上昇率を抑えるため、愛知県後期高齢者医療財政安定化基金から29億

円が活用されております。 

◎委員（谷平敬子君） その中で、低所得者への軽減についてはどのように

なっているんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） ５割軽減及び２割軽減の対象となる

所得の算定基準につきまして、令和２年度も見直しがされ、対象者が拡大さ

れることになっております。 

◎委員（木村冬樹君） 2008年度から始まった後期高齢者医療制度ですが、

２年に１回保険料の見直しが行われるということと、広域連合で運営がされ

ていて、保険料の徴収とかが市の役割という形になっていると思います。 

 それで、本会議でも値上げを抑えるためにどんなことができるのかという

議論があったというふうに思いますが、今回の保険料の値上げと併せて、低

所得者に対する保険料均等割の軽減特例が見直しが続いておりますが、今年

度、来年度、再来年度という形で７割軽減の特例があったものが本則に変え

られて戻されていくという形です。 

 2008年に制度が発足したときに、多くの国民が反対の声を上げたという中

で、その声に押されて行われてきた９割軽減、8.5割軽減ですが、軽減特例

がなくなるということになりますが、岩倉市において軽減特例が見直しの対

象となっている人数だとか、こういったことは把握されているんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 対象人数につきましては、今手元に

資料がございませんので、申し訳ございません。 

◎委員（木村冬樹君） 市町村別に多分資料あるんですよね。それをまた確

認させてください、また別の機会に。 

 ということで、単に保険料が上がるだけでなく、低所得者の人たちにとっ

ても負担が倍ずつ上がっていっているという、９割軽減の人だとね。8.5割

軽減の人でも軽減割合が下がるもんだから、結構な額になる。全国でそれぞ

れ17万人ずつぐらいいるというふうに言われているところであります。そう
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いうことが、今回新年度に向けて行われていくということであります。 

 それで、後期高齢者医療制度でも保険料の滞納、保険料が年金天引きされ

る年金特徴の人以外に、普通徴収ということで納付する人もいますので、そ

ういった人たちの中で滞納が生まれてくるだろうということで、短期保険証

や資格証明書というのも対象となってくるわけで、新年度の短期保険証、資

格証明書の対象者、交付人数、未交付の人数、この点についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 令和２年の２月末現在でお答えをさ

せていただきます。短期証の交付件数は９件となっております。なお、未交

付につきましてはゼロ件となっております。 

◎委員（木村冬樹君） 資格証明書は対象ゼロということですね。でも、資

格証明書も対象となれば、そういう形に岩倉市の場合はなるんですよね。例

えば、２年間未納が続けばということはどうなんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 後期高齢者においては、資格証は発行する

予定はありません。また、資格証を仮に発行するような段階となった場合は、

広域連合のほうに報告、また厚生労働省のほうにも一定報告が必要なものと

なっております。 

◎委員（木村冬樹君） 国保は資格証明書を発行していますけど、なぜ、私

は両方発行すべきじゃないという立場で聞いているわけですけど、そういう

判断になるんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 国民健康保険については、国民健康保険の

短期証等の交付要綱に基づいて発行をしています。１年以上保険税の納付が

ない人には短期証、また短期証が交付されてさらに１年以上納付がない、ま

た納付誓約が守られない方が資格証明書、そういった状況などの場合に資格

証明書を交付しているというものです。 

◎委員（木村冬樹君） それで、短期保険証の発行、交付が９件ということ

で、この短期保険証を交付している方々の所得というのは、生活実態という

のはきちんと把握されているという確認でよろしいでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 所得状況につきましても把握をして

おりまして、なるべく面談をするように、時折訪問による徴収も実施をして

いるような状況でございます。 

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

◎委員（桝谷規子君） 後期高齢者の保険料の軽減分については、一人一人

申請が必要だというところで、その申請をしそびれた場合に、また医療費の

負担が１割ではなくて３割になってしまう場合とか、昨年そういったケース
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をお聞きしたんですが、今までもそういう家族、その人の保険料は高いんだ

けれども、家族で低い人がいる場合の窓口負担が１割にされるという、本来

その方の所得であったら３割になるところを１割になるという、その制度が

一回一回申請が必要だということで、その申請を忘れると窓口が３割になっ

てしまうというケースなどをお聞きするんですが、そういった申請をしそび

れる場合の勧奨というか、その方にきちんと言っていただくというようなこ

とはどういうふうになっているんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 軽減につきましては、所得の申告を

していただいていれば、保険料の軽減をしているところでございます。先ほ

どの桝谷委員からのお話にあったのは、自己負担の割合のお話であると思い

ますが、基準収入額の範囲の方につきましては、市のほうから勧奨の通知を

お送りさせていただいて、それについては申請をいただいて、基準収入額の

範囲内であれば対象とするというものでございます。３割から１割に自己負

担を変更するものでございます。 

◎委員（桝谷規子君） 高齢者の人たちは、たくさんの書類を見切れないと

いうような場合もあって、やはりいろんなたくさんの書類をきちんと見て申

請をしていくというのに、その方はしっかりしていらっしゃる人だとは思い

ながらも忘れたりとか、去年のことだったかなあと思ったりとか、何かある

という場合、その勧奨の通知の一通の郵便だけでなく、何らかの丁寧な勧奨

の仕方というのをお願いしたいわけなんですが、どうなんでしょうか。 

◎市民窓口課統括主査（丹羽真伸君） 先ほどの自己負担の割合の変更につ

きましては、一度お送りをさせていただいて、御提出がない方については再

度勧奨をしているというところがございます。ほかの文章につきましても、

できる限り高齢者の方でも分かりやすい文章、字を大きくしたりだとか見や

すいというような配慮についても行っているところです。いろんな声をお聞

きしながら、引き続き分かりやすい文章に努めてまいりたいと思います。 

◎委員（桝谷規子君） 後期高齢者の保険料も、医療費の伸びで保険料が上

がってしまうというのは本当に構造的な問題だと思うわけなんですが、やは

り今後、本会議でも言いましたように、広域連合の議論の中でも、葬祭費を

一般会計から繰り入れるだとか、何らかの新たな方法を考えていかなければ、

どんどん75歳以上の人たちの、もちろん医療費の伸びを抑えるというための

健診、その後の保健指導など、保健の十分ないろんな手だても必要だと思う

んですが、会計上いろんな工夫がより求められるんじゃないかと思うんです

が、そこら辺はいかがお考えなんでしょうか。 

◎市民窓口課長（近藤玲子君） 高齢者の保険料の負担の軽減について、会
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計上、何か制度上できないのかというような御質問であったかと思いますが、

会計上の仕組みであれば、先ほど少し保険料の増加抑制ということで基金の

活用や剰余金の活用などなされていると、なるべく高齢者の負担を抑えるた

めにというところで一定の仕組みはある。ただ、後期高齢者の保険料につい

ては医療費が上がっているということで、その医療費を賄うためにどうして

いくかというところで、一定これから後期高齢者の方がどんどん増えていく。

また、それを支える若い世代の人たちは、その割合は今後減っていくことが

見通されているところであります。若い世代からも後期高齢者支援金という

ところで、今報酬割ということで、かなり国保被保険者の負担は抑えられて

いるものの、それ以外の保険者においては、健康保険組合については後期高

齢者支援金の負担が大きくなっていること、それも課題の一つであるという

ところで、今後後期高齢者の制度を維持していくためには、一定負担能力に

応じた負担も必要になっていく、その中で一定程度、低所得者に対する軽減

も併せて実施していく、そういうものであろうかと思っております。 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、これで質疑を終結いた

します。 

 議員間討議については省略でよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 次に、議案に対する討論に入ります。 

 反対討論ございますか。 

◎委員（桝谷規子君） 議案第26号「令和２年度岩倉市後期高齢者医療特別

会計予算」について反対の討論をさせていただきます。 

 75歳で年齢を区分し、後期高齢者医療制度が2008年度から始まったわけで

すが、２年に１度の保険料の算定ということで、やはり医療費の伸びがあれ

ば保険料がアップしていくということで、今年度、２年に１度というこの年、

医療費の値上げということになったわけですが、やはりこの制度の構造的な

問題を何とかしていかなければ、75歳以上の高齢者の人たちの保険料のこれ

以上の値上げということを抑える手だてを本当にしていかなければ難しいの

ではないかと思います。 

 東京で行われているそうですが、後期高齢者医療制度の会計の中から葬祭

費を出すのではなく、一般会計からの繰入れで行っている例もあるとお聞き

しました。それは広域連合の一般質問という形でもされたとお聞きしている

ところです。やはり構造的な問題が多い後期高齢者医療制度の中での様々な

今後の自治体の工夫、国・県に対してもしっかり意見をしながら、高齢者の

負担をこれ以上増やさない努力が必要だと考えます。 
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 今回の改定については、保険料の値上げとなるために賛成するわけにはい

かず、反対といたします。 

◎委員（谷平敬子君） 議案第26号「令和２年度岩倉市後期高齢者医療特別

会計予算」について、賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 後期高齢者医療の保険料は２年ごとに見直されており、このたびの改定は、

75歳以上の高齢者が増加しており、医療費が伸びていることが主な要因とな

っています。 

 保険料の改定に当たっては、その増加を抑制するため、決算余剰金の83億

円の活用や、愛知県の後期高齢者医療財政安定化基金から29億円が活用され

ています。５割軽減及び２割軽減の対象となる所得の算定基準は、令和２年

度も見直され、対象が５割軽減で22人の増、２割軽減で10人の増加が見込ま

れます。 

 後期高齢者医療特別会計は、県下の全市町村が参加する愛知県後期高齢者

医療広域連合が制度を安定的に運用できるよう各市町村に求めた財源負担を

適切に出庫するためのものであり、その積算内容は適切なものと考えます。 

 以上の理由から、後期高齢者医療保険の運営上必要なこととして、議案第

26号を賛成といたします。 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第26号「令和２年度岩倉市後期高齢者医療特別会計予算」について、

賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手多数であります。 

 採決の結果、議案第26号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 続きまして、議案第27号「令和２年度岩倉市上水道事業会計予算」につい

てを議題といたします。 

 予算書は469ページから514ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（水野忠三君） 予算書504ページ、経営戦略策定事業でございます。 

 こちらのほうは具体的な投資財政計画などを示すだけではなくて、今後10

年間における経営の基本的な考えも示されるということでございますが、こ

の経営戦略策定業務を全面的に委託するのはもったいないかなあという気が
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いたします。それは、経営の基本的な考え方ということで、かなり理念的な

もの、そういうものも含むので、全部を全面委託するのはどうかなあという

ふうに考えるわけでございますが、データの提供等以外で委託をどの範囲で

されるのか、全面委託されるのか、それをお伺いをしたいと思います。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） この経営戦略につきましては、先ほ

どの御質問がありましたように委託業務の中で行います。業者には、これま

での必要なデータを提供しまして、投資と財政計画のシミュレーションとい

うものを実施してもらう予定にしております。ただ、この経営戦略につきま

しては水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続するための経営の基本

計画になりますので、業者に全部任せるのではなくて、適宜委託業者と協議

を行いまして、水道事業としての意見や考え方についても反映したものにし

ます。

◎委員（水野忠三君） 続きまして、予算書511ページの排水施設機械設備

等更新事業でございます。こちらについては、以前質疑もあったと思います

が、予定工期が４月から８月でございます。夏の７月、８月の時期に影響等

はないかというような心配などがあったかと思いますが、いわゆる仮設の受

変電設備とか発電機設備などで、夏の特に暑い時期とか、かなり需要が伸び

たりとか、そういう時期大丈夫なのか、それから例えば天候等によってそう

いう仮設の施設で大丈夫なのか、その点をお伺いしたいと思います。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 令和２年の４月から８月までは、現

在設置済みであります仮設の受変電設備で対応をします。この仮設の受変電

設備につきましては、本設と同じ規格であります。このため、通常の運用と

変わりはありませんので、問題がないと判断しております。 

◎委員（水野忠三君） 続きまして、同じ予算書511ページの基幹管路耐震

化事業でございます。こちらのほうは１億2,000万という数字がついており

ます。一般財源からということで理解をしておりますが、例えばこれは今、

上水道のお話なんですが、公共下水道の五条川右岸の公共下水道建設事業な

どでは、社会資本整備総合交付金という国からの補助などが出ているわけで

ございますが、こちらの基幹管路耐震化事業、上水道のほうは一般財源から

という理解なんですが、国とか県から補助金などを現在得られていないよう

に見えるわけなんですが、その理由と、将来こういう重要な施策については

国とか県から補助が出るのかどうか、そういう将来の見込みなどもお聞かせ

ください。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 国から補助を受ける制度としまして

は、平成27年度に創設されました生活基盤既設耐震化等交付金がありますが、
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本市におきましては交付の対象とされている資本単価の要件を満たしていな

いことから、全て一般財源によって事業費を捻出しております。この資本単

価につきましては、減価償却費、県水を受水する量、あと企業債の金額など

から算出されますが、本市では自己水源を一定保有していることから、１立

方メートル当たり90円以上の補助採択要件に対して、１立方メートル当たり

74円と下回っている状況にあります。この点につきましては、愛知県市長会

を通じまして資本単価の引下げや、補助採択要件の廃止を国に要望している

ところですので、今後も一般財源によって事業費を捻出していく考えでいま

す。

◎委員（堀  巌君） 私も経営戦略策定事業についてお聞かせください。

これ総務省からの要請ということなんですけれども、全ての自治体がこの要

請に応じていく状況なんでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） この経営戦略は、公営企業に対して

総務省が要請しているもので、水道事業だけでなくて、病院事業とか、ガス

事業とか、そういったところも対象とされております。 

 今の御質問ですけれども、水道事業に関しましては令和２年度までで策定

を予定しているのが90％を超える見込みというふうになっている状況でござ

います。

◎委員（堀  巌君） 岩倉市の場合は上水道事業をジェネッツさんが入っ

てやっていただいていると思うんですけれども、そのジェネッツさんも企業

体としてそういう経営戦略というのは持っていると思うんですけれども、持

っていますでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） すみません、今ちょっと分かりませ

んので、そういった計画みたいなのがあるかどうかというのは確認をさせて

いただいて、改めて御報告させていただくということでよろしいでしょうか。

◎委員（堀  巌君） 病院だとかいろんなところに要請が行っていると思

うんですけれども、言われるまでもなく、そういう経営戦略、特に企業であ

ればつくっているはずなんですよね。それに加えて、また1,000万近くもか

けて委託をするというところにちょっと疑問があります。今実際担当されて

いる企業さんとよく相談しながら、委託内容とかも決めるべきだというふう

に思うんですけれども、国からの法律で縛られている義務ではないものにつ

いては、やっぱり慎重に市内部で、もし企業も入っていれば企業と一緒に決

定していくことが必要なんではないかと考えるわけですけれども、いかがで

しょうか。 

◎上下水道課長（秋田伸裕君） 経営戦略は、公営企業会計につくるように



３６ 

ということで要請が来ているもんですから、一般企業とはちょっと別になっ

てくるかなあというふうに思っているんですけど、この背景としてはやっぱ

りこれからの少子化によって料金収入が伸びないだとか、あとはいろんな施

設老朽化で、これからの修繕の費用だとかそういったことが増えていくだろ

うという見込みの中で、経営が立ち行かなくなってからでは遅いもんですか

ら、今のうちにそういう戦略をつくるようにということなんです。だもんで

すから、そういったことも考えて必要かなあというふうには思っております。

◎委員（堀  巌君） これまでの何十年間というのは、岩倉市はそういう

ものは全くなしでやってきたんでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 上位の計画としては、総合計画とい

うのがございまして、それを受けて平成23年度に岩倉市水道ビジョンという

ものをつくっております。この中でアセットマネジメントも実施はしている

んですけれども、日々経営状況というのも変わってきます。水道ビジョンを

策定してから10年近くたつということもありますので、改めてここでもう一

度経営の状況を分析して、水道事業の基盤強化に努めるために策定をするも

のになります。

◎委員（堀  巌君） 水道ビジョンをつくったときは、それも全部委託な

んですか。それと、水道ビジョンは幾らぐらい経費がかかって策定したんで

しょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 水道ビジョンにつきましても委託で

行っております。申し訳ございません、委託費用、ちょっと調べさせていた

だいてよろしいでしょうか。

◎委員（堀  巌君） 今回どこの業者に委託するか知りませんけれども、

やはり水道ビジョンという岩倉市の一つの計画があって、それを踏襲した形、

踏まえた形で、過去の水道事業を評価しながら新しいものをつくっていくと

いうふうになると思うんですね。そこら辺で、この1,000万というのが妥当

なのかどうなのかというところは検証されていないんですか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） この予算を計上するに当たりまして

は、こういった計画を策定している業者から複数見積りは取っております。

その中で一定必要なアセットマネジメントを行うものですから、金額だけを

見ると1,000万近くにはなるんですけれども、経営戦略という計画の規模を

考えると、妥当な金額であると判断しております。

◎委員（桝谷規子君） 先ほどの水野議員の質問にもあったように、岩倉は

県水の割合を、自己水源、今13水源じゃなくて11になったんだっけ、渇水時

に他市町が学校プールが使えなくなったときも、岩倉は自己水源があるため
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にずうっとやれたという過去からの先輩議員たちからのお話を聞く中で、自

己水源の大事さというのを思うわけなんですが、そういったために、国から

の資本単価が、水道料金をもう少し高くしなければ国からの補助がもらえな

いなんていう本当に理不尽な国のやり方を思うときに、この経営戦略をまた

やろうとする中で、老朽化の管をもっと強化する計画とか、どんどん経営戦

略を立てていく中で、水道料金が上がっていくんじゃないかという心配があ

るわけなんですが、そういったことはどうなんでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 水道料金の値上がりにつながること

があるかというような御質問ですけれども、本市の水道事業につきましては、

これまで資金不足というものは生じておらず、黒字決算ではありますが、純

利益はここ５年ぐらいを見ますとピーク時の平成28年度から減少している状

況にあります。こうした中でも、住民生活に重要な水を安定的に供給してい

くには、施設の修繕ですとか水道管の更新というのは計画的に実施をしてい

かなければならないと考えております。 

 経営戦略の策定に当たっては、当市の財源の試算を実施する予定としてい

ますので、その結果によってはですけれども、水道料金の値上げの必要性に

ついて提示することもあるかというふうに考えてはおります。 

◎上下水道課長（秋田伸裕君） 先ほど言ったように、結果によるというと

ころなんですけど、現在、広域化だとか共同化なども県のほうで検討をして

おります。そういったいろんな努力によって、なるべく料金は上げたくない

というのはこちらにもありますので、そういった形にはならないように、そ

ういった計画でも反映させていくような形で考えてはおります。

◎委員（木村冬樹君） 今まさにそのことを聞こうとしていて、国のほうで

水道の広域化という形だとか、民営化が可能になるような法律がどんどんつ

くられている。世界とは少し逆行している形になってきているのではないか

なあというふうに思っています。そういった中で、愛知県の今の検討がどう

なっているかというところを、民営化という点は、多分広域化しないとメリ

ットが生まれないから、広域化が先というふうになってくるのかなあと思う

んですけど、そういった話合いの状況は県のほうではどのようにされている

のかお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 水道事業の広域化につきましては、

平成25年度より愛知県が主催する勉強会に参加しております。愛知県は、最

終的には事業体を全て統合する県内一水道というものを目標とする考えでい

ますけれども、事業体ごとに施設の水準ですとか維持管理水準といった経営

格差も生じておりますし、水道料金の体系も差がある状態です。ですので、
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事業体を統一する広域化の実現については相当な時間を要するというふうに

考えております。 

 現在は、まずは事務事業で共同化できる項目の確認作業を行っておりまし

て、その中で水質検査の業務について共同発注できるかどうか、費用対効果

も含めて検証をしているところになりますので、今後も近隣事業体と意見交

換を行いながら研究をしていきたいというふうに考えております。

◎委員（桝谷規子君） 現在、水道料金の滞納によって給水停止をしている

ような状況はどんな状況かお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） 水道料金の未納によって給水停止を

する場合は、連続して２期以上未納となった場合に給水停止の対象としてお

ります。ほとんどが市外に転出されてしまって、追跡の調査ができない方と

いうのが停止の対象となる方が多いです。実際にその料金を未納になったと

きに給水停止のお知らせをお送りしますと、大抵の方が支払っていただけま

すので、そのまま生活をした中で未納になっているという方はほぼいないと

いう状況になります。

◎委員（桝谷規子君） 分かりました。 

 確認ですけど、未納世帯の実態を把握せずに一方的に給水停止をしている

ことはないという確認でよろしいでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大橋 透君） そのとおりですので、一方的に給水

停止をすることはございません。

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 質疑はないようですので、これで質疑を終結いた

します。 

 議員間討議は省略をさせていただきます。 

 次に、議案に対する討論に入ります。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第27号「令和２年度岩倉市上水道事業会計予算」について、賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第27号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 
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 続きまして、議案第28号「令和２年度岩倉市公共下水道事業会計予算」に

ついてを議題といたします。 

 予算書は515ページから549ページまでです。 

 当局の説明はいかがいたしましょう。 

〔「省略」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 当局の説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

◎委員（大野慎治君） 予算書545ページ、令和２年度予算に係る新規及び

主要事業説明資料の48ページをお願いします。 

 支出で、公共下水道実施設計委託業務が今回9,324万4,000円計上されてお

りますが、今までこんなに計上されたことがないんですね。かなり高くなる。

どこからどこまで設計に入っているのかというのを詳細にお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 今回額が、委員おっしゃいますよう

に多くの額を計上しております。場所としましては、今工事を行っている本

町の北側の、実施設計は今年度行っているんですけれども、そこのさらに北

側ですね。一宮春日井線の辺りから北側の実施設計、また大地町の萩原多気

線を今県が工事をしていると思うんですけれども、そこの萩原多気線を含む

南側のエリアの設計を来年度行う予定にしております。あと、幹線の推進工

事ですね、こちらの現在行っている工事のさらに北側の工事も含めて設計を

行います。 

◎委員（大野慎治君） よく分かりませんが、ちょっと図面で後で総体的に

お知らせしていただかないと、どこからどこを設計されるのかよく見えない

ので、分かるような資料は終わってからでいいので頂きたいと思います。 

 今、下水道の工事を見ると、３メーターから３メーター50ぐらい、かなり

深い工事、僕も現場をたまに見ますけど、かなり危ない状態です、僕も見た

けど。組立て式の簡易土留めとか、そっちのほうできちっと抑えたほうがか

えって安全なんです、今よりは。今まで岩倉でうまくいかなかったからとい

ってなかなか採用されないらしいけど、やっぱり場所によってはそういった

工法を使っていかないと、作業員の安全にも関わるので、現場をよく見れば

分かるはずなんですよ、ほかの市町も使っているから。岩倉でうまくいかな

かった事例があるから使わないという判断じゃなくて、場所場所によって工

法を変えていかないと、やっぱりちょっと違うんじゃないかなあと。現場を

見て、深さを見て、設計というのは反映していかなきゃいけないと思うんだ

けど、その辺のところの考え方をお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） ただいまの岩倉市の下水道の面整備
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工事は、仮設としましてはアルミ鋼矢板を使っておりまして、委員がおっし

ゃるような建て込み部分には使用しておりません。建て込み土留めにつきま

しても、以前業者から提案がありまして、実際使ったことはございます。た

だ、建て込み土留めになりますと、１枚パネルを上から沈めていくような形

になると思うんですれども、生活道路でありますと、横断しているガス管や

水道管等が多々ございまして、パネルですとどうしてもそれを避けられない

という状況がたくさんあります。現在、アルミ矢板ですと１枚33センチ程度

なんですけれども、横断管に関しましては、それを避けるように土留めを設

置して、工事をして何とか掘っている状況がございます。ですので、現場状

況を見まして、確かに建て込み土留めのほうが土留めとしてはいいかもしれ

ませんけれども、実際なかなか使うのは難しいと考えております。 

◎委員（大野慎治君） 使えないところは簡易土留めで、使えるところは普

通の土留めと、使い分けなきゃいけないんだ、場所によって。全部同じだと

いう考え方が基本的に発想がおかしい。危ないところはそこ、支障があった

ところは。そうじゃないところは、今の言った簡易組立て土留めのほうが正

しいというふうに考え方を変えていかないと、どこでも当たるといったら支

障ばっかりがあるという話になって、かえって話がおかしくなる。現場をよ

く見て考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 あともう一個、公共下水道事業の中で、五条川の堤防の道路、きれいにし

てあった道路まで半断面だけで舗装があって、健幸ロードなんだから、せっ

かくきれいにしてあった道路を半断面だけ直すというのはちょっと違うんじ

ゃないのと。今まで市として健幸ロードです、きれいな道路で舗装を直して

きました、今回下水道で半断面です、ちょっと違うんじゃないのと。健幸ロ

ードとしての考え方と下水道課としての考え方がちょっと違わないかと。き

ちっと直すならきちっと直す、そういったところはちょっと現場を見て、場

所を考えて施工していかないと、かえっておかしい。現場を見ていますか。

歩いていれば分かるけど、歩いている人は分かるんだけど。ちょっとどうい

う考え方で施工しているのかお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 今年度から五条川沿い堤防を本町か

らやり始めております。これからまたずうっと北のほうにやっていくところ

なんですけれども、確かに委員おっしゃられますように、半断面しか舗装し

ていないところと、全断面舗装してあるところとばらばらとしている状況が

ございます。今、御指摘もありましたので、来年度以降、堤防道路沿いの舗

装について、またちょっと内部で検討して、どのように復旧していくか検討

していきたいと思います。
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◎委員（大野慎治君） 内部で、健幸ロードとしての位置づけなので、ちょ

っと検討していただきたいと思います。 

 次に、同じく主要事業の説明資料の49ページ、五条川小学校の調整池、今

一生懸命埋め戻してしている途中ではございますが、来年度は導水管の設置

工事です。多分北側の体育館の細いところに導水管と放流管を設置する工事、

かなり狭いところだと思いますが、工事をされますが、これはちょっと早め

に、今回も繰越しになっていますが、早めに工事かからないと、また繰越し

ということになってはいけないので、いつぐらいに発注していつぐらいの工

期に考えているのかお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 工事は年度明けたらすぐに設計に着

手しまして、発注する予定をしております。工期としましては夏頃、８月頃

から、また年度末、３月までぐらいを予定しておりまして、今回導水管工事

ということで、西側の水路の辺りも工事しますので、そこに関しましては出

水期が終わって水位が下がってからしかできないということもありますので、

そのあたりタイミングを逃さないように工事を行いまして、令和３年４月か

ら供用開始できるようにしていきたいと考えております。

◎委員（大野慎治君） ちょっと話題を変えまして、今年度業務委託した岩

倉駅東雨水計画検討業務、これがどこでも報告されないんですけど、いつも。

これは多分桜通線の雨水貯留管の計画を今後どうするんだというような検討

業務だったと思いますが、これの内容をお聞かせください。どういった検討

になったのかということをお聞かせください。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 岩倉駅東の雨水に関しまして、今年

度委託をしまして調査しております。委員おっしゃられますように、桜通に

設置するものを別の場所でできるのかというものの検討を行っております。 

 その結果に関しましては、最後の結果が出ておりませんので、今ちょっと

ここでは申し上げられませんけれども、結果が出次第、委員の皆様に報告さ

せていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

◎委員（木村冬樹君） 公営企業会計ということで、工事の関係で変更があ

ったり工期が延びたり、いろいろなことが、これからも下水道整備計画に基

づいて工事が進められてきますので、予断を許さないというふうに思います

が、しっかり議会のほうに報告していただきたいというふうにまずもって言

っておきたいと思います。今の答弁でもありましたから、そのようにしてい

ただけるというふうに思っていますので、お願いします。 

 私が聞きたいのは、五条川左岸の関係で流域下水道、今県のほうがいろい

ろ整備をしておりますが、ただ、流入量がそれほど伸びていないというよう
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な状況がある中で、県全体としていろんな工事が進められているのかどうか

ちょっと分かりません。岩倉市としては、この流域下水道を見る場合、大事

なのはやはり公害のないということの観点から、地域住民に対して配慮する

だとか、あるいは岩倉市の中の事業所などが流す場合の水質の調査をしっか

りやって指導していくということが大事だというふうに思っているところで

すが、今県のほうでは総合処理というか、融通搬入搬出というのがやられて

いまして、どういうことかというと、ある下水道のところで焼却施設なんか

が点検だとか工事とかがある場合に、他の施設に持っていって焼却するとい

うことで、それを五条川左岸でもやっていますし、ほかの県の下水道とも融

通してやっているというふうに思っていまして、そういったときのよそから

入ってきて岩倉市の隣で汚泥が焼却されるということに関して、水質調査だ

とかいろんなところが分からないものが私たちにとっては燃やされていると

いう感覚があるんですよね。ですから、そういうところをやっぱりしっかり

見ていただいて、県のほうに意見を言っていただきたいなあというふうに思

いますが、今、県の融通処理というものがどういう状況になっているのかだ

とか、あるいは岩倉市がそういう県の取組に対して何か意見をしていく、こ

ういった心構えといいますか、そういうものがありましたらお聞かせいただ

きたいと思います。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 今のお話は、融通処理のことかと思

いますけれども、五条川左岸浄化センターはもともと焼却炉がありまして、

その能力が50トンあります。現在、大体汚泥炉として１日47トンぐらい、45

トンぐらいですので、その余力のところで、ほかの処理場が止まっていると

きにそこの汚泥を処分するというようなことをしております。 

 左岸の処理場に関しましては、公害防止委員会というものを設置しており

まして、その中で年２回、公害防止協定に基づいてちゃんと処理がされてい

るかというのを県のほうから報告していただいているところでございます。 

 確かに岩倉市とか小牧市とか、そういうところで流すものに対しては、水

質調査を各市町で行いまして、その内容についても公害防止委員会で報告さ

せていただいていまして、それを燃やしているという状況ですので、その燃

やしているものに対しましても、当然大気の空気の汚れ具合を調査しまして、

それも報告させていただいておりますが、確かに外から入ってきたものに対

してはそういうところが若干内部で処理するものに対しては規制が弱いとこ

ろがあるかなあというのが今のお話で感じたところであります。 

 ただ、公害防止委員会におきまして、法律で規定されていない細かい数値

に項目に関しましても、全て報告を県のほうからしてもらっている状態でし
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て、それに対して今までも特に非常に毒素が高いものがすごく出ているとか

いうことは一度もございませんので、今後もそのように適切に監視をしてや

ってもらえるように、こちらからも要望をしていきたいと考えております。

◎委員（堀  巌君） 公共下水道事業会計には、さっきの上水道の経営戦

略みたいなものはあるんでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 下水道事業も公営企業ですので、経

営戦略の策定は総務省から求められております。下水道に関しては、委託は

行わない予定にしておりまして、水道との違いといたしましては、下水道事

業は公営企業に移行したばっかりなんですけれども、そのときに固定資産の

再評価をその段階で一回しておりますので、その固定資産の評価とかに関し

ましては既にできているというところが、まず水道事業とは違うところがあ

ります。あとは、水道事業と違いまして、下水道事業は現在岩倉市ですと整

備率が７割、その中でも接続率がまだ８割ぐらいということで、事業として

未普及対策をしている段階でして、経営戦略を当然立てなきゃいけないんで

すけれども、委託をしてまで立てたとしても、それを一回立てて終わりとい

うことではないもんですから、それを見直しながら経営戦略というのをやっ

ていかなきゃいけないという状態で、今多額のお金をかけて経営戦略を立て

るという選択はせずに、取りあえず自前でできるところまで行って、未普及

対策のほうに事業を推進させていきたいというふうに考えております。

◎委員（桝谷規子君） 先ほど、左岸の公害防止委員会の中での住民に安心

できるようなことまでしっかりやられていることがあったんですが、右岸に

は公害防止委員会がないんですが、それに代わるものでつくってきている段

階、状況は前もお聞きしたんですが、今年度それ以上に進むようなこととか

ありますでしょうか。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 五条川右岸の浄化センターに関しま

しては、公害防止委員会は設置されていないんですけれども、その代わりと

いいますか第三者委員会というものを設置しておりまして、地元の野寄区の

委員の方と、学識経験者の先生等含めまして、左岸と同じように水質調査で

すとか、大気の調査ですとか、振動・騒音について調査したものを半年に一

度報告させていただいている状態です。そちらにつきましても、報告書の内

容としましては、左岸と同じような形でさせていただいておりまして、同じ

ように監視をしているというところで、今後もそのように第三者委員会を続

けていきたいと考えております。

◎委員（桝谷規子君） 右岸についても公害防止委員会と同じようにきちん

とされているという確認でよろしいんですか。県の職員なども入っていらっ
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しゃるんですか。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） もちろん県の職員も入っておりまし

て、一宮建設事務所のほうから事務局として騒音・振動や水質について調査

し、報告している状況になります。

◎委員（堀  巌君） 今の第三者委員会は、どこで附属機関が設置されて

いるでしょうか、どこの予算で。 

◎上下水道課統括主査（大德康司君） 県のほうになります。一宮建設事務

所です。

◎委員長（鬼頭博和君） 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

 議員間討議は省略をさせていただきまして、次に議案に対する討論に入り

ます。 

 討論はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 討論はないようですので、直ちに採決に入ります。 

 議案第28号「令和２年度岩倉市公共下水道事業会計予算」について、賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 挙手全員であります。 

 採決の結果、議案第28号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。 

 なお、本委員会の委員長報告の文案につきましては正・副委員長に御一任

願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎委員長（鬼頭博和君） 御異議なしと認め、そのように決しました。 

 以上で財務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


